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序 文

本著は,中野 勲先生を中心に開催されている｢現代会計学研究会｣のメンバー

によって，現代会計制度あるいは現代会計学で最近再度問題になっている「原

価主義と時価主義」問題に関して書かれた論文を基に編まれている。

（取得）原価主義と時価主義という問題は，会計学が誕生して以来何度とな

く議論された問題である。会計の実務をみれば，さらに当該問題は古い歴史を

有していると考える人もいる。したがって，会計学者である以上，当該問題に

ついて必ずや一家言持っていてもおかしくはないであろう。こうした問題の建

て方をすれば，研究者の多くは，おおむね取得原価主義に与する研究者と時価

主義に与する研究者に分けられる。こうした問題の建て方に対して，本著の姉

妹著である『21世紀の会計評価論』（勁草書房, 1998年刊）で，井尻教授が反

論を展開している。すなわち，「来価」という概念に代表されるように，単に

企業と無関係のところで成立している財務諸表作成時の現在価格ではなく，例

えば将来遂行される契約価格のような企業との関わり合いの深さから評価の基

礎となる将来価格を選択することこそ重要であるという発想である。しかし本

著では敢えてこうした井尻教授の批判に対処しなかった。編者には，やはり，

制度的には「原価主義」と「時価主義」は対立するものであり，対立してこそ

両評価論は社会的に意義があると考えたからである。したがって，本著に寄せ

られた論文はおおむね三つのグループに分類されうるように思われる。いうま

でもなく，一つのグループは原価主義の存在根拠を制度派経済学的思考を手掛

かりに改めて考え直そうとする議論を行う論文が中心で（第1部)，今一つの

グループは時価主義の制度的実施を念頭に置いた時の諸問題を議論する論文が

中心であり（第2部)，さらに一つのグループは「原価主義と時価主義」とい

う問題を検討する際のコンテキストを明確化しようとする論文が中心(第3部）

である。
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20世紀の企業社会で評価論が問題となるとき多くは，原価主義実務に対して

時価主義による評価の導入の是非という形で問題化する。最近の日本でも同様

の問題が発生している。当該問題が20世紀において何度となく提起された時価

主義問題の一つなのか，それともこれまでの会計に変革を迫る問題なのかは未

だ明確ではない。しかし，これまでと異なるのは，日本では，内閣総理大臣が

公式の場で「時価主義」に言及するというこれまでにない状況が見られる点で

ある。場合によっては大きな変革の時期のようにも見えるが，日本版ビッグバ

ンといわれる金融制度の変革期に，制度的辻棲合わせに利用されているように

も見受けられる。この点からも，最近の時価主義問題が,20世紀から21世紀を

見渡すときの評価論の変質なのか，最近に限定された制度的変革問題なのか，

明確ではないのである。我々会計研究者としては，こうした問題点を踏まえて，

少し長期的パースペクティブから，「原価主義と時価主義」の問題を検討して

みたいと考える。そうした意味で，本著に納められた諸論文は，大きな意義が

あると考えられる。

「現代会計学研究会」の指導的メンバーである中野勲先生が還暦を迎えら

れた。本著は先生の還暦を記念して編まれたものでもある。先生が最も関心を

持ち続けてこられた会計評価論について議論する論文集を出版することによっ

て，先生の還暦をお祝いすることができ，日頃，研究会で先生から有益なコメ

ントをいただいている研究会メンバー一同にとって大きな喜びである。

現代会計学研究会 幹事

山地秀俊
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第1章 不信解消の会計と取得原価主義
の制度的選択

I はじめに

会計の仕事が情報の提供にあることは，あらためて，繰り返す迄もないかも

しれない。しかし，会計にあって，情報は，どのような理由と目的から，提供

されることになる（なった）のだろうか。

人間の歴史のなかで会計の道のりは短くないはずである。しかし，会計が経

験した時間の長さからみるなら，会計が情報と意識的に歩調をあわせはじめた

のは，つい昨日に至ってのことにすぎないのではないだろうか。ともあれ，情

報の役立ちが社会の一般の人たちに喧伝される時代，会計という仕事も，ダイ

ナミックな経済活動の一貫として，その積極的な働きが分析されようとしてい

ることだけはたしかなようである。

たとえば, ASOBATを転換点とする情報会計の進展は，このような方向を
（1）

象徴的に示している。意思決定への有用性を掛け声として，会計は経済の表舞

台に登場する。しかしながら，会計の基本的な職能は，このような表舞台の働

きによって，よく捉えられるのであろうか。会計の重要な貢献は，むしろ長い

目でみれば，表にあらわれない，いわば舞台の裏にあった（＝ある）のではな

いだろうか。

(1 ) A St(J"""t q/ B(zsjc Acc"""g T"gob), AAA,1966
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誤解を避けるため，一言しておこう。会計の貢献が目に見えないところにあ

るとすることは，会計という仕事の重要性を軽んじることではない。会計の働

きが経済という舞台を裏から支えているとするなら，この舞台裏の配慮こそ表

舞台の働きにもまして重大であるといいたいのである。中野勲教授は，かねて

から，「陰画的」な会計の見方を提唱されている。わたくし個人の根拠のない

思い込みだろうか。わたくしの目には，教授に陰画として解読される「不信解
（2）

消会計」は，現代の情報会計論のきらびやかな表舞台を裏から照射しているよ

うにもみえるのである。

たしかに「不信解消」の声は，ある面，会計の職能を消極的に語っているよ

うに聞こえないではない。しかしながら，常識的な判断からしても，不信が解
（3）

消されない社会では，合理的な経済は成立さえしえないのではないだろうか。

不信のあふれる社会は，理性にしたがう合理的な計算を不合理なものとしてし

まうからである。不信はモラルにかかわる問題なのだろうか。もちろん，会計

は人がパンのみで生きるべきかどうかを語らない。しかし，会計のテーマがパ

ンだけにかかわるしてさえ，わたしたちの社会では，パンを入手する段取りは

ひとり技術だけの問題ではないことに注意したい。なるほど，不信を解消する

ことはパンを焼き上げることとは別の事柄である。しかし，不信が解消されな

いなら，工場や設備，小麦粉，職人が揃ってさえ，パン焼きの作業は始まらな

い。このような意味では，不信の解消は，パン焼きの技術的な生産の効率を何

(2)中野勲，「会計測定論一不信解消会計の構築｣，同文館，昭和62年。

わたしたちがここで検討しようとする会計の不信は，教授の「不信解消会計」における問

題関心と幾許かの距離をおくものであるように思われる。誤解が生じることをおそれ，あ

えて注記しておくことにする。

(3)個人の利己的な計算が資本主義の経済を円滑に動かしているとしても，取引における信

頼の重さは軽視できるわけではない。アダムスミスのセルフインタレスト(self interest)

は，いわゆる利己主義に同じでないとの古くからの主張は，この関連で，注意されてよい

だろう。信頼の働きを強調する主流派の経済学者としては，アローやアカロフが知られる

ところである。
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ら高めないと想定してさえ，欠かすことができないはずである。

会計はこのような社会の不信をとり除くことができるのだろうか。あるいは，

会計のどのような特殊なありかたが，この不信をとり除くのだろうか。会計の

ありかたについては，種々の角度から，多くの検討が進められてきた。取得原

価や時価といった，いわゆる評価論の問題は，また，会計学の中心的なテーマ

として好んでとりあげられてきたところである。ここでは，このような評価論

への幅広い関心に着目して，上の不信解消にまつわる諸問題を，取得原価と時

価の制度的な選択に関連させながら，考察してみたい。

Ⅱ 不信の所在と不信解消の論理

1 不信の時代

会計は不信の解消に役立つのだろうか。会計に携わるほとんどの人たちには，

このような問い掛けは当然にすぎるとされるかもしれない。なるほど，情報の

有用性に目をむける現代会計学は，ある面 経済的な意思決定の役立ちを志向

して，会計による不信の解消を二次的な問題としているようにみえないではな

い。しかし，このような原子論的な情報アプローチにおいてさえ，会計が不信

を解消する課題を負わせられている（解消することができる）ことについては，

当然と受けとめられていたのではないだろうか。

たとえば，この立場に，会計が有用な情報を提供し得ないとしてみよう。有

用な情報を提供できない会計は不信を招くはずである。不信の意味や内容を問

わないなら，会計のどの立場も不信の解消と無縁ではないようである。

いわゆる情報会計論の進展とは別に，少数の研究者たちは途切れることなく

会計の伝統的な不信解消の機能にこだわり続けてきた。あるいは，近年におい

ては，情報会計論と同じく情報に目を向けながら，これを実証的な記述理論の

かたちで構成しようとするロチェスター学派はあらためて，会計のこの機能の
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‐l）

分析に集中的な努力を払っているといってよいだろう。伝統的な呼び名で，こ

れをaccountabilityの会計と特性づけるにせよ，あるいは，これを，経済理論

にならって, agenCyの会計と呼ぶにせよ，これらの目指す不信の解消は，関係

者の間の不信の解消と無関係ではないことだけはたしかである。このような意

味では，会計学の潮流は現在，あらためて伝統的なかたちでの不信の解消の分

析に向かっているといってもよいかもしれない。

会計は，あくまで，時代のなかにおかれているはずである。このような事態

からするなら，上の動き自体，時代の状況を反映しているともいえよう。たと

えば，先進資本主義の諸国に，経済が成長の時代から停滞（成熟）の時代へ移

行せざるを得ないとしてみよう。経済のケームはプラスサムゲームからゼロサ

ムゲームへと関係者の期待を変化させるかもしれない。このとき、会計はゼロ

サムケームの調停者として，伝統的な不信解消を主たる機能におくのではない

だろうか。わたしたちは，ここでは，会計の意思決定有用性の機能，経済的効

率性の無限の獲得を楽観的に期待しがたいからである。一方，このようなケー

ムの特性は，時代とともに，各地域の特性にも懸かるはずである。このように

考えるなら，たとえば，アメリカにおける会計の動向が，時を同じくして，そ
（5）

のままのかたちで日本に輸入されることには疑問がないではないだろう。

不信の解消は，ある面，時代の焦眉の課題である。このような意味では，わ

たしたちは，これを会計における当然の出発点として，不信解消と評価論の繋

がりを問うべきかもしれない。しかし，幾つかの疑問は，なお，残らないでは

ない。本章の展開との関連上，これを簡単に整理したあと，評価の問題に移り

(4)ワッツージマーマンの「実証的会計理論」がこの分野の好著である。

Ross L・Watts and jerold L. Zimmerman, Hs"w Acc"〃"堰T舵07y，Prentice-Hall,1986.

(5)同じような事情は，「法と経済学」の日本への移入においてもいえるのではなかろうか。

アメリカの法学界を席巻した近年のこの思想も，日本へのインパクトにおいては，なお未

だしの感がある。詳論は避けるが，このような事情は，経済学（＝経済学のことば）がそ

れぞれの社会にいかばかり制度化されることに成功しえているかに関わっているのではな

かろうか。
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たいo

2 不信解消と会計

社会が不信の解消を必要とするとして，この不信は，会計によって，よく解

消されるだろうか。いいかえるなら，ある何らかの機構が，会計にかわって，

不信解消に機能しているということはないのだろうか。なるほど，このような

問い掛けは形式的な定義の問題で，不毛であるとされるかもしれない。会計に

かわる別の機構は，あらためて，広義の会計とされることがありえないではな

いからである。しかしながら，このような機構は記録や計算といった意味の伝

統的な会計と遠いところにありうることも考えられないではないだろう。

上の疑問にもかかわるが，会計は，ある場合，社会の不信を増大させること

はないのだろうか。もちろん，このような会計については，これを信頼のおけ

ない会計に限られた例外的な話として，話を片付けることも可能であるかもし

れない。しかし翻って考えるなら，会計はこれが最高に機能するときでさえ，
（6）

あるいはこれの故にこそ，不信を誕生させていることはないのだろうか。

わたしたちの疑問は悲観的にすぎると思われる向きもあるだろう。問題の広

がりを絞って，ここでは，ひとまず，会計は経営者に向けられた不信を解消す

ることが出来るはずだとするところから出発してみよう。会計は経営者への不

信を解消する。しかし，経営への不信を解消する会計に対する不信はどのよう

なメカニズムで解消されることになるのだろうか。あるいは，会計に対する不

信は経営に対する不信に比して小さいとすることのできる理由が探られる必要

があるだろう。

経営へ向かう不信と会計へ向かう不信に違いはあるのだろうか。前者の不信

(6)会計が社会的な不信をかえって増大させるかもしれないこと，あるいは会計とは別の機

構がこの不信の解消に機能しているかもしれないことの可能性については，英国における

会計の行きすぎをみようとするパワーの小著が興味をひく。Michael Power, TJze A"d"

ExpJosjom, 1 994 .
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が解決を待つ緊急の課題とされる一方，後者が，ややもすると，みすごされる

ことの理由はどこにあるのだろうか。不信の解消と関わりで，時価や取得原価

など評価のありかたを検討するにあたっては，このような基本的な問い掛けに

見通しをつけておくことが要求されるはずである。

一般的にいうなら，ある不信が解消（あるいは軽減されるといったほうが適

当かもしれない）される場合，これを解消するメカニズムについては，ある信

頼が保持されている必要がある。たとえば，ある関係者は他の関係者にまして，

利己的動機を多分に免れていよう。いわゆる専門職に対する特別の信頼はこれ
（7）

に類するといってよいだろう。

もちろん事態をシニカルにみるなら，この特別の信頼は，何らかの支えによ

って，確保されているはずだとみられるかもしれない。この関連でいうなら，

たとえば，信頼の喪失に伴うコストーベネフィットの計算は，関係者の間で同

一でないことを指摘しておくことは重要であるだろう。専門職にあって，信頼

の喪失に対するペナルティは種々の理由（公的な規制，職業団体の自己規制な

ど）から法外に大きいかもしれない。会計人への信頼が経営者への信頼にまし

て大きいなら（＝あるいは次のように言い換えるほうが適当であろうが，すな

わち会計人への不信が経営者への不信にまして小さいなら)，会計人の介在は

経営者への不信を少なくとも軽減させるはずである。

ここで会計と経営に対する信頼の大きさ（陰画的にみるなら，ペナルティの

大きさにもなるかもしれない）が異なることの理由をふりかえっておきたい。

会計人へのペナルティは，単に，会計人が専門的職業人であることへの特別の

(7)知識の専門化が進むとき，わたしたちは，すべての事象について，これを十分に知るこ

とは不可能となる。一方，わたしたちは，この事情に，無知のままで立ち向かうこともで

きない。このような状況下に必要とされる情報は,僅かに得られる事象についての知識（オ

ブジェクト情報）にもまして，この事象の知識についての知識 たとえば，誰がこの事象

をよく知っているかについての知識（＝システム情報）である。システム情報についての

信頼性の機構こそが問われることになる。
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期待だけからくるのだろうか。たとえば，会計という職業が特別の重要性を享

受した英国においてさえ，この職業のステータスは，その一段の高さを，法曹
（8）

界の人たちに譲っていた歴史的経緯がある。このような事情にみるなら，社会

的信頼の喪失が課すであろうペナルティの大きさは，ひとり会計という専門職

への特別の尊敬だけからは説明されないはずではなかろうか。わたしたちはこ

れを次のように考えておこう。このような事情こそは，不信解消をめぐっての

取得原価と時価など評価のありかたの検討の鍵となると思われるのである。

なるほど会計の仕事は高度の専門的な判断を要することはたしかである。し

かし不信を解消させる会計は，そのメカニズムの最重要な部分を会計人のこの

ような専門的な判断（したがって自由な裁量）に依拠させているのではないの

ではなかろうか。いいかえれば不信解消の究極的な保証のメカニズムは人にで

はなく，会計という固有のことばの構造の内にあると考えられないだろうか。

あるいは，会計人が行使する高度の判断が世評に信頼性を得ているとして，こ
（9）

れは会計固有の制約的なルールの性質に支えられているのではないだろうか。

もちろん，不信の解消がレビューテーションの論理とは別のところから生じ

ているとすることは可能であろう。たとえば，制定法を通した罰則の賦課は，
（l()）

強制的に，会計への不信を除去するはずだと主張されるかもしれない。しかし，

議論をここに返すなら，不信の解決は，あえて，会計を待つ必要はないのでは

(8)英国において，会計職と法律職は，歴史上，その仕事の一部（たとえば破産の清算事務）

が競合する場面があった。また，この国で，会計士の社会的なステータスが法曹のそれに

一段，譲っていたことについては会計史の研究につとに言及されるところである。

Edger Jones, A"0刈れ""Cy a" "@2 B""s" EcoffoMy 1840-1980,1981 .

(9)たとえば一致の原則など会計に固有の制約的なルールがもつ隠された能力（＝したがっ

て伝統的な会計の強さでもあることになる）については，抽論を参照していただければ幸

いである。「クロスパラダイム研究の可能性」（会計, 143-4, 1993)。「会計ゲームと会計ルー

ルの交渉解」（神戸外大論叢, 43-5, 1992)

(10 法による罰則は不信の解消を保証するものではない。たとえば，わが国では諏楡される

きらいのあるシカゴ流の犯罪の経済学はこれを象徴的に教えているだろう。ここにおいて

は，契約に違約することが，法の制裁を覚悟してさえ，有利となる合理的な可能性を残す

からである。外部者の不信は消えないことになる。
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なかろうか。不信につながる経営者の振る舞いは，ここでは，直接にも罰せら

れるからである。このような意味あいからするなら，わたしたちは，法を不信

の解消に持ち出す場合でさえ，なお制定法とは異なる法のありかたに注意しな

ければならないことになる。

英国のコモンローの諸特性は，会計というルールの限られた場面にも，色濃

く観察されるようである。この国に受け継がれてきたtrue and fairの考え方

はこれをよくあらわしているといってよいだろう。なるほど会計における法の

制定を待たない自由裁量の許容は，会計人が蓄積する経験への無条件の信頼に

も思われるかもしれない。しかしながら，このような信頼は，一面，会計とい

う専門職の知への信頼であるはずである。わたしたちは，ここにどのような知

であれ，それの信頼は主観をこえることを要求されているとみたい。会計とい

う知の性質からみて，これは，ある面，会計の制約的な論理の構造に根差して

いるはずではなかろうか。

また，これを別にして，近年,英国においてもtrue and fairの考え方はアメ

リカ型の会計原則の明文的な制定化の方向に強い影響を受けていることを指摘
（11）

しておきたい。このような動向からするなら，会計が有する不信の解消メカニ

ズムへの期待は，なお更に，会計に課きれる制約的な性質に求められることに

なる。

会計と経営への不信の違いは，また，以下のようなペナルティの構造の違い

に原因しているかもしれない。ここで，二つの対照性を整理しておくことにし

よう。

経営者の意思決定にあたっては，市場競争の性質上，最高度の自由な裁量が

許されている必要がある。もちろん，経営者はオーナーマネージャーではない

かぎり，株主の利益を害なう利己的な行動の意図を許されるはずはない。しか

(11)もちろんこのような会計の傾向は企業活動の国際化（したがって会計ルールの統一化）
の状況からきていることはいうまでもない。
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し, business judgement ruleで知られるように，かれの判断が最高度に尊重さ

れることは確かなはずである。このようなルールの性質上，法はかれの判断に
（12）

対して直接にはペナルティを課すことは困難なはずである（ただし，近年では，

アメリカにおいても，このルールによる経営者の抗弁が制約される傾向にある。

このような意味では，経営者の不信の解消でさえ，かれがルールに服している

ことを要求するに至りつつあることは興味深い)。

会計人にあってはどうだろうか。どのような局面の会計を捉えるかは別にし

て，会計は少なくとも先の経営と比較するなら，ルールに制約された領域であ

ることに間違いはないだろう。このような制約の経済的な効果については，判

断をおいておこう。しかし，一般的にいって，あるルールが明確に画されると

き，これの下におかれる行動は，最小限，このルールへの遵守と逸脱のいかん

について，その適否の判断が容易にされることだけは確かであろう。逸脱の事

実が判定されるなら，ペナルティの賦課が可能であることになる。経営者への

不信が会計によって解消されるという場合，これを解消する会計への不信は，

あらかじめ，先のペナルティの構造から，その発現が抑えられていることが肝

要であるはずである。そして，このような構造こそは，伝統的な会計の固有の

ルールの制約性にかかっているのではないだろうか。

時価と取得原価という評価のありかたは，それぞれ，このような会計の制約

において意味を異にする可能性がある。私見では，このことの相違こそが不信

の解消の会計を取得原価会計に繋ぐことになるはずである。議論は時価と取得

原価の検討に向けられることになる。

Ⅲ 取得原価主義の諸類型（取引の思考と市場の思考）

(1勘 いわゆるbusiness judgement ruleについては,わたしたちの議論との関連上,次のテキス

トが興味深い。N.ウルフソン著,財務制度研究会訳，「規制緩和と現代株式会社｣，文真堂。
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会計における評価をめぐっての論争は会計学の歴史に古くから知られるとこ

ろである。

会計学における評価問題の重要性は，ときに，会計研究者たちの立場を時価

主義論者あるいは取得原価主義論者として要約的に性格づけることさえある程

である。たとえば，本章との関わりでいうなら，リトルトンや井尻は代表的な
（13）

取得原価主義論者ということになるだろう。

もちろん，時価あるいは取得原価が推奨されることの理由はさまざまである。

会計の仕事がoperational accountingとequity accountingの二分野に跨ること

を考えるだけでも，どちらかの評価をよしとすることの根拠が一つに収敵する

ことの難題は容易に推測されよう。わたしたちは，ここでは，会計が有する不

信解消機能との関係から，取得原価と時価の問題にとりくんでみたい。

会計に課される不信解消の役割は，伝統的に，会計責任の用語で呼ばれてき

たものと重なるところが少なくない。誤解を怖れずにいえば，取得原価の長い

歴史は，会計に課された会計責任の仕事に関連しているといってよいであろう。

しかしながら，このような了解の反面，取得原価を会計責任と繋ぐかたちに議

論を限定してさえ，取得原価に付与される利点は取得原価主義の論者に「必ず

しも同じでない」ことに注意が払われてよい。

「必ずしも同じでない」とする言い回しさえ控えめにすぎるかもしれない。

ある取得原価の主張は別の取得原価の主張と衝突さえしかねない。取得原価の

根拠を尋ねることは，ある面，会計の基本的な理解に触れることにもなるから

である。このようにみるなら，「取得原価」対「時価」の論争は，これに先立

つかたちで，「取得原価」対「取得原価」の論争を隠しているはずだといって

もよいであろう。この章の目的は，もちろん，取得原価についての種々の主張

(13 リトルトンや井尻については，著書や論文は少なくない。ここでは，以下の二つだけを

あげておくにとどめる。Littleton, A. C. , S""c"" q/ Acco'""9 TJIgoW, 1953 . 井尻雄二，

「会計測定の基礎｣，東洋経済新報社, 1968。
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を学説的に跡付けることにはない。しかし，取得原価に含まれる問題の難しさ

から，わたしたちの問題にとっても，この取得原価の多様なありかたについて

の最小限の整理は必要であろう。わたしたちは，不信解消問題への関心との関

連で，以下のかたちで幾つかの代表的な取得原価論をとりだして整理しておく

ことにしたい。

1 伝統的取得原価の二類型

伝統的な取得原価の主張は，制度としての会計の基本的な慣習を擁護するも

のとしての取得原価であったのではないだろうか。もちろん，これを擁護する

根拠が一つに収敵していたかは問題である。たとえば，「序説」におけるぺイ
（14）

トン＝リトルトンの取得原価主義は，「会計理論の構造」におけるリトルトン

の強靱な取得原価主義（頑迷ともファンダメンタルともいえるかもしれない）

と経済学的思考の信奉者であるペイトン（したがって時価論者でもありうる）

の危うい均衡の上に成り立っていたことはつとに知られるところである。詳細

な分析は避けるが，ここでは，以下の一点だけを注意しておこう。二人の対立

の根は「取引」という運動の歴史的な事実性への着眼と，この運動がまさに「市

場」という場所でおこったという，いわば場の特性への着眼のズレに原因する

といってよい。

ここでarm's length transactionの強調はこの危うさを象徴的に示している

だろう。わたしたちは，ともあれ，個をこえた制度のレベルでの取得原価の主

張を伝統的取得原価主義として，これを，伝統的取得原価主義取引型，伝統的

取得原価主義市場型と三分するかたちで整理しておくことにする。

2 現代的取得原価の二類型

(14 Paton, W. A. and A. C. Littleton, A伽加"0d "cti0" to Cofpom te A ccO1岬鹿"gSm"｡αγds，

1940．
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現代的取得原価取引型（井尻の立場）

ASOBATの公表は，伝統的会計と現代会計を分ける一つの象徴的な分水嶺

であった。アメリカにおける会計学の潮流は，概ねこの時期を境として，その

関心の比重を意思決定有用性の方向に向かわせることになる。

不信解消や会計責任との関連からするなら，この時代，例外的に，取得原価

の立場をとり続けることのできた井尻は忘れられないはずである。あるいは，

また，エージェンシーの経済学を援用する契約としての会計への最近時の着目

は，いわば，新たな会計責任論のルネッサンスとみることができるかもしれな

い。わたしたちは，両者にとりあげられる明示的，あるいは暗黙の取得原価主

義の再評価を現代的な取得原価主義の復活とよびたい。先の伝統型にならって，

この現代的取得原価主義についても，これを二つに二分することが可能であろ

う（現代的取得原価主義取引型，現代的取得原価主義市場型)。

わたしたちは，ここで，現代型の意味するところを二つの点において強調し

ておくことにする。現代の会計を伝統的会計から分けるメルクマールとして，

会計の情報利用者（意思決定者）への志向性と会計情報の範囲の拡がりがとり
（15）

あげられることがしばしばである。これらの二特性は，それぞれ，伝統的な会

計の作成者志向，あるいは伝統的会計を特質づけている貨幣情報への制約と対

比されるところである。このような二つの方向は現代型取得原価主義に無意識

にも反映されていないだろうか。

ASOBATにみられる会計の定義は，文言上，その重点が情報利用者に向け

られていることを確かに読み取らせている。しかし，ここでの情報利用者は意

思決定者の全般を指すものであろう。外部の投資家が情報利用者であることは

もちろんである。しかし，経営者も又この情報の利用者であることに注意した

(13 たとえば，井尻はAAAやAICPAによる会計の公式的な定義を整理して，これが旧い

見解から新しい見解へと移ろっていく様子を論及している。Ijiri, Y､, T"20ty q/ Acco"""g

MM"s"cMe"t, AAA, 1975, p.29.
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い。微妙な問題を含むが，このような意味あいから考えるなら，作成者志向と

対照されることになる利用者志向とは，内部企業に対立する外部関係者の尊重

に必､ずしも同じではないはずである。私見では, ASOBATの一つの強調点は，

意思決定への役立ちにならんで，意思決定「者｣，すなわちミクロの主体の活

動への着眼にあったのではないだろうか。すなわち，個（｢者｣）をこえたとこ

ろを強調する制度の会計が個の会計に移行したことにパラダイムのシフトがあ

ったとしたい。貨幣もまた，一つの制度であろう。現代の会計が貨幣（制度）

からの鎖が緩められたところで観察されようとしたとき，伝統的な評価論の議

論も装いをかえるはずである。

現代的取得原価主義における第一のタイプ（取引型）は井尻に代表されるは

ずである。井尻の主張が会計責任の強調にあること，氏に解釈される複式簿記

が取得原価主義と繋がるかたちで，きわめて制約性の高いものであることにつ

いては繰り返すまでもないであろう。

取得原価主義への固執 この評価法の複式簿記への親しい繋がり，あるいは

会計責任への着眼において，井尻は伝統的取得原価主義取引型（リトルトン）

とかわるところはないようにみえるかもしれない。しかし，取引型の取得原価

主義を一貫して擁護する井尻においてさえ，時代の影響は免れていないのでは

ないだろうか。ここでは，わたしたちの問題に関係するかぎりで，一，二の問

題点を指摘するにとどめたい。

わたしたちに整理される伝統的取得原価取引型は伝統的な会計の実務の基本

型であったといってよいだろう。理論を顧みることのない実務一辺倒の人たち

も，無意識の所では，かれが住む世界の理論（＝通念）からは自由ではありえ
（16）

ない。一方，ある時代の通念は別の時代の通念に遠く隔たって不思議ではない。

(10 実務家に対する理論の無意識の作用については，ケインズがよくこれを捉えるところで

ある｡ KeyneS, J. M., TJze CeWγαJTﾉzeofy q/ EMploy""t, I""7'"""d Mo"ey, 1936.pp、
383-384.
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予想外にみえようとも，このような観点からするなら，伝統的な実務者の目に

は，現代のわたしたちが常識とする市場理論 市場の社会的な自動調整作用に

ついては，ほとんど意識されなかった可能性がある。たとえば，このような事

情は，初期の独禁法の理念が市場による資源の最適配分の理念と無関係にあっ

たことからも推測されよう。ワルラスの一般均衡やここに保証されるパレート
（17）

最適は,一般に,実務家の通念の外にあったとしても不思議ではないであろう。

このように考えるとき，伝統的な取得原価の実務的な根拠は，取引という運動

の歴史的な事実が関係者の間に記録あるいは証拠づけられていること（このよ

うな証拠の意味でもarm's length transaCtionの要件は重要である),企業の計

算が貨幣計算であることの自明性の了承にあったといってよいだろう。

一方，井尻の場合，伝統が享受しえた二つの自明性は失われている。新古典

派経済学の制度化は，この時代，アメリカの知的な通念を席巻する。このこと

の影響がどれほどに井尻の会計学を左右したかは別にして，たとえば，貨幣を

単なるニュメレールとする思考は，井尻の取得原価主義をあきらかに新しい一

つの特異な主張としている。かれの取得原価は，その公理系に示されるように，

論理上，貨幣評価から切り離されていることに注意したい。伝統的な取得原価

主義会計が名目的な貨幣資本維持計算を，毫も，疑うところでなかったことを

思うなら，成否は別として，井尻の原価主義は伝統から現代に飛躍するドラス

ティックな転回であったはずである。

取引が有する歴史的な事実性の重視についてはどうだろうか。伝統的な取得

原価主義（取引型）は財貨が経験した運動の事実性（＝履歴性）を強調してき
（18）

た。ここで，ある事実が強調されることの根拠は，この運動の測定が関係者の

(1刃 アメリカの初期の独禁規制に，その主要な政策上の関心は経済的な効率の問題におかれ

ているのではなかった。この章にとりあげる不信解消の問題とも関連して興味深い。巨大

企業の出現，これらの企業による不当な支配への危倶は，何らかの意味で，一般の人たち

の不信の念の解消を要求したであろう。
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評価に関する思惑の外にあること，いいかえるなら測定の大きさは取引という

外的な証拠に依って定まること，伝統的な言い回しにならうなら，この評価に

固有である客観性の特質に求められたといってよいだろう。このような意味で

は，伝統にいう取得原価の客観性は個の外にあることに注意しておこう。

ところで，先にも述べたように, ASOBATに象徴される現代会計の一つの

特性は，会計を観察する視点が意思決定（者)，すなわちミクロの個人におか

れているところにある。井尻にあっても同様，個人の外にある物と対照されて、

個人の観察の立場はかれの評価論に伺われるのではなかろうか。このことの事
（]9ノ

情は，かれが客観性の理解に示した独自の立場からも読み取れるだろう。周知

のように，井尻が客観性で把握するところは，ある面，ポッパーの間主観性に

似通う観察者の間での性質である。測定対象の測定（評価）にあって，測定値

のばらつきは避けがたいところである。ここに生じるばらつきは，統計的な意

味合いでは，分散の大きさに通じるが，分散はこれが小さければ小さいだけ，

客観的である。

伝統的な取得原価主義と対比させる目的上，いま少し，取得原価の客観性に

ついて，敷桁しておこう。井尻にいう客観性が上のような間主観的なかたちの

客観性なら，取得原価は，伝統的な物（＝証拠）との繋がりで主張し得る根拠

とは別に，どうして，井尻の意味で客観的といえるのだろうか。一般に，客観

性の要請は，会計責任との関係で，その性質が称賛されるから，このような検

(13 一般均衡理論に象徴されるネオクラシカルの経済分析は，大きく捉えるなら，シンクロ

ニックな分析方法である。このような方法では，ある時点における経済の基本的なありか

たは，その時点における諸変数の関係だけに依存していることになる。諸変数の過去ある

いは歴史（履歴）は，この体系の性質を説明する上で，何の意味もないとみなされるだろ

う。わたしたちの議論でいうなら，時価主義の主張とはこのような主張の一つではないだ

ろうか。問題の指摘にとどめるが，近年，複雑系の経済学が注目を集めるところである。

ここでは，事象の履歴が理論の分析の上にとりあげられるが，取得原価主義の意味を問う

上で興味深い。

(19井尻雄二，前掲書 第7章（会計測定の客観性と信頼性)。
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討も無意味ではないはずである。

客観性の転回は取得原価の根拠づけに論議を巻きおこすことになる。なぜな

ら，ここでは，時価は取得原価にまして客観的であるとの反論がその可能性を

否定できないからである。往々，指摘されるように，取得原価による評価は，

原価主義の枠内で，代替的な評価の方針を許している。取得原価による測定の

ばらつきは，ある面，時価による測定のばらつきをこえるおそれがあるかもし
（20）

れない。このように考えるとき，取得原価の客観性の主張は，上のかぎりでの

言葉のやりとりをこえて，より高次の言葉から解かれる必要があるだろう。こ

こでは，論じないが，井尻にあって，これは取得原価と複式簿記，あるいはこ

のシステム（因果的複式簿記）に依存する利益測定の構造に繋がっていたはず

である。いわば，会計責任の達成（会計への不信の解消）は，暗黙の内にも，

この動かしがたい構造的な制約の上に支えられていたように思われることを指

摘しておきたい。

3 現代的取得原価主義（市場型）

井尻に刷新された取得原価会計（わたしたちはこれを現代的取得原価主義取

引型と呼んでいる）を別にして，一般には，取得原価主義者の旗色は現時点に

芳しくないことは否めないところである。このような状況で，現代の取得原価

主義は伝統的にあったもう一つのタイプ，市場型の展開を発見することができ

るだろうか。

“ 取得原価主義は，たとえばfifo, lifoなど複数の処理手続きを許している。測定の客観

性は，ここにおいてこそ，得難いとする主張もありえよう。しかしここでの難題はデータ

の性質（たとえば，取引を欠いた時価の大きさの推定，あるいは時価の変動）からくる問

題と区別されるべきではなかろうか。また，不信の原因は送り手の情報処理能力の不足に

もまして，送り手と受け手の利害の対立からくるとみられよう。測定のばらつきに関連す

る会計の不信は，むしろ，硬度(= Hardness)の指標にそって論じられるべきかもしれ

ない（客観性の尺度は測定者が中立的であることを，硬度の尺度は測定者が利害によって

左右されるであろうことを想定している)。
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わたしたちは，ここで，会計における現在の少なからぬ関心が，伝統的にみ

られてきた会計責任や会計の不信解消機能に向けられていることに注意したい。

たとえば，ロチェスター学派にみられるエージェンシー理論の会計学への幅広

い援用は，会計の契約にかかわる性質に着目して，プリンシパルとエージェン

シーの委任関係，したがってここに生じる責任の約束問題にふれるところとな

っている。

もちろん，かれらの主張を，文字どおりのかたちで, 取得原価論者であると

括ることは乱暴であるにちがいない。一面，かれらの論旨の一つの基調は，「現

代までうけつがれてきた会計の実務」が驚くほどの合理性をもって，エージェ

ンシーコストの最小化への営みとして説明されることの発見にあるといっても

よいのではなかろうか。慣習や実務に合理性をみようとする基本的な理念にお

いて，ここでの思考法は，市場や自主的な交渉がもたらす自動的な調整を信頼
（21）

する「法と経済学」の契約観に似通うところがある。ここで，現在の会計の実

務の原則が取得原価会計であることを考えるなら，問題点の整理上，かれらの

立場を，緩やかな意味でではあるが，現代的取得原価会計（市場型）と位置づ

けることも許されるのではなかろうか。

会計責任や不信解消の機能と関連して，現代の契約理論的会計の取得原価主

義へのかかわりを補足しておこう。伝統的な会計と現代的な会計の責務を分け

る一つのメルクマールは，義務あるいは強制としての制度会計と会計戦略から

生じる自発的な不信解消の会計の対照にあるかもしれない。現代会計の特性が

あとの自発性にあるとするなら，少なくとも，それが可能であるはずの場面で

は，取得原価主義からの逸脱があってさしつかえないはずである。たとえば，

貸し付け契約の多くは，伝統的な制度の外に，自由な会計を設計できるはずで

はなかろうか。一方，現実には，ここに含まれる会計条項は，取得原価を基調

値1）「法と経済学」のもつこのような側面については，内田貢の解説が要領を得ていて参考

になる。内田貢，「契約の再生｣，弘文堂，平成2年。
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（22）

とする現在の一般的な会計原則に依存しているとされているところである。こ

のような事実は，不信解消を目的とした現代版の責任会計が，なお，市場の論

理に立って，取得原価主義と無縁でないことを傍証しているのではないだろう

か。

もちろん，このような契約に付帯する会計条項のGAAPへの依拠は，契約コ

ストからくる便宜の問題にすぎないと反論されるかもしれない。たしかに，ロ

チェスター学派がとりくむ実証研究は，多分に，所与のGAAPの枠内でのミク
（23）

ロの主体の会計戦略の選択の分析にかかわるだけである。なるほど，このよう

なかぎりでは，不信解消のための会計は，所与の会計原則のありかたとはかか

わっても，これをはずしてしまえば，取得原価と直接には関係ないはずだとす

る主張はありえないではないだろう。

本章の目的上，ここではこの問題に深入りすることは控えねばならない。し

かし，それでは，なぜ，ある制度が取得原価をとっているのだろうか。そして，

この制度の選択は個々の関係者の裁量的な会計の選択と本当に無関係なできご

となのだろうか。

⑫ 貸付契約に含まれる固有の会計条項の特性については．LeftwiChを参照されたい。

LeftwiCh, R., "Accounting lnformation in Private Markets:Evidence from Private Lending

Agreement3, Acco脚鰄伽g ReT)"", January , 1983.なお，エージェンシーの問題，したがっ

て不信の解消の問題とも関連して，意思決定への有用性とは別の次元で，取得原価が時価

に還元されない固有の重要な機能を有することについては，以下の文献が興味深い。Pau1

G. Mahoney, "Mandatory Disclosure as a Solution to Agency Problem3, TJze U"""sily q/

Cjlicago L(JT" R""", pp・1047-lll2, 1995.

四 一般にロチェスター学派の依拠している新古典派の経済理論は経済主体の合理的な選択

行動の仮説の上に築かれている。しかしながら，ここでの合理性は制度の枠を所与とした

上での選択の合理性であって，制度それ自体の合理性を説明するものではない。ロチェス

ター学派の実証的な会計理論も自ずから経済学が負うこの特性を共有している。近時，制

度に向けられる経済学の関心は，このような溝を埋めるものとして，わたしたちの制度的

な会計の検討の上からも着目されてよい。
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Ⅳ 契約ゲームと取得原価の根拠

わたしたちは取得原価主義論者の主張を，伝統的一現代的，取引型一市場型

の二つの軸に整理してみた。取得原価主義は過去の遺産であっても，遺物であ

るとはいえないはずである。取得原価会計は，現在，あらためて会計の不信解

消の機能から，その慣習的な頑健性が合理的に説明されようとしているといっ

てもよいのではなかろうか。ただし，これらの説明は，なお，必ずしも一つの

収束点を得ているわけではない。あるいは，これらの説明は，それぞれに解決
（24）

すべき重大な理論上の問題点をかかえているだろう。この節では，現代の契約

論的な会計をとりあげながら，ここで取得原価が固有に有するであろう評価論

上の特性をゲーム論的に考えてみることにしたい。

エージェンシー理論に依拠する会計は，経済主体の自発的で合理的な行動か

ら出発する会計である。この会計の不信解消機能を考えようとするとき，この

会計にいう自発性の捉え方を押さえておく必要があるだろう。ここでの自発性

が公機関による制度の規制に対照されることはもちろんとして，この自発性は

市場に向けられたそれであることは注意されてよい。しかし，市場は規制と離

れて自生するのであろうか。あるいは別の問題として，経済主体の自発的な活

動（たとえば，バーゲニングや取引）は，常に市場とのかかわりで，おこなわ

“ 井尻に残される一つの論理的な問題点は，取引（運動）に基礎をおく取得原価主義が貨

幣のありかたとどのようにつながっているかということ，いいかえれば，現実に行われて

いる会計の貨幣評価の理由づけではないだろうか。井尻の公理系にあって，貨幣はニュメ

レールの域をこえないとされている。かれの取得原価主義は貨幣に特別な役割を与えてい

ないことになる。井尻は個々の取引を重視する一方，この点においては，なお新古典派の

理論と市場の理念を共有することになっているのではないだろうか。ここには，理論上の

衝突はないのだろうか。私見では，契約は市場によって規律される反面，市場は個々の契

約や取引から成り立つはずである。市場と取引のミクロ的な根拠ともいうべき問題が問わ

れる必要があるとしたい。貨幣の難題についてはおくこととし，ここでは，あとの問題に

接近してみよう。



原価主義と時価主義20

れているのであろうか。わたしたちは，以下，取得原価と時価の選択問題を扱
25）

うにあたって，市場とは別次元のバーケニングの自発性を強調したい。あわせ

て，一般に規制と呼ばれる制度が，おしなべて，一様の強制的な指令と理解さ

れるべきではないことを評価論との関連で主張することにする。

ある状況で，時価あるいは取得原価が評価の基準として選ばれているとして

みよう。幾つかの基本的な問題を提起するところからはじめたい。

(1)時価あるいは取得原価は誰によって選ばれているのだろうか。

(2)時価と取得原価の選択にあたって，二つの評価基準の最大の相違点はなん

だろうか。

ここで，一つの疑問を提起してみよう。従来，時価あるいは取得原価の選択

は，制度あるいはミクロの主体のどちらかによって選ばれているとされていた

のではないだろうか。たしかに，会計の諸ルールに限らず，一般にルールの決

定にあっては，何らかのルールが選ばれる経緯は上の二つのうちの一つである

ように思われる。しかし，取引の観点からすれば，別の見方がありうるのでは

ないか。わたしたちは，ここで別の可能性を考えてみることにする。

社会的なルールはミクロの主体の交渉から定まるとしてみたい。いいかえれ

ば，ルールは，主体の上から，押しつけられるわけではないが，主体の一方が

他の一方と独立にこれを決定できるわけでもないと仮定してみることにする。

ただし，以下，示されるように，このことは，このような決定が制度と無縁で

あることを意味しないはずである。

議論の出発点として，外部効果の問題は捨象できるとしてみよう。わたした

ちの出発点からするなら，交渉は，当事者の合意が成立するとき，社会的にも
（26）

尊重されることはもちろんのはずである。わたしたちの問題でいえば，取得原

四 取引に参加するプレーヤーに注目することは仮想された市場を所与として受動的にオー

クショニアをうけいれるオーソドックスな態度と対照的であるはずである。

“ ここでは二人ゲームの枠内で分析が進められる。外部効果はないから，プレーヤーの利

得は社会的な利得とみてよいことになる。
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価あるいは時価は交渉から定まることになる。

交渉がまとまらない，あるいは交渉が取引コストなどから妨げられているな

らどうだろうか。ルールの選択は，交渉と離れたところで，定められる必要が

あることになる。ルールの選択は，このような場合，あらかじめ定められた当

事者の一方に委ねられるか（＝コースの定理は，交渉の対象となる私権の帰属

は，あらかじめ法定されていることから出発している。このような意味では，

暗黙の内にも，ここで，制度の役割が無視できないことに注意しておく必要が

ある)，あるいは事後，当事者の外から，制度的に定められるかである。あと

の場合，交渉がまとまらないときの制度的な解決がどのような形に与えられる

かは，事前に既知の場合も不明の場合もあるだろう。ここでは，これが既知の

場合をとりあげることにしよう。関係者はこのような枠組みの下で自主的に

ルールを選ぶことになる。わたしたちはこのような状況をゲーム論的（非協力

ゲーム）に捉えてみよう。

二人のプレーヤーは，かれらの戦略として，取得原価，時価のいずれかを主

張することが出来るとする。意見の一致がみられるなら，一致をみた評価法が

とられるとしよう。一致が得られない場合，既知の制度が評価案を決定すると
（27）

する。もちろん，プレーヤーはこのような状況を予想して行動するであろう。

制度が選択する評価のかたちは，プレーヤーの合意から，回避可能であるはず

である。このような意味では，制度は主体の意思と離れて，強制的な指令を押

㈱ ゲームが成立するためには，ケームの利得が決定されなければならない。ここでのゲー

ムにいうなら，契約における会計条項は，これがどこに落ち着くかは別にして，何らかの

かたちでプレーヤーの間に一つに定まっていることが必要である。わたしたちの議論では

プレーヤーの主張が一致する場合,主張されているルールが採用されることになる｡プレー

ヤーの意見が一致しない場合，どちらかの案が採択されねばならない。わたしたちのモデ

ルでは，このような場合，ルールの決定は権限の所在（たとえば，権限がプリンシパルに

あるかエージェントにあるか）にではなく，プレーヤーの主張するルールの性質（たとえ

ば，取得原価であるか時価であるか）にかかっていることに注意してほしい。このような

意味では，調整の主役はプレーヤーにもましてルールの側にあることになっている。
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しつけることができるわけではない。

わたしたちはここで，時価と取得原価の相違を以下の点に求めておこう。

取得原価の大きさは，その歴史的な評価（取り戻すことのできない過去にお

ける履歴）を動かすことが出来ない一方，時価は，市場の変化に応じて，常に

その大きさが変化していることに注意したい。ここで，関係者の契約における

態度を考えておくことにしよう。

契約関係者は会計評価の条項を，契約の上で考盧しているとしよう。取引当

事者は市場が将来どのように変動するかを想定しないわけではないはずである。

たとえば，ある契約が取得原価をベースに締結されているとしてみよう。かれ

らは，取引されている財の価格が変わらないと誤解しているのだろうか。なる

ほど価格は変動するかもしれない。しかしながら，取得原価を主張しているプ

レーヤーは，ありうる将来の変化を予想した上で，あえて評価条項を固定的に

しているかもしれない。たとえば，利益測定についていうなら，評価のありか

たを過去の動かしがたい事実の上にコミットさせておくことは望ましいことで

あるかもしれない。

時価の動きは不確定である。ある場合，価格は予想外に上昇するであろう。

別の場合，これは下落の一途をたどるかもしれない。なるほど，価格変動に応

じる弾力的な契約条項の採用も論理上は可能である。しかし，このようないわ

ば条件付きの契約は，取引コストやbounded rationalityの観点からするなら，

多分に現実性に乏しいはずである。このように考えるなら，ある場合，当初の

契約内容は，双方が将来の不確実性を覚悟をした上で，条件が交渉されている

はずというべきであろう。

いま，当初の契約条件を不変としたまま，評価の基準だけが，事後，時価を

ベースに動かされたとしてみよう。評価基準の変更は，多分に，当事者の一方

を有利にし，他方を不利にすることになる。時価の動きは一方に有利に働くこ

とも不利に働くこともあるはずである。契約関係者の一方は，自分に有利な状
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況で，評価基準の見直しを要求し，他者に有利な状況で，評価基準の墨守（継

続）を要求するはずである。いいかえるなら，はじめのケースに時価が，あと

のケースに取得原価が好まれることになる。ケームのう．レーヤーは悉くこのよ

うに考えているはずである。このようなゲームはどのような結果をもたらすこ

とになるだろうか。

わたしたちは次のようなケームを考えてみる。先にも仮定したように，評価

の基準は，両プレーヤーの意見が一致したとき，その同意された基準に落ち着

く。両者が原価なら原価，両者が時価なら時価である。意見が食い違う場合，

調整は制度的に定まることになっている。二つの可能性, (a)食い違いが時価で

調整されるケース, (b)食い違いが取得原価で調整されるケースがあることにな

る。二つのケースを分けて，ゲームの利得表を構成してみよう。

(a)時価による調整ゲーム

最初のケースに状況は次のようであろう。

時価

の主張
15, 5 8，8

（28ノ

図1

意見が食い違う場合，制度による調整は時価でなされることになっている。時

鰯 ゲームにおける利得の大きさは，次のような考え方から，例示的に与えられている。契

約の締結時においては，取得原価は時価である。時間が経過した後，二つの評価は異なっ

てくることになる。時間の経過後，片方が，あらたに時価を主張することは，かれにとっ

てこれが有利であるからにほかならない。ゼロサムゲームの状況では，片方の利得の増分

は他方の利得の損失で償われるほかはないから，時価が制度上，ゲームを律するかぎり，

時価の主張はより大きな利得をもたらすはずである(15> 10)。双方が時価を主張すれば

どうであろうか。双方が同時に有利であることはないから，この主張はときに利得を，と

きに損失をもたらして，期待値(10を増減させることはないことになる。ここでは，利得の

変動をリスクと考え，確実性等価を割引かれた大きさ(8)で想定した。

プレーヤーI

プレーヤー

取得原価

の主張

取得原価

の主張

10，10

時価

の主張

5，15



原価主義と時価主義24

価の主張者は自らの希望を実現することができることになる。

ところで，わたしたちの議論からするなら，時価を主張するであろうプレー

ヤーは，これを自らの利得が有利となる状況の変化においてなしているはずで

ある（通常のケースでは，一方が有利となるとき，他方は不利になるであろう。

この他方は取得原価を主張することになる)。このような状況は，事前には，

自分にも相手にも等しくおこることが予想されるはずである。

ここで，両者がともに時価を主張している状況に，注意を払っておこう。こ

の状況は，ある状況を判断して，両者がこれをともに自らに有利としている状

況にほかならない。わたしたちは，この状況を二つ（ゼロサム，プラスサム）

に区別しておく必要がある。

ゼロサムとプラスサムの二つの状況は，いわばミクロ的な状況の変化とマク

ロ的な状況の変化としてイメージできるかもしれない。ルールの選択に機会主

義が問われる不信解消会計は，とりわけ，前者につよく関連するといえるかも

しれない。

ゼロサムゲームの場合を考えてみよう，両者がともに有利となる状況は，あ

りえないはずである。両者がともに時価を主張するなら，少なくとも一方は，

状況を誤解していることになる。プレーヤーの両者に情報能力が等しいなら，

誤解は同じ程度の確率でおこっているはずである。わたしたちは，このケース

の利得をリスクを考慮に入れるゲームの期待値ではかることができるとしてお

こう。リスクの回避が考慮されるなら，ここでの戦略の利得は，危険の大きさ

だけ割り引かれることになる。

プレーヤーの戦略は次のようになる。相手方が原価を主張するなら，当方は

時価を主張することが有利である。相手方が時価なら当方も時価を主張するこ

とが有利となっている。このようなゲームに，時価は両者のプレーヤーにとっ

て支配戦略であるからである。時価による制度的な調整は囚人のジレンマを招

くことになる。
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時価による調整がときにプラスサムをもたらすとすればどうだろうか。この

かたちでの時価の制度化は至福の結果をもたらすと思われるかもしれない。し

かし，この結論はいささか早急であろう。ゲームのプレーヤーがゲームの利得

表を観察できるなら，かれらは自発的に，あらかじめ時価を選択することが自

由に許されているからである。調整ルールに時価を必要とする理由はないこと

になる。

(b)取得原価による調整ゲーム

同意に至らない交渉が原価で調整されればどうだろうか。利得表は以下のかた

ちになるはずである。

時価

の主張
10．10 8，8

図2

他者の機会主義的な時価の戦略は，自らが取得原価の戦略を主張することでブ

ロックされるはずである。ケームがゼロサムである以上，いずれの側も時価を

自分に有利となるよう活用することは出来なくなっている。ジレンマは避けら

れることになる。

時価がプラスサムケームを保証する場合，取得原価によるゲームの調整は至

福を妨げる障壁となるだろうか。わたしたちは，ここでも，悲観する必要はな

い。プレーヤーは利得表を観察できるから，至福をもたらす時価は，双方に選

ばれていることになるはずである。同意が得られる場合,制度の規制(調整ルー

ル）は働かないことに注意してほしい。ゲームは至福状況を獲得するであろう。

” プレーヤーの主張が食い違う場合，ゲームの報酬は取得原価で律せられている。片方の

側のみの時価の主張は契約時の取得原価による報酬構造(10, 10)をかえることはない。

プレーヤーⅡ

プレーヤー

取得原価

の主張

取得原価

の主張

10，10

時価

の主張

10．10
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V むすびにかえて

わたしたちのモデルはきわめてシンプルなモデルにすぎない。しかし，ここ

には興味深い幾つかの結論が得られているようにも思われる。たとえば，プラ

スサムゲームが時価の選択から獲得できるとしてみよう。上にみるように，こ

の至福の実現は，直接には，制度が時価を強制することを必要としていない。

あるいは，規制の意味を緩めて，規制は当事者に同意が得られない場合に不可

欠であるとしてさえ，ここでの調整は時価の指示を必要としないのである。パ

ラドキシカルではあるが，評価における囚人のジレンマを考えるなら，好まし

い状況は，むしろ調整を取得原価で進めることを最適の解としていることに注

意してほしい。すなわち，ゲームがプラスサムにある場合，指示はどのように

あっても，最適な結果の実現は左右されないことになる。

わたしたちは，上の結果を，いわば，変形されたコースの定理になぞられる

ことができるかもしれない。私権の初期の配分が権利の最適な利用に影響しな

いように（コースの定理)，ここでは，評価を指示するルールのいかん，すな

わち，調整ルールのありかたは最適な解（評価法）の入手を妨げないからであ

る。これの反面，調整のルールのありかたは，最悪の解の回避においては，重

大な意味を有していることになる。このような意味では，調整機能を担うはず

の会計の制度的な役割は，効率性の改善にもまして，むしろ，消極的な意味で

の不信解消の側にあるといえるのかもしれない。

わたしたちは，取得原価と時価の基本的な相違を評価の時間にわたる不動性

の有無に求めてみた。このような意味では，わたしたちの議論は，ルールの固

定的運用（継続）と弾力的運用の一般的な問題とかわらないことになっている。

評価論をめぐる研究は多岐にわたっている。わたしたちの立論はこれの限られ

た論点だけに向けられていることはもちろんである。しかしながら，評価をめ
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ぐる問題を契約論的な会計の枠組みで論じるとき，取得原価と時価を対照する

議論のある部分が，たとえば継続性の問題など，より大きな分析枠との関連で
（30）

捉えられることも確かなようである。

わたしたちの議論では，時価による調整ルールの設計は，不信解消の主な舞

台であるゼロサムケームの状況に，ジレンマを招きがちである。ここで，ゲー

ムを反復するケースを考えるとき，このジレンマは避けられないだろうか。

ゲームが無限に反復する場合, reputationの効果から，たとえばTit for Tat

の戦略はジレンマを回避する有効な戦略である可能性がある。一方，ゲームに

終了がある場合，プレーヤーはバックワードインダクションから戦略の決定を

進めるであろう。チェーンストア－パラドックスが免れない。ジレンマが待ち
（31）

受けることになる。

会計学の伝統は，一般に，ゴーイングコンサーンを想定しているとうけとら

れることが少なくない。このような想定に立つなら，わたしたちは，ここで，

ゲームが無限に反復することの意味を了解できることになるはずである。上の

推論から，ジレンマの回避は，調整ルールのかたちを問わないことになるだろ

“ ここでの議論を一般的なルールの継続に関連する問題に拡げてみよう。ある期にとられ

るルールの選択（たとえば，前年度のfifoを継続するか否か）は，当事者の交渉に委ね

られているとしよう。交渉がまとまらない場合，何らかの制度的な調停（これは一つの規

制であろう）が発動されるとしてみよう。ゲームはわたしたちの取得原価と時価のケーム

と，ある点において，同型となる。ゲームのジレンマを回避させる調整ルールは，交渉の

不調時，ルールの継続を要求するかたちのデザインを好ましいものとするのではなかろう

か（取得原価と時価の場合，それぞれのデータの性質から，ケームが自ずから継続 変更

のゲームとなっていることに注意してほしい)。ただし，わたしたちの議論では，いわゆ

る継続性の原則は制度としての無条件の強制としては理解されないことになる。プレー

ヤーは，全員が同意しさえすれば，あるいはそのときに限って，会計手続きの変更を自由

になしうることになるからである。

GDもちろん，このような結果が得られるかどうかは将来利得の割引率の大きさにかかって

いることになる。詳しくは，ゲームの理論のテキスト，たとえば, Gibbonnsなどを参照

されたい。Gibbons, R, Ga"c TjzeoかんγA"J"d Eco"oMist, Princeton University Press,

1992, pp、88－92．
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う。

一方，わたしたちは伝統的な会計学の遺産として，一致の原則を想定するか

もしれない。一致の原則は，むしろ暗黙には，将来におけるゲームの終了を予

定しているはずである。会計における計算は，この原則から，最終年次，機会

主義を利用できないことになる。順次，推論を遡ってみよう。最終年次を控え

る一年前を考えてみられたい。関係者のどのような行動も次期に機会主義的な

報復を受けることを免れさせることになる。かれらはこれを予想できるから，

今期，利己的な選択，この場合，時価をとることになるであろう。さらに一期，

遡ってみよう。この期における任意の選択は次期，機会主義で応えられること

が判明ずみである。プレーヤーは，この期，利己性を抑えることに何らのメリ

ットを有しないであろう。論理の繰り返しは事業の設立年次にまで至るはずで

ある。くりかえすことになるが,時価による調整ルールは，ケームのプレーヤー

にゼロサムケームの下で望まれる原価をとることを妨げることになる。原価主

義は，むしろ，自発的には，獲得しがたいルールであるのかもしれない。

このような事態は何を意味しているのだろうか。

ゴーイングコンサーン，一致の原則，取得原価主義，これらはこぞって，伝

統的会計の基本的な枠組みとされてきた。たとえば，ゴーイングコンサーンの

想定は費用の配分など，損益法の原則の論理的な礎石である。ゴーイングコン

サーンの想定と取得原価の親近性はいうまでもないであろう。

あるいは，一致の原則は，その名目資本維持的な計算の性質から，また取得

原価との強い繋がりを伺わせるところである。しかし，ここでのモデルが示唆

しているように，これらゴーイングコンサーン，一致の原則，取得原価主義の

間の相互の関係はいささか微妙であるようである。

ともあれ，ゴーイングコンサーンが期待できる場合，時価と取得原価の制度

的な規則のありかたは無差別であることになる。一方，これが期待できない場
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合，時価が招く機会主義のジレンマは何らかの規制を待ってはじめて，解かれ
（32）

ることになる。ここでの規制は，ケームの参加者の合意を無視するかたちでの

上からの一方的な取得原価の強制である必要はない。反面，ケームが調整を必

要とする場面では，取得原価はゲームのプレーヤーを拘束することもたしかで

ある。緩やかではあるにせよ，このような調整ルールも規制であることには違

いないのかもしれない。いずれにせよ，取得原価は交渉によって，これが得ら

れる場合に，最適の機能を発揮できるということができるのではないだろう
（33）

か。

（前山誠也 神戸市外国語大学教授）

⑫ ゲームの終了があっても，その時期が不確定ならバックワードインダクションは働かな

い。このような意味では，一致の原則を仮定して，なお，時価にも問題がないとされるか

もしれない。

しかし，上のような不確定性は，たとえば，企業の破産など，意図しない事業の事態と

関って生じるはずである。有限責任制を考えるなら，破産時，債務の一部は不履行となる

だろう。一致の原則の公式は問題を含むことにもなりそうである。ここでは，このような

不確定性と関わる問題は無視されている。

“ 本章では，市場と対照されるかたちで，バーケニングのもつ会計上の意義を強調したい

という目的から，あえて市場の問題を捨象して，分析を進めてきた。もちろん，市場は多

数のプレーヤーからなるゲームである。このような意味では，わたしたちのモデルも，二

人モデルからの発展の必要性が認められなければならない。とりわけ，モデルの三人モデ

ルへの拡張は，結託や外部効果など，二人モデルで基本的に扱えない興味深い論点を促え

る上で，不可欠であろう。将来の課題としておく。





第2章 歴史的原価・コントロール・
不完備契約

I はじめに

企業は契約のネクサス(nexus)であるという。企業と経営者，株主，従業員，

さらに銀行，取引先との間には契約がある。契約の内容は双方との関係におい

て様々である。従業員との間には労務規約，経営者との間には委任契約また代

理契約，取引先との間には売買契約がある。契約はその名の通り，人と人，人

と物とを結びつけている。企業が様々な利害の相反する組織であるにも拘わら

ず，継続し発展していく背景には契約が深く関わるからであろう。

本章では契約の重要性を見据えながら，会計評価としての歴史的原価の役割

を明らかにする。歴史的原価はいつ，どのようにして生じるであろうか。契約

との関わりでいえば，企業の外部との取引が基礎である。企業の外部とは市場

であり，財の売買が取引にほかならない。そこにおいて，財が歴史的原価で会

計評価するのは，企業が財を購入する場合である。つまり，歴史的原価は売買

契約において企業が買い手の立場にある際に生じる。

第一の論点は買い手にとって取得した財の評価である。それに対する評価が

歴史的原価である。歴史的原価は，実際に取引した価額である点に特徴がある。

その結果，これは客観性や検証可能性に富むというのである。これは歴史的原

価が会計慣行を支える根拠ともなっている。実際に取引した価額が歴史的原価

というものの，取引は財の交換であり，一方で取得すれば他方で犠牲を伴うの
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である。そこで歴史的原価が取得した財そのものの評価なのか，犠牲にした財

によって評価したものであるのか，厳密な分析が不可欠である。

第二の論点は，買い手にとって財の所有権を得た後の歴史的原価の処理であ

る。もちろんこれは財の種類によっても異なる。固定資産は，長く所有し続け

ていかねばならない。所有期間中の固定資産について歴史的原価がどのような

役割を果たすか考えてみたい。棚卸資産は，払い出すまでは所有していかねば

ならない。また所有する間に仕入原価の異なるものが入庫する。所有する棚卸

資産は異なる歴史的原価から成り，払い出す際にこれをどう評価するかが問題

となる。総じて言えば固定資産と棚卸資産の所有権をめぐるコントロールの問

題である。

第三の論点は，買い手にとって売買契約は不完備であり，その下での歴史的

原価の意義である。財の売り手にとっては当該財についてよく知っている。他

方買い手は知識が不十分である。ことに品質についてはわからない。ところが，

売買契約には，販売価格などの条項は記載があっても，品質については書かれ

ていない。つまり，買い手にとり契約は不完備である。このような不完備契約

の下にあって，買い手はどう対処しているであろうか。会計慣行における歴史

的原価の意義を探りつつ考えてみたい。

以下で研究の対象としたのは棚卸資産と固定資産である。その理由は歴史的

原価を考えるについて，これらの資産は最も重要な位置にあるからである。事

実，これらの資産について古くから多くの研究があったのである。これに対し

本章は契約をキーワードにして歴史的原価への新しい分析を意図している。

Ⅱ 歴史的原価と交換

歴史的原価のことを人は実際の取引した価額であるという。歴史的原価に対

するこうした印象は，広く知れわたっている。さらに，そのことによって歴史
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的原価は人々に合意を得やすく，客観的であるとの考えに展開していったので

ある。歴史的原価に対するこうした理解は，取引を分かりきったものとしてい

る。しかし，本当を言えばそれが何をどう表現しているのか，取引そのものの

分析こそ大事なのである。

そこで以下では，財の売買を出発点にして歴史的原価を考えてみたい。売買

取引は売り手と買い手との財の交換である。取引が交換であるとすれば，売り

手であれ，買い手であれ，取得した財と失った財がある。そこで実際に取引し

た価額がどのように決まるかを明らかにしよう。

販売と購入では，違いがあることを経験的に知っている。前者では利益が実

現し，後者では原価となる。しかし，よく考えてみるとこの事実は多くのこと

を教えてくれる。取引は交換であるという。交換であるならば財の入りと出が
（1ノ

ある。そのことから人はどうして販売と購入を区別しているのであろうか。

売買を抽象化して，所有するA財と交換にB財を手に入れる取引を考えてみ

よう。金額をpとする。仕訳は，

（借方)A財 ， （貸方)B財 p

となる。記号におきかえてみると次のことが不明である。先ずこの取引は財の

販売なのか，購入なのかが全くわからない。次に，歴史的原価pは，借方のA

財の評価であるが，それがA財そのものの価値なのか，それとも貸方のB財

によるA財に対する評価なのかがわからないのである。

第一の問題に対しては次のように考えてみる。取得したA財を現金とする。

その際には，人はこの取引を財の販売と判断するであろう。逆に，犠牲にした

B財を現金としよう。この場合には，人はこの取引を財の購入と判断するであ

ろう。このように考えてくれば，取引の内容を判断する上で，現金さらに現金

収入（増加)，支出（減少）の事実は大きな役割を果たしていることが分かる

(1) Sterling and Flaherty (1971 ,445) . 以下はこの論文によるところが大きい。またSterling,

Flaherty and Tollefson (1972)も参照。
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のである。つまり，現金が増加すれば財の販売と判断し，減少すれば購入と判

断する。具体例で示すと以下のようになる。

商品を現金で仕入れたとしよう。商品を取得すると同時に現金を支出したの

である。商品と現金の交換である。支出額を，とすれば仕訳は

（借方） 商品 p （貸方） 現金 p

となる。商品と現金の交換であるが，人はこれを商品の購買（仕入）という。

次に商品を現金で販売したとする。現金収入を’とすれば仕訳は，

現金 ， 商品 p

となる。販売益はここで考慮しない。ここでも上記と同様，商品と現金との交

換がある。ただ，交換の内容が商品と現金が逆になっているだけである。商品

を犠牲にして現金を得ているが，このことを人は売上という。

このように，実際の取引というだけでは，販売や購入をどこで見分けるのか

さえ分からないのである。人は暗黙のうちに現金の増加，減少によってその取

引が販売か購入かを判断していたのである。

次に歴史的原価は財の交換から如何にして導き得るであろうか。上述の記号

による仕訳にみるように,それだけではA財とB財の交換を示すだけであって，

販売か購買かの判断もできなかったのである。このことは歴史的原価について

もいえる。仕訳では，財GとDの金額が一致するだけで，歴史的原価は導き

得ない。

そこで，貸方のB財を現金としてみよう。上述の理由によってこの取引は

財の購入である。現金が取引の内容を決めるのであれば,A財の評価も現金に

よって定まる。現金'を支出したとすれば,A財の評価は’である。仕訳は，

（借方) A財 ’ （貸方) B財 ，

になる。ここに歴史的原価が導かれる。つまり，歴史的原価とは，現金の減少

なしには考えることはできないのである。もちろん，実際の取引においては現

金だけでなく，現金に近い債務の発生が考えられよう。
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こんどは,A財とB財の交換を逆にして,A財を現金としよう。この取引

は上記の理由によって販売である。ここでは現金の収入がB財を評価する。

これはB財の犠牲があってこそ，現金を得たのである。これは収益の実現で

あり，この事実をさして実現主義というのである。

かくて，歴史的原価主義と実現主義とは一対の関係にあることがわかる。そ

こで共通しているのは現金ないし現金に近い財の重要性である。歴史的原価や

実現主義の基礎には現金があることが分かるのである。歴史的原価が一般に客

観的といわれるのは，こうした現金また現金に近い財で取得する財で評価する

からであろう。このことは当然のこととして考えられるかもしれない。しかし

考えを進めていけば，歴史的原価はこの点に際立った特徴をもつことがわかる

のである。

売買は財の交換であり，財の相互の移転である。故に単に財の交換というの

であれば，取引の当事者は同時に売り手とも買い手ともなり得る。ならば人は

販売と購買をどこで区別しうるのか。この問が歴史的原価を考える出発点であ

った。大事なことは会計評価における流動性の役割である。販売の場合，その

語義からして財が払い出されることであり，それなしには販売とはいえないに

も拘わらず，会計評価としてみれば，稼得した収入ないし得られるであろう収

入が販売を評価しているのである。それは財の購入についてもいえる。購入は

財を入手したからこそ購入といえるのであるが，その評価は支出ないし支出す

るであろう金額で行う。歴史的原価はこのような見方からすれば，流動性によ
（2）

る評価なのである。

このことをモデルで示してみよう。売り手と買い手の交換がA,Bの二財で

行われるとする。流動性の大きさを不等号で示せば，もし流動性が

A<B

(2) Sterling and Flaherty (1971 ,444) .
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ハ ハ

do

となる場合にはA財の購入を意味し，

A>B

となる場合には,B財の販売を意味することになる。

歴史的原価は財の購入の際に流動性の大きさが

A<B

のときに,B財がA財の値を決める会計評価である。逆に流動性が

A>B

の場合には,A財はB財を評価する。このことを収益の実現という。

SterlingとFlahe rtyは歴史的原価を評価の選好順序(valuation preference
（3）

array)として明らかにした。

貸方の流動性の大きい財が借方の財を評価することを歴史的原価というので

あるが，この値は何を表現するのであろうか。より高い流動性を選好した結果，

取得した財の値が決まったのであるから，財の交換は単なる所有を意図したの

ではあるまい。つまり，所有権そのものの取得に目的があるのではないであろ

う。当該財は，他の購入先であればもっと安く買えたであろうし，また別の購

入先ではより高い価格だったかもしれない。にも拘わらず，そうした状況を考

えに入れない。財を取得することは財の所有権を得ることであるが，大事なこ

とは，それによって現金を支出したこと，また支出する義務を生じたことであ

る。このことは販売にもあてはまる。会計慣行は，財の引渡しを収益認識の基

準とする。それ故に，財の引渡しが重要であるようにみえる。しかし，財の引

渡しは売り手にとって契約義務を履行したにすぎない。本当のことは義務の履

行によって収入を得ることなのであろう。

これまで流動性という概念を用いつつも，その意味については触れなかった。

流動性については一般に現金となる期間をいい，それが短いほど流動性が大き

(3) Sterling and Flaherty (1971,448) .この考え方は会計の計算システムを最終的には現金の

収入，支出とみるといってよいであろう。
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いというのである。しかし，流動性に対するこうした理解の仕方は数理化しに

くい。それならば，流動性をどのように考えればよいであろうか。

ここで流動性を現金化する確率としてとらえてみたい。現金となる期間が短

いことは，同時に現金化する確率が大であると考えるからである。これを式で

示すと以下のようになる。現金Gそのものは確率がlである。(G=1)

現在時点での現金化の確率局，最終的に現金化する確率Plとすれば，

P,="+9 (1一局）

Pl一局
g==

1-R)

gが大きければ大きいほど流動性は大きいのである。

この命題は次のような条件文で表現できる。

p:A, B二つの財が増加か減少する場合。

9：いずれの財で評価すればよいか分からない。

γ：流動性の大きい財で評価する。

これを記号化すれば次のようになる。

／ 、

’→（9→”

以上のように歴史的原価は実際の取引の記録という漠然としたものではない。

流動性がこの会計評価を積極的に支えているのである。

ところで過去の学説は，交換に際し財の販売か購入かの判断基準に流動性が

重要な役割を果たすことを既に指摘していたのである。また歴史的原価が流動

性に依拠することに気づいていた。しかし，なぜ流動性が歴史的原価に関係が

あるかについては必ずしも明らかにしなかった。実はその点の解明こそが大事

であったにもかかわらず，十分に究明していないのである。

ではなぜ，財の評価に対し流動性を選好して評価するのであろうか。これに

ついて論者は次のことをはっきりと意識し，また指摘してきた。資産を分類す

る場合，現金は財の中でも基本クラスに属する。その意味からすると，交換で
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あっても現金は他の財に対し特別の位置にある。それが最上の優先順位になる

としても問題はない。それ故，販売を収入で判断し，購買を支出で判断してい

るといえる。けれども，販売は財を手放すことであり，購買は財を手に入れる

ことのようにみえる。現金収入や支出はその結果にすぎないのではないか。も

しも，流動性で販売や購買を判断するとすれば，売買契約の際の手付金は売買

の一部として処理してよかったはずである。しかし，実際の会計処理はそうな

っていない。この点をどのように理解すべきであろうか。流動性を選好する順

位がなぜ生じたかが問題である。SterlingとFlahertyは，その理由を会計の歴
（,1）

史的展開にあるとみている。現金主義から出発し，その後に発生主義や実現主

義に支えられる期間損益計算へと発展する。もともとは現金の収入，支出こそ

が会計の基礎にあったと考えれば，現金ないし現金に近い流動性のある財こそ

が会計事象の判断基準となる。当然のこととして，会計評価の基準は流動性に

ならざるを得ないのである。この意味において歴史的原価は会計選択の結果で

あるといえるであろう。

とはいえ上記の考え方には，なお幾つかの問題点が指摘できる。

その一は，交換をする当事者双方の情報の非対称性を考慮していないことで

ある。売り手と買い手の双方は，売買をめぐる情報を完全に把握しているわけ

ではないのである。

その二は，取引の出発点である契約の不完備を考えていないことである。交

換する財の品質については，契約条項にない。しかし，契約条項にないにも拘

わらず売買を行っていくシステムこそ取引の基本である。取引の当事者にとっ

ては，契約の基本となる財にこそ判断の基礎をおくのではないであろうか。現

金を支出して棚卸資産を手に入れたのであれば，契約の基礎は棚卸資産にある。

それ故に，交換であるとしてもこの取引は購買と判断することができるのであ

(4) Sterling and Flaherty (1971 ,454)
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る。しかし，買い手にとって購買する棚卸資産の品質はわからない。品質につ

いては契約が不完備である。そこで買い手は契約の不備を埋めることが必要で

ある。

その三はバーター取引については，評価の選好順序によると歴史的原価をう

まく説明できないことである。そこでは現金により近い財の判断が困難である。

ところで，人は歴史的原価の特徴が硬度であることを指摘する。それはただ

流動性に近い情報だけではなく，価格が変動しているにもかかわらずなおも継

続して適用できる点にこそ歴史的原価の意義はあるのである。なぜそれが可能

であるかを説明しなければ，会計慣行における歴史的原価の存在意義を語った

ことにはなるまい。流動性の選好ということも，実はこの評価の継続性と深く

関わっているであろう。流動性は財に対する評価を決める。それほどに流動性

が交換に大事である。この考えは後述の民法における所有権に対する債権の優

位という考えにもよく符合する。流動性が財の評価に優先するかにみえるが，

実は，財そのものが債権化しているからではないか。交換は単に財の所有権の

移転ではなく，債権化している。このことが歴史的原価の継続性を支えている

と考えるのである。このことを次節で明らかにしよう。

Ⅲ 歴史的原価と債権

前節では，歴史的原価が財の交換における選択をした値であること，つまり

取得した財と犠牲にした財との中で，流動性を基準にした会計選択の結果であ

ることを明らかにした。歴史的原価といえども，紛れのない値でなく選択にす

ぎないのである。それは同時に，会計慣行の基礎に貨幣があることを示唆する

であろう。

しかし，歴史的原価が会計選択であることを明らかにしただけでは十分とは

言えない。大事なことは，歴史的原価の数値が価格変動の下にあっても有効性
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を持ちうることである。それはなぜなのか。このことの解明が本節の課題であ

る。

財の交換から出発しよう。この交換が購買であることを判断するのは取得し

た財より失った財が流動性をもてばよい。現金が犠牲になり，その結果財の所

有権を得たとしよう。所有権とは財に対する排他的支配権である。しかし，所

有権を得た後，価格変動があれば財に対する評価は変わり得るであろう。取得

後もそのまま交換した金額を継続する根拠はない。つまり所有権の立場からは

歴史的原価は成り立たないのである。また流動性を十分に説明できない。

実は民法では企業の取引において決定的な役割をもつのは，所有権でなく，
（5）

債権であることが明らかになっている。単に財を所有していることが重要でな

く，契約が基礎であるというのである。このことは，取引を記録の対象とし，

集計，報告する会計システムにとっても見過ごすことはできないであろう。財

の所有権でなく債権こそが基礎になる理由とは次の通りである。財の売買は財

の所有権の移転を伴う。ところが，所有権の移転は売買契約がなくてははじま

らない。このことからして，財の所有権の移転が売買契約による限りにおいて，

財そのものよりは債権，債務の発生がこれに代ってみられるのである。かくて

財の所有権という物権の問題が，現実には債権の現象になる。民法上，このこ

とが明らかになっている。ところがこれは，会計上，古くから資産の現金性と

よばれた事実と内容において合致する。そこで，民法の考え方を会計学に引き

戻して示せば次のように表現できよう。

貨幣はただ単に所有するだけでは意味がない。それを支払いの手段にして，

他の財を手に入れることに大きな役割がある。現金を支払えば，他人に対し財

の引渡しを請求できるのである。現金にして企業の取引においては債権化して

しまうのである。ましてや売買を意図する棚卸資産や投資である機械，設備な

(5)我妻(1953)は取引における法について，所有権よりも債権の重要性を指摘した。なお，

契約と法の関係は小町谷(1925)を参照。
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どの固定資産に到っては債権化するといえるであろう。実際こうした資産につ

いての会計上の分析も債権化を前提にしている。

棚卸資産を購入するというのは，単なる現金との交換ではない。財の所有権

を得るために現金支出するわけではないのである。より，多くの現金回収をも

とめて財を購入するのである。また機械のような固定資産の購入も決して財そ

のものの所有を問題としたわけではない。機械の購入は「給付あるいは用役の
（6）

束」を購入すると考えられたのである。つまり，設備そのものではなく，それ

から得る収入を問題としたのである。このことは，設備の購入といえどもある

種の債権を手に入れることと同義であったといえよう。そうであればこそ，設

備については投下資金の回収が常に研究の関心とされたのである。これは，会

計学上もはっきりと設備が債権化したことを示す証拠といえるであろう。固定

資産の中の機械のような生産設備は，専ら投資の手段となって，所有権として

の意義を失う。従って，生産設備は貨幣と同一とみて差し支えないのである。

もちろん，その貨幣とは所有ではなく，投資を意図するものである。固定資産

の購入が債権と変わりないことになれば，その評価は名目額以外に考えられな

い。債権としての売掛金がどんなに価格変動があっても，当初の契約額である

ように，固定資産が債権化すればやはり名目額が継続する。

既述のように，民法上，財の所有権に代って，債権が優位に立つとの考えが

あったのである。財の取得は所有権ではなく，貨幣を得るためである。従って

財は債権化する。ここに，財の債権化の主張が根拠を得る。実はこうした考え

方は必ずしも民法に限らず，同じ主張が古くから会計学の根底に潜んでいたの

である。それは財の購入は将来の現金収入を得るためのものであるとの考えで

ある。いわゆる資産の現金性である。取得した資産が現金化するのであれば，

いかなる価格変動があろうとも名目額が基礎とならねばならない。かくて歴史

(6) DixOn(1960)
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的原価は期間をこえて継続していくのである。かくて，歴史的原価は資産の現

金化に支えられた会計現象であることが明らかになる。

財の所有権よりも，債権としての意義が大きいのであれば，売り手と買い手

との間の契約が会計研究の重要な課題となる。そこで契約の観点から，会計評

価を考えてみよう。

売買のプロセスは売買契約から代金の支払いまでである。売買契約において，

財の買い手にとっての法律上の義務は代金の支払いである。代金の支払いは買

い手にとって唯一の義務だといってよいであろう。従って，財の受け渡しの後，
（7）

買い手が代金を支払えば，事実上，売買のプロセスは完了することになる。買

い手の代金支払いの義務は，売買契約の中では，支払日，支払場所，支払方法

である。それ故に，契約内容も契約から代金支払いまでの項目となる。代金支

払いが終了した後のことは契約内容には含まれないのである。

ところで買い手は，売買契約の時点ではなぜ記録することはできないであろ

うか。会計学説上は，記録があくまで財の交換を基礎としているので契約のみ

では交換がないので記録しないというのである。しかし，厳密に言えば，現実

に財を入手しても代金が未払いの場合でも交換はないのである。一方的に財の

みが入ってくるのである。このことを未来支出と解釈し，やはり交換とする考

えがないわけではない。しかし，この場合も厳密に言えば交換は成立していな

いのではないであろうか。代金の未払いは民法上はあくまで契約としての債務
（8）

だからである。決してそれは財ではない。このことから，会計は代金の未払い

という契約を記録していると推定できる。必ずしも現実の財の交換のみが記録

の対象となっているわけではないのである。このように考えてくると，買い手

は売買契約の段階であっても仕入を記録できたはずである。しかしそれは会計

上記録しないのである。その理由を以下で考えてみよう。

(7)谷川(1954,170)

(8)我妻(1953)
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売買契約は買い手にとって不完備な内容であることを前提にしたい。契約の

時点では，買い手にとって財が未だ届いていない。そこで契約の後に生じる問

題がある。例えば，売買価格の変動がそれである。売買契約の締結以後，財の

価格が大きく変動したとしよう。契約価額凡に対し，実際に買い手が当該財

を引き取る時に時価がP1になったとしよう。とくに, Fb>P,となったとする。
（9）

この場合，買い手は当該財の引き取りを拒むであろう。当然のことながら，当

初の契約にこのような事態を予想することは書かれていない。つまり，契約を

しても価格の変動の際引き取りのことについては何も記載がなく，契約は不完

備である。売買価格をめぐる契約の不完備は，買い手が当該財を引き取るまで

続くのである。それが解消するのは買い手が当該財を受け取った時点である。

こうして，会計上，買い手が仕入として記録できるのは財を現実に引き取った

時点である。これは必ずしも所有権の移転時期とは関係ない。所有権移転の時

期は民法上も不明だからである。買い手が財を引き取った時点以降は少なくと

も売買価格をめぐる契約は完備しているのである。買い手はまさしくその時点

で財の引き取りを会計上記録する。その後は買い手は代金支払いまでを契約通

りに履行すればよい。民法上，代金の支払いは買い手にとって売買契約の義務

を履行する重要な事象であった。ところが会計上，代金の支払いはただ単に債

務の支払いというにすぎなかった。つまり会計上は，少なくとも，財を受け入

れることに力点をおいたのである。これは棚卸資産の取得にしても，固定資産

の購入にしてもその時点で売買価格をめぐる契約条項が完了するからであろう。

この取得による価額が歴史的原価として重要な役割を果たしてくるのである。

売買契約から買い手の代金の支払いまでを売買のプロセスとする。売買のプ

ロセスは買い手の代金の支払いをもって完了するという。しかし，買い手にと

って，代金の支払いによって売買のプロセスは終わるといえるであろうか。な

(9)川島(1982)は，売買契約をめぐる売り手と買い手の訴訟の例をあげる。
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るほど売買契約の内容は代金の支払いまでである。しかし買い手にとっては，

さらに重要なことは実は財を取得した後のことである。なぜならば，棚卸資産

については取得後，時価の変動や経済的変動をこうむるからである。買い手は

現実に当該財を手にしなければその質を見定めることはできないし，重要なこ

うした事項は契約内容には書かれないのである。上述のように，財を引き渡す

以前に契約価額よりも時価が下落する状況が生じたとしても，そのこと自体が

会計評価に影響しない。買い手が訴訟を起こして，売り手との間に再交渉の価

格が決まるにしても，あくまで実際の取引価額をとればよいからである。とこ

ろが，財の受渡しの後，代金支払いが済んでから時価の下落がある場合はどう

であろうか。所有権は買い手にある。従って，債権としての歴史的原価への期

待は小さくなるであろう。固定資産については，経済的，技術的陳腐化によっ

て予想したより実際に使用可能な年数はいっそう縮小するかもしれない。これ

らの問題は，買い手にとって契約の不完備に基因するであろう。このことは契

約にないので，会計上その補完が必用なのである。

ともあれ購買は取得した物権でなく，犠牲にした現金支出で判断しているの

である。また，販売は，犠牲にした物権ではなく，獲得する現金収入で判断し

ているのである。このことは，将来の収入，支出を含めた現金収入，支出によ

って購買や販売を判断していることになるであろう。このことは，民法上の言

葉で言えば，物権に対し債権が優先することであろう。この点からみても，民

法と会計学の考えは基本的には一致している。もともと，財の売買が交換と言

っても，流動性によってその性質を判断するものであれば，歴史的原価をとら

ざるを得ない。なぜなら，債権 債務はあくまで名目の取引だからである。

以上のように資産の債権化は流動性を選好する会計評価を生み出し，これが

歴史的原価となる。しかし買い手は所有権を得た後，財をコントロールしなけ

ればならない。その際，歴史的原価は財のコントロールにいかに有効であろう

か。これについて次節で述べることにしたい。
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Ⅳ 平均費用とコントロール

企業理論によると，最適な生産量は価格と限界費用が一致する点で決まる。

最適生産量はこの点を上廻ることも下廻ることもできない。会計数値は限界費

用を表現しない。従ってこの考え方を会計上の費用に直接あてはめることはで

きないのである。しかしここで問題とするのは，会計上知ることのできない限

界費用であってみれば，経営者はいったいどのようにして会計情報から企業の

最適規模を推定できるかということなのである。あるいは実際いかに推定して

いるだろうかということである。限界費用は一単位の追加生産量に対する費用

の増加分であるから，最も重要な判断となり得るはずである。限界費用に代わ

りうる費用は何であろうか。

ここでは減価償却費にしても棚卸資産の評価にしても平均値を示すことに着

目したい。原価配分は平均費用を表現するのである。なぜ配分をするかという

問題は，会計担当者が平均費用を通してみた会計担当者の行動である。原価配

分することは平均費用を高めることにほかならない。大事なことは，この平均

費用から限界費用を推定して企業活動をコントロールすることにある。

減価償却費

なぜ企業は減価償却をするのであろうか。このことを企業のコントロールと

の観点からみてみよう。

ここで，以下のことを問題にしたい。

1.固定資産の減価償却費は耐用年数を計算要素とする。耐用年数はなぜ固定資

産に関わる費用を考える上で重要なのであろうか。また，耐用年数に代わるも

のとして，運転時間や生産量が原価配分の基準となるのはなぜであろうか。

2.原価をただ配分するだけであれば，不規則な配分の仕方もありうるであろう。
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しかし，減価償却費は平均費用である。なぜ減価償却費は平均費用となってい

るのであろうか。平均費用の果たす役割は何であろうか。

Accoutantは限界費用を会計データから直接に知ることはできないが，平均
（10）

の変動費はイメージとして描くことができる。会計担当者は，平均費用の推移
（11）

によって限界費用を推定しているのではないか。周知のように限界費用MCは

平均費用ACの最低点を通過する。

/1、

ノ

費
用

､~____// AC

ご
／

生産量

図1－1 限界費用と平均畳用

固定資産に対する歴史的原価を一年当たりの費用に平均化する。一年当たり

の費用は，当該年度におけるコントロールを容易にするのである。ただ，固定

資産は最終的に売却，処分するのであれば，それによる収入は歴史的原価から

差し引かねばならない。かくて，減価償却費は耐用年数Ⅳに対しI/Nの値と

なるのである。

会計担当者は，限界費用を会計数値から直接には知ることができない。しか

し，減価償却費を含めた費用を平均化することによって，会計数値から限界費

用の傾向を推定できる。すなわち，平均費用が下降すれば限界費用も下がるし，

平均費用が上昇すれば限界費用も上がる。会計担当者は平均費用の最低点を最

適点とみているのであろう。それは，平均費用と限界費用の一致点である。 ‐

(10 この点は林(1989)を参考にした。

(11)以下は, Zimmerman (1995,297and298)が描く図を参照した。Watt and Zimmerman (1979)

も参照。
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図1－2 平均費用の最低点

Q点での生産量では，平均費用ACと限界費用MCの比較からすれば、明ら

かに，

AC> MC

である。しかし，経営者はMCをみることができない。ACをみてM点での

MCの大きさをイメージするしかない。そこでもし費用を配分すれば，平均費

用が大きくなり，経営者は限界費用が大きいとイメージする。そこで,Q点以

下へと牛産量を縮小させるインセンティブが傷つくであろう。しかしそれは好

ましくない。故に,Q点では原価を配分すべきではない。

これに対し，生産量が次のQ'点にあったとする。
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図1－3 限界費用のイメージと平均費用

M点では，本当は

AC< MC

である。経営者はACを見てとるが,MCはわからない。そこでMCをACか
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ら推定する。MCを低く推定するので，経営者はますます生産量を拡大するイ

ンセンテイブが働くであろう。そこで原価を配分することによって，不要な拡

大を回避することができる。ここに原価配分の意義を認めるのである。

実のところ会計担当者は平均費用しか知らない。そこで原価配分によって見

かけの平均費用を創り出し，生産量の過大を阻止することが必要である。その

ために平均費用が上昇傾向にある場合，原価配分によって見かけ上の平均費用

を加える。これに対し，生産量が小さい場合には，限界費用は平均費用を下廻

っている。生産量を増加すべきであるが，会計担当者は平均費用しか知らない

ので費用負担が大きいと判断しよう。この状況下では，原価配分をすればます

ます平均費用は増して，会計担当者はコスト負担が大きいと判断し，生産量を

ますます縮小させるだろう。しかし，それは最適な生産量からして望ましくな

い。故に，生産量が少ない場合には原価配分は望ましくないのである。なぜ企

業は平均費用をみて行動しているということが言えるのか。このことを原価配

分によって明らかにするのである。企業規模が小さい場合，減価償却はしない。

というのは，それがますます平均費用を押し上げ，規模を縮小させる方向に作

用するからである。

減価償却費という平均費用が加わっても，限界費用は変わらない。しかし，

最適点は移動する。減価償却方法の選択はこのことを考慮して会計担当者が判

断するといえよう。これによって平均費用ACはAC'あるいはAC"へと移動

する。
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ﾍｰｰｰﾑｰ/／
、、－－~/ノ'4‘
､、ﾐご~>_ムー/ACw

費
用

K

、

ご
／

生産■

図1－4 平均賓用の移動
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減価償却をすることによってはじめて，新しい設備への取替準備のためのイ

ンセンティブが高まるであろう。もし，減価償却がなければ，原価の回収をな

し得ず，新しい設備に取り替える動機も起こり得ない。とくに，配分は，規則

的に行われるので，取替のための準備を計画しやすい。また，会計方法の選択

によって会計担当者は取替準備に考慮できるのである。このことは，状況に応

じてインセンテイブを操作できることになるのである。

経営者が株主，従業員などのコーディネーターとしての役割を担うとすれば，

会計数値に求めるのは何であろうか。それは，企業活動の効率性であり，投下

資本に対する回収である。投下資本は歴史的原価にほかならない。取替原価を

用いた場合には，限界費用は変わらないが，平均費用は時価に応じて変化する

ことになるのである。最適な企業規模を決める際に，取替原価の平均費用に比

して歴史的原価がベターであろう。言いかえれば，会計配分の基礎は取替原価

によるより歴史的原価である方が最適点を見い出しやすいのである。

固定資産は取得した後，長く所有し続ける資産である。取得から処分に到る

期間に会計慣行では減価償却を行う。減価償却は年を測定単位として，一年当

たりの費用を測定する。従って，歴史的原価を年度に分割する会計手続きとい

うことができる。

歴史的原価HC,残存価額S,耐用年数Ⅳとしよう。減価償却はHc-s (償

却総額）をⅣ年に配分する会計手続きである。すると，Ⅳ年にHC-Sの費用

がかかるとすれば，1年当たりいくらの費用になるかというのが減価償却費の

意味である。そうであれば，減価償却費は年を単位とする一単位当たりの費用

であり，まさしくそれは平均費用なのである。平均費用であることは，定額法

であれ定率法によって導いた減価償却費であっても変わりはない。また，生産

量や稼働時間を基準にして原価を配分しても，やはりそこから得た減価償却費

は平均費用である。

そこでもしも，正しい減価償却費を考えれば，耐用年数Ⅳの正確な測定こそ
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がそれに相当するであろう。そのことは平均費用をどのように決めるかという

問題に帰着するのである。耐用年数を減価償却計算の一要素としてみれば，そ

れは費用の大きさに影響するのであるから，正確な測定が問題になるであろう。

その際，耐用年数は単に減価償却費を計算するための技術的な意味しかない。

実際には耐用年数の確定はできない｡かくて,減価償却費は各年度をコントロー

ルする平均費用の性格をもつのである。

Zimmermanは，原価配分を一つの課税システムという。原価配分は歴史的

原価を基礎にした平均費用である。そこに歴史的原価の役割をみてとることが

できる。

棚卸資産

棚卸資産の評価方法としては平均法をはじめ幾つかの方法がある。これらの

評価方法によって払出原価（売上原価）を計算できるのである。一般に評価方

法が選択であるのは，個別の実際原価を識別するのが難しいからであるという。

そうした見解からすれば会計方法の選択は実際原価に代わる方法としてやむを

得ない措置になるのである。もしそれが正しいのであれば棚卸資産の評価方法

はどんな方法でもよいはずである。しかし，評価方法は限られている。払出原

価を実際に識別するのが難しいということと，幾つかの評価方法を認めて選択

をすることとは別の問題である。では棚卸資産の評価にはなぜ複数の方法が存

在し，選択に委ねられているであろうか，突き進んで考えてみよう。

個別法は，棚卸資産の払出原価およびその評価に対し，種類や質を識別し各

個別に実際原価を付す方法である。個別法は実践性を欠くがゆえに用いないと

する主張の根底には実際原価こそ棚卸資産の本来の評価方法であるとの考えが

ある。個別法は，たとえ同じ種類であっても単価が異なれば払出原価を識別す

る。しかるにこの識別は多くの手数を要するので，個別法の適用には限界があ

るというのである。それ故，個別法は高い価値,少ない数量項目，とくにユニー
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クな項目や特定の仕事あるいは顧客のために注文された項目に対し用いられ
（12）

る。

個別法は次のように表現できる。期中の入庫した歴史的原価がP,, ",…，

R,であったとする。期中に払い出した数量がそれぞれQ,, Q21…,Qnとす

れば期中の払出原価Cは，

C=P,Q,, &Q2,…,RnQn

となるのである。

個別法を法の立場からみてみよう。払出原価の付し方を財の交換としてみる

ならば次のようになる。

財を払い出す側（売り手）と財を受け取る側（買い手）との関係が交換であ

る。個別法は明らかに，交換が基礎にある。所有する財を払い出すことによっ

て，買い手から財（現金あるいは債権）を得る。売り手がいくら払い出したか

は，当該財を手に入れるために要した価額（実際原価）がふさわしいであろう。

このように考えてくると，個別法は交換に合致した評価方法である。

交換は売り手と買い手の関係である。それ故に双方における取引が公平，公

正に行われねばならない。財に即して言えば，稼得した財と手放した財とが等

価でなくてはならない。

同種，同質の棚卸資産があるとしよう。仕入時点の違いによって,仕入原価

P1, &,恥の数量はそれぞれQ1, Q, Q3から成る。仕入原価の大きさは

P,<&<&

である。この中から数量を払い出す。ただし, Q<Ql, Q2, Q3とする。実際原

価がP1であれば個別法による払出原価はPIQである。なぜなら個別法は同種，

同質であっても財の代替性を認めないからである。このことが，個別法は真の

原価をとらえるとの主張を生み出した。しかし，個別法は逆に利益操作を可能

(13 これはごく一般的な考えである。Hoffman and Gunders (1970)
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にする。利益を縮小するためには払出原価の大きい島をあえて出庫すること

ができる。それ故に，個別法は決して窓意性のない評価方法ではない。

そこで，同種，同質の財であれば代替性を認めるとしよう。とはいえ，単純

に代替的でありさえすればよいわけではない。上記の例では，数量Qを払い

出した時，代替しうるというのであれば，払出原価としてPl, &,島のどれ

をも選択できるからである。それはまた，利益操作である。窓意性は大きい。

それ故に個別法を離脱するためには単に代替性を認めるだけでは十分でない。

代替性を棚卸資産の評価の基礎とするには，規則性をもった方法の確率が不可

欠であった。

後述のように，配分は交換と全く異なる。会計配分は原価Cを分割し，幾つ

かの対象に割り当てることである。

。伽‘｡_二：

L-Cn

この時，次の条件が満たされなくてはなるまい。原価配分を前提とする。

(1)原価は少なくとも対象のどれか一つに必ず割り当てられなくてはならな

いo

C,, Q,…,G，

(2)それぞれに割り当てた金額の合計は原価に等しい。

C= C,+ Ch+…+Cn

これが会計配分を成り立たせるための必要十分条件である。ところが，ここ

で大事なことはいかに配分するか，つまり配分の仕方については何も絶対的な

基準がないことである。そのために，上記の条件を満たしさえすれば，どんな

配分の仕方も可能ということになる。会計担当者にとっては，効率的に,かつ

公平に決定しなければならない。
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配分の場合，財を払い出す側（売り手）と財を受け取る側（買い手）との関

係は考慮しない。売り手の側で，払出原価を決めるのは，会計担当者の権限で

決まるのである。要するに，いくらを払出原価に付すかが問題である。それは，

総原価を払出原価と棚卸資産の評価に割り当てるのである。これを我々は配分

(all ocation)というのである。

こうして，交換は双方の関係（例えば，売り手と買い手）によって金額を決

めるのに対し，配分は一方的な（例えば買い手）判断によって金額が決まるの

である。個別法は前者であり, FIFO, LIFO,平均法は後者の性質である。

交換は常に取引の相手との関わりで成立している。それ故，棚卸資産を払い

出すことは，買い手にとって，犠牲にした大きさで金額を表現する。犠牲にし

た価額はまさに当該財の実際原価である。これに対し，配分は相手との関係を

考慮する必要はなく，数値を分割すればよいのである。ただ分割の仕方のみが

問題となる。

同質の棚卸資産の一単位当たりの原価を決める際に，共通に用いる手続きは

平均である。それはまた，同質の財の原価を決める実践的な方法でもあった。

かくて，個別法を支える実際原価は財の交換を前提とすることが分かる。こ

れに対し配分では，平均原価（平均費用）が基礎になるのである。次に，先入

先出法以下の棚卸資産の評価方法を平均原価としてとらえてみよう。商品の仕

入時点が異なり，単価が違うとしても，同一種の財であれば，棚卸資産は代替
（13）

可能である。そのことが棚卸資産の評価に関わっているのではないか。それ故

に棚卸資産の評価は実際原価ではなく，平均原価を求める。

同種，同質の財であれば代替できる。このことを数式で表現しよう。平均法

の中から移動平均法を式で示す。仕入原価が恥,Plの順序とし，数量をそれ

ぞれ鋤,Qlとすれば，払い出しの原価ACは

(13 代替性については, Hoffman and Gunders (1970) ,中野(1980), Davis (1982)に言及が

ある。
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R)Q)+PI Ql
AC=

Q)+ Q,

となる。

総平均法では，

れぞれQ), Q',

入庫した全ての仕入原価", P,,…,Pnとして，数量をそ

･,Qnとすれば，払出原価は

R3"+P,Ql +…+ P"Q"
AC=

q+ Q､…+ Q,!

で求める。

単純平均法では，財を代替するにとと．まらず，受入数量における違いも無視

する。つまり, q= Q,=…=Qnとする。払出原価は，

Q (R)+P,+…+P,j
AC=

郷Q

R)+P,+…+P,,
吾＝＝

伽

となる。

平均法の考えは，先入先出法，後入先出法にも応用することができる。これ

らの評価方法にしても，財が代替性を有することに変わりはない。ただ，仕入

原価をどこに代替するかが問題である。先入先出法と後入先出法では，仕入時

点での重み（ウェイト）のおき方が異なるのである。先入先出法は仕入時点の

はじめに重みをおき後入先出法では最後に重みをおく。先入先出法は

fbq+P,Ql
lim － ＝恥
恥→" QO+Ql

である。後入先出法は

R)"+ P,Ql
=Pllim

Ql→“ Q)+ Q,
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となる。

さらに，この考え方は，最終仕入原価法にも適用できる。それは，最終の仕

入原価に重みをおく方法である。故に原価は

恥恥+PlQl +…+ P"Q,,
lim =P,a
Q1』→函 恥+Ql+…+Q"

となる。最終仕入原価法ではこの値を払出原価でなく，期末の棚卸資産の数量

Qfに適用するのである。故に，最終仕入原価法による棚卸資産の評価IVは次

のようになる。

1V= P,,・Qf

最終仕入原価法は期末の棚卸量が全て最終の仕入原価になる。そのことは，

最終の仕入原価に重みをおいた平均原価で期末棚卸を評価することを意味して

いる。

以上の方法は全て一個当たりの原価を求める棚卸資産の評価方法である。し

かし，一個当たりの原価を計算するのでなく，平均利益率を求めて売価から逆

に原価を得る評価方法もある。売価還元法がこれである。受け入れた原価の総

額Cは次の通りである。

C=恥鋤+PlQl +…+ P"Q"

それぞれの売価", Sl,…,Snから売価の総額Sは次の通りとなる。

S=SoQ+ S,Q,+…+ S"Q"

そこで，利益率γを求める。

S－C

γ＝＝

S

それぞれの仕入時点に含まれる利益を合計して，売価の総額に対する割合を

求めたのであるから，γは平均の利益率である。

売価による期末の棚卸資産の評価s'から，原価Pは

P=s' (1－力
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となる。かくて，売価還元法の場合には，異種 異質の財の間にも代替性を認

めているといえる。そこにはやはり財の代替性の考えがあることを看過しては

なるまい。棚卸資産の評価は平均化しているのである。

先入先出法，後入先出法，平均法による評価方法と売価還元法には何のつな

がりもないように見える。しかし，そこには形式的な違いがあるものの共通点

が多いのである。売価還元法に到っていっそう広い範囲に代替性を認めている

のである。売価還元法は適用する業績という実践性の問題があろう。そのこと

を越えて，評価方法に潜む根本原理を知ることが大事なことである。

ドル価値後入先出法は，後入先出法に比べてみると，前者が同種 同質の財

において代替性を認めた評価方法であるのに対し，後者は異種の財においても

後入先出の評価を適用したものである。

いま種類の違う財A,B,Cがあって，期首のそれぞれの価格と数量は次の

通りとする。

価格 Pi, PG, P8

数量 鮒,Q:,Q8

期首の原価Qは次のようになる。

cb=Pi･ Q;+P:･ Qf+PG･ Q8

期末の価格，数量はそれぞれ次の通りとする。

価格 Pf,Pf,PF

数量 Qf，Qf，Q？

そこで期末における評価Clは次のようになる。

c,=Pd･ Qi+P:･ Q:+P8･ Q8

後入先出法は後から仕入れたものを先に払い出す方法であるから，棚卸額は

期首の価格で評価する。そこで，期末の評価額は次のようになる。

C=崎・Qf+P:･ Qf+PG･ Qf

これから，評価額の増加率’を求める。
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C

p=
C

そこで，期末の棚卸資産の評価は基準額と期中のその増加分の修正を加えた

額となる。

cb+(cl-c)･ (1+p)

それぞれの棚卸資産の種類と質は異なる。期末の棚卸の単価も数量も違うの

である。しかし，棚卸資産を原価の総額で示すことによって，種類や質の違い

があっても棚卸資産の価額に埋没してしまうことになる。棚卸資産の質が異な

っても代替するのであるから，質の違いがあっても代替できるのである。

このことは，先入先出法，後入先出法，平均法では，同種，同質の棚卸資産

における実際原価の違いが代替できる評価方法であったのと比較すれば，根本

的な違いである。

小売棚卸法は売価還元法と同様に異種 異質の財に代替性を認める評価方法

である。

期首の棚卸資産の評価局，期中の仕入高Pl,売価をそれぞれSb, Slとする。

原価率pを求める。

"+P,
’＝

Sb+ S,

売価による当期の受入額はSb+ S,であるが，そのうち出庫した額（売上S)

を引けば，売価での在庫1sを導くことができる。在庫Isを原価1℃に還元する。

jc=(sb+s,-s) ･P

=1s・P

小売棚卸法において，売価での在庫を原価に還元する際の原価率'は，平均

原価率である。受け入れた棚卸資産の売価に対する原価の総額の割合である。

故に，棚卸資産の種類も質もはじめから問題にならない。異種，異質の財が代

替でき，数量や異質の違いを越えて統合しているのである。ここでも，平均原
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価が基礎になっている。

このようにみてくると，個別法とその他の方法との間にはっきりと断絶があ

ることが分かる。双方を分けているのは，原価ないし費用の平均化である。個

別法は実際原価であって，原価に平均の概念がない。

棚卸資産の評価を通してみると，歴史的原価は次のように進化していること

がわかった。

個別法 → 平均法 → 後入先出法 → ドル価値法

(実際"’｛瞬蝋1(蕊蝋鷆}{蕊:…｝
3

1 ､
売価還元法 小売棚卸後入先出法

嶬繍繍
異質の財の平均原価，

ら利益率を引いて

面に還元

先入先出法 売価還元法

隣嘉||蕊瀞辮”

、
ノ

図1－5 歴史的原価の進化

※この場合の質とは，価格における違いをいうものとする。

それならばなぜ棚卸資産の評価は平均原価として展開していったのであろう

か。実際上の理由は，棚卸資産の仕入の数量が増大し，質も多様化したために，

実際原価の識別が困難になったことであろう。特に売価還元法は多種，少量の

棚卸資産を扱う業種では他に代わる方法はないであろう。

理論上は棚卸資産に平均原価また平均費用を用いる意味をどのように理解で

きるであろうか。その理由として，企業活動にしめる棚卸資産の位置をあげる

ことができる。企業活動の中心にあるのは何といっても売買活動である。売買
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活動は利益の源泉である。売買活動の対象となる財は棚卸資産に他ならない。

それは仕入，販売，在庫の活動に関わる。

企業活動における棚卸資産のこうした位置に思い到れば，大事なことはその

コントロールであろう。それは直接に所有権を得た財であるから，コントロー

ルの容易な状況におく必要がある。この時，会計担当者が本当に知りたいのは

企業の限界費用である。なぜなら，生産要素の追加一単位当たりの費用を知る

ことによって，最適な生産規模を決めることができるからである。しかし，会

計数値は限界費用を表現しない。従って，会計担当者はそれに代わる会計数値

から，限界費用を推定し，読みとらねばならない。この限界費用に代わる会計

数値こそ平均費用であると筆者は考える。

個別法は実際原価であるから，払い出した財の原価によって，払出原価は変

動する。それ故，限界費用を推定しにくいのである。

もちろん，会計利益の構成要素である費用の種類も多い。そのため棚卸資産

に関わる費用の平均化だけでは，全ての費用が平均といえないとの指摘もあろ

う。しかし前述のように，棚卸資産が企業活動を支配する割合は大である。こ

のことから，棚卸資産に関わる費用の平均化が果たす役割は決して小さくない。

同種，同質の棚卸資産であっても，仕入時点が異なれば仕入原価も異なると

しよう。払い出した財の原価をどうするのか，また，在庫をどう評価するか，

というのが棚卸資産の評価である。棚卸資産の評価は大きく二つの考えに分け

ることができる。一つは払出原価を棚卸資産の実際原価とする方法，二は当該

資産の仕入原価と関係なしに代替させる仕方である。前者は個別法であり，後

者は先入先出法，後入先出法，平均法である。

代替性が棚卸資産の評価を支えている。払い出した数量の中に仕入原価の違

いをどう組み合わせるかによって棚卸資産の評価は違うのである。このことは，

棚卸資産の評価が経営者にとって大変，コントロールしやすいことを意味する。

先入先出法，後入先出法，平均法が会計選択できるからである。
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棚卸資産の評価をコントロールできるということは，仕入原価をいかに組み

合わせるか，つまり代替性の問題であったのである。それは棚卸資産にかかわ

る費用を平均にした。平均費用であることによって，経営者は企業活動をコン

トロールすることができたのである。

個別法から先入先出法等への発展は，財の代替性を認知することへの飛躍で

あった。それは，表現をかえれば費用を平均化することであった。費用の平均

化によって，企業活動をコントロールするのを容易にしたのである。

ある数量の棚卸資産を払い出したとき，それがどの原価を表現するかを決め

てみる。つまり代表値を求めるのである。それは会計情報を創るうえではるか

に個別法より効率的である。先入先出法，平均法，後入先出法は，どの仕入時

点にウェイトをおくかが大事なのである。それによって，払出原価が決まって

くる。売価還元法，ドル価値法，小売棚卸法のような棚卸資産の評価方法は，

同質，同種の財をこえて，異種，異質の財にも代替性を認めるからである。も

はや数量は問題にならない。金額が基礎となるのである。

棚卸資産の評価は，結局のところ平均費用を導くことであり，評価方法の違

いは平均費用のウェイトの差異である。そこで，棚卸資産の評価方法の発展を

三段階に区分することができる。

第一段階 個別法は財に代替性がなく，実際原価が付される。

第二段階 同種， 同質財の間で財に代替性がある。ウェイトによって，平

均値に違いが生じるが，それが評価方法の違いである。

第三段階 異種 異質の財にも代替性がある｡ﾄﾙ価値法や小売棚卸後入先

出法がそれである。

会計情報の効率性を棚卸資産の評価についてみてみよう。棚卸資産の種類を

Wh,W6としよう。それぞれの仕入原価をPn,Pbとし，数量をQ", Qbとする。

A,Bの在庫は，

wh= (", ",…, "), (Qf, QZ,…,Q:)
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wb= (P1, P2,…,P’，（Q’，Q2，…,Q，

となる。棚卸資産w；wの仕入原価や数量は，実際に取引した価格，数量で

ある。

さて，上記の在庫の中からWをQ個が単価Plのものであれば，払出原価は，

PIQであるとするのは，財の払出原価は当該財の原価でなければならないと考

える。そこには同種，同質の財であっても代替性はない。当該財の払出原価は

あくまでも当該財の仕入原価でなくてはならぬのである。Pl……,R1は，仕入

原価には違いないが，財の代替性を認めないとすれば，払出原価には関係しな

い。このようにして払出原価を計算する方法を個別法というのである。それは，

同質財の間に代替性を認めない。この場合の払出原価は歴史的原価ではあって

も，あえて実際原価というのである。

情報の効率性から個別法を分析してみよう。いま出庫したのは棚卸資産W

である。仕入順序が異なり，それによって仕入原価を異にしても，出庫には関

係ない。大事なことは在庫の中からQ個出庫した事実である。してみれば,Q

個のそれぞれに実際原価を付すのは非効率である。実際原価を伝達しても，受

け手にとっては意味がない。なんとすれば，伝える必要のない情報を付け加え

ていかねばならぬからである。

個別法の場合，当該財の仕入原価と払出原価は必ず同じでなくてはならない。

払出数量の全てについて仕入原価を識別しなければならないのである。このこ

とを情報の伝達という観点から分析してみよう。同種，同質の財であれば，異

なるのは仕入原価のみである。仕入時点の違いによって仕入原価は，

2, ",…,R1

としよう。添字は仕入時点とする。いま，仕入原価Plのものを出庫したとする。

個別法では払出原価はPlである。この時，もしもPl以外の原価を払出原価と

したとすれば，この情報は不都合であろうか。おそらくそのことは情報の受け

手にとって関係ない。むしろ大事なことは,1個が払い出されたという事実な
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のである。

なぜなら，同種，同質の財であるからである。強いて言えば,Plの原価の財

が一個減少したことを確認すれば十分である。要するに数量の情報が大事であ

る。払い出しの数量が多くなればなるほど一個ごとの仕入原価を識別すること

は非効率となる。多量に払い出しする財について仕入原価を識別しても，情報

の受け手にとっては意味がないからである。識別するコストが増大するだけで

ある。

払い出す財の原価を識別しなければ，情報コストは大いに節約することがで

きる。問題は識別しない代わりにどういう方法によって原価を付すかである。

上記の例でこれからある数量Qを払い出す。ただし，

"> QI, Q2,……,Q"

とする。この場合，払出原価の目安となる値は何であろうか。もし，一つの目

安となる値を決めることができれば，情報のコストは節約できる。

個別法は，棚卸資産の払い出しの数量が多くなるにつれて，情報コストc

は逓増するであろう。これに対し，先入先出法，後入先出法，移動平均法など

の方法は，数量がどんなに多くなっても，情報コストは変わらないであろう。

個別法では増加するのに対し，先入先出法，後入先出法 平均法では，不変で

ある。

今度は，上記の評価方法を数量のみならず多種類の商品に適用することを考

えてみよう。先入先出法，後入先出法，平均法は同質の財については数量が多

くなっても限界費用はゼロであった。しかしこれらの評価方法は種類が多い場

合には，それぞれの商品の種類ごとに適用していかねばならない。それ故に，

種類が多ければ多いほど情報コストは逓増するであろう。

これに対し，売価還元法をとればどうであろうか。この方法ではどんなに財

の種類が増えても全体の財の売価を利益率によって原価を求めればよいのであ

るから，どんなに種類が増しても情報コストは著しく増すことはない。せいぜ
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い種類ごとの財のデータを集めることだけである。このことはドル価値法や小

売棚卸後入先出法についてもあてはまるであろう。

棚卸資産が同質であれば代替できる。このことが実際原価をとる個別法から

の離脱をもたらした。個別の実際原価は問題ではない。それよりも仕入時点の

原価P0, Pﾉ，…,P,,とそれぞれの数量Q0, Q1,…,Q"を把握しておればよ

かったのである。そこで問題は，代替の仕方である。払出原価を決める際に先

入先出法は古い仕入原価，後入先出法は最新の仕入原価，平均法は仕入原価に

よって代替する。共通するのはいずれも仕入の順序によって代替することであ

る。かくて，もはや実際原価と払出原価は結びつかない。実際原価がどうであ

ろうともより古い仕入原価 最新の仕入原価あるいは平均原価に代替するので

ある。これは，払い出す財が複数の実際原価から成るとしても，平均値で代表

させたことになる。こうして，棚卸資産の評価にみる財の代替性とは個別の実

際原価を断って，平均の代表値に置き換えることにほかならない。実際原価を

用いる個別法からの離脱は，この意味において情報の効率性を高めたといえる

であろう。そこには大きな飛躍があるのである。代表値はどういう性質をもつ

のであろうか。先入先出法，後入先出法，平均法は，次の三つの情報がなけれ

ば成り立たない。その一は仕入の順序の情報，その二は各々の仕入時点の数量

の情報 その三は各々の仕入時点の原価の情報である。それは三つの私的情報

を組み合わせて，伝達する仕組みをもつのである。そこに，会計情報の効率性

を看てとることができる。これに対し，実際原価は当事者のみが知る私的情報

である。私的情報としての実際原価は，取り扱う数量が多くなればなるほど伝

達しにくくなり，情報の効率性を欠くのである。

棚卸資産の評価方法の選択は，実は資源配分の方法であるといえる。もちろ

ん，歴史的原価としての仕入原価の総額は変わらない。しかし会計選択によっ

て当期の払出原価（費用）の大きさを変化させることができる。
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V 歴史的原価と不完備契約

財の売買は売買契約にしたがう。財の所有権は売買契約以前は売り手にあり，

代金の受領後は買い手に移転する。売買代金の額は契約条項に記載してある。

それは契約の完備した内容であるかにみえる。しかし，実際には売り手と買い

手の間には売買金額をめぐる問題が生じることは上記の通りである。ある金額

"で売り手と買い手が売買契約を結んだとしよう。その後，売り手が買い手に

財を引き渡そうとする際に当初の契約額に比べて時価が下落したとする。(So

> s')これは当初の契約に書き込めなかった事項である。契約の不完備による

問題が双方の間に生じてくる。しかし，いったん受け渡しがあれば買い手にと

っては支払い義務を履行するのみである。これが歴史的原価である。

このことを図で示してみよう。買い手にとって財の購入のプロセス(m, t2)

は次のようになる。契約妬，財の受け渡しtl,代金の支払いt2とする。

契約にない契約に記載

tl t2

図2－1 契約時期

j()

(､, t,)は財を受け取るまでのプロセスである。契約内容は財をいつ，ど

こで，どういう方法で購入するかを記載している。しかし, (t,, t2)は財の受

け渡しから代金支払いまでの期間である。しかし買い手にとっては，財を受け

取った時点から契約の不完備が生ずるのである。これは会計上，財の取得を記

録する時点である。所有権の完全な移転は代金の支払いにあるにもかかわらず，

財を手に入れた時点あるいは代金の支払義務が生じた際に財の取得を記録する

のが重要なことである。

買い手にとって，当該財の品質についてはあまりよく知ることができない。

つまり品質については契約が不完備である。買い手にとっては財を受け取って
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しまった後，契約にあることといえば代金を支払うことだけである。もし財の

品質にカシがあれば返品すればよいのである。

購入する価額については契約ははっきりしていたのである。歴史的原価は契

約に従って財を受け渡しした際の価額を示すのである。それ故に，不完備契約

の観点からすれば，歴史的原価は財を受け取った後，契約の不完備を補完する

ためのコントロールなのである。それは単なる犠牲分を表現するのではない。

古くから歴史的原価の根拠を客観性に求めた。が，不完備契約のもとでコント

ロールしやすい評価方法であったことは看過し得ないであろう。この意味にお

いても歴史的原価が会計慣行を支えるのは選択の結果といえるであろう。以下

においては，不完備契約の下での固定資産の減価償却と棚卸資産の評価を考え

ることにしたい。そこに財の移転をめぐる不完備契約が作用するのではないだ

ろうか。棚卸資産の場合には，代金の決済があればその所有権は売り手から買

い手に移転する。すると，買い手にとっては短期的にそれを自ら消費するか，

他に販売するかが問題である。取得した財が将来，下落するかどうかは売買契

約に書き込めない。時価の下落によるリスクは買い手が負担しなくてはならな

い。棚卸資産の評価については低価法が存在する。低価法による棚卸資産の評

価は不完備契約のもとで生じた会計現象であろう。これに対し，固定資産の場

合には，所有権が代金決済によって買い手に移転する。とはいえ，耐用年数，

処分価額については契約に書き込めず契約内容は不完備である。買い手にとっ

ては評価のことよりも，当該資産が何年使用できるかが大事なことである。販

売を目的とするのでなく，使用を目的とするのであれば，契約に書き込めなか

った不完備の部分は，自ら補完する。これが減価償却であろう。

人は会計記録の対象は取引であるという。取引とは財の交換をいうことは既

述の通りである。それはまた歴史的原価の根幹であった。交換は売り手と買い

手の双方が互に所有する財を犠牲にして，相手の財を取得するのである。もち

ろん実際の取引においては，直接，財が増加し減少するわけではない。代金の
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未収や未払があるからである。このような場合でも未来収入，未来支出の概念
（15）

を用いて交換によって説明したのである。しかし，固定資産の減価償却は交換

によっては説明できない。また棚卸資産の評価である低価法は交換からは導き

得ないのである。このことは，固定資産の減価償却や棚卸資産の低価評価が交

換とは違った会計現象たることを示唆するであろう。

固定資産の場合

固定資産の減価償却においては，耐用年数や残存価額など不確実性が付きま
（16）

とうことが指摘できる。そうした不確実性は，いつ，どのような状況でどの減

価償却方法を採るかという会計選択の問題に展開していったのである。人は耐

用年数や残存価額を減価償却の計算要素として扱っている。減価償却を平均費

用として考えれば，計算要素として取り扱うのも無理からぬことであろう。し

かし大事なことは，そもそもなぜ減価償却の計算に予想を入れるのかというこ

とである。考えを突き進めていくと，耐用年数や残存価額が計算要素となる理

由が明らかにならねばなるまい。

固定資産は販売を意図せず長期に使用していく資産である。買い手にとって，

大事なことは，取得後の当該財の品質である。なぜなら，使用を目的とする資

産であれば，老朽化，陳腐化などは重要な要素となるからである。ところが，

買い手にとって当該資産の取得における契約内容は，それについては何も書か

れていない。つまり，固定資産の品質については，契約内容にはなく，不完備

なのである。このことを図示すれば次のようになる。

売買契約の時点恥，取得時点tl,代金支払時点吃としよう。

⑮Ijiri (1967)

(10中野(1980)
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売買契約と取得

売買のプロセスは(m, t2)である。契約から財の受渡し(t0, t,) ,また受

渡から代金の支払い(t1, t2)に到る期間の契約条項は明記してある。ところ

が固定資産の品質に関わることがらが契約条項にはないのである。とくに当該

財がそもそも何年使用できるかは買い手にとって重要であるが，その条項がな

い。つまり，代金の支払い以後の契約が不完備である。

固定資産の購入に際して，買い手にとり大切なことは一つは購入価額であり，

二は品質である。前者は取引価額として歴史的原価をとる。それは契約に従い，

財の受入の後，代金支払をすることによって終わる。それによって所有権の移

転が完了するからである。ところが，買い手は固定資産を購入しても，品質に

ついては所有権の取得後に問題となるのである。従って品質については契約条

項にない。とくに，

1.取得した固定資産は何年使用可能であるのか。

2．使用中の固定資産の処分と新設備の取替。

については契約にない。たとえ，書き込んだとしても，不確定である。

耐用年数： 購入時に，当該設備が何年使用に耐えるかわからな･い。

処分価額： 耐用年数がつきた後の売却処分価額は不明。

会計学上，耐用年数をそもそもどのように位置づけてきたのであろうか。耐

用年数の考え方は必ずしも定かでないことが次の事実からわかる。

その主要な考え方は，耐用年数を固定資産に対する使用可能な予定の年数と

する。実際に何年使用できるかは不明である。ともかく，見積りであっても年

数を決めておくのである。あらかじめ使用可能な年数を見積る必要があるのは，

固定資産の原価を使用期間に配分するためとするのである。要するに，Ⅳ年の
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使用期間があるとすれば，固定資産の原価はⅣ年が共通に負担すべきという

考えである。これが耐用年数の意味である。本当は実際の使用年数を知るべき

であるが，それがわからないので見積りの耐用年数を用いるのである。かくて

耐用年数を見積るのは，減価償却費を正しく計上するためとなる。しかし，も

ともと減価償却費は原価配分の結果であって，いかなる基準から正しいのか言

えないのである。たとえ，耐用年数を実際の利用期間に一致するように見積も

ったとしても，それが正しい減価償却費であることにはならないであろう。減

価償却費の計上には正しい基準というのはないからである。

固定資産をめぐる過去の訴訟をみていくと，減価償却には二つの性格があっ

たことがわかる。それは以下のように要約しうる。

その一つは，減価償却を原価の回収とする考えである。原価の回収との観点

に立てば，歴史的原価は回収の対象である。

その二は，減価償却を使用中の旧設備から新設備への取替の準備とする考え

である。この観点では，歴史的原価は必ずしも重要でない。減価償却をめぐる

この二つの考え方があったにも拘わらず，最終的には方法の選択に収敵してい

くのである。

ところで，過去の訴訟の原因が一見して償却率などの会計手続きにあること

は明白である。事実，減価償却をめぐる会計手続きは窓意性の介在する余地は

大きい。歴史的原価の一部を期間費用として負担する減価償却計算であってみ

れば，当然のことのようにみえる。しかし，ここでなぜ減価償却には窓意性が

つきまとうのかを考えてみよう。この場合にとっての不確実性をいうのではな

いであろうか。

一の立場をとれば，耐用年数は固定資産の取得から原価の回収を終えた時点

までを意味するであろうし，第二の観点では，旧設備から新設備の取替までを

いうことになる。固定資産の買い手にとっては，その質に関わることである。

取得する価額（歴史的原価）は明らかであっても，質は不明確である。質の決
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定的な要素が耐用年数であった。

通説によると，減価原因は耐用年数を決定する要因とする。それ故に，予測

可能な減価原因の全てが耐用年数に反映すると考えるのである。それは，物質

的損耗のみならず，経済的陳腐化を含む。経済的陳腐化が耐用年数の決定に大

きく影響することは周知の通りである。耐用年数に作用する要因として減価原

因には次の種類がある。

1．損耗，使用による磨耗など。

2．損傷，使用によってこうむる傷など。

3．自然な減耗，さびなど。

4．技術的陳腐化 発明など技術革新による設備の陳腐化。

5．経済的陳腐化，製品に対する需要の変化による設備の陳腐化。

6．偶発的損失，破壊など。

通常はこれらの減価原因のうち，6．の偶発的損失,破壊によるものを除いて，

耐用年数に作用する要因としている。このことはそうした偶発的事故を除く減

価原因の全てが減価償却費に反映することを意味しよう。なかでも陳腐化は耐

用年数を著しく縮小させる要因と考えられ，減価償却費に大きく反映する。し

かしながら，減価原因が耐用年数に作用する要因とされつつも，その長さをど

のように決定するかは何も明らかになっていないのである。せいぜい，損耗に

比べて陳腐化は耐用年数を縮小するように作用するというにすぎない。要する

に，それらの減価原因が使用期間に作用することは理解し得ても，計算によっ

てそれを求める試みはほとんどなかったといってよい。

耐用年数を見積るとしても，結局は将来の収入，支出を予測して回収期間を

推定するほかはないのである。いずれにしても不確定である。SChneiderは，
（17）

のれんGが最大になる時点こそが，耐用年数であるとする。将来の収入の流

(11 Schneider (1961 ,133)
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列Rl, R2,…, Rn,残存価額S,歴史的原価Cとすれば式は

L R(t) S(M)

c=EI (,fi)' + -r叶"”
十 －C

／， 1 ．＼

となる。しかしながら，このような最適な耐用年数を求めるとしても，それは

将来の収入の見積りをもとにしている。将来の収入が予測できるとすれば，耐

用年数にしても予測できないはずがない。故に将来の収入を予測して耐用年数

を求める試みは果てのない議論に終始する。

過去の学説によってみても，耐用年数がなぜ固定資産に関わる費用計算の基

礎になるのか必ずしもはっきりしない。陳腐化危険が耐用年数に作用する重要

な要因として力説されたことがあった。しかし，いかに細かく減価原因を分類

し，分析し得ても，実際に利用可能な期間を見積ることは不可能なことであっ

た。このことは，耐用年数を減価償却計算に用いることの意義が，もっと別の

ところにあることを示唆しているのではあるまいか。買い手にとって，耐用年

数の見積りは代金の支払い以後の固定資産の品質に関わる問題として位置づけ

ることが必要であろう。

耐用年数は固定資産の購入に際し，契約内容に書かれなかった事項である。

つまり，不完備の契約項目である。買い手にとって，固定資産の購入後，使用

可能な年数は知るべき不可欠の問題である。しかし，取得後のことは契約に書

かれない。この不備を補うものが耐用年数と信じる。陳腐化要因が次第に大き

くなるにつれ，契約の不完備が意識され始めたのであろう。そのことが契約内

容に書き込めなかった耐用年数を浮彫にしたのである。

固定資産の買い手にとって，その品質は実際に使用しなければわからない。

ことに固定資産は長期に使用する資産であるから，品質に関する問題は長期に

及ぶことになる。ところが品質については契約条項にはないので，買い手にと

っては契約が不完備である。この状況は固定資産の使用期間中ずっと続くので

ある。こうした状況下で買い手にとって，契約の不完備を補完する措置が考え
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られるであろう。ここに，固定資産の減価償却が生じるのである。減価償却は，

固定資産の購入における不完備契約の結果生じたものと考えられる。減価償却

費の計上は，契約の不完備を補うだけでなく，不完備契約をより完全なものに

するための支えとなっているのである。

もしも，固定資産の取得に際し，歴史的原価のみならず，耐用年数などの質

についても，購入契約に記載し，契約通りに，事象が推移するとしよう。旧設

備の耐用年数が尽きると新設備へと固定資産が交替する。交替はやはり契約に

よって行う。このように全てが契約によって会計手続きをなせば，減価償却は

必要でなくなるのではないだろうか。減価償却は契約が不完備であるところに

生じる会計現象と考えるのである。固定資産の質について，暗黙の契約の中に

物的損耗を技術的，経済的陳腐化を含んでいることは十分考えられる。耐用年

数が正確に予測できなくとも，経験的にそうした減価原因の発生は知っている

からである。故に，買い手としては契約に書かれていない状況が固定資産に対

し生じた場合，当該資産をどのようにコントロールするかが問題となる。ここ

に減価償却が生じると筆者は考えるのである。それは，耐用年数の期間に生ず

る費用の総額を基礎としなくてはなるまい。古くから減価償却については人は

幾つかの説を提示してきた。それは直接に現金の支出を伴う費用でなく，配分

という手続きをとるが故に，様々な考えをもたらしたのである。不完備契約の

立場から固定資産の減価償却を見てくると，それは旧設備から新設備への取替

の準備の費用ということができるのである。

耐用年数については，実際にはそれを上廻る場合とそれより下廻る場合とが

ある。後者については臨時償却となるであろうし，前者については処分時まで

帳簿価額のままとなるであろう。いずれにしても，それらは契約条項にない固

定資産の質である。

かくて，減価償却は契約に明記する歴史的原価と不明確な耐用年数，残存価

額から成る計算方法であることが分かる。契約条項を欠く耐用年数や残存価額
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については最終的に調整できる。

これまでの減価償却の研究には，なぜ減価償却の計算に耐用年数や残存価額

を見積るのかという根本問題には必ずしも言及がない。耐用年数や残存価額は

減価償却計算における不確定な計算要素として片付けられてきたにとどまった。

要するに，耐用年数や処分価額の不確実な計算要素を込めた減価償却がなぜあ

るかを説明しなかったのである。これらについては触れられぬままに，当然の

こととして受けとめていたのである。耐用年数にしても残存価額にしても固定

資産の取得後の将来に関わる事象であることに注目したい。そうした事象がな

ぜ減価償却の計算要素となるかが問題である。単に原価を配分するためだけで

あれば，耐用年数のような不確実な要素を用いる必要は全くないのである。上

記にみるように，実は，買い手にとり固定資産の購入は，品質を欠いた不完備

契約であることが明らかとなったのである。耐用年数や残存価額は契約条項を

補完するものであった。耐用年数や残存価額を見積もることによって，固定資

産をコントロールするのを可能にしたのである。

棚卸資産の場合

棚卸資産は販売を目的とする資産である。販売益は仕入れた棚卸資産の市場

価格の動向に関わるのである。

買い手にとって歴史的原価は棚卸資産の受け入れ価額である。それは売り手

との財の交換の記録である。しかし実際には，売買においては売り手と買い手

には情報の非対称性がある。買い手にとって，当該財に対する情報は相対的に

少なく，売り手との間に情報の非対称性がある。棚卸資産の価格の将来の動向

について，売り手も十分に知っているわけではない。もちろん買い手は未知で

ある。これに対し，品質については，売り手は既知であるが，買い手は未知で

ある。少なくとも売り手は買い手よりも情報量は大きい。売り手と買い手の情

報の非対称性は見過ごすことのできない事実である。
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しかし，それにも増して考慮すべきは売買契約における不完備である。なぜ

なら，買い手にとって，売買契約は財の歴史的原価に関わり，さらに代金支払

いと関係するからである。何よりも，買い手にとって重要なのは財を取得して

後に生じる問題である。

売買契約#0，受け渡しil,代金の支払い吃までを売買のプロセスとしよう。

売買のプロセス

tl

図2－3

Ｉ
Ｆ

伽

＋

t2

ご
／

売買のプロセスの間には，売り手にとっては財の引渡しがあり。買い手にと

っては受渡しがある。売買契約は売り手と買い手の間の双方契約である。従っ

て，契約には双方の権利，義務に関わることがらが書いてあるはずである。契

約後，代金支払いに到るまでの全ての事象が契約条項にあるわけではない。品

質や数量にカシがあることもありうるわけである。それについての契約は不完

備である。けれども，売り手の側からすれば，財の引渡しによって，契約の不

完備は消滅すると考えてよい。

これに対し，買い手の側は事情が異なる。買い手は財の受渡しの後，代金の

支払い義務が生じる。そこで代金を支払えば，買い手も義務が消滅し，売買の

プロセスは終了する。これによって会計上，何も問題はないかにみえる。

しかし棚卸資産の買い手にとって重要なことは，受け渡し以降の時価の変動

である。なぜなら，仕入原価の動向は仕入時点の選択が的確であったから判断

する基準ともなるからである。しかし，契約条項には売買価格はあっても，所

有権の移転後の当該財に対する市場の評価は何も書かれない。また，棚卸資産

の品質についても記載はない。棚卸資産を取得した後の評価や品質は本来売買

契約に関わるであろう。そこで棚卸資産の買い手にとって，二つの問題がある。
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1．価格：仕入れた財が所有する期間中に時価が値下がりする危険である。

2．品質：取得後に品質の低下が生ずることがある。

いずれも棚卸資産の買い手にとって契約に記載のない事象である。財の売り

手にとっては，代金の受領で売買のプロセスが終了するのに対し，買い手にと

っては，財の受渡しの後は著しく不安定である。生じてくる問題は買い手が自

ら責任を負わなくてはならない。もともと，購入した財の情報には買い手と売

り手には非対称性があった。にもかかわらず財の受渡し以後は契約内容を全く

欠いているのである。このような契約の不完備に対しては，買い手はどのよう

に対処するであろうか。それは，買い手が棚卸資産の評価を通してそれをどの

ようにコントロールするかにかかっている。買い手にとって歴史的原価は売買

契約の不完備を補い，かつ契約そのものを支えている。しかし契約価額つまり

買い手にとっての歴史的原価を再考する必要に迫られよう。

低価評価のディメンション

既述のように，売買契約には棚卸資産の価格の保証や品質についての条項は

ない。しかし買い手にとってそれは根本的に大事なことである。

棚卸資産の評価が必ずしも歴史的原価でなく，低価法による時価に会計選択

することをいかに考えるか。この最も大きな理由は，商品の売買契約の中に将

来の市場価格に関わる契約が欠落していることに基因すると考える。棚卸資産

の価格の動向は，その後の販売高に大きく影響する。在庫期間中に時価の下落

が生ずれば，販売益に影響するであろう。棚卸資産の売買契約はそういう意味

において，仕入原価の変動を考慮した契約内容を必要とするのである。それは

契約にない。このことを図で示せば次のようになる。
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売買契約の内容 契約内容にない
、

j() tl t2

図2－4 契約の過程と条項

契約内容にあるのは，（叩，吃）の期間に生じる事項である。代金を買い手が

支払うと売買プロセスも終了する。つまり，契約内容にあるのは代金支払まで

の事項なのである。しかし，買い手にとって本当に大事なのは代金支払い日以

降の期間なのである。棚卸資産の在庫期間中に生ずる価格変動がそれである。

この契約の不完備を補うことが必要となる。それは売買契約価額(歴史的原価）

と市場価格（時価）との差であり，当該期間にどのように補完すべきかが問題

である。

取得後の価格と契約に書き込むことは不都合と考えられるかもしれない。し

かし，現実に価格変動が訴訟となって起こる事態をみると決してそうとはいえ
（18）

ないのである。商品売買を予約して，契約後の価格変動による損失をだれが負
（19）

担するかについて訴訟になった事実がある。価格の変動による損失は予約でな

くとも，売買契約の締結後にも生じることである。さらに，契約に従って，商

品を仕入れて後，価格の下落が生じることがあるであろう。買い手にとっては，

既に商品を引き取り，代金の支払いも済んでいる。売買のプロセスが完了して

しまった後に，価格の下落という事態が発生しうる。契約条項がなくとも，買

い手にとってはまさに価格変動こそが重要な関心事なのである。

低価評価は棚卸資産についてはあっても，固定資産に対してはなぜ問題にな

らぬのであろうか。おそらくそれは，売買を目的とする棚卸資産と長期に使用

する固定資産の売買契約に関係する。棚卸資産の買い手にとって，販売こそ彼

らの意図することであり，仕入原価の変動は第一に考慮すべき課題である。し

かし，売買契約の条項には売買価額はあっても，品質や価格変化については書

(13 前述の川島(1982)を参照。

(19 小町谷(1925, 102)はその事実を示している。
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かれない。これに対し，長期に使用する固定資産については，どれだけ長く使

用可能かが重要である。しかし，契約条項には契約価額はあっても耐用年数は

書かれていない。まさに設備の品質が大事であって，購入原価の変動は問題で

はない。

ところで契約の不完備という点からみれば，取得後に時価が上昇しようとも

下落しようとも，契約に書かれていなかった事実である。しかし，交換という

会計現象に対し，購入と販売を判断する基準が流動性にあることに思い到れば，

価格上昇と下落とには根本的な違いがある。棚卸資産の評価の下落と上昇とで

は，契約をめぐる違いは次の通りである。歴史的原価HC,時価MVとする。

表1－1 会計数値と契約

契約との関係評価

売買契約履行時の会計数値

売買プロセス修了後の会計数値

HC

MI/

時価の下落P－，上昇P+と契約の関係は次のようなものである。

表1－2 会計数値の変動

時価の変動と契約の関係歴史的原価と時価

＋

Ｐ
Ｐ

Ｖ
Ｖ

Ｖ
Ｖ

Ｍ
Ｍ

Ｍ
Ｍ

ン
｜

く
一

匪
匪
施
匪

P－は既に契約履行済の値である。

P+は，売買契約が未だない。

時価の上昇が棚卸資産の評価として収益認識されることはあり得ないであろ

う。なぜなら，契約さえ存在しないところに，収益認識が成り立つはずがない

からである。これに対し，時価が下落した場合，評価損は契約の金額に含まれ
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かつ既に履行した金額なのである。従って評価損については，会計測定の対象

となりうるのである。

棚卸資産の評価について，時価が下落した場合には評価損を計上しても，上

昇した場合には評価益を計上しない理由も明白になる。評価損の場合には，費

用に相当する支出ないし流動性が既に生じているのである。棚卸資産について

は，既に取得に際し現金の支出ないし流動性は既に生じている。時価の下落に

よる差額は，既に支出ないし流動性があった額である。これに対し，時価が上

昇しても増加分は，収入ないし流動性は得られていない。それ故に，歴史的原

価をこえる時価上昇があっても，その差額はなんら現金ないし流動性として得

られていないのである。既に支出した額を基礎にする歴史的原価に対する下落

を計上する評価損と現金収入のない価格上をいう評価益とは，流動性の点で根

本的に異なるのである。

従来の会計理論は評価益(Hc< Mvの場合）を認めず，評価損(Hc> Mvの

場合）を計上できる理由を保守主義に帰した。このようにとらえる限りにおい

て，低価法は歴史的原価の例外であるにすぎない。それは，時価が歴史的原価

より下落した時に限って時価をとる方法となる。そこには契約と会計評価の関
（20）

係の考慮が欠落しているのである。

周知のことではあるが低価評価をここで厳密に計算過程を通して考えてみよ

う。そこに測定単位を付加してみたい。1個当たりの歴史的原価HQ 時価

MVとすれば，数量Qを乗じて評価損Lを得る。

L=(Hc-MI/) ･ Q

左辺の評価損Lの測定単位は金額である。右辺の計算過程と単位が同じに

ならなくてはならない。そこで右辺に単位を入れると，

L[金額]= (Hc-MI/) [金額]/[数量]･Q[数量］

“ 例えばHartman (1966) ,Haglund (1966)などである。
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となる。つまり，一個あたりの金額の下落を計算し，これに数量を乗じている

のである。上記の式だけを見る限りにおいて，棚卸資産一個あたりの単価の下

落にすぎないのである。低価法をこのように理解するのであれば，そこには新

たに付け加わるものはない。あるとすればせいぜい(Hc- MI/)の差が会計上

何を表現するかの問題にすぎない。

低価評価は，棚卸資産の時価が歴史的原価以下に下落した場合，時価で評価

し原価との差額を評価損として計上する一方，歴史的原価以下に時価が上昇し

ても評価益は認識しない。そこには会計評価のルールが強く作用する。それと

同時に，低価評価は金額や数量に加えて別の測定単位が存在することを示唆す

る。人が低価評価に異質性を感じるのは，デイメンションが異なるからである
（21）

う。

実際，多くの会計評価が，財の種類 金額 数量を基本にしている。低価評

価が歴史的原価か時価か低い方をとるというのは，それとは異なる測定単位の

存在を仮定しなければなるまい。ここに，数量や金額とは異なる新しいデイメ

ンシヨンをくみこむ必要がある。このように考えて低価評価を明らかにしたい。

低価評価がデイメンションが異なることを示す証拠は，情報の源泉である。

時間の軸で見てみよう。棚卸資産の最後の仕入時点を恥として，その時点の原

価をHCとしよう。ところが，決算日tlの時価情報がMVであった。可能性と

して，

Hc= Mv

が考えられる。約→tlへと時間が経過したことによる仕入原価の推移がある。

言えることは,HCとMVは情報の源泉が異なる。前者は契約を履行した際の

情報であるのに対し,MVは市場の情報である。情報の源泉の違いは注意が必

要である。そこで会計数値に情報の源泉に応じて差を付けるとすればどうであ

21) Antle,R., J.Demski, and S.Ryan (1992)は新しいデイメンションを考慮して会計数値を表

現することを試みている。示唆される点が大きい。
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ろうか。この差は期待の大きさである。ここに新たにディメンションが加わる。

このデイメンションは，時間の経過jO→tlによる市場との期待の違いが考えら

れる。

ここで低価評価は〃C> MVの場合である。価格下落分をDとすれば，

HC- D=M1/

となるが，結局，歴史的原価HCとは

HC=M1/+ D

となる。D= MV．γとすれば，

HC=MV･ (1+,)

低価評価MVの意味は，

1

MI/=HC ･

(1+"

となる。つまり，低価評価とは歴史的原価をI/( I+,)倍して求めた値であ

る。

そこで，この式がどういう測定単位から成るかを分析しよう。HCとM1/は

それぞれ測定単位は［金額］である。問題はI/ (I+〃の測定単位である。い

まここで′を低下率としよう。すると，上記の式よると，時価（ここでは低価

評価）は歴史的原価を(I+〃で割り引いた値なのである。このことは, (1+

〃は歴史的原価に対する市場との情報（時価）の差異が時間によって生じた

ことを示している。従って，低価率，の測定単位はtOとtlの時間の差△tで

あるから[dである。しかも，この低価率γは△jに対する比率であるから'ゾ

At[t]となる。ところがその時間は△tなので，測定単位はやはり[t]であ

る。

そこでγに測定単位を付けると，〃△j[d ･4#[d となるので，結局,[d

が消去できる。故に低価率γはデイメンションのない量，つまり無次元となる。
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低価評価は歴史的原価に対しI/(I+力だけ下がった値である。上記の式の右

辺は測定単位が結局，歴史的原価〃Cが示す金額になる。故に，左辺の低価評

価の測定単位も金額となる。以上は低価率というデイメンションを導入するこ

とによって，低価評価を解くのである。低価評価は次期へ引き継がれ，売上原

価に影響する。

かくて上記の式Hc･ 1/(I+力の中で，γは利益に対する期待値といえよう。

従って, 1/(I+力は，期待が失われたことを意味する。(0≦γ<1)では，

低価評価をこのように理解することによって何が明らかになるであろうか。

低価法は時価が下落しただけ費用を大きく当期に計上する。このことを上記

の式から考えてみる。価格の下落Dは

D= HC-MV

である。すると，この評価損の額だけ利益は縮小し，従って分配利益は小さく

なる。しかし，そのことによって，逆に次期は期首の棚卸資産の評価は小さい

のであるから売上原価は小さく，従って販売益は上昇し，分配利益も増す傾向

にある。しかし，当期tと次期t+1の分配利益の差額は，それだけ期間の利

子を稼得することによるであろう。よって，評価損に利子率jを乗じた分だけ

利子Rを得る。式で示すと，

R=D･ (1+i)

となる。ここに，低価評価の本当の意味が利子の稼得であることが分かった。

低価評価は，期間末の棚卸資産の評価であるから，個別の期間のみの問題で

あるようにみえる。しかし，期末の低価評価は次期の期首の棚卸資産の評価と

して引き継ぐのである。従って，低価評価は二期間のモデルである。低価法を

二期間のモデルとして考えれば，それは当期の利得の期待を次期へ繰り越すシ

ステムとして理解しうる。

会計評価の基本となる測定単位は金額であった。非貨幣財については，一単

位あたりの金額と数量によって評価した。会計評価を組み立てる測定単位は金
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額と数量であったのである。歴史的原価は金額と数量のデイメンションをもっ

ている。しかし，細かくみると会計評価は全てがこうしたデイメンシヨンから

成るわけではあるまい。低価評価がそれである。それがlower of cost or mar-

ketといわれるのは，金額や数量とは異なるディメンションがあるからに違い

ない。もしも低価評価が評価損を控除した歴史的原価の修正の意味しかなかっ

たのであれば，人の注意を引くこともなかったであろう。低価評価は歴史的原

価とは異なるデイメンションであればこそ，会計慣行において長く議論を喚起

したのである。

従来，会計学は低価法を保守主義によって説明してきた。保守主義は前述の

ように実践的性格をもつので，会計の理論の中に組み込まれにくい。保守主義

が実践的であるのは，費用は早く，収益は遅く計上するとの考えによるもので

ある。低価法をそのように理解してきた背景には，現代の会計が財産でなく，

損益計算を中心においたことがある。損益計算の観点から低価評価にみる保守

主義は説明しにくかったのである。保守主義による会計処理は例外であるとさ

れたことからしても，他の評価手続きに比べて異質にみえたからであろう。そ

うであればこそ，その理由を保守主義に求めたのであろう。しかるに低価法を

上記のようにとらえてみれば，会計上の保守主義というのは費用を早くとらえ
（22）

ることによって利子率jだけ利子を得ることになる。その意味において，低価

評価は実践的な性質をもっていたのである。低価評価が保守主義といわれるゆ

えんもここにある。

低価評価が棚卸資産や有価証券にみられることは，この会計方法の特性を示

すものであろう。それは，棚卸資産や有価証券が売買の交渉ゲームにおける不

確実性から生じた事象だからであろう。もしも，情報が完全であれば，時価下

落による損失を事前に回避できたであろう。このようにみると，低価評価は買

" Antle, R, JDemski, and S.Ryan (1992 ,683)
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い手にとって情報が少ないことによって，負担するリスクといえよう。

契約が完備していて，棚卸資産をある価格Pで仕入れた後に,P_に下落す

るとの価格についての条項が示されていたとしよう。そのような契約条項があ

れば，買い手は当該棚卸資産をはじめから購入しなかったであろう。契約が完

備していてその通りに事態が推移するならば，売買が生じないかもしれない。

契約が不完備なればこそ，取引が生じるといえるのである。このように考えて

くると，棚卸資産の仕入後生じた事態は，契約の不完備を補っているといえる

のである。こうした契約の不完備を補完する会計上の措置が低価法という会計

現象であると考える。

契約が完備していた場合，低価評価はないのではなかろうか。買い手にとっ

ては所有権を得て当該財を支配するにあたっては，市場価格の変動を考慮にい

れたはずである。しかし，棚卸資産の品質とともに価格変動は契約に記載がな

い。もしも，価格下落傾向を掲載した契約条項があるならば，買い手は当該財

を購入しなかったであろう。従って，契約が完備しているのであれば，そもそ

も低価評価の会計手続きはないのである。つまり，契約が不完備である。この

ことが低価法を生んでいる。

なぜ会計利益は歴史的原価と時価をミックスして計算するのか，また時価で
（23）

計算しないのかについて, Watts and Zimmermanは次のように説明する。そ

うした計算は，資産の時価と将来のキヤッシユフローの見積りを要求する。他

の誰よりも経営者は資産の時価をよりよく推定できる。このことは，経営者に

有利に利益数値に影響する力を提供する。もし経営者が利己的にこの影響を用

いるならば，利益数値と企業価値への経営者の影響との間の関係は，インセン

ティブな経営者報酬の影響を減らすために，減少されがちである。要するに，

情報の非対称性によって，経営者は最もよく利益情報を知る。経営者は利己的

" Watts and Zimmerman(1986,206)
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に行動すれば，自らに有利なように報酬を決めてしまうだろう。

歴史的原価とディメンション次元を異にする低価評価がなぜ加わったか。そ

の大きな理由は契約の不完備にあると考えることができよう。かくて，低価法

は契約の不完備に基因し，市場との情報の源泉の違いによって生じる会計現象

であると考えるのである。

Ⅵ むすび

企業は契約のネクサスであることは最初に述べた。財の取得は所有権の獲得

であると同時に，債権を生み出す。しかも所有権よりも債権に力点が移行する。

会計学の立場からいえば流動性を優位におくことである。このことが歴史的原

価の基礎になる。かくて，歴史的原価が契約に根拠があることが分かった。歴

史的原価が会計慣行を支える評価方法であることは，企業理論の立場からして

も理解しやすい。財を取得して後，企業はその所有権を得る。所有権とは財に

対する排他的支配(コントロール)である｡企業はそれらの財に対しコントロー

ルしやすいような状況を必要とするであろう。これが固定資産における減価償

却であり，棚卸資産の評価である。それらは，いずれも歴史的原価を平均費用

にしてコントロールを容易なものにしているのである。しかし財の買い手にと

って品質に関わる契約条項はなく，その内容は不完備である。従って，財の債

権化に依拠するとしても歴史的原価は不完備契約を考慮にいれたものとならざ

るを得ない。固定資産における耐用年数，残存価額を基礎とする減価償却や棚

卸資産における低価評価がこれに相当しよう。

(毛利敏彦 近畿大学教授）



原価主義と時価主義84

参考文献

[ 1 ] Albach. Hl96Z Dif dggr2ssiw Abscﾉ17"""g. Wiesbaden.

[ 2 ] AIchian､ AA. and H Demsetz. 1972Production､information costs, and economic orga-

nlzat,on．T/1P ｣'1MP""7z EcO1'07"ic R""" 62のg""bg〃;777.795．

[3] AntlC､ R"JDemski. and S.Ryan l992 M""妙ﾉ‘so郡γC“Q/畑/0γ,"α"o",似αI"q"0",α洲。

“〔加仰ZImg fαγ"il1Rs. Mimeograph､ Yale University, February.

[ 4 ] A()ki. M and Bo Gustofsson. and OE Williamson. 198Q Tﾉ1cF"柳asα祁鐡鮒so/Tγ2α"2S

SQ班ノ〕'1Mr“1011．

[ 5 ] Arrow. KJ1964 Control in large organization Mq""'"F"t Sci21,c2 I(7 (APγ"ﾉ:397-4“

[ 6 ] Arrow. kJ｣985 Tﾉ1f po"1""Is (J"〃"'"s "獅αγ榊加γ2s”γ“α"“α"012: G.R. feiwel ed,

/ssMfs m (､oMM"剛加γαγW"'でγ02m"0肌1Csα“妙(?他だ. Macmilan, London;107-124.

[ 7 ] Arya, A and JClover｣99a Verification of historical cost reports by an economic

agent．Tﾉ'P A (､coM7'"''g R""" 7I (A" ": 255- 269.

[ 8 ] Barden, ILG 1973. The accounting basis of inventories A"0""""g Res2αγcja St"dy

"O.13, American lnstitute of Certified Public Accountant・New York．

[ 9 ] Bernard. VL・and R.G Ruland. 1987. The incremental information content of historical

cost and current cost income numbers :time-series analyses for l962-1980. TJz2 Acco,4"j-

j'zg R2"f@z" 62 (OCtOber ) :707-722.

[10] Coase, RII l99Q Accounting and the theory of the firmﾉ0〃γWaJ q/A"0"〃""g a" Ecowo-

加化s I2(ﾉ､郷拠α州:3－13．

[11] Butters, J.K. and PNiland. 1949. E"bcI Q/ rax"10"-i"ewory accowi""gα伽。伽""2s・Har・

vard Universuty, Boston.

[12] Demsetz, H l966Some aspects of property right ﾉひ拠押"ﾉq/ L(z" Eco"omics 9: 61 -70.

[13] Demsetz, H. 1969. Coiftγαc""g cost a" """c加"cy; In US Congress, Joint Economic

Commitee, The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: TIIc PPB Sysiem, "01.

1,Wasington:GPO! :167-174.

[14] Demsetz, H 1988. The theory of the firm revisedﾉow'"/ q/ Lauj, EcO"omics,α"d O7'g(J-



第2章 歴史的原価・コントロール・不完備契約 85

"z"" 4 (Spγ畑g）:’41-161．

[15] Dixon, RL l960Decreasing charge depreciation - A search for logic Tﾉ" Accozf"""g

R""" 35 (Oc〃:590-597．

[16] Green, D and GH. Sorter｣959. Accounting for obsolescence - A proposaL Tﾉ02

A ccO14""g R"彪〃34伽ﾉﾉ:433-“I．

[17] Haglund｡ BE. 1966 1nventory: lower of cost or markeL Tﾉzc A"0M''""g Rewe" (0ct)

：772．

[18] Hansmann, H l988 The ownership of the firm.ﾉo郷γ"αj〃"", Eco"owlics, a"d O電α"，ごα‐

"0"4(Fα"ﾉ:267-3“．

[19］Hart,OⅧandB,Holmsroml987 T九“"20ゆq/“〃#γαcts; AdTJcM"s " ccO"ofMc "1201ty.:

Fifth World Congress, T.Bewley, ed. Cambridge: Cambridge University Press.

[20] Hart, O" 1988. Imcomplete contracts and the thery of the firmﾉ0"γ“ﾉq/ LaMﾉ, Eco"0wMcs,

q"(J O増α畑zα"0'24 (SpfWgﾉ:血9-139．

[21] Hart, O., 1988 1mcomplete contract and renegotiation Ecol@o"@2to"cQ 56: 755-786.

[22] Hart, 0., 1990. Property rights and the nature of the firm.ﾉ0卿γ"aJ Q/PO""cajEcO"0"y

9＆’’’9－1158．

[23] Hart, 0. 199a Fjl',1@s, co""cts, (J"d """c"J s""ct"e. Oxford :Oxford University Press

[24] Hartman, M,A. 1966 A simplified solution to cost or market problems Tjle A"owW"g

R""t" Oan) :127-129.

[25］ 林 敏彦( 1 989)『需要と供給の理論〔改訂版〕」日本評論社

[26] Herwitz, D.R 1957Accounting for long-term constraction contracts: A lawyer's

approach, 70 Hαγ”γdLα”Rγ塊e”449－478．

[27] Hoffman, RA and H. Gunders l970JI@1ﾉc"to7jes, s"0"d edi"0", The RonaldPress Com-

pany, New York.

[28] Hughes, J,S 1984. A contract perspective on accounting valuation (Studies in Account.

ing Research No 20) !A"ig"c" Acco@4""g Associα"0〃．

[29] Ijiri, Y. 196Z The foundation of acounting measurement: A mathematical, economic, and

･behavioral inquiry. Prentice-Hall.



原価主義と時価主義86

[30] Ijiri.Y. 1971. ｡4 de/WIsFんγﾉ1is jo"c(JI cosI Q """""9. /1z (zsset t)αj皿加〃α1zd illcoM2 de"γ，

〃M“〃”・edited b), R. R. Sterling. Laurence! Kansas. 1-14.

[31] Ijiri. Y ､1981. "isto""J cost (lcro洲""1堰α“〃sγα加獅αﾉ"y. the Canadian certified gener-

al accountantsresearchfoundation．British Columbis

[32］ 伊藤秀史 林田修(1996)「企業の境界一一分社化と権限委譲｣，伊藤秀史編「日本の

企業システムj東京大学出版会．

[33] Jennis,CP" Pocdtke, C.H, and D. R. Zieglerl980. M""9mg (J" """加加9－． んγ如晦”0”“．

J()hn Wiley & Sons New York.

[34] Jensen,M. and WMeckling. 1979 Right and producti()n functions :Application to labour

- nlanaged firms and c()determination.ノ0〃γ7z(JJ o/ BMs""s 52 469-506.

[35] Jensen M l981 0rganization theory and methOdology T/1G A"o""""g R"i，鮒56

(A "γ"ﾉF‘719-339．

[36] Jcnscn, M and WMeckling｣992 Specific and general knowledge, and organizational

struCture, Co1"γq(､t E"110IMcs. L・Werin and ll.Wijkandef eds., Oxford : Blackwell.

[37］川島武宣(1982)『川島武宣著作集第四巻』岩波書店．

[38］ 川島武宣(1987)「新版 所有権法の理論』岩波書店．

[39］小町谷操三(1925)『貨幣価値の変動と契約」有斐閣．

[40] Lobo. G.J. and l-M Song 1989Historical cost income and its cash and accrual com-

ponents. TIM A"0""何れg R""" 64 (A"9: 329-343.

[41] Milgrom, R and JRoberts l992. Eco"owzics, 0w'g(J"izα"0別α皿加α鰍αg2Mc"t. Englewood

Cliffs. NJ : Prentice Hall.

[42］ 中野 勲(1980)「不確実性下の原価配分｣，国民経済雑誌Vol. 141､No.1, 52-65

[43] Paton｡ WA. and A.C. LittletOn. 194Q A" I'"70d"c"01@ to cofPo7ate @cco"""g Stfzw@dαγds・

Sarasota, Florida, A"""" A"owftmg Associα〃0"．

[44] SChneider, D l961 Die i"irtscﾉ'q/Mcjz2 ""z""gs""αγ"o〃A抑ﾉageg""". WeStdeutscher

Verlag, Koln und Opladen.

[45] Sterling, RR and Flaherty, RE. 1971 The Role of liquidity in exchange valuation TIz2

A cco"”"卯gR"ieuj46(ﾉ況切.｡“1-456.



第2章 歴史的原価・コントロール・不完備契約 87

[46] Sterling, RR and Flaherty. RE and Tollefson, JO 1972. Exchange valllation :Empiric-

al test.TjM AccO拠兜脚哩R"泥加47 (Oc": 709-721.

[47] SChwartz, A l992 Lggal co"jγαcts th""2s a" """pJ"c cO""γαcts, L. Werin and H.

Wigkender eds., Co"""j E"""cs. Oxford : Blackwell.

[48］ 鈴木禄弥(1975)「所有権移転時期という問題の考え方」我妻栄先生追悼論文集『私法

学の新たな展開｣，有斐閣,249-267．

[49］ 鈴木禄弥(1969)「特定物売買における所有権移転の時期」契約法体系刊行委員会『契

約法体系Ⅳ』，有斐閣, 85-101.

[50］ 谷川久(1964)『商品の売買』有斐閣．

[51] 我妻栄(1953)『近代法における債権の優越的地位』岩波書店．

[52] Watts, R and JZimmerman 1971 The Demand for and supply of accounting theories

:The market fOr excuses. A"0況邦"伽g R""" 54 (A"り273-305．

[53] Watts and Zimmerman. 1986 Pos""2 (lcro""""g "120". Prentice-Hall.

[54] Watts, R l992 Accounting choice theory and market-based research in accountin9｡ Bγ"・

is九A“O拠れ〃"9－・ ノリ側γ"αノ24：235-367．

[55] Williamson, O E l988 The logic of economic organizationﾉ0鮒γ"qj q/ L(J", EcO"0"cs,

α”0増α池zα"0帥4「S〆畑〃:65-93．

[56] Wilson, P. W and K E Christensen. 1985. L加んγγ“""s, A "smess, /i""cial, a" "x

g郷“・John Wiley & Sons, New York.

[57] Zimmerman. J. L l995 A""""gんγd"isio御柳α灼加g a" ""伽/. Homewood, Ill: R





第3- 20世紀のアメリカにおける取得
原価主義評価の形成と写真情報

I はじめに

多くの学問領域で20世紀を顧みる作業がなされている。そうした動向を見る

につけ，社会科学者は, 100年前の20世紀への転換期頃から，現代といわれる

時代が急速に形成されてきたことを，多様な学問領域で例証してきたと思う。

その共通項をあえて表現するならば，大衆民主主義社会の成立であろう。企業

もこの動向に規定され，またそれを利用してきたし現に利用している。企業の

財務的側面から見れば，20世紀は，企業が新規で斬新（巧妙）な財務的手段を

考案し利用して，多くの不特定多数の大衆から広く薄く資金を調達して巨大化

していく歴史である。企業の財務管理的側面での民主化の過程である。さらに

注意を要するのは，財務的な民主化と影響しあいながらかつ並行して，20世紀

の企業は，労務・販売・環境・地域等の各活動領域で，多くの利害関係者ある

いはステイク・ホールダーと関係をもつようになり，その不特定多数の大衆と

しての関係者の組織的管理にも民主的手段を考案・行使し始める歴史でもあ
（1）

る。実は，20世紀の会計もこの二つの民主化の呪縛から規定されているといっ

てよい。かつて簿記を会計たらしめる要因を論争した時期があったが，その要

因の一つは，財務や管理の側面で企業の民主化を促す，大衆民主主義社会の確

(1)ここでも限定して述べているように，「民主化」あるいは「民主主義」を管理の問題と

して捉えているという点は注目されたい。
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立である。

こうした民主主義的管理の問題をより具体的に検討するには，両管理問題に

跨った現象としての企業の情報公開の問題を取り扱うのが妥当であろう。また

このようなシェーマが最もよくフィットするのがアメリカである。したがって，

アメリカで19世紀末から20世紀全般にわたって巨大企業が行う情報公開には，

二つの意味で民主的管理の問題があることを認識しなければならない。さらに

企業戦略の観点から一般化していうならば,民主的管理は,広告とパブリック．
（2）

リレイションズという戦略になろう。このことは財務的管理の問題を考慮して

も依然として妥当する。また情報公開の対象としては，多くの対象階層が想定

できるが，その中でもこれからの20世紀初頭のアメリカを対象とした分析上特

に注目すべきは，移民の存在である。彼らは労働者，一般大衆，あるいは成功

したものは企業の中間管理職さらには投資家を構成することになる。19世紀末

にアメリカに押し寄せてきたこの「第2の移民」こそ，20世紀のアメリカ企業

社会あるいは大衆民主主義社会を規定していくことになる。

情報公開の手段についてであるが，会計学者である著者は，これまでの研究

では会計情報の公開問題から，当該問題に接近していった。特に拙著で展開し

たように，今世紀初頭のUSスチールの会計情報公開は典型的な歴史的個体で
（3）

あった。それはこれらか20世紀に展開される巨大企業の情報公開戦略の噴矢で

あり，それを象徴するものであった。

さらにメディアの多様性は明らかであり，数値・文字情報から音声・図像情

報へと拡大していき，さらに情報公開手段としては，アニュアル．レポート，

各種雑誌・新聞，企業内刊行物，映画，ラジオそして20世紀のマスメディアを

締めくくるものとしてのテレビ等が挙げられよう。20世紀の巨大企業は，こう

(2)当たり前のことであるが，巨大企業の側から見て，投資大衆を含む一般大衆に「有用な

情報を提供する」などという目的は想定できない。そうした目的が想定できるのは国家の

ある政策目的の規範的次元においてのみである。

(3)山地秀俊，『情報公開制度としての現代会計』，同文舘, 1994年，第5章。



第3章 2()世紀のアメリカにおける取得原価主義評価の形成と写真情報 91

した情報公開手段を駆使して，大衆民主主義社会を前提に，大衆を様々な形で

教育し，宥和化し，あるイメージの集団に作り変えていくのである。

会計が財務の側面で果たす機能を一例として引くならば，会計もまた管理の

手段であるので，したがって，「投資大衆に有用な情報を提供するためのもの」

という，あるコンテキストでのみ意味を持つプロパガンダ的で単純な規定では

当該機能を理解できない。少なくとも簿記から会計に変質した前世紀末葉から，

会計は証券市場における管理目的から逆の見方をしていうならば，「投資大衆

を作り出す手段」である。意味するところは，巨大企業の経営成果をボトムラ

インの数値で評価し，判断し，大衆の側に余剰貨幣があれば株を売買し，他人

を出し抜いて運良く得た不労所得を生活の足しにするという生き方を，大衆に

教え込む手段なのである｡そうした発想をよしとする人間を数多く作り出す｢生

産手段」なのである。それは単に会計制度だけで出来るものではなく，各種会

計雑誌経済新聞,学校教育が一体となって作り出す,一つの壮大な社会イメー

ジ（イデオロギー，哲学）の創出なのである。さらに詳しくいえば，企業の経

営行動の評価を，稼得した利潤量の大小で行い，企業行動を管理できる権限を

持っているのは株主であるという，より基本的な発想は近代経済学というイデ

オロギーが規定している。株主，労働者，地域住民皆が企業行動を管理できる

というイデオロギーがあっても決しておかしくはなく，事実存在しているが，

二つのイデオロギー間の闘争で後者は勝利していない。しかし絶えず後者のイ

デオロギーを持つ集団からの挑戦があり，特に前者の制度的不備等が顕在化す

るときにはその批判は顕著になる。コーポレート・ガバナンス論争もそうした

挑戦とそれに対する対応策の検討の一環であろう。

以下では，こうした思考に沿って，情報公開を支える会計情報を具体的に規

定する評価論の問題を検討する。第Ⅱ節で，アメリカの20世紀の会計評価｢論」

史を二つの民主化の視角から，すなわち民主的管理の視角から概観する。第Ⅲ

節では，20世紀初頭に会計評価が主義として台頭するのと同時期に発生する写
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真情報公開の問題に絡めて，写真の持つ意義を読み解いて, 会計評価の問題を

再解釈することとする。そして第Ⅳ節では，結語として,21世紀の評価論を議

論する際の視角を提示しておこう。

Ⅱ20世紀評価「論」の歴史

第1節でみたように，会計領域においても公開が計算構造を規定していると
（4）

見るべきである。情報公開に絡む経済的・政治的要因の分析のない計算構造論

は単なる技術論でしかない。こうした会計へのアプローチの基本的視角を提示
（5）

した上で，本章での課題である会計計算構造の問題 特にアメリカにおける問

題について検討していこう。

翻って，アメリカにおける20世紀の会計情報公開を支える計算構造の歴史は，

取得原価主義擁護の歴史であるといってもよいであろう。制度的にも学説的に

もそれはいいうる点である。そこで本節ではまず，この点を確認し，それに影

響を与える民主主義的管理思考を抽出するという目的から，アメリカの会計評

価「論」史を概観する。それは前節で提示した仮説の実証になっている。

いうまでもなく我々が問題にする「取得原価主義」は「取得原価記録」とは

異なる。後者は，企業（商人）が関与した取引活動の事実を記録するのに「取

得原価」を利用するという簿記的特徴を表現しているにすぎない。こうした記

帳方法の「事実」は簿記史が教えるように数百年の歴史がある。しかし前者は

、そうではない。単に，企業の取引事実を取得原価で記録するというだけではな

く，事実に基づく客観性をもっている，というオーラを発するそうした記録方

(4)計算構造を形成する多くの計算規則は，各時代に企業あるいは商人に必要とされた部分

的勘定処理の累積結果であると考えられる。したがって，今日の計算構造の特質をある観

点から一貫して論述することは極めて困難であるように思われる。

(5)拙著，上掲書にいて，アメリカにおける情報公開を取り巻く諸要因については分析して

おいた。そこでここではその具体的な内容については触れない。
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法を企業が採用しているというイメージが，多くの企業利害関係者に相互に周

知徹底されており（共有知識となっており)，かつ,他の記録方法よりもより「客

観的」「科学的」であることが認められ，マス・コミュニケーション的に支持

されている必要がある。そうした状況を指して，企業が「取得原価主義」を記

録方法として採用していると表現するのである。これは，20世紀の大衆民主主

義社会を待たなければ確立しない評価方法なのである。すなわち管理を前提と

した評価方法及びイメージの形成なのである。ある哲学者の言葉を借りて表現
（6）

するならば，評価・測定・情報そして「事実は社会で作られる」のである。こ

の意味で取得原価主義は20世紀以前に問題化するはずがない。さらに一般化す

れば,20世紀以降の現代会計評価論はまずもって企業・社会の管理の問題とし

て理解される必要があるという一般的規定に通ずる。

アメリカにおける近代会計学の祖とされるハットフィールドから始まって，

最近の株価を用いた実証理論や，井尻説とそのゲーム論的拡張版であるエイジ

ェンシー理論においても取得原価主義が擁護されてきた。その間隙をぬって，

時価評価論者が論争に彩りを添えるという観がある。しかしまず最初に検討す

べきは19世紀後半の鉄道会社の会計であろう。なぜなら19世紀末から20世紀に

かけて最初に企業会計が社会問題化するのは，鉄道産業においてであるからで

ある。初めて株式会社制度が作り出す社会的諸問題が大衆の目に触れたといっ

てよいであろう。ここで注目すべき鉄道会計推進者はアダムス(H.C.Adams)

である。彼はアメリカ経済学会の初代副会長を歴任し，州際商業委員会(Icc)

の要請で鉄道会計を整備した制度派経済学者である。当時の会計の状況は，よ

り巨視的に株式会社の置かれていた状況の中で捉えることができる。それは鉄

道会社については，事故や運賃の社会問題化による鉄道会社に対する信頼感の

(6) Peter L.Berger and Thomas Luckmann, Soc"J Co"stγ“c〃0" 0/ R""ty -A TI'""se伽〃zc

Sociology q/ K""ﾉled92-, Doubuleday & Company, New York, 1997.
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欠如という状況である。バロン(Mary Barron)も指摘するように，「(鉄道会社

への規制を十分に達成するためには）運賃とサービスの規制のみでは部分規制
（7）

でしかない，規制を完成させるためにはそこに証券規制を加える必要がある」

といわれるように，絶えず鉄道会社は社会の批判的注目を集め続けていたので

ある。そうした中で証券の発行規制と並んで，鉄道会社の財務的健全性を保つ

ための手段として，「資本を配当に充てることは，株主に対する嘘というだけ
（8）

でなく，会社資産の喪失を招く」ことになるとして，配当問題の観点からの会

計の客観的な整備を課題として認識している。「配当は，当期のあるいは過去
（9）

の利益から支払われるべきである」と主張する。そして具体的には取得原価主

義と発生主義に基づく利益計算を主張する。再確認するが，ここでアダムスが

利益計算の一つの基礎として取得原価主義を主張する根底には，鉄道会社が

1 850年当時から世紀の転換期まで一貫して，事故，運賃，証券発行等で，その

巨大規模を根拠に反社会的な行動を採っていたことに対する，社会からの批判

的注目とそれに対処する財務上の健全性イメージの形成がある。それに対して，

事故や運賃問題で鉄道会社の会計情報公開が利用された延長線上に，決して配

当問題からのみの規定ではない取得原価主義一発生主義の損益計算主張が位置

づけられるのである。

続いて20世紀初頭にアメリカで最初に会計学で教授になったハットフィール

ドの主張を見ておこう。彼の評価論もまた，当時の巨大製造業の独占的経営行

動に対する社会からの批判的眼差しを考慮に入れた主張である。当時の独占的

企業が引き起こした社会問題は，株式の水増し(stock watering)という特殊財

(7) Marry Barron "State Regulation of the Securities of Railroads and Public Service Com.

panies," Tﾉ1eAれれqjs orA""icα”A柳gγ”α〃Academy o/PO〃何cQI q"d SociQJ Scief@c2, Vol.

LXXVI(March, 1918).

(8) H.C.Adams, Amg7'icα〃Ra"T"y Acco1"t"9, New York, Henry Holf and Company,1948.邦

訳，大和田勇訳，「米国鉄道会計｣，巌松堂書店，大正12年。

(9) Ibid., 17.
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務問題である。世紀の転換期の企業は，大衆から多くの資金調達をするために，

例えば，社債発行に対するプレミアムとして株式を無償で発行したり，実物財

で払い込まれた当該財の評価額以上の額面金額を持った株式を発行していた。

社会的に大きな信用のない株式会社が大衆から資金を広く調達するときの新た

な財務手段であった。ここでも先の鉄道会社の場合と同様に，株式会社の資本

維持という問題が，株式水増し問題との関連で社会問題化し，大衆の批判的注

目を集めている。そこで一方では，ハットフィールドは株式の水増しがあれば

その事実を公開するよう主張した。それと並行して，配当問題に腐心している。

具体的には取得原価主義の堅持を基礎にする会計利益計算に基づく配当を主張

する。さらには，インフレをどのように会計において考慮するかという点から，

あるべき会計を提言している。彼は，インフレ期に資産を時価計上することの

情報提供としての意義を認めた上で，そして減価償却を時価で行うこと認める。

しかし，他方，時価による減価償却を行ったのと同時に，貸方側に未実現利益

として留保されていた資産再評価剰余金を，減価償却費の時価と原価の差額分

だけ損益勘定へ実現利益として振り替えるという手続きを並行して行うべきこ

とを提唱する。それによって，損益計算は取得原価主義に依ることができると

するのである。いわく，「(増価した）財産(real estate)が，減価償却処理され

る場合には，各年度に，財産の帳簿価値（この場合は時価）が減少せしめられ

て，それと同時に，再評価剰余金(Surplus arising from making up the Value
（10）

of the Real Estate)から一般損益勘定へと振り替えが行われることになる」と。

ここでも，ハットフィールドは，世紀の転換期に巨大製造業が引き起こした社

会問題に対する対応策としての株式水増し事実の会計情報公開と，その社会問

題発生事実を意識した上での配当の基礎となる利益計算の客観化意識があり，

取得原価主義を主張しているといえよう。

(10 HR. Hatfield, AccO秘”"〃9－〃sPγ畑“雄s ""d P7'0脚抑s--, New York, D･Appleton and Co.,

1927, p.103.なお，ハットフィールドは商品についても同様の処理を求めている。
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続いて，リトルトンは, 1929年の株式市場の大混乱とそれに続く1930年代の

混乱期の会計を，歴史研究から得られた成果を援用して，取得原価主義会計で

整備しようと主張する。19世紀末から20世紀初頭にかけて，寡占企業体制の確

立，現象的には合併運動による巨大企業の出現に伴って，資本会計領域を始め
（11）

とする会計実務は配当問題で混乱をみていた。そしてそのような会計の混乱に

対する改善策の具体案を提示するという差し迫った課題があったという点，そ
（12ノ

れも社会的に注目を集めるほどの技術体系として成立したと思われる会計とし

ては，一般大衆の同意を得られるような形での改善策の提示が必要であったと

いう会計界の状況に注目する必要がある。そうした目的のためには，会計実務

の計算構造 そこから導出される利益情報が客観的事実に依拠しているという

ことがぜひとも必要であった。すなわちそのころの混沌とした会計実務を一般

大衆の要求という形で，つまりアメリカ的理念としての民主主義を基調として，

客観的・統一的会計実務に整備する必要があったのである。さらにその当時，

会計に課せられた課題としては，客観的情報公開によって，特に証券所有の分

散を図ることにより，巨大化した企業への資金の循環を保証する必要があつ
（13）

た。そこにリトルトン学説が1920年代のアメリカ証券市場の発展の後に出現す

る根拠がある。ここでも，企業の財務的混乱を民主主義的に解消する手段とし

て，取得原価を基礎にした客観的な情報の公開を利用するのである。イデイオ
（14）

ロギーとしての取得原価主義である。

(11）先のハットフィールドの現状認識と類似している。

(1動 リトルトンは会計の社会化と呼んでいる。A.C. Littleton, ､.Socialized Accounts," Tjze

Acco""""g R"igw, Vol Ⅸ, No. 1,(March, 1934)を参照。

(13 A.C. Littleton, S〃"cjw'c Q/Acco〃"何れ9 7JI207y, Urbana, AAA(AAA Monograph No.5),

1953.大塚俊郎訳，「会計理論の構造』，東洋経済新報社，昭和30年，342項頁。

(14 実際の企業では，会計は必ずしも，取得原価で統一されていたわけではない。むしろ基

本は取得原価記録でも当面の課題に応じて評価を変更していたと見るべきであろう。そし

てそうした課題が社会問題化したときにそれを解消するために，取得原価記録が「主義」

として主張されるのである。そして実際に企業も，何度も取得原価主義評価に回帰するこ

とになる。
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1 960年代では，株式会社の新たな財務手段として，生産という側面を意識せ

ずに，ひたすら財務的利益実現手段として，事業そのものを証券市場で売買す

るという取引がアメリカで流行した。その結果，規模そのものは巨大であるが，

生産上の規模の経済をあまり享受できないコングロマリット企業が台頭するに

至った。さらにこうした巨大企業が当時やはり社会的問題を引き起こす。例え
（15） （】6）

ぱ寡占経済構造に伴うインフレであり，社会的費用の増大すなわち公害問題で

ある。こうした状況を受けて，ベッドフォード(Norton Bedford)は，事実主義
（17）

の拡大として操作主義利益の公開による当該企業の活動の公開を主張する。操

作主義利益は，取得原価を基礎に生産・購買し保有している商品の市場価値増

大（増価）を企業内の各業務ごとに記録することによって，各部局の各業務の

効率を測定するための手段である。最後に販売が完了した時点では収益と費用

の差は通常の計算手続きと同じであるが，中間の業務に携わる部局の効率が測

定可能となるのである。それは，生産の観点から必ずしも技術的一貫性のない

(13 Norton Bedford, I"""c D""""α"0〃Th""; A " A ccO""""9Fγα祝e妙0γ々, Massachusetts,

Addison-Wesley Pu. Co., 1965, p.168.

(10 N.M Bedord, The F郷如γe o/AccO〃”〃〃g畑aChq〃g"g So""y, Illinois, Stipes Pu. Co.,

1970.邦訳，菊地和聖訳，「会計学の将来｣、森山書店昭和47年，33～34頁。

(11 操作主義利益(operational income)概念は, 1960年代後半から70年代前半にかけて日
本でも一世を風廃した概念であるが，実際の内容は，コングロマリット企業という，相互

に脈絡のない生産単位が複数集合しただけの企業の業績に，いかに統一的意義付けを行う

かの苦肉の手段であった。そのために，ベッドフォードは，概念的には全く無関係な操作

主義(operationalism)という哲学上の概念を引き合いに出すという苦労をした。こうし
た生産の側面を無視したアメリカ企業の体質が、このすぐ後に、怒濤のごとくアメリカに

押し寄せる日本車を横目に批判される時代となり，それと並行して「日本的経営」論が台

頭してくることになる。生産過程を徹底して重視する日本的経営論の台頭とともに，生産

過程を無視したコングロマリットの業績評価を説くベッドフォードの議論は忘れ去られて

いくことになる。歴史である。ただし，彼の公開論の側面での議論は未だに光を放ってお

り，我々の検討からも分かるように，会計制度の展開を巨大企業の社会問題（反民主的問

題）に対する対応策として理解し，公開論それも民主主義を機軸にした会計情報公開論を

解く，おそらくアメリカ会計学会最後の大立者であろう。この後，以下でもみるように，

アメリカ会計学は新古典派経済学と結びついたCAPMに基づく実証研究の洗礼に遭い，研

究領域を相互に分担し蓄積しあえる研究体制が出来上がり，いい意味でも思想史的検討の

対象となる会計学者が現出しなくなる。



原価主義と時価主義98

コングロマリット企業を何とか統一性をもって評価しようとする，エドワーズ

＝ベル以来の発生概念の拡大による会計的努力の延長である。そうした公開に

よって，自由競争が復活するならば寡占的利益は解消し，一時的なものでしか

ないとする。このベッドフォードの主張が，彼の時代からさらに100年前の寡

占的鉄道会社の運賃規制手段あるいは差別的運賃解消手段として主張された最

もナイーブな市場競争信仰の主張と同一であることは，我々の本節での分析の

正当性の証拠となろう。しかしベッドフオードはさらに，操作主義利益の公開

を企業に求める基礎に，民主主義の一前提である「大衆の知る権利」( pub-

lic's right to know)論を展開する。だが大衆の知る権利論もまた，やはり思想
（18）

的には，我々が，ジェファーソン大統領の就任演説で抽出した思想に通づる。

1970 - 90年代にかけては，アメリカ会計学界で20世紀の末になってやっと，

極めて19世紀的な個人主義的方法に基礎を持つ新古典派経済学を基盤に，証券

市場の効率性を主張し，またそれを基礎とする研究が展開されるようになった。

会計情報が証券市場に伝達されるとそれに反応して，投資家がポートフォリオ

を組み替えるという行動が観察されることから，当該研究で初めて，市場で投

資家の行動として顕示される行動から会計情報の有用性を実証的にも主張でき

るようになった。それまではあくまでも規範的主張にすぎなかった会計情報の

有用性が初めて実証の俎上に乗ったのである。こうした方法的には古いが学会

では新しい研究方法に基づきながら，取得原価主義が弁護されることになる。

アメリカでは，インフレ期における証券市場に対する有用性の見地から, 1979

年から時価主義情報（物価変動会計情報）が強制的に公開されるようになった。

そして1986年までの8年ほどの試験的実施期間における証券市場での反応が実

証的に検討された。その結果，株式市場では時価情報に対するよりも原価情報

(13山地秀俊，『情報公開制度としての現代会計｣，同文舘, 1994年，第4章第Ⅱ節を参照。

当該概念の源泉はさらに，第4代大統領のマデイソンにもみることができるし（日本弁護

士連合会，「アメリカ情報公開の現場から｣，花伝社, 1997年),最近の日本での情報公開

法制定における「国民の知る権利」条項の問題にまで辿ることができる。
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に対する反応の方が大きいことが判明し，時価情報の強制的公開は中断された。

そして改めて，取得原価主義情報の有用性が実証主義という方法に基づいて確
（19）

認されたのである。19世紀的虚無主義を基本とする統計学的思考から，物価変

動会計が制度的に拒否されたともいえよう。

以上の展開からみても，20世紀のアメリカ会計の規定要因は，各時代に企業

が引き起こす金融・財務さらには一般社会問題に対する対処という点にあるこ

とはいうまでもないが，その対処のための社会的な方向性が，民主主義によっ

て規定された公開性にあるということである。そしてそれを支える情報特に会

計利益情報は，分配問題の一つである配当問題に絡めながら，事実主義に基づ

く客観性をもった取得原価主義評価に基づいて導出されるべきことが一貫して

主張されることになる。

Ⅲ 写真情報公開の意義

本節では，上で見た20世紀全般のアメリカにおける会計評価論史の中でも，

特に19世紀末から20世紀初頭にかけて取得原価主義思考が台頭．形成する時期

と並行して，写真情報が同じく企業によて利用され始める点に着目して，写真

情報公開台頭の意義を検討することによって，取得原価主義思考に内在する特

質を改めて議論する。

本節では，まず，20世紀初頭における大衆の側からの写真情報公開運動の典
（20）

型例としてルイス・ハイン(Lewis W・Hine)の写真活動を指摘し，続いて，巨

大企業の具体的な写真利用例として,USスチール社とインターナショナル．

(19 1979～1986年の期間である。アメリカにおける種々の実証結果のサーベイについては以

下の文献を参照。桜井久勝，『会計利益情報の有用性』，千倉書房, 1991年，第12章第(3)節

“ 詳細は，拙稿，「20世紀初頭のアメリカにおける写真情報公開-Lewis W.Hineの写真に

よせて一｣，「国民経済雑誌」第177巻第6号（平成10年3月）
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ハーベスタ社のアニュアル・レポートの写真を検討することとする。

Ⅲ－1 ルイス・ハインの写真活動（革新主義運動）

ルイス・ハインは当時の革新主義運動(Progressive Movement)に触発されて，

巨大企業が生み出す社会的悪を写真を通じて社会に伝達しようと試みた。彼は，

1874年にウィスコンシン州のオシユコシユという小さな田舎町に生まれている。

いくつかの職業を経験した後に再度25歳で学生生活を再開し，シカゴ大学に1

年間編入学した後にコロンビア大学，ニューヨーク大学に進み，教育学の修士

号を取得している。シカゴ大学あるいはニューヨークでの学究生活では，教育

学あるいはアメリカ哲学の領域で著名なジョン・デューイ(John Dewey)の思
（22）

想的洗練を受けたと考えられる。当時デューイが展開した教育学の思考は進歩

（革新）主義教育(Progressive Education)として実践され，教師主導の教育か

ら生徒を中心とし，工作や実験等の経験を重視した教育を尊重する内容であっ

た。こうした教育思考の一つの具体的実践の場としてニューヨークの倫理文化

学校(Ethical Culture School)があり，当該学校の校長であったフランク・マ

ニーの誘いで地理と科学の教師として奉職している。そこでハインは視覚に訴

えて社会的経験を補足する手段として写真の利用を開始した。

一般にデューイの展開したプラグマティズム(pragmatism)哲学はアメリカを

代表する哲学として20世紀のアメリカの各種学界に与えた影響は大きいものが

あるが，後年に「制度派経済学」と特徴づけられるアメリカ独特の経済思想に

に1）同時代における,企業の一層の写真情報公開については,ゼネラル・エレクトリック社の

写真情報公開についての詳細な事例研究である以下の文献を参照。

David E・Nye,ノ脚ag2Woγ〃s, Cofpoγα彫ノ｡g邦〃〃@s at Gg"gγαJEI""ic, The MIT Press, Cam-

bridge, Massachusetts, 1985 邦訳，山地秀俊・山地有喜子共訳，『写真イメージの世界｣，

九州大学出版会, 1997年。

四 また1892年には親切のシカゴ大学にヴエブレン(T.B.Veblen)が奉職している。シカゴ

大学の時代に後世に「制度派経済学の創始者」と称される根拠となる多くの著作をﾉ0"γ,iaj

q/ Po"""J Ecofiomyに寄稿している。彼の影響も無視できない。
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対しても，「制度主義」思考という観点から多大の影響を与えている。当該思

考は前節でみたアダムスにもその影響が認められるが，革新主義運動を規定す

る思考であると考えられる。この制度主義の特徴には多様なものがあるが，功

利主義的な苦痛と快楽の観点からの人間行動の説明を拒否し，人間の諸本能と

諸環境の相互作用から形成される慣習という観点から，文化的側面より人間行

動を理解しようとする思想的傾向，あるいは経済社会は市場機構によって静的

な秩序ある調和に向かうのではなく，諸利害の対立する動的秩序を生み出し，

そのような対立する経済的諸利害は，経済活動の社会的統制を必要とし，また

こうした統制によって社会的厚生を高めることが可能である，とする思想的傾
（23）

向を指摘することができる。こうした思考は世紀転換期の革新主義運動にも見

ることができ，またハインの行動を理解する上でも参考になる。すなわち，制

度的改革によって，社会悪を矯正することが可能であるという社会改良主義の

思考につながるのである。

ただしここで再度確認する必要があるのは，こうしたアメリカの制度派経済

学の思考形成に影響を与えた存在としてドイツ歴史学派，そして当該学派のイ

ギリス限界革命経済学に対する批判指向がある点である。19世紀末には多くの

アメリカ経済学者がドイツに留学していわゆる講壇社会主義等のドイツ歴史学

派の流れを汲む経済思想の影響を受けてアメリカに帰国しているが，そこで展

開された国家指導による改良主義的経済政策の思考は，イギリスのレッセ・フ

ェール的な経済政策思考を否定する傾向にあった。しかし他方，アメリカ経済

学者はドイツ的な国家の直接的介入による改良主義的政策思考に与することに

も檮躍があったと考えられる。そこに，国家の介入はある程度避けられないに

しても，できうる限り間接的介入が望ましいとするアメリカ制度派経済学者の

⑬ 田中敏弘，「アメリカ制度派経済学とドイツ歴史学派｣，『経済学論究｣，第32巻第4号（昭

和54年3月)，あるいは，佐藤光宣，『制度主義者たちと限界主義経済理論』，多賀出版，

昭和63年，佐々木晃，『制度主義者たちと古典派経済理論』，東洋経済新報社，昭和57年を

参照。
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共有思考が出来上がっていった理由が見て取れる。そうした思考に当時として

は会計情報公開制度の整備・確立が最適であるとする思考を前述のアダムスが

展開したのである。政治的にも，会社局や連邦取引委員会等の設立によって，

国家が，企業に関する情報を収集して公開するという政策が顕著となった。

こうした傾向を受けてハインは，20世紀初頭のアメリカにおける最大の社会

問題であった移民の問題を写真を用いて告発する仕事に取りかかった。より具

体的には移民の問題は児童労働の問題と労働者の労働環境問題である。ハイン

の写真は，『慈善と公共』(C“γi"es u" ",e Co"'",o"s)と呼ばれる社会改革を目

指す運動家の雑誌に掲載されることによって，大衆の目に触れたのである。両

カロライナ州の綿工業地帯で，過酷な労働条件で工場に雇用される児童の現状

をある時は盗み撮り等の手段を用いて撮影し，告発して，本格的な児童労働法

の制定を訴えた。また，「ピッツバーグ・サーベイ」と呼ばれる労働者の労働

環境調査にも着手している。当時のアメリカの最大の鉄鋼業地帯であったピッ

ツバーグにおける労働者の住宅環境等の調査を行い，その悲惨さを写真を使っ

て告発したのであった。こうしたハインの運動は，直接的に確認できる明確な

成果を生みだしたか否かという点では疑問が残るが，例えば，前者の例でいう

ならば，セオドア・ルーズベルト大統領は，児童労働に関する調査委員会を設

けたし，後者の例では1911年に,USスチールを対象とした公聴会が開催され，

当時の社長であったハーバート・ゲーリが証言台に立っている。ただし，本格

的な児童労働法は1938年のフランクリン・ルーズベルト大統領時代まで待たな

ければならないし，腸チフスが蔓延していた劣悪な住宅環境下のピッツバーグ

労働者の住宅改善もまたハインの写真による告発(1910年頃）から40年ほどを
（24）

待つ必要がある。

“ こうした事実を歴史的にとﾐう評価するかは困難な問題である｡ハインの活動は一般に政

治的レベルでの改革を実施せしめる「遠因」になったと評される。そして今日ではハイン

を「アメリカを変えた写真家」と称することもある｡山地秀俊・中野常男・高須教夫，「会

計とイメージ｣，神戸大学経済経営研究叢書49, 1997年，第3部を参照。
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Ⅲ－2 USスチール社（株式水増し問題）

上でみたように20世紀初頭のアメリカ経済社会では，巨大企業の独占的秘密

行動に対しては会計情報公開を求めたり，情報公開による社会悪の提起という

運動に写真を用いるということが，徐々に一般化していた。この傾向を受けて

企業もまた，自らの立場の明確化のために会計情報公開を政策的に採用すると

ともに，写真情報公開を利用し始めたのであった。写真情報公開の制度化であ

る。こうした写真情報と会計情報の出会いは，企業の発行するアニュアル・レ

ポートであるが，その具体例を本項と次項でみておくこととする。

USスチールにおいてアニュアル・レポートを用いた情報公開政策の財務的

側面での効用としては，以下のことが指摘されうる。USスチールの資本金は

設立当時約10億ドルであったが，一説によれば，普通株の5億ドル分は，有形
（25）

資産で保障されていなかったし，全証券発行分の二分の一は水増しであったと
（26）

される。このような水増しされた証券の売却のためにも，多様な情報公開によ

る会社規模の誇示，安全性の主張が必要であったのであろう。

ここでUSスチール社の1902年発行の第1回アニュアル．レポートから興味

深い特殊財務表が添付されていることに注意する必要がある。それは資産の減
（27）

価償却進捗状況表とでもいうべきもので，いかに1年間の事業活動収益で各資

産の過大計上分の減価償却を達成したかを表化したものである。当時の企業が

一般に資産の過大計上を行っていた事実は周知のことである。そこで,USス

チール社は，収益でいかに素早く水抜きをしているかを表を使って説明してい

るのである。この点からして，当時の企業の財務諸表公開の課題の中で，独占

" A.Cotter, U""d S如柁s S#"J, New York and Tronto, doubleday, Page and Co., 1921, p.33.

" Ibid., p.34.会社局(Bureau of Corporation)のコミッショナーであったスミス(H.K.Smith)
の推定である。

㈱ 例えばFirst A"伽塊aJRWffq/"'e【〃"" S""s S#"J Co7Wmtiow,Decemebr 31, 1903, p.8．

Sinking, Depreciation and Extraordinary Replacement Fundsと称され、資金の回収・蓄積
状況が報告されている。
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問題と並行して株式の水増し(Watering)計上との関係で発生している資産の過
（28）

大評価問題が大きな地位を占めていたことが改めて分かる。このことを確認す

るために,USスチール社のアニュアル・レポートにおける写真情報公開に関

しては，一般的には会計情報公開政策そのものが独占批判対策として用いられ

たのに対して，独占問題ではあるが，より限定された資産の過大評価．株式の

水増し計上問題と密接に結びついているということを以下でみておこう。

第1回アニュアル．レポートでは57枚の資産(Properties)の写真を掲載し

ている。使われている写真の特徴の第一は，背景を無地にした鉄道貨車，鉄鉱

石運搬船，機械．設備の写真あるいは工場や鉱山の写真が多数を占めていると

いうこと，第二は，そのいずれの写真にも労働者等の人間が写っていないとい

うこと，第三に，工場設備等では煙突から煤煙が排出されている光景，すなわ

ち現に操業されている光景が撮影されていることである。背景ができるだけ無

地であるということは，当該資産がUSスチール社に属するか否かで不必要な

議論を避ける目的がある。写真の背景が写っていると，当該資産の設置．操業

場所．維持状況等が特定化されてしまう。そうすると当該場所と資産の関わり

合い等不必要な議論が生まれる可能性があるのである。それを避ける意味で背

景を無地にしていると考えられる。第二に設備・機械等を操作する人間（労働

者）が写されていない点については，例えば労働者の労働条件や危険度につい

て，不必要な議論を引き起こすことを避ける意味がある。当該レポートは，株

主あるいは不特定多数の利害関係者を見手として想定している。労働問題を議

論する場所ではないので，そうした疑念が見手に湧いてくることを極力避ける

必要がある。第三に，工場や鉱山等の操業時の写真が用いられているという点

は，線画の伝統を引きつつ，当該資産の価値を誇示する役目を果たしている。

しかし操業可能を誇示するとはいえ労働者の写真は上の理由から挿入できない。

鰯 加藤盛弘，『会計学の論理｣，森山書店，昭和48年を参照。
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そこで煙突の煤煙によって操業可能であることを示唆していると考えられる。

こうした写真の利用は，当時のUSスチール社が置かれていた資産の過大評

価計上状況から，さらに一歩進んで，資産の架空計上の疑念にも答える意図が

あったものと思われる。

以上のように,USスチール社では，会計情報公開を独占批判の対策として

利用しながら，そうした会計情報の伝達メディアであるアニュアル．レポート

には写真情報を多用して，より具体的な課題であった，株式水増しや資産の過

大計上問題に対処しようとしたものと思われるのである○いうまでもなく，そ

れは写真の持つ写実主義的説得力を利用しようとしているのである。

Ⅲ－3 インターナショナル・ハーベスタ社（独占問題と写真情報公開）

ここではUSスチールやゼネラル・エレクトリック社と同じくモルガンによ

ってプロモートされたインターナショナル．ハーベスタ(International Har-

vester Co.）の会計情報公開・写真情報公開についてみておこう。この会社も

また農業機械に関するトラストとして会社局の調査対象となった。そこで会社

側は，独占禁止法に触れるとの判断を下されることを回避するために，調査対
（29）

象となった1906年以後，種々の公開性政策を採用していった。そのように政策

を転換していった後の最初の年次報告書と考えられる1907年12月31日付のそれ

は，前述のUSスチールの年次報告書に比肩するほどの詳細度をもっていた。

監査を担当した会計事務所は, Haskins & Sells会計事務所であった。例えば，

取締役の表示方法,大量の写真説明の導入,変形大判であること等々USスチー

ル会社の年次報告書に外面上も類似した点が多くみられる。このインターナシ
（30）

ヨナル．ハーベスタ会社のFinance Committeeにもゲーリーが参画していた。

四 A.R･Raucher, "Public Relations and Business l990-1929," Tjigﾉ0ﾉ岬sHop々畑s(ﾉれi"gγs岬

S"dies " "istO7'icaJ a"dん"""J Sc"jice, Series CXXXVI,(1968), No.2, pp. 19-20.

GOA1螂拠aJ Rgpo"Q/"'2I""mα脚0池jHmws"γCO娩加", Decembel･31, 1907, p.1.
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インターナショナル・ハーベスタ社がアニユアル・レポートに掲載した写真

は,USスチール社が掲載した写真とはその様式を異にしている。最も異なる

点は，自社の製品を提示するとともに，自社製品と人間の関わり合いを写真を

通して提示していることである。製品の個別写真は，背後を落としたカタログ

写真的であるが，トラクターの写真等では，実際に労働する農民が写しこまれ

ている。しかし，その農民は比較的伸びやかに農業労働を行っており，実際の

農業の現場であるか否かは定かではない。また，世界中に自社製品が販売され

ていることを顕示するために，各国で自社製品が農作業に利用されている場面

が写真で掲載されている。これらの写真の意味するところは，独占企業として

批判の対象になりつつあったインターナショナル・ハーベスタ社の製品が，世

界中の農民と深く関わっていることを顕示することによって，独占であること

そのものが，決して，批判の対象になるものではない，社会にとって悪である

のではないという点を提示しようとしている。

本節で概観したように，今世紀初頭のアメリカにおいては大衆民主主義社会

の確立とともに，今日にいう「フオト・リアリズム」の意識の基に，事実主義

に依拠した情報の大衆への伝達が，巨大企業には必須となった。もちろんこれ

までに我々が「宥和化」と呼んできた企業の政策である。

Ⅳ むすび

本著全体の課題は,21世紀における会計評価論の動向という問題への解答の

提示であるが，その基本には会計評価論をどのような規定要因から展開するか

という問いかけがある。それは構造的・技術的な閉鎖体系からの議論でもよい

し，経済要因からの規定要因でも良い。前節までで見たように，20世紀の会計

の展開が，金融・財務問題の展開と民主主義的公開性による管理の拡大という
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複眼視的要因にあるとすれば,21世紀の会計の展開もまたこうした要因から影

響を受けると見るべきであろう。

1 980年代の日本的経営が凋落して,90年代に再びアメリカ経済が回復したと

いうことは，アメリカ的な会計がアメリカ経済の覇権 国際化にともなって，

世界に拡大していくことを意味している。注目を受けやすいのは，いうまでも

なくアメリカで開発された金融商品等の多様化・国際化であろう。デリバテイ

ブ等はその代表的金融商品であろう。こうした金融商品は，経済の国際化に伴

って世界中に普及し，企業の資金調達や資金管理を変え，結果，会計の変化を

要求するようになる。しかし，それとともにアメリカ的会計の普及ということ

は，アメリカ的な民主主義の普及を意味しているのであり，会計の変質による，

企業会計情報の新たな拡大・公開は，民主主義という基礎に基づいて主張され

るようになる。この二つの流れを見極める必要があろう。

他方で，本章では，最近ヴイジュアルの世界で議論になっている「フォト・

リアリズム」の概念を，民主主義という社会的理念に結合させて，写実性の社

会的意義を指摘した。そのことはとりもなおさず，20世紀における取得原価主

義の存在意義でもあると考えられた。このように考えてくると，今日，原価主

義か時価主義かという問いかけの中で，上でみた新たな経済環境の中で，原価

主義の「評価」論としての側面が部分的に否定されようとしているが，20世

紀の歴史的展開からの拡張として考えるのならば,取得原価主義の「事実主義」

「リアリズム」からの拡張という側面から評価論の拡張を考えても良いのでは

ないかと思われる。したがって，時価主義を主張する場合，原価主義を否定し

た上での時価主義という主張の論理よりも，「事実主義」の拡張という論理か

ら時価主義の正当化を説く論理的経路があるように思われる。

(山地秀俊 神戸大学教授）
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第4章 貨幣価値変動会計による
利益・自己資本修正

一イギリスの大企業の1 949年から1990年まで－

I はじめに

（1）

本章の研究では，既稿 に適用したのと同様の貨幣価値変動会計による利益

修正定式，剰余金修正定式 資本金修正定式を，イギリス統計局のBusiness

Monitor Corporate Finance第11版(1980年）～第23版(1992年）およびAnnual

Abstract of Statistics l962～1981年版(1982年版以降は, Business Monitor

Corporate Financeの要約数値が示される)に示される主として上場会社(金融・

保険・海運・不動産・農業を除く）の1949年から1 977年までおよび1978年から

1990年までの大会社の財務数値（以下「原資料」という）に適用して，イギリ

スの大企業の利益・自己資本の修正および関連データを示す。また, Business

Monitor Corporate Financeは第12版(1982年）以降（データは1 978年以降),

掲載会社の分類基準が，従来の上場会社・非上場会社から大会社・中会社・小

会社へと変更されているためにデータの連続性が欠如するが，貸借対照表貸方

項目の実質（修正）値，累積損益の実質（修正）値等を1977年末の旧（上場会

社）・新（大会社）数値間で調整して，できるだけ連続性を保つよう配慮した。

1949年から1 977年の「原資料」の対象企業は, 1959年までは,ほとんどの上場

(1)拙稿[3] [4] [5] [6] [7] [10]
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企業1960-1969年は, 1960年において総資産50万ポンドまたは粗利益(gross

income) 5万ポンド以上の会社(2000社前後), 1969年～1974年は, 1968年に

おいて総資産200万ポンドまたは粗利益20万ポンド以上の会社(1300～lOOO社),

1974～1 977年は, 1973年において総資産500万ポンドまたは粗利益50万ポンド

以上の会社(1000社前後) , 1977年～1981年には，当年に416万ポンド以上の使

用資本(capital employed :ほぼ総資本に近い）を有する会社(1000社程度),

1 982年以降(1986年まで）は, 1981年に290万ポンド以上の使用資本を有する

会社, 1987年～1990年はトップ2000の大会社であって，修正計算対象期間全部

に対しては等質の集団ではないが，資料の制約上，等質の集団とみなさざるを

えない。

Business Monitor Corporate Financeが上記の第23版(1992年）で廃刊となり，

上記の財務データは公表されなくなったので,一次資料を集計しない限り, 1991

年以降の修正計算は不可能となった。

Ⅱ 修正計算の対象と方法

本章での修正計算で使用する資料(のインプット･データ)は,次の通りである。

ｲ．財務データ 以下のデータは，ほとんどいずれも，前掲の「原資料」の

項目をそのまま使用している。

D 借方貨幣項目……当座資産(Trade and other debtors, etc., Tax reserve

certificates, Treasury bills, Cash, etc.)および有価証券(Total investments)。

後者には株式など非貨幣項目を含むが(｢原資料｣において区別されていない）

すべて貨幣項目とみなした。よって貨幣項目保有損はより多く計上されてい

る。またこの「有価証券」は流動資産に計上されているが，「固定資産」の

(2)固定資産売却益(other capital receipts)算入前，減価償却・固定資産評価減(amounts
written off) ･長期負債利子控除前の税引前利益
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項には，非連結従属会社投資（非貨幣項目とみなす）以外に「投資」項目が

みられないので，長期債権とみなした。1 986年以降は, 1985年会社法改正に

より, InveStmentsは固定資産と流動資産に分割されることとなった。固定

資産のInvestmentsは，政府債・地方債を除いて非貨幣項目とみなすので，

流動資産のInvestments全体を貨幣項目とみなして過大に貨幣項目保有損を

算出していたのを, 1986年以降はある程度相殺することになる。この点の連

続性は今後，検討することにしたい。

C 貸方貨幣項目……流動負債と固定負債(Deferred taxationを含む)。

F 有形固定資産（簿価）

B 減価償却累計額

G 減価償却

W 減価償却を除く費用……固定資産評価損(Amounts written off)および固

定負債利子，法人税等

V 収益……粗利益(gross income)と固定資産売却益等(other capital receipts)。
（3）

既稿 の日・米･ 1961年以降の西独の大企業の場合と異なり，売上原価等は，

WおよびVから差し引かれている。売上は, 1970年以降にのみ示される。

P 当期利益（税引後）……独立項目として明示されていないので，上掲のV

-W- Gまたは後掲のQ+ S2で算出する

Q 社外分配（流出）……配当

K 資本金……普通株・優先株

S 剰余金……Capital and revenue reserves

S2 留保利益増加額……損益・利益処分結合計算書(income and appropriatj

on account)におけるAsset renewals replacement reservesとRetained profits

and other capital receipts

(3)拙稿[6] [7] [101
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M 少数株主持分

ロ．修正計算のデフレーター

上掲のAnnual Abstract of Statisticsに掲載されている小売価格指数。年平均

指数と月次指数について，基準年の移動があるため1974年1月15日を100とする

指数に統一換算して本章では使用する。

上記の財務データは，決算期を異にする（原則として各年とも4月6日から

翌4月5日）会社のデータが，一括して集計されているが，本稿では,12月を

期末とする修正データを算出する。イギリスでは，決算期を12月とする会社が

最も多いとみられる。

A”第i年度末指数

か｡第i年度の期中（年度）平均指数

’‘ル 第i年度の減価償却修正指数(期末<12月＞から八年前の年度平均指数）

以上のインプットデータに，以下の記号および定式を適用する。

Xb企業設立時の貸借対照表計上額（原初値）

X 名目資本会計における第i年度末の貸借対照表計上額，第i年度損益計算

書計上額

x 貨幣価値変動会計における第i年度末貸借対照表計上額，第i年度の損益

計算書計上額

X{XIを第j年度末の一般物価水準に換算した金額。X;はXと同じ。

X{XIを第j年度末の一般物価水準に換算した金額。XIはXと同じ。

頁-HI(M-"(fff-!)-G(fff- ) |

≠[|Q] (*" -1) Hc｡- q ) (;:: -L) }

-|｡, !(fffr -')千四-｡,J (ff-L) |] …･…………･…(1)
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（4）

(1)式は，別稿 の前進法・損益法による利益修正方式に「原資料」データを

インプットするためのものであるが，次の想定によって計算が行われる。

収益および費用（減価償却を除く）は，期中取引高合計が示されているだけ

で，月次取引高は不明であるので，期中に平均して生じたものとして，期中平

均指数向‘で修正する。イギリスでは，損益計算書に示される項目が日本・ア

メリカ・西ドイツと異なって，売上原価が費用項目に示されず収益から控除さ

れるなど，総収益・総費用が示されないので，収益計上不足・費用計上不足は，

日本・アメリカ・西ドイツと比較することができない｡よって,後掲の第E -1-l

表ほかにおいては，収益計上不足，減価償却を除く費用の計上不足の2欄は空

欄としている。

減価償却は全額ピリオドコストであると，また期中取得資産についても一期

分の減価償却が行われる（期中除却資産には当期の減価償却を行わない）と想

定し，残存価額ゼロの定額法によるものとする。

各貨幣項目の取引発生時点は不明であるので，期中に平均的に生じたと想定

する。当座資産・有価証券には非貨幣項目（株式など）をも含むが，すべて貨

幣項目として修正計算していることから，貨幣項目保有損は過大に計上される

こととなる。

脚
・
池

。
①
レ

ク
ク

S# =S;_,+ R-Qi+K2

＝駒+" -:Q,+畠嘩鵲…-………………-…-……-……(3)

=S,+ (s;-s｡)+ Z (P~I -P")一塁(QI-Q,) +昌腿I会…………(4)ルーl h＝l

（5）

(3X4)式は，既稿 の利益剰余金修正定式を若干修正した「剰余金修正定式」

(4)拙稿[1] p.105

(5)拙稿［2］
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で両式は同一内容を示すものであるが，財務データに期間中連続性がない場合

には，両式による計算結果が異なる。本稿では(4)式による結果を示す。

剰余金修正は，日本・アメリカの場合と異なり，「原資料」のSが, Capital

and revenue reservesであって，利益剰余金部分と資本剰余金部分が区別され

ていないゆえに，純粋の利益剰余金修正は行いえず，「剰余金修正」にとどま

らざるをえない。また，イギリスでは，資本剰余金増減項目に，固定資産売却

損益なと損益項目を含む事例がしばしばみられるので，資本剰余金と利益剰余

金が区別された場合も，「剰余金」として一括せざるをえないのであろう。

S! = S, , +P,- Q,+凡！ (2）

(2)式は，名目資本会計における当期と前期の剰余金の関係を示すが，資本剰

余金の期中増加分K2が個別に示されずにSに含まれることを示している。よっ

て，上掲の(3X4)式においても,K2について以下に示すKと同様の修正がなさ

れる。

資本金の修正定式は次の通りであるが, (5X6)式とも同一の内容を示す。

K(=KI 汁(KI- K§ ,) ;;: -…-………………………………………………(5)

＝勵鈴+き,{脇-必 喘………………………………………-…'6’
少数株主持分は，自己資本（非貨幣項目）として取扱うので，修正定式は，

資本金と同様であって，次の通りである。また，以下の表においては「剰余金」

の中に含める。

厩=岬+“-必)舟……………………………………………………(7)

=Mifff譽｣(JH);;f -……………………-…………………(8)

(6)拙槁[5] (1)pp.73-74
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S, K,Mについても，期中の取引発生時点が不明であるので, C,D,V,

Wと同様に期中に平均的に生じたものと想定している。

なお，「原資料」の制約により, 1948年末の貸借対照表各項目名目金額を原

初値（原始取得金額)Xoとする。また同様に，「原資料」の各期の採録会社数

も異なる（したがって，財務データの期間連続性がない）が，原則として，各

期の貸借対照表の当期末金額と前期末金額との差額および損益計算書の当期計

算書の当期金額の修正値をXoに順次加算して，前進法・損益法による修正計

算を行った。

Ⅲ 修正結果の提示

以上の資料と修正定式によって，各年度のP, S, K, M,実質自己資本比

率c罫軍冨および関連ﾃｰﾀなどを第畦,表第E-2-l表第吟,表
（以上，総括表）ならびに第E-1-2表，第E-2-2表，第E-3-2表(1951年から1 990

年の各年のデータ）および第E図に示す。

なお，上掲の各式は，前進法修正式であるので,P,S,Kその他の項目の

修正値はすべて各年末の一般物価指数（小売物価指数）による修正値となって

いて，そのままでは時系列比較に適さない。そのため，以下の各表の数値は，

上掲式で求めた各年度の修正値をいずれも1991年3月の水準(518.4)に統一

換算している。またこれに対応する名目値も，修正値との比較のために名目額

換算額X,×鶚を示す｡また総括表第画-l表の｢5年間｣｢42年間｣は,各
項目の各年合計を，第E-2- 1表，第E-3-1表の「5年間」「42年間」は，金額に

ついては，各年の単純平均，比率については，前者（各年の単純平均金額）相

互間の比率であるので，絶対値(金額）の大きい年度（初期よりむしろ最近期）

のウエイトが他の年度に比べて大きくなっている。
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Ⅳ 修正結果の解釈試論（1）

本章の研究では，試算としての修正データの提供を主目的としているので，

詳細なデータ分析は行わないが，以下の表・図から，少なくとも次のことが明

らかになる。

第E -1-1表 イギリスの大企業の貨幣項目保有益・利益修正・実質利益（総括表）
（単位：10億ポンド）
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摘要の文言にかかわらず、△は、名目利益に対してマイナスを示す。

第E -2-1表 第E-1-1表の各項目の各目利益に対する比率および関連データ（総括表）
（単位：％）
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第E -1-2表(1)第E -1-1表の各年別データ(1)
(単位：l()億ポンド）
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△

△
４

△1．10

△1．02

△1．03

10．56

9.副

△0．01

△0．01

49．66

３
０

８
３

５
５

８
６

１
９

６
１

４
０

１
５

１
０

０
１

０
０

０
０

△
△

△
１

１
５

３
１

５
５

０
８

８
９

０
９

７
９

２
０

０
３

■
■
■
■
●
●

１
０

０
５

５
０

０
１

△
△

△
４

６
６

４
３

８
１

２
９

１
１

１
８

６
０

０
９

１
１

１
６

５
０

０
１

△
△

△
△

４

７
７

８
５

８
６

５
９

８
４

４
６

１
１

１
１

１
１

１
８

７
０

０
６

△
△

△
△

４

２
２

８
３

５
６

１
９

８
４

３
６

２
０

０
９

０
０

０
７

７
０

０
８

△
△

△
△

３

ヲ

第E -2-2表(1)第E -2-1表の各年別データ(1)
(単位：％）

1960年1958年 1959年1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年摘 要

借方項目に対する

貨幣項目保有損

貸方項目に対する

貨幣項目保有益

純貨幣項目保有益

（イ＋ロ）

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二＋ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋ト）

実質利益 （チ＋リ）

減価償却計上不足

イ
‐

口

４
４

０

９
１

２

△
１

３
２

１

０
０

０

△
△

５
１

６

２
５

２

４
４

△ ７
０

６

９
９

０

１
１

△
△ ５

４
Ｊ

２
２

０

３
３

△
△ ０

６
７

●

５
５

０

△ ６
７

０

６
９

３

２
２

△ ３
６

３

０
１

１
１

１

△
。

６
２

５

４
５

０
６

６

△ ９
１

２
●

８
９

０

△

ノ、

ニ
ホ
ヘ
ト

チ
ヌ

ワ
カ

ヨ

３
得

Ｊ
９

〃
’

７
５

６
３

４
１

１
１

８
４

△
△

△

Ｊ
１

Ｊ
９

４
｜
’

０
８

６
３

０

“
△

△
９

２

６
９

Ｊ
９

０
｜
’

１
６

７
２

４
２

１
１

８
５

△
△

△

Ｊ
５

６
４

５
’

一
４

０
７

２
６

２
２

１
８

４

△
△

△

９
２

９
Ｊ

２
｜
’

４
３

１
８

５
２

２
２

７
４

△
△

△

△10．4

△9.6

△9.7

鋤.3

21．7

△10．8

△5.5

△4．9

弱.1

32．6

３
２

６
４

４
｜
’

７
５

２
７

９
１

１
１

８
３

△
△

△

９
９

〃
３

心
一
一

６
６

６
３

０
１

１
１

８
４

△
△

△

局
掲

Ｂ
２

β
一
一

０
８

７
２

３
２

１
１

８
４

△
△

△

名目減価償却(換算額）

売上高利益率（名目）

売上高利益率（実質）
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第E -1-2表(2)第E -1-1表の各年別データ(2)
(単位：10億ポンド）

摘 要 1962年 1963年 1964年 1965年1961年 196“ 1967年 1968年 1969年 1970ｲI

借方項Hに対する

貨幣項目保有損

貸方項目に対する

貨幣項目保有益

純貨幣項目保有益

（イ＋ロ）

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二十ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋卜）

名目利益

実質利益 （チ＋リ）

短期債権務の

貨幣項目保有益

長期債権務の

貨幣項目保有益

年平均小売物価指数

死
‐

ロ

２
９

７

４
９

５

２
２

０

△ ９
５

６
５

７
１

０
０

０

△ ９
０

１
０

４
３

１
１

０

△ ９
６

８

９
８

８

２
３

０

△
．

５
５

０
９

９
０

２
３

１

△ ０
７

８
５

４
９

２
３

０

△ ９
０

１

７
５

７

１
２

０

△ ８
０

２
６

３
６

３
５

１

△６
３

７
４

２
７

４
６

１

△ ５
２

７
１

５
３

６
９

３

△

ﾉ､

一
主

９
４

８
９

２
６

１
７

２
９

３
７

４
１

４
７

１
０

０
９

９
０

０
２

△
△

△
５

８
７

１
３

２
５

１
１

１
０

９
３

４
０

１
３

１
１

０
９

８
０

０
３

△
△

△
５

０
０

９
６

７
９

２
０

２
１

７
４

６
０

２
３

１
１

０
０

９
０

０
４

△
△

△
１

５

３
５

８
８

０
１

６
１

３
９

０
３

３
２

６
９

１
０

０
１

１
０

０
６

△
△

△
１

１
５

８
１

１
３

３
２

８
６

５
２

２
４

２
２

７
４

１
１

０
３

３
０

０
９

△
△

△
１

１
５

３
８

０
０

０
４

３
５

９
６

７
７

０
２

７
６

１
１

０
８

８
０

０
１

△
△

△
６

６
４

３
７

４
４

８
６

０
７

０
０

０
１

５
１

２
１

１
３

２
０

０
３

△
△

△
１

１
６

４
６

１
０

１
６

１
１

１
５

２
５

７
４

３
９

２
１

０
３

３
０

１
６

△
△

１
１

６

６
５

４
０

６
６

５
４

４
０

４
４

９
６

９
０

Ｂ
■
Ｂ
●
●
令

２
２

０
２

１
０

０
０

△
△

△
１

１
７

５
６

１
４

４
１

６
６

８
１

２
１

３
５

８
５

２
２

１
２

３
１

１
５

△
△

１
１

７

ト
チ

リ
ヌ

ル
ヲ

第E -2-2表(2)第E -2-1表の各年別データ(2)
(単位：％）

1963年 1964年摘 要 1961句 1962年 1965年 1966年 1967年 1968年 1969年 197()年

借方項目に対する

貨幣項目保有損

貸方項目に対する

貨幣項目保有益

純貨幣項目保有益

（イ十口）

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二＋ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋卜）

実質利益 （チ＋リ）

減価償却計上不足

名目減価償却(換算額）

売上高利益率（名目）

売上高利益率（実質）

イ
ー

ロ

４
４

９

０
３

２
１

１

△ ２
９

７

６
３

７
２

３

△８
６

８

４
０

５
２

３

△ ３
０

７

６
８

１

△ ０
４

４

２
９

７
２

２

△ ７
９

２

８
９

１

２
３

１

△ ７
１

５

３
９

５
１

１

△ ０
１

１

３
６

３

３
４

１

△ ７
７

０

９
２

３
２

４
１

△ ７
５

８

０
８

７
５

７
２

△

ノ、
ニ
ホ
ヘ
ト

チ
ヌ
ワ

カ
ョ

２
６

８
２

心
’
一

“
醐
錘
蝿

詔

４
５

５
ｓ

Ｊ
｜
’

１
０

７
２

８

“
“

△
９

１

〃
４

〃
３

４
－

１
８

０
９

９

“
△

△
９

１

△12．6

△11．5

△9．8

帥.2

19．3

８
０

５
５

Ｊ
｜
’

１
９

１
８

１

“
△

△
９

２

２
３

１
９

８
｜
’

２
９

８
１

４

埋
勾

△
９

２

〃
３

９
Ｊ

β
’

５
３

７
２

６

劃
割

△
９

２

９
５

β
５

４
｜
’

５
１

１
１

６

勾
到

△
Ⅷ

２

△19．8

△16．5

△3．5

妬.5

29．7

５
８

０
０

５
８

１

３
７

０
０

５
３

４
２

１
１

１
３

△
△

１
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第E -1-2表(3)第E -1-1表の各年別データ(3)
(単位：10億ポンド）

1974年 1977年 1978年 1q7q狂
ユ “ ■ 曹 ロ 1980年摘 要 1q71年

ユ ン ヮ ▲ 0 1972年 1973年 1975年 1976句

借方項I｜に対する

貨幣項目保有旗

貸方項11に対する

貨幣項目保有益

純貨幣項目保有益

（イ十口）

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二＋ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋ト）

名目利益

実質利益 （チ＋リ）

短期債権務の

貨幣項目保有益

長期債権務の

貨幣項目保有益

年平均小売物価指数

８
２

３

３
１

７

３
６

２

２
３

１

△ ３
５

２

３
１

８

９
０

０

１
３

１

△４
９

５

８
４

６

５
６

０
１

２
１

△ ８
１

３
９

４
４

０
９

８
１

１

△ １
６

５
１

５
４

９
５

６

△
１

０
６

７
９

。
８

６
１

１

１△３
１

８
８

８
９

６
０

３

△
１

３
４

１
０

４
４

６
９

３

△ ７
８

１
１

３
２

９
４

５

△
１

４
３

９
６

９
２

７
１

４
１

３
１

△

ロ
ハ

一
ホ
ヘ
ト

チ
リ

ヌ
ル

７
３

０
６

６
４

９
０

３
３

６
０

４
０

６
４

１
８

５
９

３
９

３
９

埋
到

△
２

２
３ ２

６
２

９
４

５
９

３
０

４
０

１
０

８
３

４
６

１
０

９
８

８
８

２
５

埋
埋

△
１

”

９
７

２
５

２
３

２
０

９
２

８
２

４
０

４
４

■
■
●
■
●
Ｂ

９
９

２
３

０
３

３
８

△
△

△
１

１
鳩

９
１

１
９

８
５

４
０

９
７

０
７

７
２

４
２

８
７

１
１

０
４

２
４

１
１

１
２

１
０

△
△

△
２

△3．34

△2.70

1．28

12．62

13.帥

L87

2．11

82．39
４

７
４

１
５

６
５

０
８

９
４

０
４

４
９

７

３
２

０
６

６
１

１
８

△
△

１
１

８

８
２

９
２

１
０

１
８

９
８

３
９

３
３

９
０

４
３

１
４

６
２

２
８

△
△

１
１

９

１
９

６
４

０
５

０
０

４
８

７
５

３
２

４
９

６
４

５
１

７
５

５
６

△
△

１
１

Ⅱ

６
８

２
８

６
５

４
０

３
９

３
２

・
２

０
０

。
。

。
・
６

・

８
６

７
９

１
７

７
６

△
△

皿

８
８

５
４

９
２

１
０

６
２

１
７

８
９

５
０

９
８

０
２

２
３

４
８

△
△

１
１

略

弓

第E -2-2表(3)第E -2-1表の各年別データ(3)
(単位：％）

1974年 1979年 1980年1971年 1972年 1973年 1975年 1976年 1977年 1978年摘 要

借方項目に対する

貨幣項目保有損

貸方項目に対する

貨幣項目保有益

純貨幣項目保有益

（イ十口）
イ
‐

ロ

１
７

５

４
５

１

５
８

３

△ ７
０

３

７
９

１

３
５

２

△

△61.5

96．4

弧.9

３
６

３
●

７
９

２
３

２
９

１
２

△

△190.1

344，1

1別.1

△86.2

152･4

齢.2

８
４

７

８
７

８
６

１
４

△
１

６
４

７

４
５

０
５

８
３

△ ５
３

８
５
■
●

０
４

３

８
２

４

△
１

１
１

０

７
７

０
０

６
６

１
１

△

ノ、

ニ
ホ
ヘ
ト

チ
ヌ

ワ
カ
ョ

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二＋ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋卜）

実質利益 （チ＋リ）

減価償却計上不足

名目減価償却(換算額）

売上高利益率（名目）

売上高利益率（実質）

０
０

０
０

０
１
５

■
■
■
●
●
●
④

９
１

１
９

４
３
１

１
１

５
４

５

“
“

△
１

５
４

１
１

０
１

４
①
●
●
■
■
■
■

６
１

０
０

１
４

４

２
２

１
１

４

△
△

１

０
５

７
７

１
０
０

０
●
●
■
■
■
■

４
８

２
２

６
５
５

２
１

０
４

△
△

１

４
６

３
３

６
２

４
日
■
■
■
■
●
●

３
５

９
的

印
４

４
３

２

△
△

１

５
４

９
９

５
２

５

５
２

９
９

９
３

４
５

４
４

４
７

△
△

。Ｉ

１
２

９
９

５
８
６

０
５

８
８

２
２

４
９

７
７

７
１

△
△

１
１

△76．0

△65.0

1,2

101．2

129．9

3．6

3．4

４
０

３
７

７
７
８

日
■
■
■
■
●
●

５
０

１
８

５
３
２

７
７

２
７

３

△
△

△
１

１
３

５
５

５
５
７

●
①
？
■
■
■
●

７
１

０
９

８
３
１

８
８

５
４

３

△
△

△
１

６
１

３
７

１
８
６

■
●
■
■
■
■
■

３
３

９
０

６
４
３

７
６

１
８

５

△
△

△
、１
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第E -1-2表14)第E -1-1表の各年別データ(4)
(単位：10億ポンド）

1984年摘 要 1983ｲI1981年 1982年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989ｲI 199崎

イ 借方項11に対する

貨幣項目保有損

ロ 貸方項目に対する

貨幣項目保有益

ハ 純貨幣項目保有益

（イ十口）
ニ

ホ

ヘ 減価償却計上不足

卜 純費用計上不足

（二＋ホ＋へ）

チ 利益修正 （ハ＋卜）

リ 名目利益

ヌ 実質利益 （チ＋リ）

ル 短期債権務の

貨幣項目保有益

ヲ 長期債権務の

貨幣項目保有益

年平均小売物価指数
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０
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△
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妬

△10.64

△8．45
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第E -2-2表(4)第E -2-1表の各年別データ(4)
単位：％）

1983年 1984年摘 要 1981年 1982年 l985fI 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年

イ 借方項目に対する

貨幣項目保有損

ロ 貸方項目に対する

貨幣項目保有益

ハ 純貨幣項目保有益

（イ＋ロ）

３
４

１

５
０

５
４

７
２

△ ０
１

１

２
９

７

３
４

１

△ ８
５

７
●

８
９

０
３

５
２

△８
６

９

２
２

９
５

８
２

△ ２
３

１

４
６

２
２

３
１

△

△91．0

145．6

弘.6

３
０

７

８
７

８
１

２

△ ５
５

０

７
４

７

２
４

１

△ ８
２

５

０
７

６
３

５
２

△ ７
８

１

７
３

６
４

９
４

△

一
ホ
ヘ
ト

チ
ヌ

ワ
カ
ョ

減価償却計上不足

純費用計上不足

（二十ホ＋へ）

利益修正 （ハ＋卜）

実質利益 （チ＋リ）

減価償却計上不足

０
９

９
１

３
９
３

０
５

０
９

４
２

２
２
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９
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０
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０
６

７

氾
鯛

団
躯

卯
３
１

△
△

△

８
６

８
８

５
５

１

６
３

３
３

１
２
０

喝
旧

ｍ
△

Ｍ
△

△
△

△

７
０

３
７

５
７
６

●
●
■
■
■
■
ｇ

詑
馳

鯛
加

的
３
２
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△
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０
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３
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１
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△
△

１

名目減価償却(換算額

売上高利益率（名目）

売上高利益率（実質）
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第E-B-1表 イギリスの大企業の利益修正関連項目の名目利益に対する比率の標準編差
単位：％

’
対前年比(変動率）

｜ 最大 ｜ 最小

比率(実数）

最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
０

６
６

ワ
』

６
－
９

－
９

１
１
ワ
］
６

３
６
５
７
５

９
９

１
１

Ｉ
く

)29

ｊ
ｊ

５
５

８
８

輪
詔
乃
羽
註

９
９

１
１

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
５

６
２

１
’

・
勺
Ｉ
Ｌ
ｏ
ｑ
Ｉ
ｌ

１
１
５
１
５

９
９

１
１

１
く

30

１
１

５
５

７
７

３
５
６
０
肥

３
４
６
５
７

９
９

１
１

く
Ｉ

純貨幣項目保有益

42年間

10年間

5年間
１

１

０
０

６
７

訓
調
趾
調
箙

９
９

１
１

く
く

旬⑥

00

①
刷

９
８

創
蛇
趾
訓
別

９
９

１
１

Ｉ
ｉ

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
６

’
６

’

㈹
４
副
ｑ
制

９
９

１
１

く
Ｉ

ｊ
ｊ

５
５

６
６

鋤
塑
碓
皿
阯

９
９

ｌ
１

ｉ
Ｉ

)5

減価償却計上不足

12年間

l()年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
６

－
１

－

羽
４
句
Ｌ
団

９
９

１
１

Ｉ
Ｉ

1民
正平

１
１

６
５

０
５

鞭
的
班
鵬
汁

Ⅸ
駅

Ｉ
１

１
１

印
刷

６
６

謁
認
弱
肥
鮓

９
９

Ⅱ
皿

ｊ
ｊ

Ｏ
０

９
９

８
１

１

１
４
劃
３
別

９
９

１
１

j4

純費用計上不足

42年間

l()年間

5年間

106

ｊ
ｊ

Ｏ
０

８
８

５
５

－
８

’
９

１
１
７
６

３
６
７
７
７

９
９

１
１

ｊ
ｊ

Ｏ
５

８
７

鋤
調
か
訓
汗

Ｉ
く

９
９

１
１

30

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
６

弘
５
別
３
田

９
９

１
１

ｊ
ｊ

Ｏ
０

６
６

１州
別
叶
調
玲

９
９

１
１

く

利益修正

｢42年間｣の｢最大｣欄は, ｢1949-77年｣最小欄は｢1978-1990年｣のそれを示す。

｢10年間｣の｢最大・最小｣欄は, ｢1951-60年｣｢1956-65年｣｢1961-70年｣｢1966-75年｣｢1971-80年｣｢1976-85

年｣｢1981-90年｣のうちで最大・最小となる期間のそれを示す。

｢5年間｣の｢最大・最小｣欄は, ｢1951-55年｣～｢1 986-90年｣のうちで最大・最小となる期間のそれを示す。

以下の表も同様。

第E-B-2表 イギリスの大企業の自己資本関連項目(実質値対名目値)の標準偏差

対前年比(変動率） ｜
｜ 最大 ｜ 最小’

比率(実数）

最大 ｜ 最小

42年間

l()年間

5年間

１
１

５
５

８
７

３
４

’
７

－
。

・
６

・
１

５
５
７

５
７

９
９

１
１

く
く

5.9 142

ｊ
ｊ

８
８

０
０

沌
兜
汁
切
汚

１
１

９
９

ｊ
ｊ

５
０

６
６

６
９

’
６

－

。
・
６

・
６

５
１
５
１
５

９
９

１
１ｉ

ｊ
ｊ

５
０

６
６

’
４

｜

虹
３
６

．
６

５
１
５

９
９

１
１く

実質資本金

名目資本金

K/K

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
０

２
７
〃
２
毛

口
●
侭
Ｕ
虹
ｌ
ノ

Ｒ
Ｕ

８
８
妬
Ｋ
ｗ

ｌ
ｌ

１
１

５
５

６
６

９
７
６
３
１

５
６

９
９

１
１
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ｊ
ｊ

８
７

０
５

判
蛇
汁
抑
ル

ー １
１

９
９

8.U

ｊ
ｊ

５
５

８
８

５
８

’
４

｜
●

●
も
Ⅱ
ユ

・
１
入

６
２
８
２

８
９

９
ｌ

１

ｉ
Ｉ

実質剰余金

名目剰余金
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42年間

10年間

5年間
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Ｏ
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８
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３
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－
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｜
、

・
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１
１

く
１
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ｊ
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８
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０
０

⑱
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訂
注

ぐ
く

１
１

９
９

ｊ
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５
５

６
６

’
２

一

過
３
６

．
１

５
１
６

９
９

１
１く

実質自己資本

名目自己資本

K＋S

K十s
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第E-B-3表 イギリスの大企業の自己資本比率･総資本利益率･自己資本利益率の標準偏差

対前年比(変動率）

｜ 最大 ｜ 最小

比率(実数）

最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

ワ 7
ｰ ● ロ
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７
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６
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６
３
７
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９
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も
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０
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０
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５
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０
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く
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０
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０
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く

実質自己資本比率

〃
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10年間
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ｊ
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０
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６

２
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９
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く
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－
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２
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１
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ｊ
ｊ

５
５

０
９
イ
９
イ

Ⅳ
皿
蠅
Ⅱ
叩

１
１
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ｊ

Ｏ
５

６
６

５
９

’
５

－
。
●
。
Ⅱ
且
・
勺
Ⅱ
ユ

ー
０
５
０
６

９
９

１
１

く
く

実質自己資本比率

各目自己資本比率

H/〃

42年間

10年間

5年間

1．1

ｊ
ｊ

５
５

８
８

９
１

’
５

－

。
・
６

・
１

１
２
７
２
８

９
９

１
１く

１
１

５
５

６
７

８
１

’
７

－
。

・
６

・
１

１
０
５
０
７

９
９

１
１

1．4

ｊ
ｊ

Ｏ
０

９
８

７
６

’
８

一
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’

、
６

０
１
８
０
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９
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ｊ
ｊ

５
５
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５
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－
３

－
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６

・
１

１
０
６
０
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９
９

１
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く
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実質総資本利益率

L

42年間

10年間

5年間
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ｊ
ｊ

Ｏ
５

９
８

２
“
た
吃
ル

ー
１
８
２
８

９
９

１
１

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
５

０５
６
１
４
１

１
６

５

９
９

ｕ
０

26

ｊ
ｊ

Ｏ
５

８
８

吃
錫
証
鴫
鉦

９
９

１
１

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
６

２
５
’
３
｜

●
勺
Ⅱ
ユ
●
も
’
八

２
３
６
３
６

９
９

１
１

く

実質総資本利益率

名目総資本利益率

Z/L

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

８
８

２
１

－
６

一
。

・
６

・
１

０
２
７
２
８

９
９

１
１

1．1

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
７

８
２

’
７

一
？
●
毛
Ⅱ
ユ
●
。
Ⅱ
且

１
０
５
０
７

９
９

１
１く

2．32

ｊ
ｊ

Ｏ
０

９
９

３
５

－
３

－
。

・
１

・
６

１
２
８
１
８

９
９

１
１１

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
７

皿
０
’
７
｜

●
も
’
八
●
○
１
入

２
１
５
０
７

９
９

１
１１

実質自己資本利益率

Ⅳ

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

８
８

２
湖
６
Ｍ
韮

１
１
７
２
８

９
９

１
１

ｉ

91

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
６

０
３

－
８

一
５

．
１

”
１

１
５
６
４
６

９
９

１
１く

26

ｊ
ｊ

８
８

０
５

Ｍ
創
証
皿
註

く
く

９
９

１
１

ｊ
ｊ

Ｏ
０

７
７

略
４
１
２
６

６
６

９
９

１
１

実質自己資本利益率

名目自己資本利益率

MN

1 利益修正に関しては，42年間を通してみた場合，イギリスでは，実質利益

Pは名目利益Pよりも小さく（｢42年間」平均でPはPの87％)，名目資本会計

では架空利益が計上されていることになる。利益修正額(PとPの差）のPに

対する比率（利益修正比率）は, 10%未満が20年（プラスが5年，マイナスが

15年), 10%以上20%未満が10年（プラスが2年，マイナスが8年）であって，

それを超えるのは，マイナスでは1982年の104%,ほか5年，プラスでは1974

年の50%, 1975年の79%のみである。

「42年間」に生じたマイナスの利益修正（架空利益）は, 881億ポンド（同
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年間の名目利益は3571億ポンド，名目利益絶対額は2618億ポンド）にすぎない

が，一般物価水準の対前年上昇率が増加傾向にある1971年以降の5年間では，

プラスの利益修正は162億ポンド, P/Pは125%で，それ以前と傾向を異にし，

また一般物価水準の対前年上昇率が減少傾向にある1980年以降の7年間ではマ

イナス利益修正が729億ポンド, P/Pはマイナス52%となる。

対前年変動率は,P,Pそれぞれについて,42年間中（データの著しい変動

がある1978年を除く), 10%未満（の増減，以下同じ）が18年と14年, 10%以

上20%未満が7年と10年, 20%以上30%未満が8年と5年, 30%以上が8年と

10年で，最大は,Pは, 1967年の50%増, 1966年の35%減,Pは1984年の

600％増と1 966年の106 %減である。また,Pの対前年変動率がPのそれより大

きい年は,41年中12年にすぎず，貨幣価値変動会計の適用が利益の変動を大き

くすることを示す。

P/Pの対前年変動率は, 1977年までは,28年中,18年までがプラスマイナ

ス6％以内で，その最大は,Pが急減,Pが急増する1976年のマイナス43% ,

最少はほとんどP,Pが同率で増加する1971年の0%である。1978年以降は変

動が大き<, 13年中,6%以内は2年にすぎず，その最大は1984年の430 %で

ある。

次に利益修正を構成する各修正差額項目を個別的に検討する。

1a 貨幣項目保有損益については, 1949, 1950, 1954, 1959年を除く各年度

とも債権（現金を含む。以下同じ）よりも債務が多いため純貨幣項目保有益が

発生しており，「42年間」合計では1651億ポンドに達し（年平均39億ポンド),

そのPに対する比率は25％である。1949年から1969年までは, 1951～1 952年を

除き一般物価水準が比較的安定していた（年平均上昇率3.6％）こと，債権と

債務の差が小さくその絶対額も小さい（次第に増加するが）ことによって,21
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年合計で純貨幣項目保有益が42.3億ポンド発生しているにすぎず,Pに対する

比率もほとんどの年度で5％以下であり, 10%を超えるのは1966年(11%), 1968

年(13%), 1969年(13%)にすぎない。1970年から1990年までは，一般物価

上昇率が比較的大きく（年平均9.5％)，債権に比べて債務が多くなり，その絶

対額も大きいことによって21年間で純貨幣項目保有益は1564.0億ポンドに達し，

Pに対する比率も平均で34％，最低が19897年の9%,最高が1975年の154 %に

なる。

各年度の変動は，対前年比の標準偏差が345％と，減価償却計上不足（23％）

や純費用計上不足（29％）よりも大きく，それらよりも大きな増減がみられる

が, 1950年代(646 % )を除けば, ｢1961-90年」は, 67%とそれほど大きくな

い（この間の減価償却計上不足，純費用計上不足のそれは23％，20％である｡）

純貨幣項目保有益を短期・長期の債権・債務別にみると，42年間合計では，

短期・長期とも純貨幣項目保有益が(それぞれ847.5億ポンド, 804.2億ポンド）

発生している。短期については, 1955年まで(1952年を除く),長期については，

1949年のみ，純貨幣項目保有損が発生する以外は各年度とも短期・長期ともそ

の純貨幣項目保有益の金額が小さいが，短期のそれに比べて長期のそれの比率

が高いのに比べ, 1970年以降は，短期・長期のそれの金額は増加するが，その

比は小さくなり, 1978年から1 986年までは，短期が長期を上まわって, 1987年

以降は逆転する。

1b 貨幣項目保有損益以外の収益・費用については，各年度とも名目資本

会計では総収益は総費用を上まわる（計算対象会社全体としては，損失でなく

利益が計上されている）ので，総取引を当該年度の指数で修正すれば，若干の

純収益計上不足となるが，減価償却は，見積り経過年数入によって修正するた

め，純費用計上不足が発生している。これは，42年間で2844億ポンド（名目利

益Pに対する比率43%)，最近10年間で1426億ポンド（同じく49%)となって
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いる。

純餐用計上不足比率（純費用計上不足の名目利益に対する比率一第E-2- l

表以下では名目利益に対してマイナスを示すゆえ△印を附しているが，以下の

叙述では△印を附さない。後述の減価償却計上不足についても同様）は，42年

平均が38％，「5年間平均」の最大は, ｢1981-85年」の89%,最小は「1961 -

65年」の10% ,その推移は「5年間」平均では15%程度以下で「1966-70年」

まではほぼ横ばい, ｢1971-75年」以降「1981 -85年」まで上昇した後急減し，

単年度の最大は1982年の134%,最小は1950年度の4%である。

純費用計上不足のうち，収益計上不足と減価償却を除く費用の計上不足は，

イギリスの場合，日米独（ドイツは1960年以降）とちがって，名目資本会計で

総収益（売上など）・総費用は示されず，かなりの収益項目と費用項目が相殺

されているので示されないといってよい(よって日米独との比較には適さない)。

1C 減価償却不足は,他の費用計上不足に比べてその名目額に対する修正(不

足）額の比率が高く，純費用計上不足をも上まわり（減価償却計上不足の純費

用計上不足に対する比率は「42年間」平均112%,最近10年間平均110%で, 1950

年の164%, 1951年の197 %を除いて，漸減ではあるが，年度による差はあまり

ない),PをPより小さくするための大きな要因となっている。純費用が示さ

れないため，日米独と異なり，減価償却の総費用に対する比率，減価償却計上

不足の総費用計上不足に対する比率などは算出できない。

名目値による減価償却率（定額法）は，「42年間」平均で5.3％，各年の最小

は1 949年の4.1%,最大は1986年の6.4%であって, 1963年まで4%台，それ以

降はほぼ5％台で，見積り経過年数は, 1949年～1950年の9年, 1951年～1 958

年の8年, 1959年～1 967年の7年, 1968年～1 982年の6年と次第に短くなるが，

1 983年以降は7年とやや長くなる。

減価償却計上不足の総費用計上不足に対する比率は得られないので，かわり
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に名目利益Pに対する比率をみると。1972年までは, 20%を超える年度はほと

んどなく（最低は1950年の6%,最高は1971年の26%), 1973年以降は，次第

に増加して1 982年に最大137%に達したのち，その後は減少して30%程度にな

る。

減価償却計上不足の名目減価償却に対する比率は,「42年間｣平均で71%, 1970

年までは平均30％（最低は1963年の18%) ,その後は増加して，とくに1975年

から1983年は100 %を超え（最高は1979年の156%) ,その後は減少して最近5

年間は平均50％となる。

以上のような利益修正要素の動きからみるとき，収益計上不足と減価償却を

除く費用不足との比率は各年ともあまり差がない（純費用計上不足から減価償

却計上不足を差引いて推定）ので，減価償却計上不足と純貨幣項目保有益の大

きさが利益修正に大きな影響を与えていることがわかる。

第E-2-1表で名目利益に対する比率をみると, 1950年代は，減価償却計上不

足のそれ(15%)に比べて純貨幣項目保有益のそれがきわめて小さい(1 %)

ので,PはPをかなり下まわっている。1960年代は，減価償却計上不足に対し

て純貨幣項目保有益が増加するため, P<Pではあるが,PはPに接近し, 1970

年～1976年は，一般物価水準の対前年上昇率が増加して減価償却計上不足も増

加するが,それ以上に純貨幣項目保有益が増加するため,PがPを上まわる（こ

とに1975年は，純貨幣項目保有益がPを上まわるのに対して，減価償却計上不

足はそれほどには増大しないので, P/Pは179%にも達する)が, 1977年～1985

年は，一般物価水準の対前年上昇率が減少して，純貨幣項目保有益は急減する

が，減価償却計上不足は高水準にあるので,PはPを大きく下まわる（ことに

1 982年は，純貨幣項目保有益は急減するのに減価償却計上不足はなお増加し，

実質利益がマイナスとなる) ｡ 1986～90年は，実質利益は漸増する。



第4章 貨幣価値変動会計による利益・自己資本修正 127

利益修正計算のみから得られる修正利益率は，売上利益率であるが，イギリ

スの場合，売上高が前記資料で示されるのは1970年以降のみである。1970年か

ら1990年の売上高利益率は，名目値平均4.2%,実質値平均4.5%で，各年とも

名目売上高利益率と実質売上高利益率の比は，ほぼ名目利益と実質利益の比に

対応している。

V 修正結果の解釈試論（2）

2 1977年と1978年の間で，大幅な会社数変動があり，名目額はこの間に負債

が75％（少数株主持分が117%) ,資本金が48% ,剰余金(少数株主持分を含む）

が97％増加しているので, 1949年と1 977年, 1978年と1990年を比較した後,(第

c表)，自己資本修正の結果を名目値（特記しない限り名目額換算額）と比較

しながら検討する。

第C表 負債および自己資本の比較

1977年末(旧)の1949年末に対する倍率a

1 990年末の1 977年末(新)に対する倍率b

1 990年末の1 949年末に対する倍率 c

b Ca
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第E -3-1表 イギリスの大企業の貨幣価値変動会計による自己資本の修正および関連データ
(総括表）

（単位：10億ポンド，％）
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０６

一
四

６５９１

５６

一
四

１６９１

1966～

1970

５５

一
四

１５９１

５７

一
四

１７９１

1976～

1980

５８

一
四

１８９１

０９

－
９

６８９１

1949～

1990
摘 要
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名目自LL資本
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（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自己資本÷名目自

己資本（ネ÷し）（％）

実質資本金÷名目資

本金（ナ÷ソ）（％）

実質剰余金÷名ロ剰余

金（ラ÷シ）（％）

1949年から当該年まで

の名目利益合計

1949年から当該年まで

の実質利益合計

1949年から当該年まで

の利益流出(社外分配）

合計

累積社外分配率(名目）
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第E -3-2表(1)イギリスの大企業の貨幣価値変動会計による自己資本の修正および関連データ

（単位：10億ポンド,%)

1954年 1958年 1959年 196()年1952年 l956fl 1957ｲ1
↓-ケ

洞 唆 1951年 1953句 1955年

負債

名目自LL資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自【_L資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自L』資本÷名目自

巳資本（ネ÷し）（％）

実質資本金÷名目資

本金（ナ÷ソ）（％）

実質剰余金÷名目剰余

金（ラ÷ツ）（％）

1949年から当該年まで

の名目利益合計

1949年から当該年まで

の実質利益合計

1949年から当該年まで

の利益流出(社外分配）

合計

累積社外分配率(名日）

（ク÷ノ）（％）

累積社外分配率(実質）

（ク÷オ）（％）

社外分配率(名目）

（％）

社外分配率(実質）

（％）

名目自己資本比率

（％）

実質自己資本比率

（％）

名目総資本利益率

（％）

実質総資本利益率

（％）

名目自己資本利益率

（％）

実質自己資本利益率

（％）
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第E -3-2表(2)イギリスの大企業の貨幣価値変動会計による自己資本の修正および関連データ

（単位：10億ポンド，％）

摘 要 1962年 1963句 1964年1961年 1965年 1966年 1968年1967年 1969年 1970年

負債

名目自己資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自己資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自己資本÷名目自

己資本（ネ÷し）（％）

実質資本金÷名目資

本金（ナ÷ソ）（％）

実質剰余金÷名目剰余

金（ラ÷シ）（％）

1949年から当該年まで

の名目利益合計

1949年から当該年まで

の実質利益合計

1949年から当該年まで

の利益流出(社外分配）

合計

累積社外分配率(名目）

（ク÷ノ）（％）

累積社外分配率(実質）

（ク÷オ）（％）

社外分配率(名目）

（％）

社外分配率(実質）

（％）

名目自己資本比率

（％）

実質自己資本比率

（％）

名目総資本利益率

（％）

実質総資本利益率

（％）

名目自己資本利益率

（％）

実質自己資本利益率

（％）

タ 71．0 74．5 80．3 85．3 qQ 魚
ヅ ン ･ リ 100.］ 104．8 112．0 121･9 128.3
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第E -3-2表(3)イギリスの大企業の貨幣価値変動会計による自己資本の修正および関連データ

（単位：10億ポンド，％）

摘 要 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1q77圧
一 画 ･ ･ 0 1978年 1979年 1980年

負債

名目自己資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自己資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質自己資本÷名目自

己資本（ネ÷し）（％）

実質資本金÷名目資

本金（ナ÷ソ）（％）

実質剰余金÷名目剰余

金（ラ÷シ）（％）

1949年から当該年まで

の名目利益合計

1949年から当該年まで

の実質利益合計

1949年から当該年まで

の利益流出(社外分配）

合計

累積社外分配率(名目）

（ク÷ノ）（％）

累積社外分配率(実質）

（ク÷オ）（％）

社外分配率(名目）

（％）

社外分配率(実質）

（％）

名目自己資本比率

（％）

実質自己資本比率

（％）

名目総資本利益率

（％）

実質総資本利益率

（％）

名目自己資本利益率

（％）

実質自己資本利益率

（％）
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第E -3-2表(4)イギリスの大企業の貨幣価値変動会計による自己資本の修正および関連データ

（単位：10億ポンド，％）

1981年 1982年 1983年 1984年 1985ｲI摘 要 1986年 1987年 1988年 198” 1990年

負債

名11内LL資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質I‘i己資本

（内 資本金）

（内 剰余金）

実質｢l己資本÷名'11'1

L』資本（ネ÷し）（％）

実質資本金÷箱{1資
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1949年と1990年を比較すると，資本金は名目絶対値が14.6倍,名目値が0.9倍

実質値が3.5倍，剰余金（少数株主持分を含む－少数株主持分Mの剰余金S

に対する割合は，42年間平均で，名目値で7％，実質値で9％）は名目額絶対

値が54.5倍，名目値が3.6倍，実質値6.0倍になっている，また負債は，名目額

絶対値が88.0倍，名目値が5.8倍になっている。会社数や構成会社が異なって

いる(1949年と77年の比較は前稿）ので，両年の単純な比較はあまり適切でな

いかもしれないが，貸借対照表貸方項目の「42年間」の変動について，おおま

かな目安は示しているであろう。

資本金の名目額絶対値は，「42年間」ほぼ一貫して増加しつづけるが，その

伸びは一般物価上昇率に及ばず(1949年の22.5億ポンドに対して1977年の92.3

億ポンド, 1978年の148億ポンドに対して1990年の511億ポンド),名目値は1965

年まで漸増したあと, 1984年まで漸減し，その後は漸増する。これは，名目額

絶対値の対前年変動率が一般物価水準のそれを1965年まで上まわっているのに

対し，それ以降は, 1981年まで下まわっているためである。実質値は,42年間

にわたって漸増し, 1965年までは，名目値よりも若干速いペースで, 1966年以

降は名目値が漸減するにかかわらず，それ以前よりも若干速いペースで増加し

ている。したがって，実質値と名目値の差は次第に増加し，実質値と名目値の

比K/Kは, 1950年には106%, 1960年には131%, 1970年には185 % , 1977年

には385％となっており, 1981年の503 %をピークとして1990年の393 %までほ

ぼ漸減する。

剰余金（少数株主持分をふくむ）は，名目値M+Sも実質値M+Sもほぼ一

貫して増加する(M+ Sは, 1973年をピークに以後若干減少する）が，増加率

は，若干の年を除きM+Sの方がM+Sより高い。(M+S) / (M+S)は，

1 960年まで漸減のあと, 1968年まで停滞し(90 %前後), 1969年度に再度

(M+S) / (M+S)が1を越えてからは, M+SとM+Sの差は次第に大

きくなっていき，その後は漸減となる。(M+S)/ (M+S)は, 1950年に104%,
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1 960年に88%, 1970年に110%, 1977年に245%, 1980年に216%, 1990年に201 %

である。

自己資本は，資本金と剰余金の和ゆえ，両者の変動の中間的な傾向を示して

いる。1977年までは名目自己資本は, ･1960年代前半まで漸増して1966年にピー

クに達し,以後漸減する（名目絶対値は29年間を通して漸増し, 1977年には1 949

年の7.5倍に達する）が，実質自己資本は1960年代までは漸増し，以後，増大

の度合いが高まる。実質値と名目値の比は, 1949年から1 967年までわずかに漸

減（ほとんど停滞的）し，以後次第に増加の程度が高まる。それは，1950年に

105%, 1960年に107%, 1970年に140%, 1977年に279 %である。1970年代に急

激にそれが上昇するのは,Kの名目値が急減する（名目絶対値の伸びが7年間

に37％にすぎないのに対し一般物価水準は2.5倍）のに対して，実質値は一般

物価水準の上昇に応じて急増し, M+Sも資本金ほど極端でないが，名目額が

漸減ないし停滞し，実質値が急増するためである。1978年から1 987年までは，

1981年の268 %をピークとして1988年の223 %まで漸減し，その後，微増する。

2a 少数株主持分Mを除く剰余金Sのうち，利益剰余金は，利益と社外分配

（利益流出）それぞれの累積額によって決定されるので，これらの関係を検討

する。（ただし，前述の通り，イギリスの場合は,Sには利益剰余金だけでな<,

資本剰余金も含む｡）

社外分配率(Q/P)は「42年間」平均では，単年名目値43.7%,単年実質

値50.4％，累積名目値43.7％，累積実績値48.0％で，単年および累積値ともに

実質値が名目値を若干上まわっているが,，これはPがPを下まわっているこ

とによるものであり，またQがPでなくPを基礎として行われることを反映し

ている。単年実質値が単年名目値に比べて大きい年は，比較的マイナス利益修

正の大きい年である。PよりもPの変動（対前年比）が大きい(Pの変動率が
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Pのそれより大きい年は41年中20年で，とくに1980年代が9年と多い）ことか

ら，単年実質値の変動は単年名目値の変動より大きい。累積値は，名目値・実

質値ともに単年値よりも変動は小さいが，これはP・PよりもZP･ ZPの変

動が小さいことを反映している。「42年間」の推移をみると，名目値は，単年・

累積とも1970年前後にピークとなった後，減少し，実質値もほぼ同様の傾向を

示すが，名目値と実質値の開きは，単年度が1949年以降，次第に減少して1 960

年代に最小となり，以後 拡大するのに対し，累積値は，次第に縮小して1 977

年にはほとんど差がなくなるが，その後，単年実質値の増加とともに実質値が

増加し，その開きは1986年に最大となる。単年度の最大・最小は名目値が59%

(1967年) , 31% (1978年),実質値は実質損失となる1 982年を除けば, 540% (1983

年), 24% (1975年）である。

第E-3-l表ほかには示していないが, M/Mは，全期間平均で235%,最大

は1 987年の423% (最小は1950年の102%) , 1951年からの10年間毎の平均は，

131%, 150%, 242%, 300%,またS/S (少数株主持分Mを含まない）は，

全期間平均で164%,最大は1977年の242%,最小は1964年の80% (1958年から

1 969年までは100 %未満) , 1951年からの10年間毎の平均は, 103%, 90%, 189%,

196 %であり, (M+S) / (M+S)はS/Sより1984年までは各年ともほぼ

数％（最大は, 1970年の5%)高<,それ以降は，隔差がひろがる（最大は1 987

年の10%)が，両者の変動率（対前年比）はほとんど同じである。

次に剰余金（少数株主持分を除く)S(第E-3-l表ほかには示していないが）
（7）

とPとの関係を検討する。なお，既稿に示したように, S/Sは，構成要素

である利益の社外分配の名目・実質累積額からは算定できず，また，イギリス

の場合は,Sに，資本剰余金部分を含むので，修正データからは一応の傾向を

みるにとどめる。

(7)拙稿[3] p.41
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「42年間」平均としては，実質利益Pが名目利益Pを下まわっているが（ま

たP/P<Z P/Z P<1である),社外分配率は名目・実質とも低く，実質

剰余金（少数株主持分を除く)Sが名目剰余金（少数株主持分を除く)Sを上

まわっている。（少数株主持分含むM+Sについても同様である｡）

「42年間」の推移をみると, 1949年から1969年までは実質利益Pが名目利益

Pより小さく(P/Pは, 1950年代が低く1960年代は若干上昇する),その間，

1 950年から57年（前半）までは,SがSより大きく, 1958年から69年（後半）

までは,SがSより小さい。(M+ SとM+Sの関係も同様である｡）これは，

P<P (EP<ZP)であっても，累積マイナス利益修正が小さい(ZPと

ZPの差が小さい）ほど，累積実質社外分配率(2Q/Z P)が低いほど，

S/Sは大きくなるので，前半は, ZP/ZPが小さくなるにつれてS/Sは

次第に低下するが，なおZQ/Z Pが低いためSがSより大きく, 1958年に

P/Pが急減（よってZP/ZPも減少）するとき以降（後半), ZQ/Z P

の上昇もあいまって,SがSより小さくなる(S/ Sは, 1964年が最小で，以

後増加する)｡ 1970年以降は, P<Pとなり（なおZPはZPより小さく, 1975

～76年のみEPはZPより大きくなる) S<Sとなる。1977年には再度P<P

（かつEP<ZP)となるが, S>Sの傾向は続く。とくに1973～1976年には

著しいP/Pの上昇とそれにともなうZQ/Z Pの低下により, 1972年の129 %

から1977年の242％にまで急激に増加する。1 974年には, S/Sの対前年変動
（8）

率 は23％と急増し, 1975年のそれは28%とP/Pのそれ(16%)をも上まわる。

1978年から1988年まではP<PかつP/Pの低下にともなってQ/P,

EQ/Z Pとも増加し, S/Sは徐々に低下して, 1987年に184 %となるが，

以後P>Pとなって1 990年には198 %まで回復する。（少数株主持分Mを含むM

+Sの名目値，実質値の変動のパターンもSと同様である｡）

(8)対前年度変動率をvとすれば, S/SのvはSのvマイナスSのvである。
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3 名目自己資本比率Hは, 1949年から1959年までほぼ横ばい（最高1959年の

66.4％)，その後は漸減する（最低は1 976年の41.6%)が, 1977年から1988年

までは46％前後(1980年は47%)で横ばい，その後減少する。(1959年から1 960

年にかけてのその急減<実質自己資本比率も同様＞は，「原資料」の構成会社

の著しい変化によるものである｡）実質自己資本比率面は, 1949年から1953年

まで増加したのち, 1959年まで横ばい（最高は, 1953年の69.8%) ,ついで1 970

年まで漸減（最低は, 1970年の56.2%)となるが，その後は，名目自己資本比

率Hがなお減少するのに対して,増加に転ずる(最高は, 1977年の68.6%)｡ 1980

年（70％）以降は漸減して1990年の64%に至る。
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第E図 イギリスの大企業の自己資本比率の推移
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HとHの関係は，全期間を通じて,HがHを上まわるが,. H/H (HとHの

乖離度）は, 1951年から1965年までは，ほぼ105 %前後（最高は1952年の106%,

最低は1960年の103%)で，ほとんど変化していない－HがHより数パーセ

ント高い水準でHと同様の変動パターンを示す－が，それ以降は,HとHの

開きは次第に大きくなり－HはHほどには低下しない－，とくに1970年以

降1977年までは,Hが減少,Hが増加とたがいに反対の傾向を示すので,H/

Hは, 1970年の117%から1 976年の158%へと急増する。この1 970年から1977年

のHとHの乖離の拡大は，実質自己資本と名目自己資本の比(K+M+S) /

(K+M+ S)の変動率（対前年比）が, 1969年までは，数年を例外として，

プラスマイナス3％の範囲にあるのに対して, 1970年代前半は，増加が著しく，

とくに1974年, 1975年は19%, 23%と著しく，とくに実質自己資本の伸びが著

しいことによるものである。同変動率は, 1978年以降は5%以内で, 1978年か

ら1988年のH/Hは, 1981年の151 %をピークにして漸減し(1988年は143%) ,

1 989～90年はHが漸減,Hが漸増となって, H/Hは漸増となる(1990年は

148%)。

4a 総貴本利益率は, ｢42年間」平均で，名目5.5%,実質2.9%で，両者の

乖離（53％）は，名目利益Pと実質利益Pとの乖離（87％）より大きいが，こ

れは,PがPより小さいのに，実質総資本が名目総資本より大きいことによる。

各年別にみると，名目値Lの最大・最小は, 1988年の7.2%, 1982年の3.3%,

実質値Lの最大・最小は, 1950年の5.7% (1978年以降では1989年の4.6%),1983

年の0.2％で，それぞれ特定しうる推移の傾向はみいだしがたく，また1974～75

年を除いて，実質値が名目値を下まわっている。名目値に対する実質値の比率

が大きいのは, P/Pが著しく低い1974年～75年であり，逆に小さいのはP/

Pが著しい1 982～1983年である。
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第E-F-1表 一般物価指数変動率とイギリスの大企業の利益修正関連項目との相関係数

'

比率(実数）対前年比(変動率）

｜ 最大 最小 最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

０
５

１
１
６
８
５

７
１
升
２
上

■
Ｃ

ｏ
Ｆ
ｈ
Ｊ

Ｏ
Ｏ
妬
０
９

１
１

１
１

５
５

３
９
７
０
７

１
９
６
０
比

。
■
■

０
０
妬
１
ｗ

ｕ
Ⅱ

0．15

ｊ
ｊ

Ｏ
０

６
７
７
２
７

１
５
汁
８
５

０
Ｏ
妬
０
％

’
ｌく

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
１
９
２
８

２
２
肥
０
ル

ー
ｌ
８
ｉ
８

ｌ
ｆ
９
１
９

１
１

１

0．12

純貨幣項目保有益

42年間

10年間

5年間

１
１

５
５

６
８
７
７
７

Ｊ
９
６
９
卜

０
０
妬
０
Ｗ

’
ｌＩ

ｊ
ｊ

５
０

弼
舵
硫
皿
鯛

０
０
Ｗ
Ｏ
Ｗ
く

１
１

0．33

ｊ
ｊ

Ｏ
５

１
６
６
６
５

５
９
卜
９
１

０
０
妬
０
鮨

１
１

く １
１

５
５

即
吟
“
“
昭

１
ｊ
７
ｊ
８

Ｉ
ｌ
９
く
９

１
１

く
Ｉ

0．14

減価償却計上不足

42年間

l()年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
０

６
１
８
６
８

４
１
肥
０
６

Ｏ
０
ｗ
Ｏ
ｗ

ｌ
ｌＩ

１
１

５
５

６
７
７
７
７

１
９
６
９
肥

０
乢
妬
ｑ
ｗ

ｌ
ｌく

0．24

ｊ
ｊ

５
０

副
偲
卿
鎚
蝿

０
０
卵
Ｏ
ｗ

ｕ
ｕ

ｊ
ｊ

５
０

９
３
８
６
も

１
０
６
１
６

ｊ
１
５
１
５

ｌ
ｌ
９
く
９

１
１

く

0．14

純費用計上不足

間
間

間

年
年

年
２

０
５

１
１

ｊ
ｊ

Ｏ
０

７
７
９
５
も

０
３
ル
ー
６

０
Ｏ
粥
０
妬

１
１

Ｉ
ｉ

ｊ
ｊ

５
０

“
略
確
船
脚

。
●

。
、
ｘ
〕

０
０
卯
０
９

１
１Ｉ

0．00

ｊ
ｊ

５
０

Ｗ
弱
卿
的
鯛

０
０
妬
０
兇

く
く

１
１

0．38

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

“
刀
蹄
師
硫

０
ｕ
妬
ｑ
ｗ

ｌ
ｌ

純貨幣項目保有益
十

減価償却計上不足

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
０

４
０
９
３
６

１
４
上
０
６

０
Ｏ
蛇
０
妬

ｌ
１

ｉ
Ｉ

ｊ
ｊ

５
０

３
９
７
９
９

０
９
６
９
部

０
０
妬
０
９

１
１

１

0．06

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

蛇
踊
Ⅳ
“
卿

０
０
妬
０
％

く
１

１
１

、
ノ
、
ノ

０
０

２
０
８
７
６

０
１
上
０
６

０
０
Ｗ
Ｏ
妬

１
１

0．06

利益修正

第E-F-2表 イギリスの大企業の利益修正と利益修正関蓮項目との相関係数

対前年比(変動率） 比率(実数）

最大 ｜ 最小最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

１
９
７
９
７

８
９
６
９
ル

０
０
妬
０
Ｗ

’
ｌ

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

列
叩
腿
叩
“

■
●
毎
Ｊ
，
、
１
ハ
［
〃
，

０
Ｏ
９
ｆ
９

１
１

Ｉ
ｉ

0．01

１
１

５
５

４
０
７
６
７

０
６
６
９
肥

■
■
■

０
０
妬
０
Ｗ

１
ｌく

ｊ
ｊ

Ｏ
０

２
７
７
７
８

ｌ
０
ｆ
２
６

ｊ
ｌ
６
ｊ
７

ｌ
ｆ
９
く
９

１
１

く
く

0．10

純貨幣項目保有益

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
５

巧
娼
蹄
乃
嘘

●
●

■
（
×
）

０
０
邪
０
９

１
１

く

0．66

ｊ
ｊ

Ｏ
０

５
９
７

９
６

５
ル
刀
６

５
■

■
ｏ
ｎ
〉

０
０
妬
０
９

１
１

く
く

0．12

ｊ
ｊ

Ｏ
０

７
０
７
４
９

１
１
５
１
６

１
１
６
１
８

く
く
９
く
９

１
１

く ｊ
ｊ

５
５

４
５
７
５
７

４
９
６
９
舟

０
０
％
ｕ
ｗ

ｌ
ｌ

く
Ｉ

減価償却計上不足

42年間

lo年間

5年間

0．71

ｊ
ｊ

Ｏ
０

５
９
７
１
９

７
３
ル
ー
ケ

■
凸

●○（）
０

０
師
０
９

ｌ
１

ｉ
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

９
２
６
２
６

Ｏ
９
ｆ
９
ｆ

●
■
■

０
０
鯛
０
卵

１
１

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

７
７
６
９
５

３
９
５
９
ｆ

Ｑ
乢
妬
ｕ
妬

１
１

く
く

0．09

ｊ
ｊ

Ｏ
０

９
５
７
８
９

１
０
ル
ー
６

？
・

色
（
ｘ
）

０
０
妬
０
９

１
１く

純費用計上不足

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

９
０
卯
”
卯

９
０
ル
９
６

■
■
■

０
１
兜
０
兜

１
１く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

弱
鏥
恥
亜
趨

■
■
■

０
０
妬
０
蝿
１

１
１

１
１

５
５

６
９
８

皿
馴
６
９
肥

０
０
妬
０
蛇

１
１く

0.990．13

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

帥
肥
哩
皿
卿

０
０
Ｗ
Ｏ
妬

１
１

く

純貨幣項目保有益
十

減価償却計上不足
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第E-F-3表 一般物価指数変動率とイギリスの大企業の自己資本俸正閣蓮項目との相関係数

対前年比(変動率）

｜ 最大 ｜ 最小

比率(実数）

最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

0．30

ｊ
ｊ

Ｏ
０

８
１
６
８
８

Ａ
６
Ｌ
８
６

０
０
鯛
０
師

１
１く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

６
７
７
９
６

０
１
昨
Ｏ
先

０
０
％
０
％

１
１

く
く

0．14 0．19

0．96

(1966-75)
0．98

(1986-90）

ｊ
ｊ

Ｏ
５

１
４
８
３
も

２
１
鵬
２
１

０
０
Ｗ
０
％

１
１

く
Ｉ

実質剰余金

面

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

４
６
７
８
７

８
９
６
９
ル

０
０
妬
０
Ｗ

１
ｌ

く
く

0．68

ｊ
ｊ

５
５

１
４
８
３
も

４
５
６
４
１

１
１
７
１
６

く
く
９
く
９

１
１

く
く

0．14

１
１

５
５

９
８
７
８
７

０
９
６
９
肥

０
０
妬
０
師

１
１

１ ｊ
ｊ

５
０

釣
Ⅳ
硫
創
錦

０
０
妬
０
卯

０
０

実質剰余金

名目剰余金

S／S

42年間

10年間

5年間

0．05

ｊ
ｊ

Ｏ
０

８
９
７
５
８

２
５
６
８
６

０
０
％
０
Ｗ

１
ｌ

く ｊ
ｊ

Ｏ
５

帥
叩
”
皿
Ⅳ

．
・
６
入
７

０
０
９
く
９

１
１

く
く

ｊ
ｊ

５
０

４
８
７
６
９

３
８
６
９
鈴

０
０
％
０
９

１
１

く

0，21

ｊ
ｊ

Ｏ
０

３
１
８
３
８

４
０
肥
０
６

Ｏ
０
Ｗ
Ｏ
Ｗ

ｌ
ｌ

実質資本金

K

42年間

10年間

5年間

0．71 0．90

0．97

(1966-75)
0．99

(1966-70)

ｊ
ｊ

５
５

４
２
８
７
６

５
６
６
６
ル

０
０
Ｗ
Ｏ
妬

１
ｌ

く
く

0．17

ｊ
ｊ

５
５

５
８
７
８
イ

Ｊ
９
６
９
１

０
０
妬
０
Ｗ

’
ｌ

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

羽
電
油
鯛
畷

０
０
蛇
Ｑ
妬

１
１

く

実質資本金

名目資本金

K／K

42年間

10年間

5年間

0．10

ｊ
ｊ

Ｏ
５

９
２
６
２
５

３
８
昨
９
ｆ

■
■

■
Ｆ
『
〉

０
０
妬
０
９

１
１

く
く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

５
０
７
８
〃

０
２
韮
２
１

０
０
妬
０
Ｗ

１
ｌ

く
く

0．17 0．28

0．95

(1966-75)
0．99

(1986-90）

ｊ
ｊ

Ｏ
０

３
７
８
６
６

２
０
肥
０
６

●
・

ｃ
Ｆ
ｈ
ｖ

０
０
Ｗ
０
９

１
１

く

実質自己資本

K＋S

42年間

10年間

5年間

0．71 0．91

0．97

(1966-75）
0.鯛

(1966-70)

ｊ
ｊ

５
５

４
２
８
７
も

５
６
６
６
１

１
ｊ
７
ｊ
６

ｆ
く
９
く
９

１
１

１
く

0．17

ｊ
ｊ

５
５

５
８
７
８
７

Ｊ
９
６
９
ル

０
０
卵
０
Ｗ

’
ｌ

く

ｊ
ｊ

Ｏ
５

羽
羽
四
鋤
距

０
０
兜
Ｑ
妬

く
く

１
１

実質自己資本

名目自己資本

K＋S

K＋S

第E-F-4表 イギリスの大企業の実質利益/名目利益(P/P)と関連比率との相関係数

対前年比(変動率） ｜
｜ 最大 ｜ 最小’

比率(実数）

最大 ｜ 最小

42年間

10年間

5年間

0．06 0．36

0．万

(1966-75)
0．81

(1971-75)

ｊ
ｊ

５
０

２
７
８
５
６

０
０
６
０
６

０
０
Ｗ
Ｏ
妬

１
１

く

0．23 0．48

0.鈴

(1966-75)
0．97

(1971-75)

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
２
８
１
９

０
１
好
３
６

０
Ｏ
蛇
Ｑ
兜

１
１

く
く

実質剰余金

名目剰余金

S／S

42年間

10年間

5年間

0.兜 0.粥

1．伽

(1981-90)
1．脚

(1981-85)

1.”

0.弧

(1951-60)
0．74

(1951-55)

0．86 0.”

0．80

(1961-70)
0.鮪

(1966-70)

0．66

1．“

(1976-85)
1．㈹

(1981-85)

実質総資本利益率

名目総資本利益率

L／L

42年間

10年間

5年間

0.” 0.鋤

1.伽

(1981-90)
1.帥

(1981-85)

ｊ
ｊ

Ｏ
５

㈹
鮖
凹
印
踊

■
■
●

１
０
妬
０
蝿

１
１

0．65 1．㈹

0．07

(1961-70)
0．19

(1966-70)

0．03

0.的

(1981-90)
0.弱

(1981-90)

実質自己資本利益率

名目自己資本利益率

Ⅳ／Ⅳ
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第E-F-5表 一般物価指数変動率とイギリスの大企業の自己資本資本比率･総資本利益率・
自己資本利益率との相関係数

対前年比(変動率） ｜｜
｜ 最大 ｜ 最小 ’

比率(実数

最大 最小

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
Ｏ

型
叩
祁
別
恥

０
０
妬
０
鯛

１
ｌ

Ｉ
Ｉ

ｊ
ｊ

Ｏ
５

１
５
７
１
５

７
０
Ｌ
２
肥

０
０
％
０
妬

’
ｕ

0，03

ｊ
ｊ

５
０

８
７
７
３
９

０
６
６
９
６

０
０
％
０
兜

１
ｌ

く
Ｉ

0．65

ｊ
ｊ

５
０

６
５
７
５
も

６
８
６
７
６

０
ｕ
％
ｑ
ｗ

ｌ
ｌ

く

実質自己資本比率

〃

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
５

２
７
６
８
５

８
９
ル
９
Ｊ

■
■
■

０
０
鯛
０
妬

１
ｌ

く
く

０
０

羽
記
四
Ｍ
蝿

０
０
粥
Ｏ
ｗ

ｌ
ｌ

くｊ
ｊ

５
５

認
娼
蝿
泥
嘘

。
。

■
《
ｈ
〉

Ｏ
０
ｗ
Ｏ
９

１
１

１
く

0‘18

ｊ
ｊ

５
５

５
７
７
８
７

１
９
ヶ
９
肥

０
０
妬
０
Ｗ

１
ｌ

く

0．61

実質自己資本比率

名目自己資本比率

〃／〃

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

２
７
８
８
６

２
６
ヶ
８
旺

・
。

■
（
ｈ
〉

Ｏ
０
ｗ
Ｏ
９

１
１

く
Ｉ

ｊ
ｊ

５
５

伽
皿
岬
皿
昭

０
０
妬
０
兜

く
１

１
１

ｊ
ｊ

５
０

理
妬
硫
氾
㈱

。
●

■
（
×
）

０
０
Ｗ
０
９

１
１

０
０

７
０
７
６
６

２
０
鵬
０
６

０
０
帖
０
鯛

１
ｌ

く

0．170．10

実質総資本利益率

L

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

Ｏ
０

９
１
９
８
６

０
２
鵬
１
６

■
．

●
戸
坑
Ｊ

Ｏ
Ｏ
兜
０
９

１
１く

0．08

ｊ
ｊ

Ｏ
０

６
７
６
８
７

０
５
５
６
６

０
０
％
０
％

ｌ
１

ｉ ｊ
ｊ

Ｏ
０

８
６
も
０
９

２
１
６
１
６・
８

０
０
妬
０
９

１
１

く
Ｉ

ｊ
ｊ

５
５

５
７
７
７
７

１
８
６
９
鵬

０
０
妬
０
Ｗ

’
ｌく

0．14

実質総資本利益率

名目総資本利益率

L／L

42年間

10年間

5年間

ｊ
ｊ

５
５

６
７
８
２
７

１
６
６
９
峠

０
０
卯
０
卯

１
１
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4b 自己資本利益率も，総資本利益率と同様の傾向を示し「42年間」平均で，

名目値11.7%,実質値4.4%で，両者の乖離(37%)は，総資本利益率の場合

より大きいが，これは，負債は名目値と実質値が同額のため，総資本よりも自

己資本の方が実質値の名目値に対する比率が大きいことによるものである。こ

の傾向は，とくに1970年代以降に著しい。自己資本利益率の名目値の最大・最

小は, 1988年の15.6%, 1966年の6.5%,実質値の最大・最小は, 1950年の8.6%

（それに次ぐのは1 972年の8.5%), 1983年の0.3% (1982年）であり，全期間

にわたって実質値が名目値をつねに下まわっている。名目値に対する実質値の

比率は, 1975年までは，だいたい70%以上(50年代以降の最大は1964年の90% ,

最小は1973年の63%)であるが, 1976年以降急減し, 1983年に4%まで減少(1982

年はマイナス）したのち，漸増して1990年には50%となる。

Ⅵ 修正結果の解釈試論（3）

上述の利益修正定式ほかの各定式における実質値および関係比率と貸借対照

表・損益計算書各項目名目値・実質値および一般物価指数相互間の関係は，各

定式自体からは一定の傾向をほとんど見出しがたいので，貨幣価値変動会計に

よる修正の一般的傾向をさぐる手はじめとして，若干の項目について相関関係

を算出した（第E-F-1表ほか)。「長期間(42年間および「1949-77年」「1978.

-1990年｣)」「各10年間」「各5年間」（第E-B-1表の注を参照）について，次

のような結果が得られた。

「全期間（42年間)」については，一般物価指数変動率（対前年比）との相

関が高いのは（本稿では一応0.7程度以上を「高」相関とする)，実数ではまっ

たくなく（最大でも0. 21) ,変動率（一般物価指数対前年比と各項目．関係比

率の変動率との「高」相関）でも，実質資本金対名目資本金(K/ K)の0.71,
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（9ノ

実質自己資本対名目自己資本の0.71,のみと日本の大企業の場合とおもむき

をことにする。「全期間（42年間)」で，一般物価指数変動率（対前年比）の増

減（変動率）と各項目の変動率のの高相関のケースはない。

「1949-77年」については, ｢42年間」よりも，高相関となる項目が多くなり，

実数（比率）ではないが，変動率では，実質剰余金対名目剰余金(S/S)の

0.84,実質資本金対名目資本金(K/K)の0.90,実質自己資本対名目自己資

本の0.91,実質自己資本比率対名目自己資本比率(H/H)の0.82があり，ま

た「1 978-90年」については，実数で純貨幣項目保有益の0.71,変動率では，
（]()）

実質自己資本比率の0.71があるが，いずれも，日本の場合に比べて，項目も

すぐなく，相関度も低い。

長期間（42年間・29年間･13年間）では，低相関でも，「5年間」「10年間」

では高相関となる項目はかなりあるが，比較的多くの期間（ケース）で高相関

となる項目は，実数で，純貨幣項目保有益の「5年間」(｢1951-55年」以外の

各5年間が0.78以上)，その対名目利益比率の「5年間」(｢1951-55年」「1976

-80年」以外の各5年間が0.92以上）のみ，変動率では，減価償却計上不足の

「5年間」( ｢1966-70年」「1981-85年」以外の各5年間は, 0.71～0. 96)の

みである（前出の全期間で高相関となる項目を除く）。

利益修正(P-P)と関連項目の高相関は,42年間については，実数では，

純費用計上不足の0.71,総資本利益率の実質値対名目値(L/L)の0.86,変

動率では, L/Lと自己資本利益率の実質値対名目値(N/N)の0.99, 42年

間については，低相関だが, ｢1949-77年」「1 978-90年」では高相関となるの

は，純貨幣項目保有益・実数のそれぞれ0.81, 0.71で，この（各「5年間」は，

「1961-65年」「1 966-70年」「1961-75年」「1 986-90年」は, 0.96～0.99で

ある)。なお，純貨幣項目保有損益と減価償却計上不足の（代数）和との相関は，

(9)拙稿[7] p47

(10 拙稿[ 8 ] pp.64-65, [ 9 ] p.101
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実数で，42年間について0.991ときわめて高く，変動率では, ｢42年間」「1 949

-77年」については低相関(0.13 ･ 0.10)であるが｢1 978-90年」は0.61, ｢1981

-85年」は0. 99, ｢1986-90年」は0.72である。このことは，前述(126頁）の

記述を裏づけるものである。

ある項目・関係比率について，「全期間（42年間)」については，低相関であ

っても，「各5年間」「各1O年間」については，高相関である期間が多くみられ

ることは，各項目等の変動パターンによって部分的に一定の関係がみられる－
（11）

－本稿では，日本の規模別法人のような関係は，見出しがたい－ことを予

想させるが，この点の分析は，今後の課題としたい。
（12）

ある項目・関係比率の相関について，日本の大企業・規模別法人とかなり

傾向が異なる－一般物価水準の変動パターンにかなり差があることも一因と

思われる－ことは，貨幣価値変動会計の適用結果について一般的傾向を見出

すことが容易でないことをうかがわせる。

Ⅶ 少数株主持分の修正

少数株主持分Mは，以上の修正計算においては，自己資本（剰余金）の一部

（非貨幣項目）として取扱った（理論的にはこの処理法が適切と思われる）が，
（13）

別稿のアメリカの企業の財務諸表の修正計算においては，原初統計資料にお

いて固定負債の項目とされていることから（その固定負債に占める比率も1%

と僅少)，固定負債（貨幣項目）の一項目として取扱った。そこで，アメリカ

の修正計算データとの比較のために，イギリスについても,Mを固定負債（貨

幣項目）として取扱った場合の修正結果の一部を第E-4表に示す。「42年間」

(1D 拙稿

⑫ 拙稿

⑬ 拙槁
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平均についてみると, P/Pは89.9%となって，前掲の場合より4%上回るこ

とになる。また，前掲のデータと比べて, S/Sは(M+S) / (M+S)に

比して, (K+S) / (K+S)は(K+M+S) / (K+M+S)に比して

より小さくなり，実質社外分配率は累積・単年とも自己資本比率は名目・実質

ともより小さくなり，実質総資本利益率はほぼ同じ，実質自己資本利益率はよ

り大きくなる。

第E-4表 少数株主持分Mを固定負債（貨幣項目）とした場合の修正データ
ー損益各項目の名目利益に対する比率および自己資本関連データー
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第5章 時価評価と税効果会計

I はじめに

本章においては，時価評価に関連して生じる税効果の会計処理を論じている。

財務会計に時価評価が適用される場合に，税務がそれに連動せず，税務では原

価評価が継続される場合，両者の間に一時差異が生じ，税効果を認識する必要

がある。税効果会計における主要課題は，現実には，原価主義会計の枠内にお

ける財務会計と税務計算との差異を対象にしているが，今後は，財務会計に時

価評価が適用されるケースが増えるにしたがって，時価評価と税効果が検討課

題となる可能性が高い。

日本においても連結財務諸表の重要性が認識され, 1997年6月に改訂連結財

務諸表原則が発表され，従来，任意選択とされてきた税効果会計を原則適用す

ることになった。改訂原則では，親会社が支配を獲得した時点における資本連

結にあたり，子会社の資産・負債を時価評価することとされており，評価差額

に対して税効果が生じる。IAS (国際会計基準）改訂第12号でも時価評価差

額に対する税効果の認識を取り上げている。企業結合において，財務会計と税

務処理が異なる場合における税効果の認識も, FASB基準書第109号,IA

S改訂第12号における重要課題の一つである。さらに, 1997年6月に発表され

たFAS B基準書第130号において包括利益の報告が検討され，その中でも評

価差額に対する税効果会計の適用が論じられている。

以上の事項に関連する税効果会計の適用を検討し，時価評価に伴う税効果会



原価主義と時価主義148

計の必要性を強調したい。

Ⅱ 改訂連結財務諸表原則における時価評価に伴う税効果会計の適用

(1)改訂連結財務諸表原則の発表

1 997年6月に，企業会計審議会は「連結財務諸表制度の見直しに関する意見

書」を発表し，連結財務諸表原則を改訂した。そこでは，連結財務諸表を中心

とした国際的レベルでのデイスクロジヤー制度の構築を強調し，その一環とし

て，それまで任意適用であった税効果会計を，原則適用することとされた。

税効果会計は，財務会計における「法人税等の会計」の処理方法の問題であ

る。法人税等の会計には，次の二つの方法がある。

（-）納税額方式

当期の法人税等の確定申告によって確定した納税額に基づいて，財務会計

における法人税等の会計処理を行う方法である。日本において，従来では，

個別財務諸表および連結財務諸表（税効果会計の任意選択の場合を除く｡）

につき，この方式を採用している。

口 税効果会計

当期に納付すべき確定税額に，財務会計上と税務上との相違によって生じ

た，課税繰延効果または税金前払効果を調整して法人税等に計上する方法で

ある。改訂前は，連結財務諸表において税効果会計の任意選択が認められて

いた。

(2)改訂連結財務諸表原則における税効果会計基準

改訂連結財務諸表原則では，「第四 連結貸借対照表の作成基準」の中に，

「七 税効果会計」の項目を新設している。その構成は以下のとおりである。

（1）税効果会計の適用
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(2)一時差異の定義

(3)繰延税金資産．繰延税金負債の計上

① 税効果会計の適用

連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金につい

ては，「一時差異に係る税金の額を期間配分しなければならない」とし，そ

の適用を義務付けている。これは，日本の現行連結財務諸表の多くに用いら

れている納税額方式を否定し，税効果会計の適用を原則としたものといえる。

② 一時差異の定義

税効果(tax effect)とは，財務会計と税法計算との相違によって生じる

差異に対する税金影響額を意味する。両者の差異には，次の二つがある。

(一）永久差異

財務会計上は収益・費用とされるが，税法上では益金・損金不算入となる

ものである。これは，両者における絶対的な差異であり，税効果は生じない

ため，税効果会計の対象にならない。

口 一時差異

財務会計上と税務上とで損益の期間帰属等が相違することにより生じる両

者の間の差異であり，将来の年度において消滅する差異をいう。これについ

ては，課税繰延または税金前払の効果が生じるため，税効果会計の対象にな

る。

改訂連結財務諸表原則においては，一時差異を次のとおり説明している。

一時差異とは，「連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額」

と「課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額」との「差額」を

いう（第四の七の2)。

一時差異の例には，次のものがある（注解15の1, 2)。

(A)課税所得合計と税引前当期純利益合計との差額

収益または費用の帰属年度の相違により生ずる「各連結会社の課税所得
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の合計額」と「連結財務諸表上の税金等調整前当期純利益」との「差額」

(B)子会社資産・負債の時価評価額と帳簿価額との差額

子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額のうち，課税所

得の計算に含まれていないもの．

(c)一時差異と同様の項目一繰越欠損金

将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については，一時差異と同様

に取り扱うこととされている。

③ 繰延税金資産．繰延税金負債の計上

一時差異に対して生じる税効果は，具体的には，繰延税金資産または繰延

税金負債として認識されなければならない。税効果会計の方式には，繰延法

と資産負債法とがある。「繰延法」は差異発生年度の税引前利益に対応する

法人税等の計上を重視するものであり，その後における税率変更について修

正を行わない。それに対し「資産負債法」は繰延税金の資産性，負債性を明

確にするものであり，したがって，税率変更があればその修正を行う方式で

ある。国際的動向は資産負債法に基づかれており，日本の改訂連結財務諸表

原則もその立場をとっている。適用税率について，繰延税金資産または繰延

税金負債の金額は，回収または支払が行われると見込まれる期の税率に基づ

いて計算するとしている（注解16の1)。

なお，繰延税金資産について，その実現のためには，将来年度における課

税所得の存在が前提になる。そのため，その認識が慎重になされる必要があ

り，繰延税金資産については，将来の回収の見込について毎期見直しを行わ

なければならないとしている（注解16の1)。

(3)子会社資産・負債の時価肝価差額に対する繰延税金の認識

前述したように,一時差異の例(B)において,支配獲得日における子会社資産・

負債の時価評価差額がとりあげられており，それに対する税効果の認識が必要
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となる。次に，改訂連結財務諸表原則における時価評価の内容を紹介するとと

もに，関連する繰延税金の認識を検討したい。

① 支配獲得日における子会社資産・負債の時価評価

改訂連結財務諸表原則は，連結貸借対照表の作成に当たり，支配獲得日に

おいて,子会社の資産・負債の時価評価をしなければならないとしている(第

四の二のl)。

子会社の資産・負債の時価評価額とその資産・負債の個別貸借対照表上と

の差異である「評価差額」は，子会社の資本とされる（第四の二の2)。

この場合における時価評価には，次の二つの方法がある（第四の二の1）。

（一）部分時価法

子会社の資産・負債のうち，

(a)親会社の持分に相当する部分については株式の取得日ごとに取得日

の時価（公正な評価額）により評価する。

(b)少数株主持分に相当する部分については子会社個別貸借対照表上の

金額（帳簿価額）による。

（二）全面時価評価法

子会社の資産・負債のすべてを，支配獲得日の時価により評価する。

なお，評価差額に重要性が乏しい場合には，子会社の資産・負債に時価

評価を行わず，子会社個別貸借対照表上の金額によることができる（第四

の二の3)。

② 子会社資産・負債の時価評価差額に対する将来年度における課税可能性

支配獲得日における資本連結において，子会社資産・負債が時価評価され

れば，評価差額が生じる。資本連結目的のために，子会社個別貸借対照表を

修正して資産に評価増が生じる場合，評価差額は子会社資本を増額すること

になるが，税務基準額には変更がないため，将来年度にその資産を売却する

時には評価増部分に課税がなされる。したがって，評価増差額に対しては繰



原価主義と時価主義152

延税金負債を認識することが必要となるわけである。

この問題の考え方をできるだけ明らかにするため，全面時価評価法のみが

採用されることになる100 %子会社株式取得時における，資産評価増に対す

る税効果の認識を例lで示すことにしたい。

(例1)子会社資産評価増に対する繰延税金負債の認識

A社株式100 %を8億円で取得した。取得時における子会社A社の貸借対

照表は次のとおりである。

貸借対照表

資本金 3億円

未処分利益 2億円

5億円

資 産 5億円

／
′、‐

5億円

A社の資産の時価は7億円である。なお，税務基準額は5億円である。

① 子会社A社の資産帳簿価額5億円を時価7億円に評価替えする。税務基

準額は5億円のままである。

資 産 2億円 評価差額一資本 2億円

② 評価差額2億円に対し税効果を計上する。税率は50％である。

財務会計評価額7億円一税務基準額5億円＝一時差異2億円

繰延税金負債 2億円×50%= 1億円

評価差額一資本 1億円 繰延税金負債 1億円

修正後貸借対照表

資 産 7億円 繰延税金負債

資本金

評価差額

未処分利益

1億円

3億円

’億円

2億円

7億円

／
7億円
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③
④

子会社A社修正後個別貸借対照表（前頁参照）

連結相殺消法仕訳

資本金 3億円 投 資 8億円

評価差額 1億円

未処分利益 2億円

連結調整勘定 2億円

m IAs改訂第12号における資産時価評価に関連する税効果

(1) IAS改訂第12号における貸借対照表資産負債法

国際会計基準委員会は, 1996年10月に, IAS(国際会計基準）改訂第12号「法

人所得税(I"cow,e Ta"es)」を発表した。IAS改訂第12号は，アメリカのFASB

基準書第109号『法人所得税の会計(Acco""""g /bγ〃icow'' T@"es)」と基本的に

同じ立場を示しており，資産負債法に基づく基準を形成している。

IAS改訂第12号では，資産負債法をさらに二つに分け，損益計算書資産負債

法と貸借対照表資産負債法に分類する。損益計算書資産負債法は，財務会計と

税務計算における損益項目の期間差異を対象にする。それに対し，貸借対照表

資産負債法は，資産負債の貸借対照表価額と税務基準額との差異を表す一時差

異(temporary difference)を対象にしている。一時差異は期間差異を含むよ

り広い概念であり, FASB基準害第109号もこの概念を用いている。IAS改訂第

12号は貸借対照表資産負債法をとっており，したがって，資産再評価を行った

場合の再評価差額も一時差異として，それに対する繰延税金負債の認識を必要

としている。資産再評価が資産の財務会計評価額と税務基準額との間に差異を

生じさせる場合, IAS改訂第12号が評価差額に対する繰延税金の認識を必要と

したことは，それが立脚する概念の当然の帰結といえよう。この点は，改訂前

のIAS第12号が，資産再評価に関連する繰延税金負債の認識を許したものの，
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その認識を必要要件としなかった立場と異にしている。

(2)資産時価評価に関連する税効果の認識

① 評価差額に対する繰延税金の認識

IAS (国際会計基準）では，第16号「有形固定資産｣，第25号｢投資の会計」

等において，特定の資産を公正価値(fair value)で計上し，あるいは，再

評価(revalued)することを許している。この場合，税法との関係において

二つのケースが存在する。

（一）財務会計の再評価に連動して税務基準額も修正される場合

このケースでは，両者に差異がなく，税効果が発生しない。

に）財務会計の再評価修正に対し税務計算が影響を受けず，税務基準額に

変更がない場合

このケースでは，両者間に一時差異が生じ，税効果が発生する。

各国．地域は，異なる税法を制定している租税法地域0 urisdictions)で

ある。租税法地域によっては，財務会計における資産の再評価(revaluation)

または修正表示(restatement)が，その資産の税務基準額(tax base)の修

正を必要としない。このような場合には，資産の再評価された帳簿価格

(carrying amount)と税務基準額との差額は一時差異(temporary difference)

となり，繰延税金負債または繰延税金資産を発生させることになる(20項)。

IAS改訂第12号は，すべての加算一時差異について繰延税金負債を認識し

なければならないと義務付けている(15項)。加算一時差異の例示の中に「資

産が再評価されるが税務上は何の修正もない場合」(18項(b) )があり,資産

時価評価に関連する繰延税金負債は必ず計上しなければならないことになる。

このことは，資産の所有目的によっても変化はないとの立場を示している。

例えば資産の売却を予定しない場合においても，一時差異が発生するとして

いる。すなわち，次の場合にも一時差異となり，繰延税金負債または資産を
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発生させる（20項)。

(A)企業が資産を処分する意志のない場合

この場合には，資産の再評価額は資産の使用を通じて回収され，将来の

年度に税務上許容される減価償却額を超える金額が，課税所得を発生させ

ることになる。

(B)資産処分による手取金を同種資産に再投資することによって譲渡所得

課税(tax on capital gains)が繰延べられる場合

この場合においても，買替資産の売却または使用を通して最終的には課

税されることになる。

すなわち, (A)では売却処分を予定しない資産を再評価したとしても，その

使用による減価償却を通じて差異が解消する以上，税効果が認識されるべし

としている。(B)では，資産の買替により，財務会計上は買替資産を時価（買

替取得価額）で計上されたのに対し，税法上は譲渡資産の税務基準額が引き

継がれたとしても，買替資産の減価償却や将来の売却によって最終的に時価

と税務基準額との差額は課税される以上，税効果が認識されるべしとしてい

る訳である。

② 評価差額と繰延税金の資本勘定への直接処理

IAS第16号「有形固定資産(P'opeγ奴Pjα”t (z" E9"""'”t)」およびIAS第25

号「投資の会計(Acco拠れ""g/bγ伽'est,,,','ts)」では，有形固定資産または，

長期投資の再評価による帳簿価額の変更額は，資本勘定に直接に貸記または

借記することにしている。さらに，評価差額が資本勘定の直接貸記・借記項

目である場合には，評価差額に対する繰延税金も資本勘定に直接貸記・借記

しなければならないことになっている(61項,62項(a) )
（1）

(例2）有形資産の再評価と税効果の会計処理

A社の建物勘定の取得価額は$ 56,000であり,5年12月31日における減価

(1) IAS改訂第12号付録2を参照の上作成。
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償却累計額は，財務会計上および税務上＄22,800であり, 差引帳簿価額は＄

33,200である。財務会計上で6年1月1日に建物を$ 65,000に再評価したが，

税務上は再評価されないため，税務基準額には影響がない。

財務会計上の再評価に伴う評価差額は$31,800 ($65,000-$33,200)で

あり，再評価剰余金(revaluation reserve)で処理される。その仕訳は次の

とおりである。

建 物 31 ,800 再評価剰余金 31, 800

再評価に伴う評価差額は，将来，建物が再評価額で売却される場合に課税

対象となるため，加算一時差異となる。6年度の適用税率は35％であり，そ

の税効果を反映させる仕訳は次のとおりである。

再評価剰余金に帰属する繰延税金 $ 31,800×35%= $11,130

再評価剰余金 11,130 繰延税金負債11,130

③ 再評価剰余金から利益剰余金への振替

IAS第16号「有形固定資産」は，再評価された資産の償却額とその資産の

取得価額(cost)に基づく償却額との差額を，毎年，再評価剰余金

(revaluation surplus)から利益剰余金(retained earnings)に振り替えるべ

きか否かについて，明らかにしていない。

もし企業が再評価剰余金から利益剰余金へ振り替えを行うならば，振替額

は関連した繰延税金控除後の純額でなされる必要がある。

有形固定資産または投資の処分(disposal)に際して行われる振替につい

ても，同様の考慮がなされることになる。（64項)。
（2）

(例3）再評価資産の減価償却

例2において，6年度の財務会計上の建物の減価償却が20年の定額法（残

存価額0）で行われた。6年度末にA社は財務会計上の減価償却費に対応す

(2) IAS改訂第12号「付録2」例2より抜粋して作成
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る再評価差額として再評価剰余金から未処分利益剰余金へ$ 1,033を振り替

えた。この額は，建物についての再評価ベースに基づく償却額（＄3,250）

と原価ベースに基づく償却額( $ 1,660)との差額$ 1,590から関連繰延税金

＄557を差し引いた金額である。その計算の詳細は以下のとおりである。

再評価ベースの減価償却 $ 65,000×1/20= $3,250

再評価前帳簿ベースの減価償却＄33,200×l /20= $1,660

差額 $3,250- $1,660= $1,590

差額に対する税効果 $ 1,590×35%= $557

再評価剰余金振替額$1,590- $557= $ 1,033

④ 再評価と税効果の例示

IAS改訂第12号には，再評価と税効果に関する説明を具体化するため，若

干の例示がある。それらの要点を以下に示したい。

(例4）評価差額と普通所得税率

財務会計上で，原価$ 100で帳簿価額$80の資産が$ 150に再評価された。

税務上は再評価されず，何らの修正もなされていない。税務上の減価償却累

計額は＄30であり，税務基準額は$70である。普通所得に対する税率は30%

である。この場合における加算一時差異は$80 ($150-$70)となり，こ

の資産を使用することにより帳簿価格の回収を予定するケースでは，繰延税

金負債＄24（＄80×30％）が発生する（52項例示B修正)。

(例5）キャピタル・ゲイン（譲渡所得）が非課税であり，税務減価償却累

計額がリキャプチャー（戻し入れ）されて普通所得課税とされるケース

（一）財務会計上の原価$ 100,帳簿価額$80の資産が$ 150に再評価された

が，税務上には何らの修正もない。税務上の減価償却累計額は＄30であり，

税務基準額は＄70である

（二）この資産を$ 150で売却する場合,原価を超える譲渡益部分$50($ 150

- $ 100)はキャピタル・ケインとして課税されない。ただし，税務減価
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償却累計額＄30は普通所得に戻し入れ（リキャプチャー）され，通常税率

30％が適用される。

(三）このケースにおける繰延税金負債は下記のとおり＄9（＄30×30％）

となる（52項例示B)。

加算一時差異 税率 繰延税金負債
税務減価償却累計額 ＄30 30％ ＄9

原価を超える譲渡益 50 0 0

合計 ＄80 』-2

(例6）インフレ修正後譲渡益課税のケース

（一）財務会計上の原価$ 100,帳簿価額$80の資産が$ 150に再評価された

が，税務上は原価を$ 110にインフレーション修正を行った。税務減価償

却累計額は$30であり，税率は普通所得に対し30%,譲渡益に対し40%で

ある。

（二）企業が資産を使用することによって帳簿価額を回収しようとするので

あれば,税務基準額は$70 ($100- $30)であり，加算一時差異は$80 ($

150- $ 70)となり，その繰延税金負債は$24 ($80×30%)となる。

（三）企業が資産を$ 150で売却することによって帳簿価額を回収しようと

するケースでは，譲渡所得（キャピタル・ゲイン）の算定において，指数

原価(indexed cost) $ llOを損金に算入できる。この場合，譲渡益に対し

ては税率40％で課税される。税務上の償却累計額は戻し入れ（リキャプチ

ヤー）されて普通所得となり，税率30%で課税される。繰延税金負債の計

算内容を示せば次のとおりである（52項例示c)。

指数原価 減価償却累計額

税務基準額 $110 - $30 = $80

再評価額 減価償却累計額
加算一時差異 $150 - $80 = $70

譲渡益 $150 - $110 = $40 (A)
（ｷｬﾋﾀﾙ・ｹｲﾝ）
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$ 30 (B)普通所得（税務償却累計額戻し入れ）

繰延税金

譲渡益(A) $40 ×40%= $16

普通所得(B) $30 ×30%=$ 9

加算一時差異 ＄70 繰延税金負債 ＄25

Ⅳ 企業結合と税効果

(1) FASBにおける企業結合に関する税効果

① 企業結合における財務会計と税務計算との相違

アメリカにおいて，企業結合(business combination)には，次の三つのタ

イプが含まれている。

（一）合併

（二）支配株式の取得

（三）実質的に全資産の取得（営業譲受け）

アメリカにおいて，企業結合の財務会計は，企業結合の法的形式にかかわら

ず，その経済的実態に基づいて，その会計処理がなされる。

企業結合の会計基準は, 1970年に発表されたAPB意見書第16号「企業結合

(B,Js"ess Co"'bi""o,@s)」が適用されている。そこでは，企業結合の経済的

実質によって，次の二つの方法のいずれかが適用される。

(A)買収法(purchase method)

(B)持分プーリング法(pooling of interests method)

企業結合が，特定企業による他企業の買収の実質を持っている場合には買

収法が用いられる。他方，株式の交換によって2社以上の株主持分が合一

(uniting of ownership)する場合には，持分プーリング法が用いられる(11,

12，44項)。
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買収法による場合，取得資産の受入価額は適正時価(fair value)とされ

るのに対し，持分プーリング法では，取得資産の受入価額は，結合された企

業（譲渡会社）の帳簿価額を引き継ぐ。

1960年代の企業結合において，持分プーリング法を用いて被結合企業の資

産を帳簿価額で受け入れ，企業結合の後にその資産を売却することによって

インスタント利益を得るケースが増加し，アメリカ議会でもその弊害が問題

になった。このような持分プーリング法の濫用を規制するため, APB意見書

第16号で厳しい適用要件が設けられた。したがって，多くのケースでは買収

法による財務会計処理がなされている。

それに対し，税法では，企業結合の税務として，不課税リオーガニゼーシ

ヨン(tax-free reorganization)の制度が設けられている。その基本的な考

え方は，「持分の継続性(continuity of interest)」があるかぎり，企業結合

によって実質的な所得が生じないというものであり，確実な事業目的を持つ

企業結合に対し，税法が障害となるべきでないという，税制の中立性を意図

した内容になっている。すなわち，内国歳入法(Internal Revenue Code)は，

株式または証券のみで資産と交換する企業結合については，資産の旧帳簿価

額を引き継ぐことにより，損益を認識しないとしている(I.R.C.Sec.361 (a))。

取得資産を旧帳簿価額で引き継ぐことにより，その課税を将来の譲渡時まで

繰り延べようとするものである。

課税リオーガニガーション(taxable reorganization)の場合には，引継資

産は時価で受け入れられるため，譲渡企業に課税所得が発生する。

以上のように，アメリカでは，企業結合について，財務会計と税務計算に

おいて，異なる基準の適用がなされる。そのため，財務会計上は買収法を適

用して，引継資産を時価で受け入れるのに対し，税務計算では不課税リオー

ガニゼーションを用いて引継資産を旧帳簿価額で受け入れることがある。こ

の結果，両者に差異が生じ，これに対する税効果を認識し，繰延税金を計上
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することが必要となる訳である。

② 企業結合における税効果

アメリカFASB基準書第109号「法人所得税の会計(Acco"""伽gんγ伽CO帆‘

T(Mxes)」では，重要事項の一つとして，企業結合に関する税効果会計の処理

を取り上げている。

（一）一時差異の事例としての企業結合

一時差異の例示において「買収法により会計処理された企業結合

(Business combinations accounted for by the purchase method)」を取り

上げている。すなわち, APB意見書第16号に基づき買収として会計処理さ

れた企業結合で認識された資産・負債につき，財務会計上の受入価額

(assigned values)と税務基準額との間に差額が生じることがある。これ

らの差異は，財務会計上の資産・負債価額が回収または決済されるときに，

課税金額（益金算入, taxable)または控除金額（損金算入, deductible)

をもたらすものであり，一時差異に含まれるとしている(11項h)

口 企業結合に関する税効果会計処理

買収型企業結合で認識された資産・負債の財務会計上の受入価額と税務

基準額との間の差異については，繰延税金負債または繰延税金資産が認識

されなければならない(30項)。

FASB基準書第109号は，その付録B「特定問題についての法人所得税の

会計基準の適用」の中で，不課税企業結合，課税企業結合，繰越欠損金

一買収法，繰越欠損金一持分プーリング法等に区分して，詳細に企業結

合に関連する税効果会計処理を説明している。そのうちの最も基本的な例

示を次に示したい（260項)。

(例7）

（一)A社はB社を$ 20,000で取得した。

(． 税率は40%であり，営業権償却費は税務上損金不算入である。
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(三）税務上は不課税リオーガニゼーションが適用されるため,B社の取得

純資産の税務基準額は$ 5,000である。財務会計上の純資産受入価額は，

営業権を除いて, $12,000である。

(四）将来年度において，受入価額による資産の回収および負債の決済は，

課税金額（益金算入額) $20,000と控除金額（損金算入額) $13,000をも

たらすことが予想される。

本企業結合を買収法によって会計処理した場合の金額は以下のとおりに

なる。

純資産受入価額 $ 12,000

加算一時差異$ 20,000に対する繰延税金負債

$ 20,000×40%= ($8,000)

減算一時差異$ 13,000に対する繰延税金資産

$ 13,000×40%= $5,200

営業権 $20,000- ($12,000- $8,000+ $5,200)= $ 10,800

例示は上記の内容であるが，さらに,B社の取得がA社株式の発行によ

りなされたものとして，仕訳を示せば，次のようになる。

B社純資産 12 ,000 資本金(A社) 20,000

繰延税金資産 5,200 繰延税金負債 8,000

営業権 10,800

(2) IASにおける企業結合に関する税効果

IAS改訂第12号においても，企業結合に関連する税効果が取り上げられてい

る。企業結合においては，加算一時差異または減算一時差異が生じるケースが

あり，その両者について検討している。すなわち，買収(acquisition)による

企業結合において, IAS第22号「企業結合( 6'4si''ess co,,'b""o,,)」が適用され，

その結果として一時差異が発生する場合には，企業はこれによる繰延税金資産



第5章 時価評価と税効果会計 163

または繰延税金負債を，取得日の識別可能な(identifiable)資産または負債と

して認識するとしている（66項)。

① 加算一時差異一 繰延税金負債

企業結合において，財務会計上は資産の帳簿価額は公正価値まで増額される

が，税務基準額は前の所有者の原価(cost)のままである場合には，加算一時

差異(taxable temporary difference)が発生して繰延税金負債(deferred tax

liability)が生じる。その繰延税金負債はのれん(goodwill)に影響する(19項)。
（3）

（例8）企業結合における繰延税金負債

A社はB社の株式100%を$ 600で取得した。適用税率は40%である。A社

は営業権（のれん）を5年間で償却するが，税務上は営業権の償却は損金に

算入されない。

A社が取得した識別可能な資産・負債の公正価値(fair value)とB社の税

務基準額は次のとおりである。

公正価値 税務基準額 一時差異

有形固定資産 $270 $155 $115

売掛金 210 210

棚卸資産 174 124 50

退職給付債務 （30） （30）

買掛金 (120) (120)

369504 135

B社の財務会計上の帳簿価額は税務基準額と同額である。B社の帳簿価額

を公正価値に引き上げ，評価差額を資本勘定（株主持分, equity)に反映さ

せる。その仕訳を示せば次のとおりである。

有形固定資産 115 退職給付債務 30

(3) IAS改訂第12号付録2例3より抜粋修正の上作成
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棚卸資産 評価差額
(資本）

50 135

評価増差額に対する税効果を繰延税金負債に計上し，評価差額を税引後金

額に補正する。

評価差額 $ 135×40%= $54

評価差額 54 繰延税金負債 54
（資本）

取得した資産・負債の公正価値＄504の税引後価値は＄450（＄504-＄54）

となる。株式取得価額＄600と税引後公正価値$ 450の差額が「営業権

(goodwill)｣ $ 150となる。「営業権」については，税務上損金不算入であ

るため，税効果は生じず，繰延税金負債は認識されない(15項参照)。

A社が連結財務諸表を作成する場合の資本連結仕訳は次のとおりである。

帳簿価額による株主持分 ＄369

税引後公正価値評価差額 $ 135- $54= $81

税引後公正価値による株主持分 $369+ $81= $450

営業権 投資 一 株主持分 $ 600- $450= $ 150

資 本 369 投 資 600

資本一評価差額 81

営 業 権 150

② 減算一時差異一繰延税金資産

企業結合において，次の場合には減算一時差異が発生し，繰延税金資産が

生じる(26 <C> )。

（1）取得にあたり財務会計上で負債が認識されても，税務上では関連する

原価が将来年度まで損金に算入されない場合

（2）取得された識別可能な資産の財務会計上の公正価値が，税務基準額よ

りも低い場合
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ただし，将来の年度において，企業結合に関連して生じる減算一時差異を

使用するだけの課税所得が得られる可能性が高い(probable)場合に限って，

繰延税金資産は認識される（27項)。

V 包括利益と税効果

包括利益の計算においても，税効果を認識することが必要とされる。この問

題を検討するために，まず，包括利益の内容を明らかにし，ついで，関連する

税効果の課題を取り上げたい。

(1)包括利益の報告基準

① FASB基準書第130号

FASBは, 1997年6月に，基準書第130号「包括利益の報告(Re加γ"伽g Co"-

〆e"',,si"e I,,cow'e)」を発表した。FASB基準書第130号は，包括利益およびそ

の構成項目の報告・表示の方法を明らかにしたものである（7項)。

FASB基準書第130号は，包括利益およびその構成項目の全体基準であるが，

包括利益を形成する項目の認識・測定基準とはなっていない。認識・測定基

準は，現存または将来の会計基準がそのガイダンスを提供するであろうとし

ている（7項)。

FASBは，包括利益の報告には包括利益構成項目の認識の時期および測定

方法ならびに概念的課題等が，残きれていることを認識している。これらの

課題については,より広範囲なプロジェクトで検討されるべきとしている(54

項)。

FASB基準書第130号は, 1997年12月15日の後に始まる事業年度(fiscal

year)から適用される(34項)。

② 包括利益の定義
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FASB基準書第130号は，包括利益の定義をFASB概念害第6号を引用して

説明している。すなわち，非株主を源泉とする取引・その他の事象・状況か

ら生じる，当該期間中における企業の株主持分(equity) (純資産<net assets> )

の変動額が包括利益であるとする｡それは，株主による出資と株主への分配

を除いて，当該期間中における株主持分(equity)のすべての変化額を含む

ものである（8項)。

さらに, FASB概念書第5号では，当該期間の財務諸表の全セットの中に，

「当該期間の純利益(earnings <net income>)」とともに，「当該期間の包括

利益(非株主による株主持分変化額合計<total nonowner changes in equity>)」

を含めている（9項)。

FASB基準書第130号における包括利益は，当期純利益を含めて用いられ，

次のように2区分される(10項，注4)。

包括利益

（1）当期純利益(net income)

その他の包括利益に含まれない，収益，費用，利得および損失の集合

(aggregation)からもたらされる財務的な業績(financial performance)

の測定値(measure)を示すもの。

（2）その他の包括利益(other comprehensive income)

当期純利益計算では除外されたが，包括利益に含まれている収益，費用，

利得および損失

③ 包括利益報告の目的

包括利益を報告する目的は，株主(owners)との取引以外で，当期中の

認識された取引・その他の経済事象(recognized transactions and other eco.

nomic events)から生じた，企業の株主資本(equity)変動合計の測定額

(measure)を報告することにある(11項)。包括利益の報告は，企業の活

動と将来のキャッシュフローの時期と大きさを査定(assessing)するにあ
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たって，投資者，債権者等に役立つとしている(12項)。

包括利益総額(total comprehensive income)は有用な測定値であるが，同

時に，包括利益を形成する構成項目(components)も必要とされる。包括利

益の構成項目に関する情報は，しばしば，包括利益総額よりも重要であると

いえる(13項)。

包括利益報告をめく"る概念的問題が示されるまで，包括的利益を財務的業

績測定値(a measure of financial performance)として表示することを要件

としていない（65項)。そのためl株当り包括利益(per-share amount for

comprehensive income)の査定を要件としていない(77項)。

④ 包括利益の表示と分類

包括利益の全構成項目は，その認識年度の財務諸表に報告されなければな

らない｡包括利益は,「当期純利益｣と「その他の包括利益｣に区分される(14 ･

15項)。

「当期純利益」の区分表示(classification)には，次のものが含まれる(16

項)。

継続的事業活動利益(continuing operations)

廃止事業活動利益(discontinued operations)

臨時損益項目(extraordinany items)

会計原則変更による累積的影響額

「その他の包括利益」の区分は，それらの性格に基づいてなされる(17項)。
（4）

例 ：（一）外国通貨項目(foreign currency items)

(4)この例示項目に関す･る基準書を示せば，次のとおりである。

SFAS第52号『外貨換算(Fofeig'' C側γﾌwicyTfw@sjα"0〃)j

SFAS第80号『先物取引(Future Contracts)」

SFAS第87号『年金の会計(E"Jqye7's Accoi4""'@g /bγPe,ts io,os)』

SFAS第115号『特定債務・株式証券投資の会計(Acco況刈""gんγCgγjaf”I"〃esj机e抑ts畑Debt

α仰d E9"ty Se"γ畑es)」
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（二）最小年金負債修正(minimum pension liability adjustments)

（三）特定債務・株式証券投資の未実現損益(unrealized gains and

losses on certain investments in debt and equity securities)

「その他の包括利益」は貸借対照表(statement of financial position)の株

主持分(equity section)の「その他の包括利益累積額(accumulated other

comprehensive income)」に振り替えられる。さらに，その他の包括利益累

積額残高は，貸借対照表，株主持分変動計算書(statement of changes in

equity)または財務諸表注記に開示されなければならない(26項)。

⑤ 再分類修正

包括利益は「当期純利益」と「その他の包括利益」に区分される。この場

合，以前に「その他の包括利益」の部で表示された項目が，当期純利益の部

で表示されることになるときには，包括利益の二重計算(double counting)

を排除することが必要である。例えば，以前にその他の包括利益に含まれた

有価証券保有利得が，売却により当期純利益に含まれる場合には，その他の

包括利益から差し引かなければならない。これを再分類修正(reclassifica-

tion adjustments)という(18項)。

(2)その他の包括利益に関連する税効果の表示

① 税引前表示と税引後表示

包括利益は「当期純利益」と「その他の包括利益」に区分される。前者の

当期純利益の算定においては，当然税効果会計が適用されている。後者のそ

の他の包括利益の報告においても，税効果会計適用後の金額が表示される。

この場合，その他の包括利益の構成項目を税引前で表示して一括して税効果

を控除する方式と，各項目を税引後で表示する方式の二つがある。この点に

ついて, FASB基準書第130号は，二つの立場を次のように説明している。

第一は，その他の包括利益から純利益への再分類修正(reclassification
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adj ustments)の追跡可能性(traceability)に関心を持つ立場である。この

立場においては，その他の包括利益の全項目を税引前基準(before-tax basis)

で示し，そして，その他の包括利益項目に対する税効果(tax effeCts)を一

行で示すという主張となる(102項)。

第二の立場は，税引前金額が確認できるように関連税効果が適切に開示さ

れる限り，税引後の表示は承認できるというものである。さらに，株主持分

変動計算書(statement of changes in equity)に包括利益項目を表示するの

であるから，その他の包括利益項目を税引後金額で表示することがより実践

的であるとしている。株主持分変動計算書におけるその他の項目の表示が関

連する税効果差引後(net of related tax effects)の金額で表示されているか

らである。(102項)。

以上二つの立場を考慮して, FASB基準書第130号は，その他の包括利益

構成項目の表示につき，次のとおり，税引前基準(before-tax basis)また

は税引後基準(net-of-tax- basis)の選択を認めている(105項)。

（一）関連する税効果差引後(net of related tax effects)

（二）関連する税効果差引前金額とその他の包括利益に関連する法人所得税

費または法人所得税減額益(tax benefit)の合計額の併記(24項）

さらに，その他の包括利益の各構成項目に配分される税効果（法人所得税

費・法人所得税減額益）の開示(disclose)は，次のいずれかの方法によっ

てなされる（25項)。

（一）各構成項目が表示される財務諸表上

口 財務諸表注記

② 包括利益関連税効果の重要性

FASB基準書第130号では，税引前表示であろうと税引後表示であろうと，

その他の包括利益の個別項目にそれぞれ配分された法人所得税費または法人

所得税減額益の適切な開示がなされなければならないとされている。このこ
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とは, FASBは，税効果開示(tax disclosure)規定は，包括利益基準

(comprehensive income standard )の不可欠な部分でなければならないこ

とを決定したことを意味している(104項)。

(3)包括利益の報告と税効果開示の表示例

FASB基準書第130号は，包括利益の財務諸表への表示形式について，いく

つかの例示を行っている。そのうち，直接・間接に税効果に関連するものを，

若干紹介することにしたい。

① 税引後包括利益表示方式

（一）損益及び包括利益計算書

包括利益は当期純利益とその他の包括利益より構成されるため，その名

称は「損益及び包括利益計算書(statement of income and comprehensive

income)」とされる。いわば，損益計算書と包括利益計算書の結合計算書

ともいうべきものである。その形式は表1のとおりである。

表lでは，当期の業績を意味する「当期純利益」$ 63,250が示された後，

「(税引後）その他の包括利益」$ 17,000が構成項目の内訳を示して算定

されており，両者の合計が「包括利益」＄80,250と表示されている。「そ

の他の包括利益」の構成項目である外貨換算調整額＄8,000,有価証券未

実現利益$ 11,500,最小年金負債修正（一) $2,500は，すべて税効果差

引後金額で示されている。

なお，表lのような結合計算書形式(one-statement approach)とは別に，

損益計算書と包括利益計算書とに分ける方式(two-statement approach)

もある。

口 その他の包括利益の各項目に配分された税効果の注記

税引後包括利益表示方式では「その他の包括利益」の各項目に配分され

た関連税効果を，注記で開示する。その形式を示したのが，表2である。
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すなわち，構成項目である外貨換算調整額，有価証券未実現利益，最小年

金負債修正につき，税引前 税効果，税効果差引後（税引後）金額を示し，

税効果の発生状況を明らかにしている。

（5）

表1 損益及び包括利益計算書(Statement of lncome and Comprehensive lncome)
1 9X9年12月31日に終わる年度(Year Ended December31,19X9)

収益(Revenues) $ 140,000

費用(Expenses) (25,000)

その他の利得・損失(Other gains and losses) 8,000

有価証券売却益(Gain on sale of securities) 2,000

税引前事業利益(Income from operation before tax) 125,000

法人所得税費(Income tax expense) (31,250)

特別損益及び会計方針変史による累積的影響額算入前利益

(Income before extraordinary item and cumulative effect of accounting change) 93,750

税引後特別損益(Extraordinary item.net of tax) (28,000)

会計方針変更による累積的影響額算入前利益

(Income before cumulative effect of accounting change) 65,750

税引後会計方針変更による累計的影響額

(Cumulative effect of accounting change､net of tax) (2,500)

【当期純利益(Net income) 63,250】

税引後その他の包括利益(Other comprehensive income,net of tax)

外貨換算調整額(Foreign currency translation adjusutment) a

有価証券未実現利益(Unrealized gains on securities) :b

当期末実現保有利得(Unrealized holding gains arising during period) $ 13,000

差引：当期純利益に含まれる利得に対する再分類修正 (1,500)

(Less : reclassification adjustment for gains included in net income)

最小年金負債修正(Minimum pension liability adjustment) c

その他の包括利益(Other comprehensive income)

【包括利益(Comprehensive income)】

8，000

11,500
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(5) SFAS No.130, Appendix B Format A,p.42



原価主義と時価主義172

表2 その他の包括利益の各項目に配分された関連税効果の開示

(Required DiscIosure of Related Tax E什ects Allocated to Each Component of Other
Comprehensive income) :

財務諸表注記(Notes to Financial Statements)

19X9年12月31日に終わる年度(Year Ended December31,19X9)

税引前金額税金(費用）税引後金額
又は減額益

Befor- Ta×<Ex;:ise> Net-oi-Ta"
Amount or Benefit Amount

外貨換算調整額(Foreign currency translation adjustments) $ 10,666 $ (2,666) $ 8,000

有価証券未実現利益(Unrealized gains on securities) :

当期未実現保有利得

(Unrealized holding gains arising during period) 17,333 (4,333) 13,000

差引：純利益に実現された利得に対する再区分修正

(Less :reclassification adjuStment for gains included in net income) (2,000) 500 (1,500)

純未実現利得(Net unrealized gains) 15,333 (3,833) 11,500

最小年金負債修正(Minimum pension liability abjustment) (3,333) 833 (2,500)

その他の包括利益(0ther comprehensive income) $ 22,666 $ (5,666) $ 17,000

② 税引前包括利益表示方式

表1の税引後表示方式に代え，表3のように，「その他の包括利益」の区

分を税引前表示方式とすることもできる。すなわち，「その他の包括利益」

構成項目を税引前で示し，それらに対する税効果を合計額で算出し，税引前

その他の包括利益合計＄22,666から税効果合計＄5,666を差し引いて，税引

後その他の包括利益$ 17,000を表示する。

（7）

表3 税引前その他の包括利益の表示形式

税引前その他の包括利益(Other comprehensive income,before tax) :

外貨換算調整額(Foreign currency translation adjustments) a $ 10,666

有価証券未実現利益(Unrealized gains on securities) : b

当期未実現保有利得(Unrealized holding gains arising during period) $ 17,333
差引：当期純利益に含まれる利得に対する再区分修正

(Less : reclassification adjustment for gains included in net income) (2,000) 15,333

最小年金負債修正(Minimum pension liability adjustment) c （3,333）

税引前その他の包括利益(Other comprehensive income,before tax) 22,666

【その他の包括利益項目に関連する法人所得税費

(6) Ibid.,p.46

(7) Ibid. , Format A, p.42
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＄(Income tax expense related to items of other comprehensive income)

税引後その他の包括利益(Other comprehensive income,net of tax)

③ 持主持分変動表

「その他の包括利益」は，株主持分の構成項目として「その他の包括利益

累積額（その他の包括利益剰余金)」の期首残高に加えて・期末残高を算定

する。その変動は表4の「株主持分変動計算書」に示される。すなわち，そ

の他の包括利益累積額の期首残高$ 25,000に当期発生額$ 17,000を加え，期

末残高$ 42,000を算定する。この場合の金額は，税引後（税効果差引後）の

金額で示されている。
（8）

表4 株士持分変動計算書

(Statement of Changes in Equity)
19×9年12月31日に終る年度

包括利益 利益剰余金 その他の包押l益稀顎 綿曲株式資本金 資本剰余金

合計（｡､職:､'w) (::") (淵職淵M)(c:W') (")
＄563,500 ＄88‘500 ＄25,m ＄150,000 ＄300,000期首残高

包括利益

当期純利益

その他の包括利益，税引後

有価証券未実現利益,再分類

修正差引後

外貨換算俸正

最小年金負債修正

その他包括利益小計

包括利益合計

普通株式発行額

普通株式配当宣言額

期末残高

63,250 〔＄63,250〕 63,250
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(注)再分類修正の開示

当期未実現保有利得発生額

差引：当期純利益に含まれた実現利益に

対する再区分修正

有価証券純未実現利益
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(8) Ibid., Format C, p.44
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④ 貸借対照表

表5の貸借対照表の株主持分（資本の部）には，表4の株主持分変動計算

書に示された，普通株式資本金，資本剰余金，利益剰余金，その他の包括利

益累積額（その他の包括利益剰余金）の各期末残高が記載されている。「そ

の他の包括利益累積額」＄42,000は株主持分変動計算書に示された期末残高

と一致しており，税効果を差し引いた税引後金額である。

（9）

表5 貸借対照表

(Statement of Financial Position)

19×9年12月31日

資産：

現金

売掛金

売却可能有価証券

機械装置

資産合計

負債：

買掛金

見越負債

年金負債

支払手形

負債合計

株主持分(Equity) :

普通株式資本金(Common stock)

資本剰余金(Paid-in capital)

利益剰余金(Retained earnings)

その他の包括利益累積額

(Accumulated other comprehensive income)
株主持分合計

負債および株主持分合計

０
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＄783,750

$ 1,422,000

(9) Ibid., p.48
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Ⅵむすび

(1)本章においては，財務会計で時価評価 税務計算で原価評価されるケース

における税効果会計の適用について論じた。資産負債アプローチによる税効果

会計では，資産・負債の財務会計価額と税務基準額との差異は一時差異となり，

税効果をもたらし，繰延税金資産・負債の認識を必要とする。

(2)財務会計への時価適用に伴う税効果会計の課題は, 従来から検討されてい

たといえる。例えば, 1966年にアメリカ会計学会が発表した「基礎的会計理論

に関する報告書(A S#"g"'g''j q/ B"Sic Acco"郷"郡g Tigory, A SOBA T)」では原価

と時価による多元的評価を提案し，財務諸表の表示例の中で，評価益に対する

税効果を認識している。すなわち，歴史的原価(historical cost)とともに現

在原価(current cost)による会計情報の有用性を強調し，付録Bにおいて歴史

的原価と現在原価による2欄式財務諸表の作成を詳細に説明している。そして，

現在原価財務諸表において，「現在原価評価増見積り法人所得税(Estimated

Taxes on lncreases to Current Cost)」を計上し，時価評価益に対する税効果の
（l()）

認識を，詳細な計算例によって説明している。

(3)本章で取り上げた時価評価に関与する税効果会計の対象項目は，子会社資

産負債の時価評価IASにおける時価評価，企業結合および包括利益である。

これら4項目を通じて言えることは，財務会計における時価評価にあたって，

それに対する税金の影響額を適切に認識すべきあるということである。さもな

ければ，企業の財務情報 特に財政状態が適正に表示されなくなるおそれがあ

るからである。

(4)財務会計に時価を適用するケースは今後増加傾向にあるといえよう。この

場合，税務計算と切り離して検討できるような思考方式，制度的整備が必要と

(10拙著「税金配分会計」（中央経済社 1 973年),第12章。
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考える。グローバルに有用な投資情報の開示を主要目的とする財務会計と，結

果として納税による現金支出を伴う課税所得の算定を目的とするナショナルな

税務計算とを連動させる必然性はない。グローバルに調和せざるを得ない財務

会計基準を，ナショナルな税法基準に一致ないし調整させることには限界があ

る。両者の目的が異なる以上，異なる計算基準が用いられればよいと考える。

その意味でも，情報開示目的の財務会計において時価が用いられ，納税による

現金支出をもたらす課税所得計算を目的とする税務計算において原価が用いら

れることが合理的なケースも存在する。このような観点からは，財務会計への

時価情報の導入に伴ってこの分野における税効果会計の検討が重要になるとい

えよう。

追記一 土地再評価法と税効果会計一

本稿の校正時までに，土地再評価法（平成10年3月31日施行）が制定され，

平成10年3月期決算において，多くの銀行が再評価を実施したようである。こ

の法律は，土地の再評価により生じる再評価差額を貸借対照表に計上すること

によって, BIS規制を受けている銀行の自己資本比率を高めることを主な目的

としている。本法において，再評価差額は負債の部に計上（第3条）されるが，

これは過渡的な処理と考えられる。本来，再評価差額は資本の部に表示される

べきものであるが，将来の譲渡時における譲渡益課税部分に対する税効果の認

識の有無や法人税率の引下げの課題等が，未解決である事情を反映したものと

感じている。この点について，衆議院法務委員会の附帯決議では，次のような

配慮を求めている。

「再評価差額金の貸方計上の在り方については，税効果会計に係る考え方の

進展や他の評価益に係る会計上の位置づけの展開等を踏まえて，時宜に即した

取扱いとなるよう検討を進めること｣。

日本においても，時価評価に伴う税効果会計の適用が具体化する状況にある

といえよう。

(中田信正 桃山学院大学教授）



第6章 名目計算に対する換算および
再評価による修正の意味

I はじめに

会計は一種の計算であるから，会計研究において，計算目的と計算構造が議

論の中心に置かれることは理解できる。しかし，どのような会計計算であれ，

通常は，収支と無縁ではないから，計算の目的や構造が特定されなくても，収

支そのものと収支に関連づけられた会計数値については一定の議論が可能であ

る。

本章では，収支は基本的に名目金額で認識されること，収支はその生起した

時点が決定的に重要であること，時点の特定された名目収支は貨幣購買力とし

て認識されること，名目収支は会計評価の基礎となること，会計評価額は換算

や再評価の手続きを経て修正されうることを前提として，具体的な計算目的や

計算構造から自由に，会計数値間の関係を議論する。したがって，この文脈に

おいて期間限定は不可欠の前提ではない。また，換算や再評価による修正は機

械的に行われるので，修正結果が有用な情報を生みだす保証はない。むしろ，

形式的な修正の結果の無意味性を考えることから，名目収支ないし他の修正結

果の有意味性を考えることができる。

そうはいっても，相互に関連のない収支の修正を取り上げても，会計的な意

味が伝わらないおそれがあるので，設例を用意した。この設例は，数値例で推

定可能な一定の会計処理の体系（計算構造）を含んでいる。しかし，それは便
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宜的に採用されたものにすぎない。つまり，数値から推定できる計算構造さら

にはその背後にある計算目的を正しいと考えているわけではない。たとえば，

設例とは違って，期間限定を設けない方が豊かな情報を生みだすことが可能か

も知れない。

Ⅱ 設 例

(1)基本データ

表lから表6が本章の素材である。期間を設けずに考察する必要があるとき，

すなわち，取引のみが考察の対象であるときには，各期の貸借対照表と損益計

算書を無視する。期間限定を前提にして議論する必要があれば，0－10期を会

計期間とみなす。

表1 設例

一》》》》蝿岬〉
溌
壷
期

Ⅱ・・・Ⅱ・・・‐』．《判》

・・罫・・・皿・・．６

蕊
￥
期

蕊
‐
粥
・
・
，
戸
島
》

斜・・・‐叩・・．へ″凸

響蕊“
替

￥錨ゞ
的

鞘
乃
拓
調

一驚
為
叩
郷

蝿
艸

岨
刎
塑

‐
‐
‐
‐

１
１

１
１

２

認
叩

的
帥
Ⅳ
鯛

‐・・叩“憩・、即．
３

７
９

９
１

皿
・
・
攪
織

０
０

８
７
３

‐‐・‐叩・‐叩・‐叩‐
１

１
１

１
２

頚？獄瀞
認
識
国

郡
辮
米

冊溌
本

岬
息
日

》
緬劃口碑Ｆ》科》翻三醐榊碑

理
⑫
許
．
高
“

皿
哩
蓉
』
錘
詩

品
凸
諾
凸
』
心
』
・
可

蝉
蝉
『
鐙
｝

唖
靹
里
『
睡
肝

壁
鞘
｝
蝉
『

騨
騨
『
鐙
｝

鐙
肝
弾
毎
圭

司
別
、
罰
“
詞
．
．

詫
号
鰐
亘
翻
亘

穂
誤
蝉
蝉

亘
鰯
・
諾
・
｝
＃
』

亘
翻
・
『
⑫
語
全

亘
詫
Ｆ
＃
王
寺
』

溌
汁
甥
騨

乳
汁
壗
靹

誤
鰯
靹
職

芋二:二55F蕊『\I\』鐙I蝉,尊'唖,唖

《
瞳

８
．｝馳一轡騨

《
院
》

誰
誰
Ⅱ
誰

《
院
Ｕ

Ⅱ
・
・
融
酔
溌
勾
〃
色

‐
宮
冒
冒
‐
■
冒
冒
ワ
ロ
冒
冒
Ｐ
宮
‐
■
Ⅱ
０

州
為

鯛
‐
‐
‐
宮
‐
‐
‐
『
‐
‐
“
‐
‐
‐
■

蝿
町
議
誌

《
、
》

脅
蝿
幹

、
〃
』

‐
‐
‐
・
‐
‐
。
。
‐
‐
・
‐
ｑ
Ⅱ
Ⅱ

鎚
一
的

群
辞
蕊
．

内
〃
』

樽。、隅咀』．
へ
″
」

や
‐
肥
‐
●
‐
雑
‐
肥
‐
．
。
Ⅱ
Ⅱ

峠
溌

刎
咀龍』王壗・内咀

９
翻
訴
‐
訴
十
Ⅱ

１

、
‐
。
、
‐
言
言
言
‐
’
言
言
‐
ｑ
ｌ
ｌ

蕊
鯛

冒
宮
口
‐
冒
冒
■
‐
“
冒
冒
‐
■
宮
■

薦
』
稗
樫

二
院
》

蕊
躰
群

■
８
０

封
、
野
、
町
．
・
、
町
．
屯
Ⅱ
０

140.261駒.07160.58171.82171.82

1㈹､02

94.47

198.37

107.03

101.08

1”･銘

２
６

２
５
１

８

４
８

３
１
０

８
１
１

１

３
３

５

５
７
９

■
■
■

２
５
６

２
１
７

１
１

１

３
３

５
５

７
９

２
５
６

２
１

７
１

１
１

注1期間の長さは1年を想定している｡しかし,増合によっては,この長さを半年,3ケ月と疎み替える。
例：0期は会社設立時,1期はその後の相増安定期でその長さは任意。

2-9期は3ケ月単位。2-5期を前期4四半世紀を,6-9期は当期4四半世紀を示す。
10期は9期の相増で安定した期であり,かつその任期の時点で会社を解散する。

注2仕入は1期のみ,販売は2-9期に行なわれると単純化している｡賑売価格は上昇させている。
ちなみに,商品の価格指数は2期のそれを100として,以下,1髄.25,112.50,118.75,125.00,131.25,137.印,143.75であ

る｡同期間の一般物価を2期を100で示せば,3期が103.",以下,1妬.69,109.27等々(｢(日本)物価指数｣の行の数憧が1期ず
れるだけ)となる｡また,物価上昇を上回る販売市増価格の動向を反映して,購入市増価格の変動を導入すれば,RC呼価も
可能である。

注3固定資産についての繊麟は,商品と売上原価を固定資産と減価償却費に醜み替えれば可能である。
注4上配データを海外子会社のデータとして読み替えて使用してもよい｡その際は,通貨単位を＄等に砿み替える。
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注5物価や為替等は,おおむね,1985年以降の状況を反映するように設定してある。
先物相場は常にディスカウントされているのは日米金利差を反映するためである。
0期のPPP相場は絶対的PPPであり,かつ直物相場と一致させている｡この期を固定相場期としてもよい。
1期以降のPPP相場は相対的PPP相場であり,2国間の物価上昇率の差を反映して自動的に決まる。

注6純利益から税金を控除する例題としてもよいが,悠正手続きに新たな展開が生じないので省略する｡そのため,翌期に前
期の利持金額を現金で配当するという例とした｡納税が含まれると見ても良い。

注7負債を省略してあるが,現金での修正の裏返しとなる｡必要ならいつでも追加すればよい。
注8取引データの換耳と,財務諸表数値の換算とでは修正結果が一致しない｡このことを明確にするには, BS\PL項目の年齢

調べでは推定できない現金取引等を追加する必要がある｡その'簡便法として,上記の設例を,0期を期首,1-9期を期中と
みて,10期の取引例を削除すれば,10期のBS,PLが作成される。
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表1は，相場環境（物価，金利，為替）および，そこから算出される物価指

数と為替相場実際の収支などの取引データ,および財務諸表に関する基礎デー

タを一表にまとめて示している。ここに示した財務諸表が得られるような会計

処理がルールとして存在していることも仮定している。表2から表6はこの表

lを修正して作成している。簡単化のため，仕入は1期のみとした。また，0

期と1期および9期と10期は同一期としてもよいが，会社の設立と解散を明確

にするため意図的に分割した。

先物相場は日米間の金利差を反映して，日本ではディスカウントで推移して

きた。先物取引により短期的には為替相場の変動リスクをヘッジできるかもし

れないが，直物相場の大きな変動には対処できないことが理解できるであろう。

為替リスクをヘッジするということは，企業が人為的で短命な固定相場を生み

だす行為に等しい。

一方，購買力平価（以下ではPPPと表記することもある）は,2国間の物

価変動を反映して算定される。基準年（例では0期）における絶対的PPPは

両国における貨幣購買力を直接比較して算定される。それに対して,1期以降

のPPPは0期以降の物価上昇率の差違から自動計算されるもので，相対的購

買力平価という。

設例の物価，金利，為替の変動率は，実際のそれとは異なるが，これら変数

を前提として算出される為替相場が, 1985年以降の円高と最近の円安を連想さ

せうるようにした。0期を240円としたのも同じ理由による。

表lには詳細な注を付した。設例を自由に読み替えることにより，多様な議

論の素材を提供しうる。注2を前面にだして個別価格変動を問題とすることも

可能であるし，注3のように固定資産の議論に置き換えることもできる。
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(2)現在購買力換算

表2は，表lの取引データを，日本および米国の物価水準の変動を反映する

ように物価指数を適用して換算した結果である。すなわち，一般物価変動修正

の例示である。ただし，各期末における換算結果を示すのは煩雑であるから，

第10期末時点の購買力で統一した例だけを示している。設例では，そのような

換算結果から財務諸表を誘導する追加的ルールを決めていないので，財務諸表

は省略してある。

表lによれば，会社の全体収支は均衡するが，創業以来のすべての収支を会

社解散時の購買力で統一してみると，購買力の獲得がその使用を上回り残余を

生じている。それにもかかわらず，会社に現金はない。すなわち，この残余は

総収支でみた喪失購買力である。

表2 現在購買力換算
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表1の設例を米国子会社のドル建数値と読み替えて、現在購買力に換算するケニヌ

期 @ ,,1"溌蕊2
<紫閣）

物価指数同遜詞100.00107.00
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~ﾆ ｰ

《“海

総収 入 ＄137.45 ＄0.00＄25.69
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総収支差額＄137.45（$137.45）＄19.27

嘩業埴琵
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事業収支差額 $0.00 ($137.45) $19.27
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(3)完全取引日レート換算

表3は，表1の取引データのすべてをドル建取引であると読み替えた上で，

当該ドル建取引を取引時点の直物為替相場で換算した結果を示している。この

方法は外貨表示財務諸表項目の換算を考察する際の基本となる。もし取引のつ

ど円換算して帳簿をつけていれば，この表のような数値が導き出される。この

方法を「完全取引日レート法」と呼んでおこう。これまで存在し，また，現在

も存在する各種の外貨換算法における差違は，この完全取引日レート法との対

比においては，再評価を織り込む程度すなわち決算日レートを適用する範囲の
（1）

差にすぎないという見方も可能である。

(1)柴健次「外貨換算会計論』大阪府立大学経済学部, 1987年において詳細に論じているの
で参照されたい。
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表3 完全取引日レート換算
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(4)物価変動修正を加味しないPPP換算

表4は，表3と類似しているが，適用する為替相場が購買力平価である点で

異なる。日常の生活において「現実の為替相場が過度に円高になっている」と

か「日本経済の実力から相場はもっと円安のはずだ」ということがいわれる。

そこで，購買力平価で換算してみると表4のようになる。表4を表3とつきあ

わせていただきたい。表3の換算額は，取引日における変換可能額（両替可能

額）を反映しているのに対して，表4の換算額はそれとかけ離れている。一方，

購買力平価を算出する基になっている物価変動を反映した換算法ではないので，
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表4 PPP換算
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純粋に測定単位の統一化を目指した換算法（表5）とも違っている。すなわち，

購買力平価を換算レートとするだけではかえって問題があるといえる。

(5)物価変動修正を加味したPPP換算

表5は，ドル建て取引データを第10期末の円購買力で統一した結果を示す。

ドル建て取引データを，米国第10期末購買力で統一したのちに，第10期末の購

買力平価で換算する方法(A法）と，ドル建て取引データを取引時の購買力平

価で換算したのちに，日本の第10期末購買力で統一する方法(B法)の結果は常
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に同一である。したがって，表5はこの2つの方法の結果を同時に示している。

A法は，現地通貨取引を現地のインフレを反映するように修正（換算と同義

だがインフレ会計では修正という）したのちに，決算日レートで換算するリス
（2）

テート・トランスレート法における換算レートを決算日の購買力平価に置き換

えた方法である。B法は，現地通貨取引を取引日の為替相場で換算したのちに，
（3）

本国のインフレを反映するように修正するトランスレート・リステート法にお

ける換算レートを取引日における購買力平価に置き換えた方法である。

リステート・トランスレート法による換算結果とトランスレート・リステー

ト法による換算結果が完全に一致する条件は，表5が示唆するように，為替相

場が購買力平価説で説明できる水準で決まることである。設例では，日本の経

験にそって条件設定をしている。いずれの期も理論相場であるPPPと為替相

場は大きく乖離している。すなわち，このような状況においては，インフレ所

在国の財務諸表を換算する原則的方法をリステート・トランスレート法とし，

計算の簡便性からトランスレート・リステート法を代替的方法とするような会

計基準はその根拠を失うのである。このように，表3が現実の外貨換算法を検

討する際の座標軸を提供するのに対して，表5はインフレ国における外貨換算

法を検討する際の座標軸を提供する。

(2)宮本寛爾『多国籍企業管理会計』中央経済社, 1989年の第5章を参照されたい。

(3)同上。
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表5 修正PPP換算
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(6)貨幣フローの換算

表6は，表lの取引データにおける収支を，後の期の購買力で換算した結果

を示している。同じ行に枠が一つの場合は収支時点が同じであるので換算が不

要である。枠が二つの場合には，過去の収入が該当する期に支出されたという

事実を示している。この二つの枠内に示された数値の差額が，収支の時点のず

れから生じた貨幣購買力損益を示す。さらに，設例では，現金の払い出し計算

について先入先出法を用いている。過去の収支を換算することから購買力損益

を算定するには貨幣の払い出し計算が不可欠である。なお，表の上段に貨幣1

単位から生ずる購買力損益を一覧できるように示した。その上段の（）は購

買力損失を意味する。また，下段の（）は支出を意味する。
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表6 貨幣フロー換算
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Ⅲ 取引データの換算と換算数値の再修正

(1)取引データの換算

会計の対象である取引は，一般に，取引価額（収支額）により評価される。

しかし，異時点間の原始取引データは必ずしもその測定単位が同じではない。

貨幣購買力の変動や外貨建取引の結果，原始取引データには複数の測定単位が

持ち込まれることになるからである。したがって，複数の測定単位を統一する

ためには，取引データの一対の数値を同じ方法で換算する必要がある。

この換算は，過去の仕訳の機械的修正であり，貸借複記のルールを犯さない

ように行うため，貸借平均の原理もまた維持される。したがって，換算からは

一切の差額は生じない。物価変動修正から購買力損益という換算差額は生じな

いし，外貨換算から為替差損益という換算差額も生じないという点に注意する

必要がある。換算対象は原始取引データであり，同じ時点の数値には同じ係数

を乗じて換算するので，この方法によって会計的に意味ある差額（購買力損益

など）を生みだすことはできないのである。

取引データの換算において重要なことは，取引日における一般物価指数と為

替相場が同時に記帳される（あるいは企業外部のマクロデータと連動させる）

ことである。理論上は，過去の円建取引は，日本における一般物価指数の変動

分だけ毎日修正できる。実践的には，指数が利用可能になった時点で最新の数

値に修正できる。一方，外貨建取引は取引日における為替相場を利用して円換

算される。その後は，この円換算額が維持される。もし，円建取引を物価変動

に応じて日々修正するのであれば，円換算された外貨建取引についても当該換

算額を日本の物価変動に応じて日々修正するのが整合的である。

このようなフローの換算は，財務諸表を作成するために必要な期末修正がど

のように行われるかに左右されることなく，実行可能である。すなわち，取引

データの換算後に，財務諸表を誘導するための決算整理を行えばよいからであ
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る。したがって，取引データの換算の基礎にある考え方は明白である。すなわ

ち，換算の目的は測定単位の統一にある。この換算の目的は，一般物価変動修

正と外貨換算に共通である。

(2)換算数値の再修正

しかし，取引データの換算（すなわち，創業後におけるすべての仕訳の修正）

はそれだけでは意味ある結果をもたらさない。その理由は，貨幣項目の換算額

が換算時点の購買力を示していないからである。1期から10期まで千円ずつの

収入があり,10期末に1万円の現金があるとしよう。1期の収入は1,267円，

2期の収入は1,230円等々（表6上段参照）と換算されるから,10期末の換算

後現金は合計11,160円となる。しかし,10期末に現金は1万円しかなく，それ

で購入できる財は10期末購買力で1万円相当であるから，現金の換算額それ自

体は意味をなさない。このように取引データの換算が無意味になるのは貨幣項

目についてである。

したがって，換算を意味あるものとするには，貨幣項目を再評価する必要が

ある。すなわち，換算後取引データから財務諸表を誘導する際に，貨幣項目を

換算額から名目額へと再修正すると同時に貨幣購買力損益を計上しなければな

らないのである。この方法は，取引データを換算することと，貨幣項目を再評

価することとを明確に意識している点で理論的であるが，すべての取引データ

を換算する手間（場合によっては創業以来のデータを破棄できない）と貨幣項

目の払い出し方法を特定する必要があるなどの点で実践上は不便である。

(3)通常のインフレ修正と外貨換算

そこで，貨幣購買力の変動を反映させるための換算方法としては，財務諸表

の非貨幣項目について年齢調べを行い，その非貨幣項目のみを換算することに

より，自動的に購買力損益を算出するのが実践的である。また，この方式が毎
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期継続される場合には，期首残高については期末購買力への修正を行えば足り

る。しかしながら，当期財務諸表と併記される前期財務諸表については，当期

に改めて貨幣項目の再評価をしてはならない。貨幣項目についても一期分だけ

修正を行う必要があるのである。このような基本的修正方法に対して，損益計

算書項目に平均レートを適用するのは便宜の問題である。

つぎに，為替相場の変動を反映させるための換算方法としては，財務諸表の

非貨幣項目について年齢調べを行い，その非貨幣項目に各々の取引日レートを

適用して換算する（すなわち，取引日の換算額を変更しない）一方で，貨幣項

目すべてを決算日レートで換算するならば，自動的に換算損益が算出されるの

で実践的である。この方法は，基本的には，貨幣・非貨幣法であるが，テンポ

ラル法にも通ずる方法である。

しかしながら，外貨換算の場合には，以上の手続きに対して根本的に疑問が

投げかけられる可能性がある。これまでの説明においては，外貨建取引は取引

時点において円貨で評価されるという前提が置かれていた。これに対して，外

貨建取引は外貨で評価される必要があるという考え方も成り立つ。すなわち，

この考えによれば，取引データは外貨評価額で維持される（在外子会社では外

貨建ての帳簿が維持されるのは当然であるが，国内会社であっても外貨建帳簿

ないし勘定を維持してもよい）のであるから，それら取引データを事後的に変

更することなく，財務諸表作成のために外貨項目を決算日レートで換算して，

円建データと合算すればよい。この方法は基本的に決算日レート法として知ら

れている。

(4)実質計算と名目計算における再評価

以上要するに，取引データの換算が意味ある結果をもたらすのは，貨幣項目

の再評価を組み込むからである。物価指数換算の場合には，簡便法として，非

貨幣項目を換算すればよい。この簡便法には，測定単位の統一という目的以外
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に，貨幣購買力損益を算定するという目的が組み込まれている。したがって，

この方法は名目資本維持計算を実質資本維持計算に置き換える方法としても利

用できる。

外貨換算においても，測定単位を円貨のみとするなら，取引を円換算した上

で，当該円貨額を取引データとみなせばよい。ここでも，名目計算を実質化す

る必要があるなら，円換算非貨幣項目を物価指数で修正する一方で，貨幣項目

を名目量のままとすることにより再評価することになる。この方法は，トラン

スレート・リステート法と呼ばれている。しかし，測定単位として外貨を認め

るなら，外貨取引データを物価指数で換算し，その後，一律に決算日レート換

算することになる。この方法は，リステート・トランスレート法と呼ばれてい

る。

以上のような換算が一切行われない名目計算においても，円建取引における

貨幣項目は日々再評価されているし，外貨建取引おける貨幣項目は決算日レー

トで換算されることにより再評価される（場合によっては非貨幣項目も再評価

される）のである。このように，名目収支計算といえども，それから誘導され

た財務諸表には，通常は，再評価が組み込まれていることに注意すべきである。

また，このような再評価は，貨幣項目の評価額を有意味にするために，期間限

定を行う上で避けて通れないことにも注意しておく必要がある。

Ⅳ 外貨の対内購買力変動

円圏において，設例（表1･表2)を考えてみる。0期の出資は80であり，

10期の返還も80である。貨幣はこの期間を通じてl単位あたり0.267の購買力

損失，したがって80単位では21.34の購買力損失を被る。すなわち,0期の現

金80を10期購買力に換算すると101.34になるが，この時点で現金が80でしか通

用しないので換算額101. 34から80へ再評価することにより購買力損失が明確に
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表7 外貨に生ずる広義の購買力損益の分解

名目金額|実質金額一名目金額
80ドル 57．45ドル

取引日相場-P

PP相場
63．05 5．044

10期のPPP相

場一期末円相場
54．42 4,353

10期末の直物相

場
122．53 9，80
３

7，039

なる。

設例を外貨と読み替える。0期の出資は\19,200であり,10期の返還は\9,803

である。したがって，為替差損が\9,397となる。外貨はこの期間を通じて1

単位あたり$0.718の購買力損失，したがって80単位では$57.45の購買力損失

を被る。また,10期末においてPPP相場と直物相場の差異は$54 . 42となってい

る。この10期末の時点でみると，出資\19,200はいったん\24 ,322に換算され

る($80 x 1.7182 x 176.95)が，実際には\9 ,803としか両替できないのである

から，その金額まで再評価することにより購買力損失が明確になる。この購買

力損失は, PPP相場と直物相場の乖離を原因とする\4,354,米国における名

目単位と実質単位の差異を原因とする\7,039および両者の合成効果\3, 126か

らなる。

複数通貨圏で取引を行う場合に，物価と為替相場の変動を反映させる換算法

は，理論的には表5に示すリステート・現在PPP換算法，または取引日PP

P換算・リステート法である。これらの方法は，円建取引と外貨建取引とのす

べての加法性を確保する理論的方法である。これらに対して，表3や表4に示

す換算方法では，そのような意味での加法性が確保されない。いずれの方法も，

2国の物価変動を適切に反映していないからである。

多通貨に及ぶ取引については，通貨別勘定を維持し，必要に応じて報告通貨

に換算するという多通貨会計システムの採用を前提とするならば，取引のつど
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円貨に換算することはないので，通貨ごとに一般物価修正を行って貨幣購買力

損失を確定した後に，決算時の直物為替相場ないしPPP相場で換算すること

により換算差額を算定することになろう。その際 通貨ごとの貨幣購買力損益

も為替換算差額も広義には外貨の対内購買力損益ということで一括計上しても

問題ない。

V 非貨幣項目の換算と再評価

(1)換算のプロセス

取引データの測定単位を統一し，同時に，貨幣項目に生ずる購買力損益を算

定するためには，修正が不可欠であった。たとえば，設例の第3期で検討して

みよう。第3期における修正前の取引，期末修正，財務諸表は次の通りである

（表1参照)。

期中 整理

1716 1
601 70

媚
牙

Ｓ
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丁

ｎ
Ｄ
ｌ
（
ソ
〕
｜
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現金

商品

資本金

留保利益

売上

仕入

その他費用

当期純利益
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帥
－
２

2

171ワ
上／

701 60

ｍ
－
４
ｌ
３
ｌ
Ⅳ

4

３
３８３８７１

821 821 23 23 1301 130
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この基礎データに基づき，取引データから換算すると以下のようになる

0期－2期 ’ 期中 整理 PL BS

７
８

８
４
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８
１
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８
１
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４
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同じ結果は，財務諸表項目を換算しても得られる。

名目BS 名目PL 修正 PL BS

23.00 23．00

60．00 3．65 63．65

80．00 4．87 84．87

2．00 2．00 0．25 0．25 ＊

3．00 3．00 2．03

8．52 8.16 0.36 **

17.00 17．00

期首商品 70.00 4．26 74.26

期末商品 60.00 3．65 63.65

4．00 4．00

3.00 3.00 2.03 2．03 2.03

83．00 83.00 17.00 17．0019.6819．68 80.65 80.65 88．93 88.93

現金

商品

資本金

前期留保利益

当期留保利益

購買力損失

売上

仕入

その他費用

当期純利益

＊ 3期末購買力に換算すると，配当金が2期末留保利益を0.25超過している。

＊＊ 購買力損失0.36のうち，実現損失が0.18,未実現損失が0.18である。
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(2)資産再評価

では，一部の非貨幣資産を一般購買力の変動で修正するなら換算の意味はど

う変わるのか。ここまでの考察に照らすと，名目資本維持計算としても，実質

資本維持計算としても完全ではない。しかも，貨幣項目と資本項目を直接修正

しないで，一部資産を再評価する一方で，同額を資本修正として計上するなら，

換算のある側面だけが強調され，他の側面が隠されてしまう。本来，取引デー

タすべて，したがって，資産 負債，資本のすべてを換算した後に，貨幣項目

を再評価するなら，資本修正が行われると同時に購買力損益が明らかになるは

ずであるのに，部分的な資産再評価によればこの点が明確にされない。したが

って，企業の財務構造しだいでは，多額の購買力利得が生じている場合でも，

それが明示されない危険が常に存在するのである。

(3)個別価格指数修正

では，非貨幣資産を個別価格指数の変動に応じて修正するならその換算の意

味はどう変わるのか。個別価格指数が細分化されていればいるほど個別価格の

変動をよりよく反映する。したがって，この方法は資産の時価評価に近くなる。

したがって，もはや，一般購買力単位における測定単位の統一や貨幣購買力の

算定という目的は関連しなくなる。むしろ，時価評価が主観的評価にすぎると

いう批判に対する一つの回答と理解できる。そこには，個別価格修正にしる時

価評価にしろ，投下貨幣の回収可能額(NRV)ないし投下貨幣の再評価(R

V)を示そうという意図がある。したがって，個別価格修正は手法としては換

算であるが，実質的には資産の再評価である。この方法は，貨幣の一般購買力

の変動を反映する換算手法と結合させることもできる。その結合方法を工夫す

れば，投下待機中の貨幣と投下形態の貨幣に係る実現・未実現の購買力損益と

それを控除した時価変動損益を明らかにしうる。また，インフレ国の財務諸表

項目に関してこのような結合法を適用した上で決算日レートを適用して換算す
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る方法は，リステート・トランスレート法と比べてどのような特徴があるのか

について検討の余地がある。

Ⅵ 期間限定と再評値の関係

(1)期間限定の背景

表lは会社の設立から解散に至る全体の収支が描かれていた。この全体収支

が見える状況で議論をすると，期間の成果を求めるために期間収支計算にかえ

て期間損益計算を採用する合理性を見いだすことができる。そして，その期間

損益計算において未実現利益を排除するため，資産が取得価額で評価されるこ

とになる。この会計の考え方は会計基準に反映されて，会計実務として定着し

ている。しかしながら，会社が自己のために有益だと考えているかどうかは分

からない。

表lとは異なり，現実の状況は，現在を含む過去の収支と現在までに締結し

た契約によって確定している将来の収支だけが見える状況である。したがって，

表lとは異なり，将来のアクションによって生ずる将来の収支は見えないので

ある。その将来収支は受注残や利益計画等からある程度見通せるのかもしれな

いが，それは不確実な世界のことである。現行会計では，このような状況にお

いて，期間利益を確定する関連で将来収支の一部を予定する一方で，デリバテ

イブなどの取消不能の契約に基づく将来収支でも基本的に認識しないことにな

っている。また，資産の増価処理も基本的に行わないことになっている。外貨

換算は避けられないので含まれるが，物価変動が大きくない場合にはその変動

を反映するための換算も実施されない。したがって，貨幣項目を名目額で維持

するという意味での再評価は含むものの，多くの項目に再評価を適用すること

にはなっていない。
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(2)長期志向の期間限定と利益の平準化

したがって，損益計算書重視のこのような期間計算は資産・負債の価値変動

を基本的に排除している。1年ごとに期間を限定して行うこのような計算を複

数期分集めるならば，同じ複数期間を会計期間とする期間計算と近似してくる

であろうし，会社の全期間については一致することになろう。制度上の決算で

はないが，過去5年ごと，あるいは過去10年ごとの決算を行う（常に最古の期

間を最新の期間と入れ替えて決算を行う）ならば，中長期でみた企業業績はよ

り明確になるに違いない。

すなわち，企業財産の価値変動を期間計算から排除する仕組みは，その価値

変動を含めることによる期間利益の増幅を排除し，後の期の利益計算に含めて

いく，すなわち，決算期近傍の環境を認識しないことによって，期間利益を平

準化することになる。ただし，相場が上下変動を繰り返すのでなければこのこ

とはいえない。長期にわたり一方向へ相場が動く場合にはむしろ平準化に反す

る結果が生まれる。同じく，計画的・規則的な費用配分によっても期間利益を

平準化することになる。

現在までの収支と将来収支の一部しか見えない環境で，なおかつ平準化が志

向されることの意味は，見えない将来が見える過去の繰り返しであるならば理

解しやすい。これに対しては，将来が見えないからこそ，基本的に，現在まで

の収支に基づいて期間利益を計算するのであるという反論は十分に予想される。

しかしながら，もし将来収支の不確実性を最重視して，より保守的に行動する

ならば，現金主義会計の方が徹底しているといえる。

(3)短期志向の期間限定と実態把握

最近では，1年という期間限定が長すぎる位に，企業を取り巻く環境の変化

や，取引の速度が早まっている。月次ないし日々の決算を行わないと企業実態

がつかめないとするならば，期間限定の意味を再考する必要があるのかもしれ



原価主義と時価主義198

ない。資産の回転率の大きい企業で日次決算をするなら，多くの資産の簿価は

時価に接近してくる。すなわち，損益計算書を重視するか貸借対照表を重視す

るかは質的に異なるアプローチなのであるが，期間限定を5年，2年,1年，

半年，1月,1日,1時間と順次短縮していくと,2つの計算書のいずれを重

視するかという問題の重要性は薄れてくる。したがって，期間限定の差と資産

回転率の差が上記2つのアプローチに違いをもたらすともいえるのである。

このような期間限定を別途考察すべき問題だとして取引データを厳密に換算

することが可能である。その換算数値を有意味にするためには再評価が必要で

あった。どの範囲まで再評価の対象に含めるかは，相場環境とそれにふさわし

い期間限定に依存する。もし，世の中がスピードを求めるならば，再評価の拡

大と期間の短縮化が課題となってくる。さらに，将来の不確実性が増すならば，

資金の長期固定化は好ましくなく，固定化資金の流動化が選好されるようにな

る。そして，企業も，その利害関係者もともに，貨幣購買力の現在高とその直

近からの変動の重要性を強調するようになる。

＊本章は「会計学97サマーセミナー・イン・京都」(1997年8月4日-6日）

における報告に加筆修正を施したものである。

(柴 健次 関西大学教授）



第3部

評価論への新たな分析視角



第7章 歴史的原価会計の中の時価基準

と資産処分損失

I 裁量的項目としての評価損と処分損失

現行の会計制度のもとにおいては，資産は取得原価によって会計帳簿に記録

され，最終的に販売または費消されるときまで，この歴史的原価のままに据え

置かれる。しかし，この歴史的原価基準には重大な例外が存在する。資産の保

有中にその時価（とりあえず実現可能価値と考えよ）が歴史的原価を大幅に下

回ってきた場合には，歴史的原価基準を離脱して時価基準に切り換えるという

のがその例外である。この時価基準への切り換えが行われると，その後は時価

が「みなし原価」となるが，実質的にみれば，歴史的原価の海の中に時価の島

が浮かんでいることになる。これが歴史的原価会計の中の時価基準である。

歴史的原価から時価への切り下げが行われると，そのときに2つの金額の差

額が損失として認識される。この損失が評価減ないし評価損(write-down or

write-off)であるが，この評価損はかなり不確かな見積値だとして，しばしば

疑いの目でみられている。それは「もしも売却したなら」という売却仮定法に

もとづく暫定的な推測値であるうえに，いつ，どれだけ評価損を認識するかも

経営者の判断によって裁量的に決められることが多い。認識のタイミングも金

額も窓意的に決定されやすく，いわゆる利益数値制御(earnings management)

に利用される余地が大きい[Schipper, 1989]･

時価が歴史的原価よりも大幅に下落しているときに，その資産を実際に市場
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に売却すると，この場合には，市場取引を経由して損失が実現する。資産の排

出(asset elimination)によるこの損失が処分損失(disposal loss)であるが，こ

の場合の金額は売却仮定法による推測値ではない。売却された旧資産の見返り

に新しい貨幣資産が流入しており，この新資産の評価額も実際の市場取引にも

とづくもので，もはや単なる見積額ではない。しかし，実質においては，この

処分損失は評価損と同等なもので，時価まで評価減する代わりに，さらに一歩

先にすすめて時価で処分しているにすぎない。そのうえ，この売却のタイミン

グは自由に選ぶことができるから，処分損失の認識もまた経営者の裁量による

ところが大きい。評価損と処分損失との間の差異は，資産価額を時価まで切り

落とす場合において，帳簿上の処理だけで片づけるか，それとも市場取引を通

すかの違いでしかなく，損失の表面化によって利益数値を裁量的にコントロー

ルしている点に変わりはないといえる。

利益数値制御において時価基準への切り下げを選ぶと，市場取引は行われず，

現金も動かないが，資産の排出の方を選ぶと，市場取引が発生し，実際に現金

が動く。このため，評価減による損失の計上は非現金的な方法(non-c ash

method) ,資産排出による処分損失の計上は現金的な方法(cash method)と区

別されている。また評価減が会計手続きの選択にもとづく会計的裁量行動

(accounting discretion)だとすれば，資産の排出は取引そのものを創出する実

体的裁量行動(real discretion)だといえ，この点においても2つは明確に異な
（1）

るといえる。しかし，これら2つは，すでに抱え込んでいる簿外の「含み損」

を表に出している点ではまったく同じで，利益数値制御に利用されるかぎりで

は，いずれも経営者の裁量行動だということができる。

本章の中心的な関心事は，歴史的原価基準から時価基準へと転換する経営者

の裁量行動を分析することにあるが，この分析においては現金的な処分損失を，

(1)会計的裁量行動と実体的裁量行動との違いと実証会計研究における実体的裁量行動の重

要性については，岡部[1994]に詳しい説明があるので参照されたい。
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非現金的な評価損と同等に取り扱うことが不可欠になってくる。会計的裁量行

動には市場取引を絡めた実体的裁量行動が切り離しがたく結びついているとす

れば，資産の排出による実現処分損失にまで視野を広げなければ，経営者の裁

量行動は正しく捉えられないからである[岡部, 1994]。

ただ，ここに資産の評価減とか処分損失といっても，その性質は資産のタイ

プによって大幅に異なることが考えられる。おおまかにみても, (1)金融資産，

(2)金銭債権(3)有価証券，(4)棚卸資産，(5)有形固定資産(6)無形固定資産，

(6)関係会社株式や関係会社債権などさまざまなケースが存在し，それぞれの

ケースによって評価損も処分損失もその性格が異なってくる可能性が大きい。

しかし，本章では無用の混乱を避けるために, 棚卸資産，固定資産など，物的

資産のケースを中心に議論をすすめ，必要なかぎりで，貨幣資産，有価証券な

ど，他の資産のケースに言及することにしよう。

Ⅱ 経営者の意思決定と損失の認識

会計において評価損や処分損失が問題となるのは資産価値の損傷(asset im-

pairment)が発生し，これにともない資産の時価が歴史的原価よりも大幅に下

落している場合であるが，この価値損傷は，最近では加速化されているとはい

え，時間をかけてゆっくりと進行するのがふつうである。技術革新，需要動向

の変化など外生的要因によって，現に保有している棚卸資産が価値の損傷を受

け，その時価が下落しているというのがその典型である。固定資産についても

同様のことがいえ，保有中にしだいに陳腐化や不適応が進行し，その価値が損

傷していくことが多い。これらの資産価値の損傷をいつ，またどのように会計

記録に反映させ，外部に公表するかが関心の焦点をなすが，これらの点を考え

る場合に，経済事象(economic event) ,会計的認識(accounting recognition) ,

および経営者の意思決定(management decision)との間における順序関係が重
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要になってくる[Elliott and Shaw, 1988]・一般的にいえば，資産価値に損傷

を与える経済事象（たとえば資産の陳腐化と時価の下落）がはるか前からはじ

まっており，その後に時期を選んで，経営者が含み損を表に出すという意思決

定を行い，このときに価値損傷に対して公式な会計的認識とデイスクロージ

ヤーが行われる。経営者が損失を吐き出すという意思決定をまず行い，これを

受けて会計的記録と外部への公表が行われるのである。災害損失などのケース

では，経済事象が発生すれば即座にまた自動的に会計的に認識されるが，これ

はむしろ例外であり，一般には経済事象が発生していても，経営者の意思決定

がなければ会計的認識は行われない。価値損傷の会計的認識はとかく遅れがち

だといわれるが，それは，経済事象の発生と経営者の意思決定とが同時にすす

まないためであり，このタイムラグはある程度まで避けられないことである。

資産価値の損傷では経済事象が経営者の意思決定に先行するのがふつうであ

るが，リストラなど組織変更(reorganization)の場合においては，しばしばこ

の順序が入れ替わる[Elliott and Shaw, 1988]・資産の価値はそれが将来どう

利用されるかに依存しているから，既存の利用計画が大幅に変更されると，こ

の変更にともない関連する資産の価値が損傷してしまうことが多い。工場や生

産ラインの閉鎖，あるいは設備の転用や再編成を決定すると，この意思決定に

ともなって関連する資産の価値が大きな損傷を受けてしまう。棚卸資産の廃棄，

固定資産の除却や売却など，実際に経済事象が起きるのはその後のことである

から，この場合には経営者の意思決定が先行していることになる。経営者が最

初に資産の転用，廃棄 排出などを決意し，その後にこの計画にしたがって経

済事象が創出され，これにともない評価損や処分損失が会計帳簿に記録される

（引当金などにより損失の見積計上がもっと早い段階で行われることもある)。

このため，リストラなどにおいては，認識のタイミングの決定，損失額の測定

において，経営者のフレキシビリティがいっそう高まり，会計利益が窓意的に

操作される余地も拡大することになる[Francis eml.,1996]。
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いずれにしても，価値損傷の会計的認識において決定的な意味をもつのは損

失を表に出すという経営者の意思決定である。会計記録は経営者のこの意思決

定を受けて，経済事象を会計数値に反映させているにすぎない。経済事象が先

行していても，経営者のこの意思決定が先送りにされれば会計記録とデイスク

ロージャーは遅れるし，経済事象が将来に引き起こされるとしても，経営者の

意思決定が固まれば，会計記録とデイスクロージャーが必要になってくる。会

計記録は経営者の意思決定を追いかけているだけであり，問題の核心は，経営

者がいつ，どのように損失を吐き出すと決めるかにある。この意思決定は一般

に「評価減の意思決定」(write-off decision)といわれている[Francis ej

ql. , 1996]が，広く資産の処分も含めるとすれば，含み損を表に出すすべての

意思決定領域をカバーすることになる。

ここでの問題の焦点は，経営者が行う損失吐き出しの意思決定には大きな裁

量の余地が含まれているという点である。価値損傷がすでに発生しているのに，

それを認識するタイミング，金額，方法，あるいは資産のタイプなどを経営者

が選択できるという点に問題の根元がある。次のような点に注意すれば，この

ことは明らかである。

(a)タイミングの選択：価値損傷が発生していることが明らかであっても，

経営者が評価損や資産排出の意思決定を延期すれば，資産価値損傷に対す

る会計的認識は先送りにされるが，いつまで先送りにされるのかは経営者

の決断しだいである。

(b)金額の選択：損失を吐き出すと決める場合でも，今期にその全部を吐き

出すか，一部だけを吐き出すかを経営者は選ぶことができる。また長中期

的視点にたって，数期に分けて損失を表面化することもできる。

(c)方法の選択：経営者は損失を計上する場合に，時価基準の適用によって

評価損を計上することもできれば，資産の処分によって含み損を実現させ

ることもできる。この選択において，一部は評価減により，他の一部は処
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分によるという組み合わせを選ぶことも可能である。

(d)資産の種類の選択：多数の資産に価値損傷が発生している場合には，経

営者はどの資産の含み損を表に出すかを選ぶことができる。棚卸資産の含

み損を先にするか，それとも固定資産の含み損を先にするかなどを決める

ことが可能である。

これらの組み合わせは無数にありうるから，経営者の裁量の余地は限りなく

大きいが，問題は，この裁量の余地が，会計利益を望ましい方向に誘導する手

段になっていることにある。もし経営者が損失を表面化するタイミング，金額，

方法，あるいは資産の種類などを調整し，これによって会計利益を望ましい金

額に変えているとすれば，利益数値制御が行われていることになる[Schipper ,

1 989]。

Ⅲ 損失認識の会計ルール

(1)棚卸資産の評価損の会計ルール

含み損を表面化する意思決定には裁量の余地が大きいが，この経営者の選択

に枠をはめているのが会計ルールである。支配的な会計基準は，棚卸資産（お

よび有価証券）については，「永続的」で，「重要」な時価の下落が生じたとき

には，例外なく低価法の適用を強制している[Schuetze,1987]。たとえばわが

国の会計ルールでも，時価の下落が「著しく」，しかも「回復する見込み」が

ない場合には，棚卸資産（および有価証券）の帳簿価額を時価まで切り下げる

ことを要求している[企業会計原則第三，五A]し，アメリカなどにもほぼ同様

の会計ルールが存在する[Accounting Research Bulletin No .43]。

このような会計ルールが存在している場合でも，経営者の裁量の余地がまっ

たく消えているわけではない。棚卸資産の時価の下落が大幅な場合でも，「一

時的｣だと主張すれば,あるいは時価の下落が永続的な場合にも，「重要でない」
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と主張すれば，評価減の意思決定を先送りにすることができよう。たとえばわ

が国の強制的な低価法の場合でも，何パーセントまで下落すれば「著しい」の

か，いつまでに，また何パーセントまで回復すれば「回復の見込み」があるの

かを明らかにしていない[企業会計原則第三，五A]から，経営者は楽観的な見

通しを示すことによって評価減を回避することが可能である。そのうえ棚卸資

産（および有価証券）には非強制的な低価法（任意低価法）を採用することが

許されており，時価の下落が「著しい」のかどうか，「回復の見込み」がある

のかどうかにかかわりなく，歴史的原価よりも時価の方が低いときには，いつ
i2ノ

でも時価基準を適用する（あるいは適用しない）ことができる。会計ルールは

存在するが，この会計ルールの枠の中でも，経営者に残されている裁量の余地

は決して少なくないといえる。

(2)固定資産の評価損の会計ルール

棚卸資産には評価減の会計ルールがともかく存在するが，固定資産になると，

会計ルールそのものがよく整備されていない。わが国では，商法が「予測スル

コト能ワザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲナスコトヲ要ス」［第34条]と

規定しているものの，この「相当ノ減額」をいつ，どれだけ計上するのかにつ

いてはガイドラインが示されていない。会計原則では，予見できなかった著し

い陳腐化や不適応が生じたときには臨時減価償却を行うことになっている[連

続意見書第三]が，この臨時減価償却の方法については明確な会計ルールは存

在せず，すべてが経営者の判断に委ねられている。のれんなど，無形固定資産

の価値損傷になるとさらに状況は深刻で，会計ルールらしきものすらほとんど

見当たらない。

アメリカにおいては, FASBが1988年に価値損傷問題に対するプロジェクト

(2)低価法の論点と会計ルールの解釈については，中野[1968]にすぐれた検討があるので，

参照されたい。
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を発足させ, 1995年にSFAS第121号，「固定資産の価値損傷および処分予定の

固定資産のための会計」(Accounting for the lmpairment of Long-Lived

Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Off)を公表することによ
（3）

って，新しいガイドラインを設定した。しかし，この新基準は「(固定）資産

の繰越金額が回収可能でないということを事象や環境の変化が示している場合

には｣，「公正価値」(fair value)まで切り下げることと，一般的な指針を示し
（4）

ているだけで，経営者に裁量の余地を残したままになっている[King, 1997]。

このように価値損傷の会計ルールが不明確であったり，まったく存在しなか

ったりすれば，その会計的認識とデイスクロージヤーは経営者の選択に任され

ることになるが，この裁量の余地を利益数値制御に利用するとすれば，経営者

の裁量行動は2通りになる。まず第1に，経営者は，資産価値が損傷している

のに，「損失を認識しない」ことによって会計利益を膨らませることできる。

そして第2に，経営者は自分に最も好都合なときに「損失を認識する」ことに

よって会計利益を窓意的に削減することができる。利益数値制御は会計利益を

拡大する局面と会計利益を縮小する局面の両方にわたっており，いずれの局面

においても会計利益が経営者によって意図的に制御されるおそれがある。ある

論者も次のように指摘している。「価値損傷が発生しているときにそれを認識

しないか，あるいはそうすることが（経営者にとって）有利なときにだけそれ

を認識するかのいずれかによって利益を操作するという，会計ルールによって

提供されている裁量権を経営者は都合よく利用しているのである｡」[Francis

etql.,1996, p.118]

(3)このSFAS No.121以前においては，会計的認識についてはSFAS No. 5 "Accounting for
Contingencies"を，開示についてはAPB Opinion No.30の「異常項目」を適用していたが，

これらにおいても，価値損傷資産については，即時の損失認識と開示が要求されていた。

(4)国際会計基準委員会では1 997に公開草案E55を発表し，新しい国際基準を設定しようと
している。
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(3)処分損失の会計ルール

他方，価値の損傷を受けた資産を経営者が市場に売却するとすれば，この場

合には，評価損としてではなく，実現損失として価値損傷にはっきりした会計

的認識が与えられる。棚卸資産を廃棄または処分すれば棚卸資産廃棄損・処分

損が，固定資産を廃棄または売却すれば，固定資産廃棄損・売却損が実現する。

これらの場合には実現主義という一般的な会計ルールが適用されるし，また市

場取引によって証拠づけられているから，会計的認識にあいまいさはまったく

ないようにみえるかもしれない。しかし，いつ，いくらで売却するかという取

引の決定は経営者によって行われるものであり，取引のタイミングと金額の選

択には大きな裁量の余地がある（取引相手が子会社などであれば，この裁量の

余地はさらに大きくなる)。経営者は価値損傷を受けた資産に対して，評価減

を行う代わりに，市場への売却を選び，これによって処分損失を実現させてい

るだけである。いったん時価まで評価減を行い，次に時価で市場に売却すれば

ステップは2段階になるが，いきなり売却するとこのステップが1段階に短縮

される。しかし，それにもかかわらず，一般にはこれら取引の裁量的選択は会

計ルール以前の問題だとされ，経営者の選択を拘束するルールはまったく定め
（5）

られていない。市場取引の操作を通じて行われる実体的裁量行動は，日本だけ

でなくアメリカなどにおいても，事実上野放しの状態におかれているのである。

経営者が市場取引のタイミングと金額を選ぶことができるとすれば，この実

体的裁量行動が会計利益に与える影響も2つの局面にわたることになる。まず

第1に，価値損傷が発生しているのに，経営者は取引を引き延ばすことによっ

て「損失を認識しない」ことができる。また第2に，取引のタイミングなどを

選ぶことによって，最も好都合な形で「損失を認識する」ことが可能になる。

(5)本論に直接かかわりはないが，不良債権の償却においては，評価減には税法などによっ

て限度が定められているため，債権買取機構を設立して，それに債権を譲渡することによ

づて損失を表面化させている。これも実体的裁量行動の例になる点に注意されたい。
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これらのいずれも，外部に公表する会計利益を歪めるという点で，利益数値制

御の現れとみることができる。

Ⅳ 経済的帰結と経営者のインセンティブ

資産の価値損傷を調べた会計文献によると，含み損を表に出す経営者の意思

決定は，一般的にいえば，タイミングが遅れており，価値損傷の発生にはるか

に遅れた時点において会計的認識とデイスクロージャーが行われている。また

切り下げ幅も不十分で，減額した後の資産の新価額は時価に比べてなお高すぎ

ると指摘されている[Elliott and Shaw, 1988]。このため，含み損が貸借対照

表の裏側に隠されたまま（オフバランス）になっており，きわめて不健全な会

計処理がまかり通っているとよく非難される。しかし，すでに明らかなように，

問題の根元はむしろ損失吐き出しの意思決定の方にあり，実際には，経営者が

資産価値の損傷を十分知っていても，その認識を裁量的に引き延ばしがちなの

である。

一般に評価損や処分損失は金額が巨大で，純利益の数倍になることもめずら

しいことではない[Elliott and Shaw，1988]。この巨額の損失を表面化すると

なると，会計利益や各種の利益率だけでなく，資産価額 負債比率，その他の

剰余金（配当原資）などの会計数値に重大な影響を与えてしまう。これらの会

計数値の変化は株価の下落，配当の削減，融資条件の悪化，格付けの下落，公

募条件の悪化，財務制限条項への抵触，経営責任の追求や経営者の交代，銀行

の経営介入などを招きがちで，経営者（および利害関係者）に著しく不利な経

済的帰結(economic consequences)をもたらすことが多い[岡部, 1994]・悪く

(6) 1997年に山一証券が破綻したのは，不良債権が露見し，このため貸し手が資金を出さな

くなったことによる，といわれている。しかし，これは露見後のことで，それ以前におい

ては，このような結果を予想して，先送りの意思決定を続けてきたものと考えられる。
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すると，市場からの資金の供給が途絶え，会社が破滅してしまうことも考えら
（6）

れないではない。経営者のインセンテイブに影響をあたえるのはこれらの厳し

い経済的帰結であり，この圧迫があまりにも大きいために，経営者は損失の表

面化を先送りにすることになりやすい。

リストラなど組織変更においては，工場や生産ラインの閉鎖，営業所，支店

などの事業拠点の売却，ベンダー組織や販売ネットワークの再編などが行われ

るが，これらには棚卸資産の廃棄や処分，固定資産の除却や売却などのほかに，

人員整理 人員の再配置，取引先の絞り込みなど，ひとにかかわる深刻な問題

がしばしば絡んでいる。そこで，労働組合，取引先，メーンバンク，大株主な

どとの綿密な協議のもとに将来計画（再建計画）を練り，それぞれの利害を調

整しながらその計画を実行していかなければならない。これらの計画の立案と

実行に時間がかかるとすれば，価値損傷の会計的認識といっても，問題はけっ

して単純ではない。少なくとも，これら一連の調整が最終段階に入るまでは，

経営者はその会計的認識と外部への公表に慎重にならざるをえないであろう。

ある論者も，次のように，背後の事態に深刻さがあると指摘している。「リス

トラ実施計画では，問題はたんに発生するコストを特定したり，見積もったり，

それから新聞発表したりすることだけではない。資産売却，再配置，人員削減

を含む計画は，その組織にとって巨大な経済的帰結を潜在的にともなっている。

したがって，影響を受ける従業員，会社の下部組織 地域社会とのかね合いで，

多様な会社の目的を達成するように，その公表が操作されることになりやす

い｡」[Elliott and Shaw, 1988, p.97]

しかし，いかに潜在的影響が大きいといっても，資産に大きな価値損傷が発

生しているのに，経営者はいつまでもその表面化を引き延ばすことはできない。

どこかで損失を吐き出すという決断を下し，会計的認識とディスクロージャー

に踏み切らなければならない。この意思決定がいったいどのように行われるか

は, 経営者のインセンテイブの強さによって違ってくることになる。次に，こ
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の経営者のインセンテイブをもう少し詳しく検討してみよう。

V 裁量行動のパターン

上に述べたように，資産に多額の価値損傷が発生している場合においては，

その損失を表に出せば，とほうもなく不利な経済的帰結が経営者（および利害

関係者）に跳ね返ってくる可能性がある。しかし，この不利な経済的帰結はど

の企業にとっても，あるいはどの時期においても，同じというわけではなく，

きわめて深刻なケースから軽微なケースまでさまざまである。一方には，含み

損を表面にだせば，たちまち会社が破綻に瀕するような厳しいケースもたしか

に存在する。しかし，他方には，多額の評価損や処分損失を計上しても，市場

や取引相手にほとんどインパクトを与えなかったり，市場や取引相手からむし

ろ歓迎されたりするケースが存在する。これら両端の間にはさまざまな中間的

ケースが存在するから，不利な経済的帰結といっても，その程度は状況におう

じてまちまちである。

このような経済的帰結に影響を与える要因には，おそらく多数のものがある

にちがいない。しかし，一般に最も重要な要因といわれているのはその会社の
（7）

業績予想である。予想される今期末の会計利益がどの水準にあるかによって経

済的帰結が異なる可能性があるし，またそうであるから予想会計利益の水準に

よって経営者のインセンテイブも違ってくる。そこで，典型的なケースとして，

①業績がきわめてよい会社，②業績がほぼ平均的水準にある会社，③業績がき

わめてわるい会社，の3つを取り上げて，それぞれにおける裁量行動の可能性

を検討してみることにしよう。

(7)多額の評価減を計上した会社を調べてみると，一般的にいって，時系列では業績はしだ

いに低下してきており，クロスセクションでも利益率は低いといといわれている[Elliott

and Shaw, 1988]。しかし，以下でも指摘するように，業績良好な会社の方が，損失認識
に対して強いインセンティブをもつことも考えられる。
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(1)業績超好調会社の裁量行動

まず，業績がきわめてよい超好調会社のケースを考えてみよう。ここに業績

の「超好調会社」というのは，多額の含み損を当期末に一挙に認識しても，外

部に公表する報告利益が平均的水準以下にまで下がるおそれのない会社を指し

ている。これらの優良会社が損失を表に出すというのは，ふつうの水準まで会

計利益を圧縮するだけであるから，不利な経済的帰結というのは，あってもき

わめて軽微であるし，状況によってはかえって有利な結果になることさえ考え

られる。

業績がきわめて好調な会社においては，その好業績を背景にして価値損傷に

ただちに会計的認識を与えても，これは保守主義に合致する健全な会計処理と

され，会社の「財務体質」をむしろ強化するものと，歓迎される傾向がみられ

る。今期において資産の評価損や処分損失を目いっぱい計上すれば，それは，

将来期間における費用負担を軽減し，将来期間の会計利益を押し上げることに

つながるし，また利益変動の幅を縮小するという点で，利益平準化にも役立つ

ことはまちがいない。これらの点からして，好業績の会社が損失を表に出すの

は，経営者（および利害関係者）にとって，特に不利なことだとはいえないで

あろう。

これらの業績超好調会社が，反対に，損失の表面化を先送りにするとすれば，

外部に公表される会計利益はあまりに「高すぎる」ことになるが，この「過大

利益」はいろいろなデメリットをもたらすと考えられる。税コストが高くなる，

価格（料金）規制が強化される，消費者の反発が強まる，ベンダーや労働組合

などの価格（賃金）引上要求が強まる，参入を刺激して競争が激化する，政治

的コストが増加するというのがその例である。このような状況において評価損，

処分損失を計上すれば，報告利益は平均的水準まで圧縮されるし，またこれに

ともないこれらのデメリットがすべて回避される。したがって，業績超好調会

社においては，損失の表面化は経営者（および利害関係者）にとってむしろ有
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利な戦略であり，経営者のインセンテイブは「損失を認識する」という側に傾
（8）

斜しているとみることができる。

(2)業績正常会社の裁量行動

次に業績がほぼ平均的水準にある「業績正常会社」のケースを取り上げよう。

業績が不振でないとしても，会計利益の水準があまり高くないとすれば，多額

の含み損を表に出すと，最終報告利益が大幅に低下して，マイナス（赤字）に

なることが予想される。会計利益の赤字は，市場や取引相手に対して会社のリ

スクが高まったというシグナルを送るから，すでに指摘したように，格付けの

下落，資金調達条件の悪化 資金コストの上昇など, 重大な経済的帰結を招く

ことになりやすい。したがって，一般的にいえば，業績が正常な水準にある会

社においては，損失を表に出すという経営者のインセンテイブはきわめて弱く，

むしろ否定的であることの方が多いといえよう。予想される経済的帰結が重大

であればあるほど，経営者は意思決定を檮膳して，損失の認識を先送りにしが

ちになりやすい。

しかしながら，同じ業績正常会社であっても，簿外に多額の「含み益」を抱

える会社では，経営者のインセンテイブが違ってくることが考えられる。有価

証券，投資有価証券に，あるいは土地などの不動産に大きな含み益が蓄積され

ている場合には，これらの資産を市場に売却すれば，売却益が実現する。そこ

(8)巨額の評価減が及ぼす株価への影響については2つの仮説がある。第1は「悪いニュー

ス仮説」(bad news hypothesis)であり，評価減のデイスクロージャーは投資者が期待し
ていたことよりも悪い状況を知らせるので，株価を押し下げるというものである。第2は

「よい解決仮説」(positive solution hypothesis)であり，評価減は既存の経済的困難に対
する積極的な経営者の対応を示すとみる。Elliott and Shaw [1988]の実証研究などは，第
1の仮説の方を支持している[pp・103-105]が，第2の仮説を裏付ける文献も少なくない。
しかし，理論的にいえば，ここに取り上げた業績超好調会社などにおいては，第2の仮説
が妥当するものと考えてよいであろう。
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で，簿外の含み益を実現させることによってまず「益だし」を行い，次に，こ

の売却益を「償却原資」にして，それとほぼ同額の評価損 処分損失を表に出

す。益だしと損失の認識を抱き合わせにして，売却益によって評価損，処分損
（9）

失の穴埋めをするわけである。

この「抱き合わせ方式」において，売却益と評価損，処分損失の金額が食い

違えば，外部への報告利益はそれだけ平均的な水準から逸れることになる。し

かし，この食い違いが大きくないとすれば，報告利益はほぼ平均的水準にとど

まり，利益率，負債比率などもほとんど変わらないことになる。配当原資も影

響を受けないから，配当も過去と同一の水準を維持できる。したがって，この

場合には，多額の評価損，処分損失に会計的認識を与えても，株主など利害関

係者の反発は緩和されるであろうし，格付け，資金調達条件などへの悪影響も
（10）

最小限に抑えられることになろう。

いずれにしても，業績正常会社においては，裁量行動は2つに分かれること

が予想される。まず第1に，損失の表面化には消極的で，先送りのインセンテ

イブをもつ経営者グループが存在するが，このグループでは「損失を認識しな

い」という意思決定が行われる確率が高い。このグループの中には，含み益が

乏しい会社とか，十分な含み益を抱えていても，益だしがむつかしい会社など

が含まれる。第2に，益だしと抱き合わせに，損失を表面化させたいというイ

ンセンテイブをもつ経営者グループが存在するが，このグループでは「損失を

認識する」という意思決定が行われやすいといえる。

(9)益だしの場合における市場への売却は，すぐに買い戻すとすれば形ばかりのものとなり，

時価基準で増価益を計上するのと同じことになる。売却先が子会社の場合においてはなお

さらのことである。しかし，売却した資産を買い戻さないこともあるが，この場合は「売

り切り」といわれてい'る。

(10 この抱き合わせ方式を選択するもう1つの理由は, Elliott and Hanna [1996]によると，

パフォーマンスの評価を妨げないという配慮である。多額の評価損，処分損失を計上する

と，投資者が行うパフォーマンスの評価が困難となり，株価が歪む可能性がでてくるが，

ほぼ同額の売却益で穴埋めをすると，パフォーマンスの評価が妨げられず，株価へのわる

い影響が防止できるとも考えられる。
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(3)業績不振会社の裁量行動

他方,業績不振が続いており，すでに数期前より会計利益がマイナ‘ス（赤字）

になっている会社では，事業の建て直しによって，一刻も早く会計利益をう．ラ

ス（黒字）に転換しなければならない。この厳しい状況において，含み損が発

生したとすれば，経営者はその認識をとりあえず先送りにして，業績不振から

の脱却を急ぐほかはないと思われる。一般的にいえば，著しい業績不振の会社

の経営者は，損失の表面化に対しては否定的なインセンティブをもつとみてよ

いであろう。

しかし，他方において，業績不振の会社が多額の損失を表に出し，マイナス

の会計利益をさらにいっそう低くする（赤字幅を大きくする）ことが知られて

いる。これが「ビッグバス」(big bath)である。このビッグバスの狙いは，過

去の「ウミ」をいま出し切って，将来のために「身を軽くする」ことにあり，

ポイントは現在期間よりも将来期間の業績にあるとみられている。「経営者は，

将来の利益が増加するようにするために，（ビッグバスのような）報告利益の

引下方法を利用するインセンテイブをもつ」[Watts and Zimmerman, 1986,

p . 209]というのである。

このように，ビッグバスが将来的費用の前倒しによって，将来の会計利益を

改善しようとするものだとすれば，将来における業績回復の見通しが重要なか

かわりをもってくる。赤字が続いている会社において，現在にいたる業績不振

が将来にもそのまま持続する見通しであれば，いま評価損，処分損失を計上し

ても経営の建て直しにはつながらない。しかし，将来の見通しが明るくなった

のであれば，現在においてすべてのウミを出し切ると，将来期間の費用負担が

軽減され，業績の回復が一挙にすすむ可能性が大きくなる。現時点において帳

簿価値を大幅に引き下げておくと，減価償却費など，将来の費用が削減され，

利益がでやすい企業体質に変わる。またリストラによって不採算の生産ライン

を廃棄するとか，余剰人員を整理するというのにも，同じく将来費用の軽減効
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果がある。

ビッグバスを追跡した実証研究は，この裁量行動が経営者の交代と結びつき

やすいと報告している[King, 1997]。その理由としてよく挙げられるのは，新

経営陣は旧経営陣に責任を押し付けたうえで，まず「デッキを洗い」
（11）

(cleaning the decks) ,きれいなデッキから出発したがるという点である。価

値損傷の責めを前任者に帰して，交代時に損失を計上しておけば，たしかに会

社の将来に対する市場や利害関係者の期待は改善されるであろうし，新経営者

のパフォーマンスを評価するベンチマークも低くなる[Elliott and Shaw,1988;

Strong and Meyer,1987]。しかし，こうした事情のほかに，経営者の交代に

ともなう経営戦略の変更が絡んでいることもまた事実である。たとえば，新経

営陣は製品ライン，生産ラインなどを大幅に変更しがちだとすれば，経営者の

交代にともない多額の評価損，処分損失が出ても，それは不自然なこととはい

えない。

いずれにしても，業績不振の会社においても，2つの裁量行動が出てくる可

能性があることがわかる。まず第1に，経営者のインセンテイブが損失の表面

化に否定的で，損失の認識を先送りにしようとする経営者グループがある。第

2に，業績不振にもかかわらず，損失を表面化しようとするインセンテイブを

もつ経営者グループがある。この第2のグループではビッグバスを行うことに

なるが，それは業績見通しが明るくなった会社とか，経営者が交代した会社に

おいてこの傾向が強いと予想される。

(11) Strong and Meyer [1987]はさらに新経営陣が旧経営陣のメンバーであったかどうかま

で細かく追跡しているが，それによれば，「経営者の交代がリストラの誘因になり，新任

の経営者が以前の投資決定や資産管理の意思決定にかかわっていないときに評価損がもっ

とも起きやすい」[p . 649]という結果を発見している。
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Ⅵ むすび

会計学のテキストにおいては，資産が価値損傷を受けた場合には，ただちに

時価まで切り下げ，損失を公開するのが真実性の原則や明瞭性の原則に，さら

には保守主義の原則に合致すると説明されている。また最近では，マーク・

ツー・マーケット(mark-to-market)を支持する論者が，時価基準の適用によっ

て簿外の含み損をすべてオンバランス化し，会社の実態をデイスクローズすべ

きだという点をさかんに強調している。しかし，この資産価値の損傷に対する

会計的認識には経営者の意思決定が複雑に絡んでおり，時価基準を適用しさえ

すればすべて片づくといった単純な問題ではないのである。特に，リストラな

ど，組織変更にともなう損失にこのことがいえ，認識のタイミングにも，また

金額の測定にも，むつかしい問題点が多数残されいる。

損失の認識に経営者の意思決定がかかわっているという点は，資産の排出の

場合も同じである。価値損傷を受けた資産を市場で売却または処分すれば，実

現原則によって処分損失が認識されるが，この処分損失はあいまいさのない客

観的な会計数値だととかく誤解されやすい。しかし，この場合に市場で売却さ

れた資産も，売却のタイミングも経営者によって選択されたものであり，処分

損失の認識もまた経営者の意思決定を経由している。いったん時価まで評価減

して，次に市場で処分する手順を1ステップに短縮した結果が処分損失なので

あり，これは評価減と同等の意味をもつ裁量項目にほかならない。評価減と処

分損失との間には，会計的裁量行動なのか実体的裁量行動なのかという違いが

あるにすぎず，利益数値制御の手段になっている点ではまったく同じである。

このように価値損傷資産の取り扱いには経営者の意思決定がかかわるために，

経営者行動を縛る会計ルールが重要になってくるが，現行の会計ルールはきわ

めて不完全なものでしかないし，また将来においてもこの不備が是正されると

はとても期待できない。あるとあらゆる価値損傷のケースにおいて，経営者の
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意思決定を拘束するのは可能なことでも，また望ましいことでもないからであ

る。このため，価値損傷資産の会計には大きな裁量の余地が残り，利益数値制

御に利用されがちになるが，その裁量行動は2通りになる。まず第1に，資産

に価値損傷が発生しているのに，経営者はその「損失を認識しない」ことによ

って，会計利益を増加させることができるし，また第2に，都合のよいやり方

で「損失を認識する」ことによって，会計利益を圧縮することができる。いず

れも，会計利益の「見栄え」を変えようとするもので，利益数値制御だとみる

ことができる。

この利益数値制御が引き起こされる原因としては，会計利益の公表には経済

的帰結がともない，これが経営者（および利害関係者）を不利にするという点

が挙げられる。合理的な経営者は，ありうべき経済的帰結を予測し，できるだ

け不利な経済的帰結を避けようとするから，「損失を認識しない」ことによって，

あるいは「損失を認識する」ことによって，会計利益をコントロールすること

になるであろう。したがって，経営者によって予測される経済的帰結が焦点に

なるが，それに最も大きな影響を与えるのが業績予想である。

業績の見通しが異なるいくつかのケースを想定してみると，それぞれの状況

におうじて経済的帰結が異なり，経営者のインセンテイブが違ってくるのがわ

かる。多額の価値損傷が発生している場合において，経営者のインセンテイブ

は，損失の認識を先送りにしたい（｢損失を認識しない｣）状況と損失の認識を

急ぎたい（｢損失を認識する｣）状況とに2分されるのである。まず経営者が損

失の認識を急ぐケースとしては，次の3つが考えられる。

①業績が好調で，予想会計利益がきわめて高い会社

②業績はきわめて不振であるが，先行きの見通しが明るくなった会社

③業績は平均的であるが，簿外に多額の含み益を抱える会社

次に，損失の認識を先送りにするケースとしては，次の2つがありえよう。

①業績は平均的であるが，益だしができない会社
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②業績がきわめて不振であるうえに，先行きの見通しも明るくない会社

このように経営者のインセンテイブに大きな違いがあるとすれば，この違い

は現実に損失の認識が行われる確率に影響を与えることになろう。損失が認識

される確率が高いケースと低いケースがあることになる。この違いを経験的デ

ータの側からたしかめるには実証研究をすすめるほかはないが，この課題の追

求は別の機会に譲ることにしたい。

(岡部孝好 神戸大学教授）
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第8章 プロジェクト思考と会計評価論

I はじめに

会計は歴史的にもまた現在に於いても，実務慣習の中で発展してきた。その

会計の発展は会計を取り巻く各種の環境条件によって引き起こされるが，その

影響は主として次の二側面を経由して会計の実務体系に変化をもたらすものと

思われる。一つは会計の技術的な側面に対する影響であり，今日の情報技術の

目覚ましい進歩が会計の記録や処理の枠組みに与える影響である。他の一つは

会計を通じて調整される人間関係に対する影響であり，企業組織における基本

的な人間関係のあり方に対する経済的・社会的制度の変化からの影響である。

この第二の側面は第一の側面ほど直接的・明示的には現われてこないが，経済

社会の大きな枠組みの変化の際には必ずこの会計における人間関係の大きな変

化が同時に起こっている。伝統的・共同体的な人間関係に対して市場的な競争

原理をどのように組み入れバランスさせるかは，それぞれの経済社会の歴史

的・環境的な変化によって影響を受ける。企業組織としての損益の自己責任制

を担う「経営者～資本主」関係もこのような基本的な人間関係のひとつの類型

であり，市場経済原理の導入を図る社会主義経済で現在生じつつある変化がこ

の例にあたる。

前者を会計の技術的な側面，後者を会計の社会的な側面と名付けると，この

両側面は一見したところ相互に独立して変化するようにも考えられるが，会計

評価論を中心とする会計情報の処理及び伝達の問題の基礎となる「会計の記録



原価主義と時価主義222

の枠組み」を決定するという点では両者は相互に密接に影響し合っている。こ

の相互影響のプロセスを，現在の情報技術の発展が会計実務の動向に与えてい

る影響を前提に探ってみようというのが本章の意図であり，「記録の枠組み」

の拡張から今後の会計評価論の変化の方向を予測しようとする試みでもある。

（情報技術を活用した最近の経営情報システム及び会計実務の動向については

「日経情報ストラテジー」等の実務雑誌を参考にしたが，実務解説が本章の目

的ではないので，個別のケースについての解説は行なっていない｡）

Ⅱ 経営の情報システムの新しい課題

企業は最終的に消費者により購入される財やサービスを提供できる潜在的能

力をもっているが，そのような財やサービスの潜在的供給能力の1単位を「座

席」（交通機関や劇場などの文字どおりの「座席」以外に，複数の製品を製造

する生産ラインのスケヂュール上の時間なども含まれる）と考えると，その｢座

席予約」（米国での戦略的事例として有名なのは, American AirlineのSabre

システム)を的確に確保できれば，「空席」のままに無駄に財やサービスを捨て

去る損失や値下げにより利益を圧縮して販売する損失，生産設備や人的資源を

無駄に遊ばせておく損失などを回避できる。このような「座席予約」を確保す

るためには，供給側が提供可能な財・サービスに関する顧客側での需要動向を

的確に把握する必要がある。大量生産にはのりにくい受注生産の場合には，個

々の顧客の要求する仕様や納期及び価格をその都度生産現場に伝える必要があ

り，また市場で販売される財・サービスのような見込み生産の場合には，事前

の市場動向調査を行ないある程度の確率で採算点以上の数量が販売できるよう

に価格・仕様・品質等を決め，それに見合う原価で生産できるように生産現場

に品質目標や原価目標を指示する必要がある。
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<技術及び原価に関する情報〉 〈仕様及び対価に関する情報〉

↓ ↓

「‐~‐‐‐~~~~~‐~‐‐~~‐可 F~‐‐‐‐‐~~~‐~~‐‐‐~‐‐‐‐‐‐‐~~‐‐‐‐~‐~‐~~1 「~‐~＝‐‐~！

｜設計・見積りﾄｰｰｰｰ1イメージ上の財・サービスﾄｰｰｰｰ1要望I
L________7________｣ L_________________,_________________｣ L___!___」

技術的実現可能性

経済性（採算性）

顧客の満足度

実行

事後的チェック →財・サービス

費用・収益対応計算 ←対価の支払

座席予約

図1 情報技術の活用による供給側と需要側の事前調整

伝統的な会計では「投入資金→原価」（費用）と「獲得資金」（収益）との事

後的対応計算を軸に，資金管理・原価管理に必要な情報が企業を取り巻く内外

の利害関係者間に共通に作成・伝達され利用されているが，このような情報の

作成・伝達方法では財やサービスの仕様・品質や利用形態に関する定性的情報

は必ずしも企業内外の利害関係者間に体系的には共有されていない。

何故，このような定性的情報の共有がこれまで体系的になされてこなかった

のかを説明するもっとも主要な理由は，単純にこのような定性的情報の共有に

はコストがかかりすぎるということであった。資金管理・原価管理という計数

管理には比較的コストがかからない。つまり原価管理や損益管理の際に必要な

「計算上の貨幣収支単位」を導入すれば，企業の業務の流れは一元的・統一的

に，且つ簡便に調整・管理できる。また，ビジネス・イノベーションのスピー

ドが比較的緩やかで，なおかつ組織的な管理の対象にはなりにくい競争環境に

あっては，会計的な計数管理で十分であった。

これに対し，財やサービスの仕様・品質や利用状況に関する定性的情報を業

務の流れにそって一元的・統一的に管理する方向で管理体制を高度化するため

には，このような定性的情報を記録する際の標準フォーマットを全社的に決め

生産能力 実際の財・サービス 顧客
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る必要があるが，「計算上の貨幣収支単位」というような単純な工夫だけでは

不十分であり，何らかの別の工夫が必要である。例えば，「快適なクルマ」を

新車開発の理念だとして決定しても，顧客や営業担当者が理解する「快適さ」

と各製作担当者が理解する「快適さ」では微妙な内容の差があり，設計思想に

おける食違いを引き起こす可能性もある。しかし反面では，財．サービスの感

性的・様式的な側面は，このような内包性の高い表現でしか表せないこともあ

り，「記録の標準フォーマット」に於いてもこのようなイメージ情報も収容で

きるように設計しておく必要がある。このようなイメージ情報の共通利用に関

する（入力・処理・利用）規約を作るためには意味理解の共通化を図る必要が

あり，このような利害関係者間の合意形成にかかわるコストも多大になる可能

性がある。

生産設備の変更のない短期を前提に考えてみると，ある程度の幅でのみ「仕

様・品質・納期・原価」は変更・調整可能である。技術サイドからは同等と考

えられる変更であっても，顧客の立場からは大きな差異がある場合が通常であ

るから，どのような変更（調整）がもっとも大きな顧客の満足を引き出すかを

技術サイドとしても知る必要がある。

それ故，「座席」の原価だけではなく，その「仕様・品質・納期」も記録．

管理される必要があるが，この場合には営業活動を通して得られる「顧客の需

要動向情報」が生産技術サイドから得られる「生産可能フロンティアに関する

技術情報」と結び付けられ，生産・販売というライン業務のなかで定性的情報

のレベルでもデータが一元的に管理され，そのような一元的な情報に基づいて

業務の流れも一元的に管理される必要がある。

このような目的のためにどのような「記録の標準フオーマット」が可能であ

るかは，一部の業界での電子データ交換の標準化(CALS)を除いて現実の実務

の動向でも明確にはなっていないが，漠然とした予測や企画・見積もり段階か

ら「座席」の「仕様・品質・納期」欄がイメージ情報とともに記入されていき，
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基本理念→概念設計→基本設計→詳細設計へと関連部署をデータが事前の調整

的なやりとりを経て業務実行レベルに引き継がれていく流れを作ることがポイ

ントとなるだろう。

また財やサービスの生産の流れは，通常一企業の範囲を越えていわゆる川

下・川上へと広がる訳であるから，このような「情報の共有」も一企業の範囲

を越えて行なわれることになる。

他方，このような業務の流れの各ポイントにおいては，このような「業務の

流れを管理・調整するための情報」（基幹業務系ないし業務処理システム）だ

けではなく，過去の同種の生産事例に関する情報や需要予測のための外部関連

情報など，いわゆる「意思決定に必要な情報」（情報系）にもアクセスできる

状態にしておく必要がある。確かにこのような情報システムを構築する際のコ

ストの問題を考えると，同一の情報端末から両方のシステムにアクセスできる

方が望ましいが，データの管理（例えば，業務系における履歴的記録の厳重な

保存の必要性など）という面では二つのシステムでは根本的に異なる側面があ

るので，概念上のシステム設計のレベルではむしろ厳格な区分を設ける方が望

ましいだろう。

最近の実務で見られるデータウェアハウスという考え方は，このような業務

系と情報系の無理のない統合を意図したものであり，伝統的な会計データはこ

の業務系のデータの一部を構成することになる。

Ⅲ 情報レベルのストック（技術・技能・知識）の重要性

会計とは第一義的には「企業内の業務の流れ及び企業外との取引に関する標

準的な記録の規約様式」であるという視点から，最近の情報・通信分野におけ

る技術革新がこのような「記録の規約様式」にどのような影響を与えつつある

かを検討したが，そのような技術的な側面が会計の社会的な側面にどのような
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影響を与えるかを考察するために，「企業実体公準の再検討」という視点でこ

のような新しい動きの組織的な意味を解釈してみると以下の3点にまとめるこ

とができる。

①キャッシュフローは必ずしも共通の記録基盤ではない。

確かに企業を取り巻く各種の取引や契約は何らかのキャッシュフローを基礎

に行なわれることが多く，企業実体の設立も一定額の出資金があって始めて可

能になる。開始貸借対照表から「以降のすべての会計記録とその期間的要約表

（財務諸表)」がスタートすると考えれば，記録の基本スキーム（記録範囲及

び分類・要約の基準）を「一定のプールされたビジネス目的の資金」の存在を

基礎に決める現行の企業実体公準の考え方はそれなりの合理性を備えていると

考えることができる。

しかし，実際の取引や契約が成立する以前に，実は多くの情報がやりとりさ

れており，しかも何らかの共通の記録のフオーマットに則りデータの交換と保

存がなされている現状を考えると，むしろ情報のやりとりのレベルから記録の

基本スキームの問題を考えなおす必要性が出てくる。そのような「情報レベル

の記録」に基づくデータ交換及び保存で一定の条件を満たしたものが実際の取

引や契約に移行し何らかのキャッシュフローを引き起こすと考えれば，従来の

企業実体公準の考え方は拡張される必要性がある。

②成果の評価は収益の実現に限定されない。

一般的に企業行動の実行主体と最終成果の受益主体は別々の人格であり，企

業行動の成果である財やサービスは企業外の第三者によって判定・評価される。

伝統的な会計記録の上では通常，顧客が財やサービスの受け取りに対し一定額

の対価を支払った時点でその対価の貨幣額で成果が評価される。また，その財

やサービスが市場で一定の価格評価をすでに得ている場合には，実際に対価の
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授受がなくてもある程度の客観性を備えており，なおかつ保守的な考慮と両立

する限り，市場における時価を成果の評価であるとして記録することができる。

このような時価主義への移行傾向を含む現行の会計の考え方はいずれにしても，

資金フローを基礎に企業行動を考えるという企業実体公準から導き出される評

価基準である。

しかし，「情報」を基礎に企業行動を考えるとすれば，本来重要なのは顧客

の満足度についての情報であり，それと関連する顧客の財・サービスに対する

選択条件についての情報である。結果として顧客から一定の対価が得られたと

しても，それだけでは継続的な顧客への販売は保証されない。すでに生産設備

や人的資源開発投資に固定資金が投入されている以上，企業が知りたいのは，

現在の生産活動をどのように継続できるのかという点であり，その判断の根拠

となる情報の入手が企業行動に対する成果評価のためにも不可欠なこととなる。

そういう意味では収益・費用の対応ではなく,営業活動を通して得られる｢顧

客の需要動向情報」と生産技術サイドから得られる「生産可能フロンティア技

術情報」との対応がより重要となる。

③定性的情報も第一次的な記録の対象になりうる。

現在の会計では，すべての企業行動が最終的には単一の通貨単位で記録・要

約されて期間の損益が確定される。その損益の実行可能な管理を実現するため

に，損益数値は各種の計数に分解されて，機能的に細分化された計数管理へと

引き継がれる。

確かに計数管理の考え方は操作性や管理コストの面から考えても，合理的か

つ効率的な方法であるが，顧客の満足情報はもともと定性的な性格を備えてい

る以上，そのような定性的情報が効率的に低コストで情報処理できるだけの情

報技術の高度化が進めば，当然そのような方向での記録体系の見直しが必要に

なってくる。
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計数的な情報でのみ管理を行なっていると，その企業に競争優位性をもたら

す固有の技術・技能・知識がもつ本来の重要性に対する評価が低下し，それら

の技術・技能・知識の自生的な成長が阻害される危険性もある。情報レベルの

ストックである「技術・技能・知識」の重要性を再認識するためには，「資金

レベルのストック」に基礎を置く現行の企業実体公準の考え方は拡張される必

要がある。

Ⅳ プロジェクト思考の考え方

企業実体公準の拡張をプロジェクト思考で行なうという主張の根拠は以下の

点にまとめられる。

①プロジェクトの主体は企画・実行主体である。

プロジェクトの形成原理は，一定額の資金（の設定・投下）であるよりはむ

しろそれ以前の段階における「特定分野の専門知識（技能・技術を含む)」の

新しい組み合わせの発足である。そのためそれぞれの専門知識の主体性を尊重

したネットワーク型の組織形成が重要となり，固定資金の果たす重要性は低下

する。そのような発足時の特徴を反映して，プロジェクトの進行時でも資金の

ストック管理（従って貸借対照表）はあまり重要ではなく，継続的な収益と費

用のフロー管理（損益計算書の拡張）がより重要であり，さらに重要なのは特

定分野の「専門知識（技能・技術を含む)」のネットワーク的な管理である。

持分の変動や利益配分に関する財務的キャッシュフローも，現在及び将来の営

業活動キャッシュフローから考察され，資産の担保価値などの時点的評価を基

礎に貸借対照表レベルで考慮されるわけではない。財務的な側面での経営責任

の基本はあくまでも営業活動に関する安定的なキャッシュフローの維持・発展

にある。そのような経営責任を継続的に果たすためには「専門知識・技術・技
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能の成長」を図る必要があり，情報ネットワーク環境下での知識・技術・技能

管理自体が最重要課題となる。

②プロジェクト・レベルのプロセス管理が重要である。

技術的には同等な選択肢を「想定される顧客の価値基準」により順序づけを

し，特定の選択肢の組合せを実現する，というのがプロジェクトのプロセス管

理の基本課題である。研究開発により「技術的な選択肢の幅」を拡大すること

は，成果評価主体（顧客）の価値基準の多様化に合致し，より評価の高い選択

肢の組合せの実現を可能にする。

それ故，顧客の需要情報から得られる仕様・納期・価格等の基準に従って，

供給側の技術的な選択肢の組合せを最適化することがプロセス管理の基本とな

るが，通常このプロセス管理は機能的な実行単位（タスク）に分解され，各タ

スク毎の仕様・納期・価格等の明確化，各タスク間の個別プロセスの相互調整

が，共通の記録形式を用いて行なわれる。

③プロジェクト思考による会計的現実の再構成

一般的に「現実」は認識主体がもつ認識の基本スキームと対象世界とのある

種のダイナミックな反応から生じるが，プロジェクト思考という認識の基本ス

キームを用いて企業行動を記録すると次のような「現実」が描きだきれる。

(a)現実の企業行動は複数のプロジェクトの同時進行として描写される。

事業部制を採用している企業に典型的に見られるように，企業は実行責任

と説明責任に基づく責任単位の明確化とリスクの分散や共通コストの節約な

どを理由に複数の事業部（プロジェクト）を同時に進行させている。法的な

所有関係・持分関係からは独立した他の事業主体とのジョイント・プロジェ

クトも行なわれている現状をも考慮に入れれば，会計が描写すべき「経済的

現実」は法的実体ではなくプロジェクトを記録範囲の境界設定基準として前
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提すべきであるという結論に導かれる。

(b)「取引区分」をプロジェクト思考に基づき再構成する必要がある。

記録の対象となる企業行動は以下のような取引区分に従って分類され，必

要な入力データの属性が決定される。

．「プロジェクトの基本理念」が形成されただけで概念レベルでの設計にと

どまっている段階のものは，計画段階にあるもの，つまりく計画のみ・未

調査＞として営業報告書・事業計画案ファイルで記録される。

・基本設計段階まで進んだものについては，研究調査費の枠内で，＜概念設

計済み・未詳細設計＞として記録される。

・詳細設計段階まで進んだものについては，新製品開発費の枠内で，＜詳細

設計済み・未実行計画実施＞として記録される。

・実行計画実施段階まで進んだものについては，原価費用の枠内で，＜実行

計画実施済み・未販売＞として記録される。

・販売段階まで進んだものについては，実現収益及び収益対応可能費用の枠

内で，＜販売済み・未回収＞として記録される。

・代金回収まで進んだものについては，信用度チェックの際の確認情報及び

財務管理情報としてく代金回収済み・顧客満足未判定評価＞と記録される。

・顧客満足情報による判定評価を受けた後，プロジェクトの継続・修正・解

散のいずれかが決定される。

プロジェクト思考のもとでは企業における基本的な業務の流れの記録は，仕

様・納期・価格等についてのデータを統一的・継続的に記録するとい意図のも

とになされており，業務の流れの中で前段階からのデータを後段階へ引き継ぎ，

プロジェクト全体の中での各タスク毎の実行責任及び説明責任の明確化が図ら

れている。従来の会計記録では，業務の流れは資金投下→資金回収という枠組

みの中でなされており，そのような視点に立って取引の区分と分類がなされ勘

定体系を用いた入力処理がなされている。これに対し，プロジェクト思考に基
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づ<新しい記録システムでは，基本理念によって区分されたプロジェクトの全

体の業務の流れを，専門知識によって区分された各タスク単位で管理するとい

う発想法が採られる。例えば，調達～生産～販売の各サブ・タスクは仕様・納

期・価格等に関係する「完結した基本業務タスク」に属し，代金回収に関する

業務は信用供与及び財務運用についての専門知識を有する別のタスクの記録と

みなされる。このようにして従来の会計記録は新しい記録システムの中に組み

込まれ，より拡大された枠組みの中に包摂されることになる。

実行計画

実施

､↑雷朋一収益

両斗

図2 プロジェクトとしての業務の流れ

V 閉鎖体系と開放体系

プロジェクトの核になる部分は一般的に閉鎖体系ないしインサイダーグルー

プを形づくる。（ポール・シェアードは企業統治に関し，日本型をインサイダー

型，アメリカ型をオープン型と名付け類型化を試みている。同著「メインバン

ク資本主義の危機」1997年）ベンチャーキャピタルの初期段階にもみられるよ

うに，実績や担保資産がなく主として新規事業の事業プランのアイデアへの共

鳴だけで初期投資がなされている状況では，当該新規事業での経営者能力を外

部から客観的に評価することは難しく，そういう意味では一般投資家に持分を

売却して当該ビジネスネットワークから退出することは極めて難しくまた不利
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であり，実質的に退出(Exit)という選択肢がない状況とみなすことができる。

このような状況はプロジェクトの閉鎖的体系と呼ぶことができるが，この閉鎖

的体系の段階ではある程度の実績が上がるまではベンチャーへの投資持分を証

券化．市場化することは不可能であり，そのような初期段階で一旦投資した資

金を無理に引き上げることは大きな損失を伴うのが常である。またプロジェク

トの企画．実行主体を構成する各タスク主体間においてもプロジェクト発足の

初期段階においては，ネットワーク形成の初期コストがすでに支出されており，

業務のある種のルーティン化がなされる以前にネットワークを退出することに

は大きな損失が伴う。それ故プロジェクトを「一定期間の革新的なビジネスプ

ロセス」だと定義すると，各プロジェクトの核にはそのような閉鎖的な体系が

存在すると仮定することができる。

プロジェクトの実行が順調に推移し部分的に業務のルーティン化が可能とな

った時点では，そのような一部業務（資金調達を含む）の市場化が可能となる。

しかし，業務の一部を市場化したり，また事業の持分の一部を証券化すること

が可能となるこのような状況においても，部分的にしる供給体制の新たなる変

化を創り出そうという継続的意図が事業主体にある限り，ビジネスネットワー

ク形成の核となるプロジェクトの閉鎖的体系は存続することになる。

このような閉鎖的体系のもとでの各利害関係者の情報需要は市場的行動を前

提とする開放体系の下での各利害関係者の情報需要とは根本的に異質なもので

ある。前者では業務処理系（相互の行動調性・同期化及びそれに基づく行動指

令のための情報システム）の枠組みの中で必要な情報の共有が図られ，そのよ

うな情報共有のために情報系（個別の意思決定のための情報需要をみたすため

の情報システム）が用いられるのに対して，後者では情報系のみが単独で用い

られる。

一般的に市場での価値評価を前提とする時価評価基準は情報系の中で用いら

れる評価基準である。実行過程における各機能間の相互調整を目的とする業務
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系では，共有化された記録の様式及びそれに基づく情報交換が必要であり，そ

の固有の枠内では「退出的行為」は想定されていない。互いに意見(Voice)

を出し合い内部的な議論の中で行動調整を図るのが記録保持及び情報交換の目

的である。そのため実行責任者に対しては単なる情報開示ではなくむしろ説明

ないし釈明が求められることになる。

それに対し開放体系の下では個々の意思決定に必要な情報の開示が求められ，

実行責任者の説明は二次的な関心事でしかない。理念化された意味での株主は

前者の例であり，一般投資家は後者の例である。株主総会で株主は互いに意見

(Voice)を出し合うことを期待され，一般投資家は証券市場でその持分証券

を有利に売り抜ける(Exit)ために売買する。現実には，株主は安定株主と浮

動株主に二極分解し，双方の情報需要が交錯するが，機能的には両者は明確に

区分されるべきである。

Ⅵ 特殊な記録システムとしての複式簿記

上述のプロジェクト思考に基づく記録システムでは，基本理念の設定からプ

ロジェクトの継続・解散の決定にいたるまでの多段階的な業務の流れの記録が

必要になる。これに対して現行の複式簿記に基づく記録システムでは，表面的

には二段階の業務処理の流れの記録しか許容されていない。動的会計論の系譜

に属する収支的利益決定論の解釈（例えば, Kosiol,E., P(Ig"0"c TIo207y qrI"-

coM,g D"""伽α"ow, 1978)に従えば，この二段階の記録システムは以下のよう

に説明される。

出資と減資に伴うキャッシュフローを除くと，すべてのキャッシュフローは

以下の現金収支の取引区分に従って借方・貸方の仕訳形式で記録される。この

際 現金の「入」は借方に，「出」は貸方に記録される。債権・債務の発生は

く未収入・既支出＞及びく既収入・未支出＞で捉えられ関連する現金の収支に
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対する貸借反対側の記入がなされる。債権・債務の相殺としての現金収支の記

録も，この未収入（債権）・未支出（債務）のマイナス（貸借反対）記入で相

殺・消去される。費用性資産の購入や引当金の計上はく未費用・既支出＞・

＜既費用・未支出＞で捉えられ，実際に現金の収支がなされた時にその収支に

対する貸借反対側の記入がなされる。引当金はその設定時には現金収支を伴わ

ないが，将来実際に関連する費用性支出がなされた時に債務と同様に消去され

る。それに対し費用性資産の費用化については現金の収支を伴わないので，キ

ャッシュフローに基づく消去（費用化）は行ないえない。

一方，資金投下とその回収の対応計算のために必要な費用・収益勘定は，損

益計算書での事後的な対応計算を想定して，費用は借方（現金の「出」の説明

としては債権と同様に借方)，収益は貸方（現金の「入」の説明としては債務

と同様に貸方）で記録される。それ故，当該決算期間の損益計算書に対応・計

上されることが予定されている費用支出は，＜借方・費用／貸方・現金支出＞

で記録され，同じく当該決算期間で損益計算書に計上されることが予定されて

いる収益収入はく借方・現金収入／貸方・収益＞で記録され，この借方・費用

という部分と貸方・収益という部分とが当該決算期間の損益計算書で要約・相

互対応づけられ,次期以降には記録は引き継がれず残高はゼロに戻される。（債

権の回収と債務の返済においてもある種の対応または相殺計算表の作成は可能

であるがこの部分については財務諸表という決算期間の要約表には現れてこな

い｡）

費用勘定・収益勘定の記録は個々にではなくあくまでも総合して損益計算上

で対応・相殺されるのであり，この対応づけの原理が，費用性資産の費用化に

おいても，引当金の設定においても，期間の損益決定に重要な役割を果たすこ

とになる。現金収入は，債務発生を伴う収入，債権の回収に伴う収入，出資収

入，事業投資活動からの収益収入に区分できるが，これらの区分判定には大き

な問題はない。同様に現金支出についても，債権の発生を伴う支出，債務の支
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払いに伴う支出，減資のための支出，事業投資活動のための費用支出に区分で

きるが，これらの区分判定自体には大きな問題点はない。問題になるのは収益

収入と費用支出の期間的な対応づけの問題であり，プロジェクト毎の対応づけ

であれば比較的問題は少ない。しかも期間的に対応づけられない部分は貸借対

照表に留め置かれて次期以降の継続記録として実行責任と説明責任が引きつが

れる。そこでこの問題をむしろ貸借対照表の問題であるとして次に検討してみ

よう。

この段階で当該決算期末のストック表 貸借対照表

である貸借対照表を作成すると，右のよ 現金 資本金

うになる｡ただし,売掛債権 買掛債務蝋:測 撫:剛
については債権・債務の発生と費用・収

益との同時発生とみなしている。

未□□・既支出項目を戻し収入とみなし，既□□・未支出を戻し支出とみな

すと，貸借対照表は「計算上の貨幣」を含んだ広義の現金有高計算表になる。

この「計算上の貨幣」は二種類に区分することが可能であり，一つは信用貨幣

（士）であり他の一つは滞留原価（±）である。前者は与信業務や財務運用に

関わる将来のキャッシュフローであり，後者は将来の生産活動に関わる内部管

理上のキャッシュフローである。ともに将来に関わる事柄であり何らかの不確

実性を伴ってのみ評価できる点では同じであるが，その不確実性の内容は根本

的に異なるものであり，その不確実性を減少させる情報活動に於いても大きく

相異するものである。このような差異があるにも拘らず現行の決算実務では両

者は合算され更に現金や資本金ともそれぞれが合計されて貸借対照表での利益

計算を行なうことになる。

しかしながら，高度情報化の動きは前者に於いては金融取引の高度化をもた

らし，後者については原価管理から情報管理への変化の動きをもたらしており，

将来のキャッシユフローについての判断資料の体系的な整備をそれぞれに要求
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している。前者では決済条件毎の確率的な予測が不可欠であり，後者ではプロ

ジェクトとしての多段階的な評価が不可欠である。いずれにしても複式記入と

いう記録システムの枠内での「意味の完結」は不可能であり，その体系の拡張

が必要となる。そのような拡張がこれまで必要でなかったのは，いわゆる取得

原価主義評価の中で保守主義と継続性に支えられながらある程度の「比較可能

性」が保たれていたからであろう。高度情報化がかえってこのような「比較可

能性」を破壊している。

Ⅶ プロジェクト思考による再統合は可能か

現在の経済社会の変化はしばしば地殻変動にたとえられる(Thurow, L.C"

TIMF"tw'eq/C妙"α"s,", 1 996)。一方では市場のグローバル化が進み自己責任

制の下での市場競争が激しくなるとともに，他方では民族・宗教や地域のボラ

ンティア活動を軸とする共同体意識の復権が各地で起き始めている。営利活動

と非営利活動の双方での活発化が起こり，新たなる経済秩序の模索が始まって

いる。

このような変化の動きを「効率性を促進するための競争」と「公共性を獲得

するための競争」の同時進行と解釈すると，会計のレベルに於いても，資源費

消の正当化をいずれかの根拠でより明確に説明する必要が高まってきている現

象として理解することができる。一般的には，エネルギー資源等の汎用性の高

い資源についてはよりムダのない効率的な費消が求められており，様式性の高

い最終需要との結びつきが比較的強い特殊技能的労働という形態での人的資源

の費消については，その様式性が公共的・社会的な意味合いをもつ程度に応じ

て，公共性・社会性の観点からのより積極的な正当化が試みられている。

ただ，伝統的な会計の基盤である「資金」という形態での経済的手段のレベ

ルでは，それを「現金」で把握する限りに於いてはきわめて汎用性の高い経済
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手段であり，効率性の観点（つまり一定の貨幣資本に対する収支余剰としての

利潤の極大化）からすべてのキャッシュフローを正当化しようとする動機づけ

が働く。このような正当化論理の下では，特定の「需要の様式性」を満足させ

ようとする努力は結果として「キャッシュフロー・レベルの正当化」と両立す

る限りに於いてのみ正当化きれるにすぎず，いわば二次的な努力目標となりさ

がり，投機的なキャッシュフロー及び政府の保護・規制に護られたキャッシュ

フローと競合する立場に置かれることになる。

しかし，資源の費消のレベルでは上述のように「効率性の論理」と「公共性

の論理」は明確に機能的区分が可能な論理であり，正当化の説明論理を異にす

る。専門知識の一定の組合せを重視するプロジェクト思考は後者を前提に前者

を考えるものであり，「資金」概念に漠然と想定されていた「合目的性」を情

報管理を強化することによってより明確化しようとするものである。

プロジェクト思考に基づけば，企業は二種類の競争を（広義の）市場で行な

うことになる。一つは価格競争であり，ここではより効率的な取引条件を実現

する企業が競争の勝者となる。他のひとつは「ネットワーク化の競争」であり

理念や様式に対する参加メンバー獲得の競争である。近年の企業の情報化投資

の実例は，この両方向での情報化を目指すものであり，前者では何らかの意味

でのコストダウンが図られ後者では何らかの意味での高付加価値化が図られて

いる。しかしこのような情報化投資の意図は競争他社の動きに大きく影響を受

けるものであり，同業他社が同種の高付加価値化投資を行なった場合には製品

差別化が期待できずコストダウン競争が不可避となる。

このような（広義の）市場競争に資金提供者（各種の投資家）も巻き込まれ

ることになる。「資本の効率的な使用」を重視する投資家はROE (株主持分

利益率）などの資本効率性指標の動きをベースに投資判断を行ない，「ネット

ワーク化競争での勝者」を重視する投資家はみずからもそのようなネットワー

クに参加する「安定株主」としての立場を重視し経営者及び他の安定株主との
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意見交換を重視することになる。投資家がどちらの立場をとるかというのは一

つの高度な戦略決定であるが，各企業の資本構成をいわばマクロ的に見るかぎ

り，その「厚み」の相違はともかく，両方の投資家層の存在はいずれの企業に

於いても観察できる。

投資家に財務情報を伝達する企業経営者の立場からは，両方の情報需要に応

える情報伝達が必要となる。企業の理念や計画中及び進行中のプロジェクトの

説明に重きを置く情報伝達は安定株主向けのイメージ情報重視の情報伝達であ

り，個別資産・個別事業及び事業全体の資産の市場価値評価を重視した情報伝

達は前者の浮動投資家向けのものである。投資家がいずれの立場をとるのも自

由という考え方に立てば，企業経営者はいずれの情報需要にも応えられる情報

伝達を心掛けるべきであろう。

二種類に解釈できる一種類の財務諸表でこのような複数の情報伝達が可能に

なるのか，それとも異なった二種類の財務諸表をそもそもから作成する必要が

あるのかについては会計システム設計上の基本問題として更に検討を要する問

題である。しかしこの問題が「利益算定」に関わる問題ではなく，むしろそれ

以前の「キャッシュフローの解釈」に関わる問題である以上，共通の基盤であ

る「キャッシュフロー計算表」から具体的な情報伝達のあり方を再構成すべき

であろう。

例えば，ある部品の調達を内部の製作部門からにするか，それとも外部から

調達するかを決定する際には，キヤッシユフロ一の記録のあり方が異なってく

る。内部調達の場合，この部品の製造は内部のプロジェクト管理の対象として，

段階的な実行・説明責任の記録の対象となり，他の実行・説明責任とリンクさ

れるのに対して，市場での外部調達の場合には，代替品との価格比較が重要な

情報となるが，これは実行・説明責任とは直接の関係のない情報系から得られ

る情報である。この際も，調達費用支出としてキャッシュフローに関係するが，

この場合の説明要因はあくまでも市場での価格比較である。
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現行の取得原価主義の特徴は「原価配分」にみられる「内部管理者間リンク

思考」であるが，これは一般的に業務系の記録管理の特徴であり，時価主義を

例とする市場価格志向がもつ「外部代替品リンク思考」とは異質のものである。

しかし現実には，外部調達先を系列に組み入れて内部化し，双方の業務系を

リンクさせる動きもある以上，二つの記録システムを単純に内製または外注で

区分することには無理があるように思われる。むしろ，業務系内でのリンクが

実質的に機能している限り，持分関係には関係なく単一の業務系の存在を認識

すべきであり，そういう意味ではネットワークの存在それ自体が「ネットワー

ク管理のための記録」を正当化する。

事業部の再編成の対象になっている土地・建物，グループ戦略の見直しの中

で長期保有の対象から外されそうになっている子会社・関連会社の株式，など

は上述の「ネットワークの存在」そのものが存亡の危機に瀕しているのであり，

このような際には時価評価による「業務系からの切り離し」が正当化されるこ

とになる。

キャッシュフローをベースに記録が行なわれるという狭義の会計記録のレベ

ルでは，「ネットワークの存在」を根拠に業務系での評価と情報系での評価が

両立可能であるが，業務系・情報系のそれぞれ固有の記録体系の内部において

は，両者の混在は不可能である。逆にいえば，両者のウエイトづけには差異が

あっても業務系と情報系とを併用しているのが一般的である以上，企業の資産

評価基準はデュアル基準を採用せざるを得ないのではなかろうか。

Ⅷ むすび

情報の非対称性に基づく「不信」の解消には二つの方法があるように思われ

る。一つは大きな損失を被らずに退出できる可能性(Exit)を用意しておくこ

とであり，そのために他の代替的な投資対象への乗り換えが可能な資本市場を
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整備し，そのような乗り換えの判断材料になる情報を入手しておくことである。

他のもう一つの方法は，とりあえずは退出できる可能性(Exit)をあきらめて，

むしろ他の参加者との間での意見交換(Voice)に重点を置き換え，非協調的

行動からの損失がすべての参加者にとって大きくなるような工夫を考えること

である。

後者の方向での工夫のひとつが業務処理系の記録の共有である。収益収入が

全体のプロジェクトからしか得られない状況の下でプロジェクトを「専門能力

に基づいて区分された複数のタスク」に分解し，協業体系の中での分業効果を

最大化し，実行責任と説明責任とを各タスクに段階的に配分するならば，ある

種の相互監視のメカニズムが働き，相互の不信は解消される。いわば「現実

(Reality)の構築」が相互の協調行動を前提にしてのみ成り立つ状況を意識

的に作り上げ，そのような「現実の記録」を協同で管理する共通記録システム

を構築し，その記録（＝現実）の枠内での最適行動を協同で模索するために相

互の意見交換(Voice)の場を設ける，これが第二の不信解消の方法の原理で

ある。

この第二の方法では，このような「共有された現実」の存在を重視するため，

全体行動の履歴的・歴史的な跡付けを行なえることが大切であり，将来の戦略

及び計画もこの延長線上で意味付けされることになる。

ただこのような第二の方法が現実的に機能するのは退出できる可能性(Exit)

をあきらめきれる状況が存在する場合のみであり，労働力市場，財市場，資本

市場において各生産要素市場が発達していく状況では，たえずこのような「共

有された現実」を拒否する個人主義的な動きが発生する。このような動きに逆

らって第二の方法を堅持するためには，たえず「共有された新しい現実」を創

りだす努力が必要であろう。つまり「ネットワークの魅力」を引き上げなけれ

ば市場化の動きの中で「生産要素のネットワーク的な結合力」は分解の危機に

さらされることになる。
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このような見方を会計に当て嵌めるなら，会計は「二つの現実」を描写し記

録する必要があるという結論が導きだされる。協調的行動を前提にした現実と

個人主義的行動を前提にした現実という二つの現実である。前者では業務処理

の流れの中で協調的行動への参加の確認が行なわれ，後者では他の投資対象と

の比較のなかで収益性に関し優劣の判断がなされる。個別企業の収支計算を投

資の収益性という観点から互いに比較可能なように損益計算に変換する社会制

度的なルールが見いだされるなら，その限りにおいて二つの現実は理想的な接

点をもつことになる。何故なら，収支計算は一方で業務処理システムの要でも

あり，また他方では投資収益率計算の要でもあるからである。確かに，投資対

象企業の比較判断が緩やかに決算期間毎に行なわれる状況では，継続性を基礎

に上述のルールを組み立てることができ，平均化された経営者能力を判断対象

にすることができる。しかし，一方で内部的にも個別の事業プロジェクトの管

理が可能になり，他方では証券市場で常時有価証券の売買が行なわれる状況で

は，平均化思考で「二つの現実」を接合することは無意味になりつつある。情

報技術の発展により「二つの現実」はそれぞれが肥大化し，従来の接合方式で

はその重量に耐えきれなくなっている。収支計算という基盤を離れて情報とい

う新しい基盤で両者を接合する試みが必要ではなかろうか。

(大野俊雄 神戸学院大学教授）





第9- FASB概念フレームワークに
おける利益概念の錯綜
一包括利益と稼得利益一

I はじめに

財務会計基準審議会(FASB)は1976年に「営利企業の財務諸表の目的に関

する暫定報告｣(FASB [1976a] ) ,討議資料「財務会計および財務報告のための

概念フレームワークにかかわる問題の検討:財務諸表の構成要素およびそれら

の測定｣(FASB [1976b] )ならびに「概念フレームワーク・プロジェクトの範

囲および意味｣(FASB [1976c] )を公表した。そしてその場合に, FASBは「営

利企業の財務諸表の目的に関する暫定報告」において財務諸表の目的を経済的

意思決定を行う者に有用な情報を提供することにあると規定すると共に，それ

を受けて，討議資料「財務会計および財務報告のための概念フレームワークに

かかわる問題の検討:財務諸表の構成要素およびそれらの測定」において財務

諸表構成要素の定義・認識・測定をめぐる問題の検討を行っていたのである。

しかも，当該討議資料においては，まず利益観として財務諸表の連携を前提

とする資産負債アプローチと収益費用アプローチ，かかる連携を前提としない

非連携アプローチの3つを取り上げ，それぞれについて詳細に検討を行うと共

に，それを受ける形でそれぞれのアプローチに基づく財務諸表構成要素すなわ

ち資産，負債 資本，利益，収益，費用，利得，損失の定義が展開されていた。

しかし，当該討議資料における利益観をめぐる検討の仕方を見る限り，そこに
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おける議論の中心は連携に基づく利益観である資産負債アプローチと収益費用

アプローチの比較検討にあったように思われるのである。それも，純粋に概念

的なものとして資産負債アプローチと収益費用アプローチとの比較検討を行っ

ていたのではなく, FASBによって提起された新しい利益計算モデルとして

の資産負債アプローチと現行会計実務としての収益費用アプローチとの比較考

量を行っていたと考えられるのである（高須[1995] , 30頁)。

そして，かかる検討の結果として, FASBは1978年から1 985年にかけて6

つの財務会計概念書(SFAC)を公表し，そこにおいて，意思決定有用性アプ

ローチのもとに利益観として連携に基づく資産負債アプローチの採用とそれに

依拠した財務諸表構成要素の定義を行っていた。しかし, SFACにおいては

形式的には収益費用アプローチから資産負債アプローチに利益観の転換が図ら

れていたものの，実質的には現行の会計実務の容認に終始するという結果とな

っていたのである(高須・他[1991] ,98頁)。しかし, FASBは最近(1996年6

月）になって包括利益（資産負債アプローチに基づく利益）と稼得利益（収益

費用アプローチに基づく利益）とに乖離をもたらす項目が増大してきたことを

受けて，公開草案「包括利益の報告｣(FASB [1996] )を公表したのである。

それでは，ここにおいて資産負債アプローチと収益費用アプローチはいかな

る点において異なる利益計算モデルと考えられているのであろうか。言い換え

ると，資産負債アプローチと収益費用アプローチにおける利益はいかなる特徴

を有しているのであろうか。その統合の可能性は存在しているのであろうか。

そこで，本章においては，かかる疑問に答えるために，まず第Ⅱ節において，

資産負債アプローチおよび収益費用アプローチの背後にある利益測定モデルに

ついての理論分析からこれらのアプローチにおける利益の特徴について明らか

にする。次に，第Ⅲ節においては, SFACにおける記述から包括利益と稼得

利益の定義およびその相互関係について明らかにする。そしてそれを受けて，

第Ⅳ節においては公開草案「包括利益の報告」におけるFASBの提案の有し
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ている意味について検討することにする‘

Ⅱ 資産負債アプローチおよび収益費用アプローチにおける利益の特徴

1 976年討議資料において，資産負債アプローチおよび収益費用アプローチは

それぞれ次のように説明されている。

資産負債アプローチにおいては，一定期間における営利企業の正味資源の増

加測定値を利益とみなしており，一義的には，利益を資産・負債の増減額とし

て定義している。したがって，利益の積極要素一収益一は当該期間におけ

る資産の増加および負債の減少として定義され，利益の消極要素一費用一

は当該期間における資産の減少および負債の増加として定義される。すなわち，

資産および負債一企業の経済的資源および将来他の実体（個人を含む）に資

源を引き渡す企業の義務の財務的表現－－が当該アプローチの鍵概念となる。

そしてそのことから，資産・負債の属性および当該属性の変動を測定すること

が，財務会計における基本的な測定プロセスとみなされる。その結果，その他

の財務諸表構成要素一所有主持分または資本，利益収益，費用，利得，損

失一のすべてが，資産・負債の差額または資産・負債の属性測定値の変動額

として測定されることになる(FASB [1976b] ,par.34)。

一方，収益費用アプローチにおいては，アウトプットを獲得しそれを利益を

得て販売することを目的としてインプットを活用する企業の活動成果の測定値

を利益とみなしており，一義的には，利益を一定期間の収益・費用差額と定義

している。すなわち，収益および費用一企業の利益稼得活動におけるアウト

プットおよびインプットの財務的表現一が当該アプローチの鍵概念となる

(FASB [1976b] ,par.38)。そしてそのことから，収益・費用を測定すること，

ならびに一定期間における努力（費用）と成果（収益）を関連づけるために収

益・費用認識の時点調整を行うことが，財務会計における基本的な測定プロセ
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スとみなされる(FASB [1976b] ,par､39)。その結果，資産・負債の測定は，

一般的には，利益測定プロセスの必要性によって規定されるのであり，当該ア

プローチに基づく貸借対照表は，企業の経済的資源あるいは他の実体に資源を

引き渡す義務を表わさない項目を資産・負債またはその他の要素として記載す

ることがある(FASB [1976b] ,par.42)。

そこで，ここにおいては，まずかかる資産負債アプローチおよび収益費用ア

プローチの背後にある利益測定モデルをめぐりこれまで筆者が行ってきた理論

分析(高須[1995] ,高須[1996a] ,高須[1996b] ,高須[1997a] ,高須[1997b] )

に基づいて，これらのアプローチにおける利益測定モデルの有している特徴に

ついて明らかにすることにする。

資産負債アプローチ（第1の利益測定モデル）においては，基本的思考とし

て財貨動態が想定されている。そのことから，取引の認識・測定にあたっては，

まず認識対象として個別財貨の数量的変動が把握され，そしてその後に利益計

算の観点からそれを共通尺度たる貨幣に変換するという認識・測定構造を有し

ているといえる。言い換えると，ここにおいては財貨数量の変動のみならず測

定属性の変動も取引として認識されることになるため，取引が資産・負債の属

性測定値の変動に基づいて連続的に把握されることになると共に，すべての財

貨を共通尺度たる貨幣に変換するという過程一評価過程一が必要となるた

め，測定属性の選択問題が生じることになる。

しかもここにおいては，その測定属性として特定時点（決算時点）における

なんらかの時価が採用されることになるのである。しかしここで，①実物貨幣

(現金）については計算貨幣に変換しても同一の金額となること（第1の制約
（1）

条件)，②計算貨幣で表わされている物財も最終的には実物貨幣によって解消

(1)実物財としての貨幣（現金）についてはその価値計算と数量計算とは常に一致していな

ければならない。
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されることからかかる過程を特異点なく連続的に把握できること（第2の制約
（2）

条件）という2つの制約条件を課すと，選択可能な測定属性は期待キャッシュ

・フローの現在価値のみとなる。

また，取引の認識基準（資産および負債の定義）については，ここにおいて

測定属性と認識基準とが切り離されていることから，理論上は測定属性が認識

基準を規定することはないといえる。しかし，測定可能性の要件から，いかな

る認識基準を選択しようともそのうち将来のキャッシュ・インフローおよびア

ウトフローをもたらすもの以外を把握することはできないので，そのことから

資産および負債の定義もかかる形態を採らざるをえないのである。

一方，収益費用アプローチ（第2の利益測定モデル）においては，基本的思

考として貨幣動態が想定されている。そのことから，取引の認識・測定にあた

っては，認識対象として現金収支の数量的変動が把握されると同時にそれによ

って測定が行われるという認識・測定構造を有しているといえる。言い換える

と，ここにおいては認識と測定を切り離すことができず，評価の問題は生じな

いのである。

したがって，ここにおいては，その測定属性として個別取引の取引時点にお

ける取得原価が採用されることになる。しかしその一方で，現金収支の変動の

みが取引として認識されることから，また，現金収支のもっている特性すなわ

ち現金支出（現金収入）は現金収入（現金支出）によって解消されるという特

性を有していることから，取引が資産・負債（現金数量）の変動に基づいて非

連続的に把握されることになる。そのために，資金の投下過程から回収過程へ

の変換点（特異点）の認識が必要になる。しかも，ここにおいては取引の時点

制約性が存在しないことから，利益計算において見越・繰延の操作を行うこと

(2) FASBは資産負債アプローチに対してその簿記計算システム上の操作性を問題として

いたことから（高須[1997a] ,42-43頁),ここにおいてもかかる制約条件が課されることに

なる。
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によって過去の現金収支および将来の現金収支を無限定に操作することが可能

となるため，収益および費用の認識基準一一収益実現ルールおよび費用対応

ルールーを設定することが必要になるのである。

次に，かかる資産負債アプローチおよび収益費用アプローチにおける利益の

特徴について検討することにする。

上記における利益測定モデルについての知見から，資産負債アプローチおよ

び収益費用アプローチにおいては共に収入・支出の流列を認識対象とすること

になるといえる。しかし，その場合にも，資産負債アプローチにおいては収入・

支出の流列を当該期間における取引または事象の発生という観点から再構成す

るのに対して，収益費用アプローチにおいては収入・支出の流列を成果と努力

という観点から再構成するという相違が認められるのである（高須[1994] ,

49-50頁)。そしてそのことから，資産負債アプローチにおいては過去の現金収

支のすべてが将来の現金収支に転換されるのに対して，収益費用アプローチに

おいては過去の現金収支のうち将来における現金収支額が確定しているもの

(すなわち実現しているもの）のみが将来の現金収支に転換され，将来におけ

る現金収支額が不確実なもの（すなわち実現していないもの）は過去の現金収

支のままに据え置かれることになるのである。そのため，資産負債アプローチ

においては将来の現金収支がもたらされる限りそれに対応する過去の現金収支

が存在するかどうかにかかわりなく認識されるのに対して，収益費用アプロー

チにおいては将来における現金収支額が不確実なものについては過去の現金収

支が存在しない場合には認識されないという相違が生じることになる（高須

[1997b] , 47頁)。

その意味で，資産負債アプローチと収益費用アプローチの基本的な相違を将

来における現金収支額が不確実な項目すなわち未実現項目の取扱に認めること

ができるのである。しかし，将来の現金収支額についての確実性は時間の経過

と共に高まっていくと考えられるので，かかる項目も未実現項目から実現項目
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へ，すなわち過去の現金収支から将来の現金収支へと転換されていくことにな

り，その限りにおいてかかる相違は最終的には解消されることになる（高須

[1997b] , 47頁)。

以上のことから，資産負債アプローチに基づく利益と収益費用アプローチに

基づく利益は共に現金収支に基づく利益としての同型性を有していることに加

えて，これらのアプローチに基づく利益の間には一定の関係が存在することが

明らかになる。すなわち，前者に当期以前において未実現であったもので当期

に実現したものを加算し，それから当期において未実現であるものを減算する

と後者になるという関係がそこには存在しているのである。そして，その関係

を数式で示すと，次のようになる（高須[1997b] ,47頁および50頁)。

11 11 12

ZIj= ZEj= ZCj
i＝ l f＝ l i＝1

〃：第j年度の資産負債アプローチに基づく利益

Ei:第j年度の収益費用アプローチに基づく利益

α：第j年度の現金収支

Ei＝ 〃 ＋I応一／Uj

IRj:第j年度以前に未実現であったIのうち第j年度に実現したもの

IUi :第j年度のIのうち未実現であるもの

m sFACにおける利益概念

一包括利益と稼得利益一

FASBは1976年討議資料における資産負債アプローチおよび収益費用アプ

ローチについての検討を受けて, SFACを取り纏めることになった。そこで，

ここにおいては, FASBがSFACにおいて資産負債アプローチと収益費用ア

プローチをめぐる問題にいかなる対応を行おうとしたのかということを明らか

にするために，そこにおける利益概念，すなわち包括利益概念および稼得利益
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概念の定義ならびにその相互関係について検討を行うことにする。

FASBはSFAC第3 (6)号において初めて包括利益(comprehensive income)
（4

という利益概念を提起している。そして，そこにおいては包括利益を次のよう

に説明している。

包括利益は，出資者以外の源泉から生じる取引ならびにその他の事象および

環境要因による一会計期間における営利企業の持分の変動であり，それには，

出資者による投資および出資者への分配から生じるもの以外の一会計期間にお

ける持分のすべての変動が含まれる(FASB [1985] ,par.70)。しかもここでは，

この包括利益は財務的資本維持概念に基づく利益と規定されており(FASB

[1985] ,par.72) ,そのため，一会計期間中の保有資産および負債に対する価格

変動の影響は｢保有利得および保有損失」と呼ばれ,資本に対する報酬（利益）

に含められることになる(FASB [1985] ,par.71)。

そしてそれを受けて，営利企業の包括利益は，①当該企業と当該企業の出資

者ではない他の実体との間の交換取引およびその他の譲渡，②当該企業の生産

的努力，ならびに，③価格変動，不可避的事故および当該企業と当該企業がそ

の一部である経済的，法的，社会的，政治的および物理的環境との間の相互作

用の影響から生じるものであり(FASB [1985] ,par.74) ,そのために，包括利

益の種々の源泉から生まれる現金は同一ではあるが，種々の源泉からの受領は

安定性，リスク，予測可能性という点において異なるであろうと述べられてい

る。すなわち，包括利益の種々の源泉の特徴は相互に著しく異なっており，包

括利益の種々の内訳要素に関する情報を必要としているとする(FASB [1985] ,

(3)この問題については，津守[1988]においても詳述されているので，参照されたい。

(4)なお，この包括利益概念はSFAC第1号「営利企業の財務報告の目的」および以前に

発行されたその他の概念フレームワークに関する刊行物（｢営利企業の財務諸表の目的に

関する暫定報告」[1976年12月],討議資料｢財務諸表の構成要素およびそれらの測定』[1976

年12月],公開草案｢営利企業の財務報告の目的および財務諸表の構成要素」[1977年12月］

および討議資料「利益の報告」[1979年7月])においては利益(earnings)と呼ばれてい

たものである(FASB [1985] ,par.l footnote l)。
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par.76)。そして，それとの関連のもとに，包括利益は基本的内訳要素一収益

費用，利得および損失一と基本的内訳要素の結合の結果生じる様々な中間的

内訳要素という2つの内訳要素からなるものとし，その場合における中間的内

訳要素は，実質的には，包括利益のその他の中間的測定値を得るために各々相

互間でまたは基本的内訳要素と結合されうるという意味で，包括利益の中間合

計であり，時として中間的内訳要素間の中間合計でもあるという(FASB [1985]

, par.77)。

一方, SFAC第5号においては稼得利益(earnings)と包括利益(compre-

hensive income)という2つの利益概念を提起している。そして，そこにおい

てはこの2つの利益概念を次のように説明している。

稼得利益は現行会計実務における純利益(net income)と類似の概念である。

稼得利益には現行の会計実務において一会計期間の純利益とされるほとんどす

べてのものが含められるので，この稼得利益に基づく稼得利益計算書は現行の

損益計算書ときわめてよく似たものになるであろう(FASB [1984] ,par.33)。

ただし，稼得利益には当期に認識される前期損益修正の累積的影響額が含めら

れないため，会計原則の変更に伴う累積的影響額が含められている現行の純利

益とその点においては異なっている。すなわち，稼得利益は一会計期間の業績

を示す測定値であり，当該会計期間にとって異質の項目一基本的には他の会

計期間に帰属する諸項目一を可能な限り除外したものである(FASB [1984] ,

par.34)。また，包括利益は取引およびその他の事象によって実体にもたらさ

れる影響についての広範な測定値であり，出資者による投資および出資者への

分配から生じる持分(純資産）の変動を除く，取引ならびにその他の事象およ

び環境要因からもたらされる一会計期間の実体の持分について認識されるすべ

ての変動から構成されている(FASB [1984] ,par.39)。

そしてそれを受けて，この2つの概念に相違をもたらす項目，すなわち包括

利益には含められるが稼得利益からは除外される項目として，①会計原則の変
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更に伴う累積的影響額のような当該会計期間に認識される前期損益修正の影響

額 ②固定資産として分類されている市場性ある持分有価証券に対する投資の

時価変動 市場性ある有価証券について特殊な会計実務慣行を有する業種にお

ける投資の時価変動および外貨換算調整勘定のように当該会計期間に認識され

る純資産のその他の変動（特定の保有利得および保有損失）の2つが挙げられ

ているのである(FASB [1984] ,par.42)。そこでここにおいて，稼得利益と包

括利益の関係を示すと，次のようになる(FASB [1984] ,par.44)。

＋収 益

一費 用

十利 得

一損 失

＝稼得利益

＋稼得利益

一累積的会計修正

十出資者との取引以外の事象・

要因から生じる持分の変動

＝包括利益

０
０

３
８
｜
鴫
一
一

０
８

１ ５
２

１
１
’

14
冒三＝＝

しかもここでは，この稼得利益も包括利益も共に財務的資本維持概念に基づ

く利益と規定されており(FASB [1984] ,par.45) ,そのため，稼得利益にも包

括利益にも物的資本維持概念のもとにおいては利益から除外される保有利得お

よび保有損失が含められることになる(FASB [1984] ,par.48)。

そしてその後に，稼得利益の内訳要素を認識するにあたり基本的認識基準を

適用する場合の指針の必要性を指摘すると共に，そこにおいて具体的に収益

(および利得）を認識する指針として，①実現または実現可能，②稼得という

2つの要件が，また，費用（および損失）を認識する指針として，①経済的便

益の費消，②将来の経済的便益の損失または欠如という2つの要件が挙げられ

ているのである(FASB [1984] ,pars.83-87)。

したがって，このことからここにおいては，包括利益は資産負債アプローチ

に基づく利益として，稼得利益は収益費用アプローチに基づく利益として設定

されていることになる。
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しかし，この時点では理論上はともかく実務上は，財務会計基準害(SFAS)

第16号において定義されている過年度修正については現行会計実務における純

利益には含められていない(FASB [1984] ,par.34 footnote 21)という指摘

市場性ある有価証券について特殊な会計実務慣行を有している実体（たとえば，

証券会社および投資会社）においては，また，ある種の市場性ある有価証券(た

とえば，銀行の営業勘定における所有有価証券および投機とみなされる先物取

引における所有有価証券）においてはその時価変動が稼得利益に含められてい

る(FASB [1984] , par.42 footnote 26)という指摘からも明らかになるように，

稼得利益，現行会計実務における純利益，包括利益の間に大きな相違は存在し

ていないように思われるのである（高須[1996a], 73頁)。

Ⅳ 公開草案「包括利益の報告」の検討

（5）

FASBは1996年6月に公開草案「包括利益の報告｣(FASB [1996] )を公表し

た。そして，それは，包括利益の内訳要素としての資格を有するある種の項目

を損益計算書を迂回して，持分の個別内訳要素において直接報告するという現
（6）

行実務に対して財務諸表利用者から懸念が表明されたこと，および，金融商品

に関連する未実現損益の表示のような将来の会計問題に対する手段を提供する

ために包括利益概念の使用が勧められたこと(pars.42-43)に対応したもので

あった。

しかしその場合にも，本公開草案においては，完全な一組の一般目的財務諸

(5)なお，本節における当該公開草案からの引用にあたっては，パラグラフ番号のみを示す

ことにする。また，当該公開草案については，岩崎[1997]においても詳述されているので，

参照されたい。

(6)これには, SFAS第52号「外貨換算｣，同第80号「先物取引の会計｣，同第87号「事業主

の年金会計』および同第115号『負債および持分有価証券への特定の投資の会計」に基づ

く諸項目が該当する(FASB [1996] ,pars.3 and 42)。
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表における包括利益およびその内訳要素の報告および表示にかかわる基準を設

定することに目的が置かれており，包括利益およびその内訳要素の認識または

測定の問題には言及されていなかった(par.l)。すなわち，包括利益項目はい

つ認識されるべきであるのか，それらの項目は財務諸表上いかに測定されるべ

きであるのか，また，純利益(net income)に含められる項目は純利益を除く

包括利益（その他の包括利益）に含められる項目といかに識別されるべきであ

るのかという問題は将来に考慮される問題とされていたのである(pars. 10

and 54)。しかも，それはFASBがこのプロジェクトを適時に終了させること

を目指していたためであり，また，そのことがデリバテイブおよびヘッジ活動

の会計に関するプロジェクトとの関係から重要であると考えられていたためで

あった(par.55)。

これらのことから, FASBはここにおいて検討すべき問題として，①包括

利益の報告および表示，②再分類修正，③包括利益に対するl株当たり利益の

報告，④財務業績計算書における包括利益の報告様式という4つの問題を挙げ

ているのである。

まず，第1の問題に対して, FASBは包括利益の内訳要素の定義を満たす

すべての項目を当該項目が認識される会計期間の財務業績計算書(statement

of financial performance)において報告することを要求している(par.14)。

しかもそこにおいては，包括利益は純利益とその他の包括利益に分割されてお

り，企業は純利益額の表示を継続すべきであると共に，その場合に，当該純利

益額の表示と等しい重要性を包括利益額の表示に与えるべきであるとしている

(pars.15 and 63)。そしてそれに続いて，純利益に含まれる項目は種々の分類

区分に基づいて－たとえば，継続事業，非継続事業，異常項目および会計原

則の変更による累積的影響額一表示され(par.16) ,一方，その他の包括利

益に含まれる項目はその性質に基づいて－たとえば，現行の会計基準のもと

においては，外貨項目，最低年金債務修正額ならびに負債および持分有価証券
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への特定の投資に対する未実現損益一分類表示されるものとしている

(par.17)。

次に，第2の問題に対して, FASBは当該会計期間の純利益の一部として

表示されると共に，当該会計期間またはそれ以前の会計期間においてその他の

包括利益の一部として表示されていた包括利益項目について二重計上を回避す

るための修正（再分類修正(reclassification adjustments) )がなされることを

要求している(par.18)。しかもその場合に，ここにおいては最低年金債務修

正額を除くその他の包括利益項目については総額表示一再分類修正が当該項

目の残高のその他の変動と別個に表示される－を行うことを，また，最低年

金債務修正額については純額表示一再分類修正が当該項目の残高のその他の

変動と結合して表示される－－を行うものとしている(pars.19-20)。なお，

総額表示を行う場合には，再分類修正は，①当該修正が関連しているその他の

包括利益の分類区分の一部として表示されても，②当該会計期間のすべての再

分類修正が表示されている再分類修正のみからなる個別の分類区分に表示され

てもよいとする(par.21)。

さらに，第3の問題について, FASBは包括利益が報告されている財務業

績計算書上において包括利益に対する1株当たり利益額を表示することを企業

に要求している。ただし，その場合に，企業の資本構造に基づいて1つの1株

当たり包括利益を表示することが適当であるのか，2つのl株当たり包括利益

を表示することが適当であるのかということについては，当該企業が決定すべ

きであるとしている(par.23)。

また，第4の問題について, FASBは企業が包括利益をl表または2表か

らなる財務業績計算書において表示することを要求している。そしてその場合

に，2表からなる様式（損益計算書および包括利益計算書）を用いる企業は2

番目の計算書を純利益でもって始めるべきであり，1表からなる様式（損益お

よび包括利益結合計算書）を用いる企業は当該計算書の中間合計として純利益
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を表示すべきであるとしている(par.26)。なお，その他の包括利益の内訳要

素については，①関連する税効果を控除した後に表示しても，②関連する税効

果を控除する前に表示してもよいとする。ただし，後者を選択する場合には，

その他の包括利益総額にかかる所得税費用または便益合計額が一括して表示さ

れることになる(par.27)。また，どちらの様式を選択した場合にも，企業は

その他の包括利益の各内訳要素に配分された所得税費用または便益額を当該内

訳要素が表示されている計算書上においてか，あるいは，財務諸表に対する注

記において開示すべきであるとしている(par.28)。

さらに, FASBは一会計期間のその他の包括利益総額を期末の財政状態表

における持分の個別内訳要素（たとえば，その他の包括利益累積額）に振り替

えることを要求している。しかもその場合に，企業は財務業績計算書における

その他の包括利益内訳要素の分類区分に応じて各分類区分に対する累積額残高

を財政状態表の持分の当該個別内訳要素においてか，持分変動計算書(state

ment of changes in equity)においてか，あるいは，財務諸表に対する注記に

おいて開示することを求められているのである(par.29)。

以上のことから，本公開草案においては包括利益を鍵概念として財務業績計

算書と財政状態表とが連携する構造になっていることが明らかになる。しかし

その一方で，ここにおいては財務業績計算書における中間合計として純利益

(稼得利益）が，財政状態表における持分の個別内訳要素としてその他の包括

利益累積額が表示されることになっている。しかもその場合に，その他の包括

利益として表示された会計期間において既に包括利益に含まれている項目をそ

れが純利益として表示される会計期間において中立化するために，すなわち，

包括利益の二重計上を回避するために，再分類修正という機構が組み込まれて

いるのである。

したがって，ここにおいては包括利益を鍵概念とする連携財務諸表と共に，

純利益（稼得利益）を鍵概念とする連携財務諸表をその中に含むという重層的
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な構造を有していることになる。そして，ここで包括利益が資産負債アプロー

チに基づく利益として，稼得利益が収益費用アプローチに基づく利益として設

定されているということを思い起こすとき，資産負債アプローチに基づく利益

測定モデルと収益費用アプローチに基づく利益測定モデルの統合がここにおい

て図られていると見ることもできるであろう。

V むすび

以上において，資産負債アプローチと収益費用アプローチにおける利益の有

している特徴に基づいてその統合の可能性について明らかにするために，まず

資産負債アプローチおよび収益費用アプローチの背後にある利益測定モデルに

ついての理論分析からこれらのアプローチにおける利益の特徴について検討す

ると共に, SFACにおける記述から包括利益と稼得利益の定義およびその相

互関係について明らかにしてきた。そして次に，それを受けて，公開草案「包

括利益の報告」におけるFASBの提案の有している意味について検討してき

た。

その結果，資産負債アプローチに基づく利益と収益費用アプローチに基づく

利益は共に現金収支に基づく利益としての同型性を有していることに加えて，

これらのアプローチに基づく利益の間には前者に当期以前において未実現であ

ったもので当期に実現したものを加算し，それから当期において未実現である

ものを減算すると後者になるという関係が存在することが明らかになった。し

かも, SFACにおいては，資産負債アプローチに基づく利益として包括利益が，

(7)なお，ここにおいては，純利益（稼得利益）と包括利益に相違をもたらす項目すなわち

その他の包括利益項目が未実現項目であることから，財政状態表における持分の個別内訳

要素であるその他の包括利益累積額はかかる未実現項目の累積額を示すことになる。した

がって，当該未実現項目が実現される場合には，かかる重層的構造は解消されることにな

る。
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また，収益費用アプローチに基づく利益として稼得利益が設定されていたとい

えるのである。しかし，その時点においては理論上はともかく実務上は，稼得

利益，現行会計実務における純利益，包括利益の間に大きな相違は存在してい

なかったように思われる。

そしてその後，稼得利益と包括利益に乖離をもたらす項目の増大を受けて公

開草案「包括利益の報告」が公表されたのであるが，そこにおいては，包括利

益を鍵概念とする連携財務諸表と共に，純利益（稼得利益）を鍵概念とする連

携財務諸表をその中に含むという重層的な構造が認められるのである。その意

味で，ここにおいては資産負債アプローチに基づく利益測定モデルと収益費用

アプローチに基づく利益測定モデルの統合が図られていると見ることもできる

であろう。

しかし, FASBは1997年6月にSFAS第130号「包括利益の報告｣(FASB

[1997] )を公表し，そこにおいては，上記公開草案とは異なり包括利益および

その内訳要素を表示する方法として当該公開草案において要求されていた様式

に加えて持分変動計算書において表示する様式も認めたこと(FASB [1997] ,

par. 65) ,また，当該公開草案において要求されていた包括利益に対するl株

当たり利益額の表示を要求しなかったこと(FASB [1997], par" 77)という変

更を認めることができるのである。しかも，かかる変更は当該公開草案が包括

利益およびその内訳要素を財務業績計算書において報告することを要求してい

ることに対する懸念(FASB [1997] ,par.62)を受けて行われたものである。す

なわち，それは，純利益と包括利益という2つの財務業績測定値を報告するこ

とは結果として混乱をもたらすことになる，また，その他の包括利益項目は業

績とは関係がなく，そのような項目を財務業績計算書に含めることを要求する

のは混乱をもたらすのみではなく誤解を与えることにもなるという批判に基づ

いているのである(FASB [1997] ,par.60)。

したがって, SFAS第130号においては，包括利益を鍵概念とする連携財務諸
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表と共に純利益（稼得利益）を鍵概念とする連携財務諸表をその中に含むとい

う選択を行うことも，純利益（稼得利益）を鍵概念とする連携財務諸表と共に

その他の包括利益項目を損益計算書を迂回し持分変動計算書において表示する

という選択を行うことも選択肢として認められているのであるが，公開草案に

対する批判を受けて後者が選択肢に加えられたことから，後者を容認すること

にその変更の意図があったといわなければならないであろう。そしてそのこと

が, FASBをしてかかるプロジェクトに駆り立てた現行実務を形を変えて再

生産きせることになったのは皮肉な結果と言わなければならないであろう。

(高須教夫 近畿大学教授）
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